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△ 開 会  午前１０時００分 

○議長（池山富良君）   

 おはようございます。 

 ただいまから平成31年第１回徳之島町議会定例会を開会します。 

 

△ 開 議  午前１０時００分 

○議長（池山富良君）   

 これから本日の会議を開きます。 

 

△ 日程第１ 会議録署名議員の指名   

○議長（池山富良君）   

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって、８番行沢弘栄議員、15番住田克幸議

員を指名します。 

 

△ 日程第２ 会期の決定   

○議長（池山富良君）   

 日程第２、会期決定の件を議題にします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から３月14日までの10日間にしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日から３月14日までの10日間に決定しました。 

 

△ 日程第３ 諸般の報告   

○議長（池山富良君）   

 日程第３、諸般の報告を行います。 

 一般的な事項については、お手元に文書で配付してありますので、口頭報告は省略いたしま

す。 

 なお、この際、特に報告いたしますことは、このほど、県町村議会議長会から、長年自治労

功労者として、本町議会から、大沢章宏議員、住田克幸議員が受賞されました。 
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 おめでとうございます。 

 また、監査委員から、平成30年12月分、平成31年１月分の例月現金出納検査の結果報告があ

りました。 

 なお、関係資料等は、事務局に常備してありますので、ごらんいただきたいと思います。 

 これで、諸般の報告を終わります。 

 

△ 日程第４ 行政報告   

○議長（池山富良君）   

 日程第４、行政報告を行います。 

○町長（高岡秀規君）   

 行政報告を行いたいと思います。 

 詳細につきましては、お手元に配付してありますので、主なものを申し上げたいと思います。 

 12月16日、第２回地区親睦ミニバレーボール大会出席、世界自然遺産シンポジウムに出席、

Ｗｅｂデザイン実践講座終了式に出席。 

 12月22日、プログラミング講座成果発表会に出席。 

 １月５日～１月６日、石井国土交通大臣奄美群島12市町村長会食会に出席。 

 １月10日～１月11日、地方創生に関する増田寛也氏との意見交換会に出席。 

 １月12日～１月16日、神戸亀津会合同年のお祝いに出席、公明党奄美ティダ委員会奄振事業

での意見交換会に出席。 

 １月18日、離島緊急医療現状報告意見交換会に出席。 

 １月21日～１月24日、鹿児島県町村会県外先進地視察に出席。 

 １月30日～２月２日、平成30年度第３回鹿児島県後期高齢者医療広域連合運営委員会に出席、

徳之島ワーケーション事業報告会に出席。 

 ２月の17日～２月の20日、田中国土交通大臣政務官・市町村長昼食会に出席、平成30年度市

町村長研修会に出席、平成30年度奄美群島農業農村整備事業推進協議会・意見交換会に出席。 

 ２月21日～２月27日、第10回奄美群島成長戦略推進懇話会に出席、第７回とくの島観光・物

産フェアｉｎ東京に出席、天皇陛下御即位30年宮中お茶会に出席。 

 ３月１日、ホストタウン登録記念調印式に出席しております。 

 以上で、行政報告を終わります。 

○議長（池山富良君）   

 これで、行政報告を終わります。 

 

△ 日程第５ 平成31年度施政方針説明   
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○議長（池山富良君）   

 日程第５、平成31年度施政方針説明を行います。 

○町長（高岡秀規君）   

 平成31年度の施政方針を行います。 

 平成31年第１回徳之島町議会定例会の開催にあたり、町政に臨む所信を申し上げるとともに、

平成31年度徳之島町一般会計予算案及び特別会計予算案、関連議案を提出し、町民の皆様方並

びに町議会議員の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

 はじめに、平成31年度の一般会計予算案の総額は、歳入及び歳出それぞれ73億2,755万円と

なっており、前年度と比較いたしますと、5.5％減となっております。歳入歳出の主な事柄と

いたしましては、花徳団地の建設、総合運動公園内野球場周辺の改修、ＩＣＴ・ＩｏＴ教育環

境の整備等になります。 

 それでは、第５次徳之島町総合計画に掲げる「人と自然が輝きみんなで紡ぐきらめきのま

ち」の実現と地域の更なる発展に向け、総合計画内の６つの基本計画に沿って、平成30年度事

業実績及び平成31年度事業施策を申し上げます。 

 まず、平成30年度事業実績及び平成31年度事業施策について。 

 人と資源を融合させ、活気あふれるまちづくりについて。 

 農・畜産業の振興。 

 島の主幹産業である農・畜産業の振興に向け、農業形成の安定と高度化を目指して様々な施

策を展開して農家の所得向上に努めます。 

 新規就農者の支援については、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、農業経営

が不安定な青年等に対して、農業次世代人材投資事業を活用し、引き続き実施をしていきます。 

 農地の有効利用の促進及び確保にあたっては、人・農地プランの継続的な話し合い活動によ

る、地域の中心となる経営体の掘り起こしや農地中間管理機構の活用促進を図りました。平成

31年度では、集約した情報を基に、農地所有者と担い手との貸借等を調整する農地中間管理事

業を展開し、相続や離農による遊休農地を減らし、担い手の経営向上や地域農業の活性化を図

ります。 

 サトウキビの生産については、特別対策事業による各種助成を行った他、平成30年度セーフ

ティネット基金事業により殺虫剤や除草剤の購入助成を行いました。また、台風24号による被

害が発生したことから、平成30年度サトウキビ増産事業が発動され、堆肥や資材の購入助成を

行いました。 

 平成29年産のサトウキビの収穫実績では、収穫面積1,131ヘクタール、単収5,218キログラム、

生産量５万9,034トンとなりました。今後とも引き続き、平成37年度目標生産量７万692トンを

目指し、各種支援事業の継続を図ります。 
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 園芸の進行においては、将来の担い手となる農家の育成を目的に、町内外から施設園芸希望

農家を募集し、研修を積み重ね高収益な作物栽培技術の習得促進を図ります。 

 畜産の進行においては、平成30年度に完成した徳之島町受精卵センターを活用した鹿児島大

学共同獣医学部との地域連携協定による優良血統受精卵を採卵・移植する受精卵移植事業を実

施し、優良な繁殖牛の維持・増頭を図ります。この他、増頭を行った畜産農家へ助成を行う優

良雌牛自家導入事業等の各種補助性事業を活用し、畜産農家の所得向上に務めます。 

 徳之島町ＴＭＲセンターでは、島内で生産されるローズグラス等に加え、飼料用トウモロコ

シやソルゴーなどの粗飼料を未利用資源と混合したＴＭＲの製造・販売を行い、農家個々の労

力負担を軽減し、経営の安定化を図っていきます。 

 鳥獣被害対策事業では、イノシシやカラスによる農産物被害の低減を目的に、引き続き補助

金の交付を行い捕獲圧の向上を図ります。また、捕獲従事者の獲得を目指し、新規狩猟免許取

得者に対しての助成を行い、捕獲従事者の掘り起こしを図ります。 

 地産地消推進については、町民が地産地消を基本とした健康で豊かな食生活を実現できるよ

う、幅広い世代を対象に食文化の継承推進や日本型食生活の普及促進、農林漁業体験を通じた

食や農業への理解促進、食育の普及促進を図る食育アドバイザーによる講演会を開催いたしま

す。 

 土層改良や畑かん施設整備を行う農業の基盤整備事業では、平成30年度９地区において県営

畑地帯総合整備事業に伴う施設整備工事を行い、平成31年度には第一尾母２期を加えた10地区

において経営畑地帯総合整備事業を実施します。 

 農業水利施設の保全事業としては、ストックマネジメント事業を第一神嶺地区で行いました。

平成31年度では、第一神嶺地区・第一花徳地区の２地区で行い、施設の老朽化による突発的な

故障を防ぐための施設及び周辺機器の更新を行います。 

 農地水環境保全対策では、多面的機能交付金事業を町内10組織で引き続き実施いたします。

地域が創意工夫を凝らし、生態系や美しい景観を良好な状態で保全し、地域共同による農村環

境の保全活動や地域資源の適切な保全管理により集落を支える体制の強化を図ります。 

 水産業の振興について。 

 離島漁業の再生に向けて、集落協定に基づく種苗放流や藻場造成、アサリ再生など、漁業の

再生に関する実践的な取り組みを支援しており、漁業基盤の構築に努めています。輸送コスト

支援事業による流通時の条件不利性の解消を図るため、実証事業により沖縄県への輸送コスト

支援も行い、生産者の所得向上に努めます。 

 商業の振興について。 

 商工会や商店街の活性化に向けては、商工業の中心的存在である商工会の育成事業やプレミ

アム商品券の発行により、島内消費の拡大と消費者の購買意欲の向上を図っており、引き続き
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企業の成長に向けた支援を実施いたします。 

 生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画の策定に取り組み、九州経済産業局長の同

意を得たことにより、地元企業は先端設備導入計画の認定を本町で受けることが可能となりま

した。これにより、税制面や金融面での支援措置を活用できるとともに、ものづくり・商業・

サービス経営力向上支援事業等の補助金が優先採択の対象となり、その活用が期待されます。 

 観光の振興について。 

 観光情報の発進では、フェイスブックページ及びマスコットキャラクター「まぶーる君」の

公式フェイスブック・ツイッター・インスタグラムを活用し、イベントへの参加や観光の情報

を発信しました。 

 観光の振興においては、徳之島観光連盟と島内３町が連携して取り組んできた観光及び物産

における公式サイトが完成したことから、平成31年度には情報発信の強化を図っていきます。 

 奄美群島シマ博等の滞在型観光コンテンツの提供では、新たなプログラム実施者の開拓を図

ることで観光産業の裾野を広げるとともに、プログラム実施者である住民との接点を作り、長

期滞在による島全体への経済波及効果を高めていくよう取り組んでいきます。 

 希少動植物が生息するコアゾーンの保全と観光振興の両立、エコツーリズムの推進に向けて

は、エコツアーガイドの育成及び増員に取り組んでおり、平成30年度の登録ガイドは21名、認

定ガイドは14名となりました。引き続きガイドの育成を推進するとともに、保全と活用に向け

た体制作りの検討を進めます。 

 観光施設等の整備にあたっては、西郷どん紀行でも紹介された貴重な観光資源である西郷腰

掛け松について奄美群島成長戦略推進交付金を活用した観光地整備を行い、観光周遊スポット

としての磨き上げを行いました。また、観光地のトイレや休憩施設等の整備と維持管理に取り

組み、今後増加が予想される観光客の満足度向上に努めます。 

 観光客の誘客では、観光プロモーション事業を活用した第２回ドローンフェスタを開催し、

島内外からの誘客を図りました。平成31年度においては、徳之島観光連盟との連携を強化し、

観光プロモーションの活動継続による観光客の誘客促進を図るとともに、自然保護と活用の両

立を図るための基本施策に基づいた観光振興基本計画の策定を支援します。 

 北部地区における開発振興の推進では、金見集落において農山漁村振興交付金を活用した北

部の観光拠点としてのジビエカフェ兼観光案内所「とうぐら」を新設するとともに、地域資源

を生かした体験プログラムの実証を行い、農山漁村における新たな観光ビジネスのモデル地域

の創出を図りました。運営主体の自走支援を行うとともに、体験プログラムの開発や農山漁村

地域における新たな観光ビジネスの創出・拡大に努めます。 

 この他、東天城祭りの開催や北部シマづくり推進隊が取り組む島の子ども達によるミュージ

カルキャンプをはじめとする交流事業等をバックアップするなど、北部地区における交流人口
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の増加を目指すとともに、地域の賑わい創出に取り組みました。 

 新たな産業創出と雇用の確保について。 

 徳之島町総合食品加工センター「美農里館」では、島内で生産された材料を活用した特産品

の製造と販売、受託加工により農家所得の向上と雇用確保に向けて継続的に取り組んでおり、

ふるさと納税の返礼品で人気のジェラートを中心に全商品の売り上げが増加しました。今後の

販売促進にあたっては、既存の取引先との連携強化を図り、九州、関東、関西地区で開催され

る物産展等や商談会等で営業活動を積極的に行い、販路拡大に努めます。 

 地方創生推進事業においては、地域再生計画「島の生業創出とみらい創り人財育成計画」に

基づき、島内外社会人・大学生・高校生による共創を進め、対話による地域課題解決・魅力発

揮に取り組みました。併せて、ＷＥＢデザイン等のクリエイティブ分野の人材育成事業を継続

し、より付加価値の高い仕事創出と外貨獲得を図ります。さらに、特定分野のデジタル案件を

受注する仕組み構築を進め、クリエイティブファクトリー構想の具体化を図ります。 

 地域おこし協力隊事業では、協力隊任期満了を迎える地域おこし協力隊の起業等を支援し、

島内での活躍をバックアップします。さらに、教育分野、北部振興分野及び環境教育分野並び

に社会教育分野においても地域おこし協力隊が活躍できる環境を整備し、地域振興を推進して

いきます。 

 心の通い合う健康と福祉の元気なまちづくりについて。 

 健康・医療の充実。 

 国保健康事業では、高齢化により増加する医療費への対応として、県内の統一的方針に伴う

保険料の増加が懸念されています。平成31年においても税率は据え置きとなりますが、将来的

には保険税の増額も検討を要します。町民の健康保持のため各種健診やあらゆる事業を通して

医療費の適正化に取り組みます。 

 保健事業では、特定健診・保健指導による生活習慣病の発症予防と治療中の方を対象とした

重症化予防事業を実施しました。個別面接を行い、一人ひとりの状況に応じた支援を実施する

ことで生活習慣の改善を図りました。町民が健康行動を継続して実施できるよう、健康づくり

に取り組みやすい環境整備を行います。 

 長寿健診や個々の状態に応じたアウトリーチ型の保健指導の導入により、被保険者が自分の

状態に適した生活習慣を見つけることで、一人ひとりの生きがいや自己実現のための取り組み

を支援しました。 

 後期高齢者医療制度における保健事業では、個人差に応じた対応が必要となり、対象者の階

層化と個別対応が重要となります。被保険者の健康状態をレセプトデータや健診結果から分析

し、虚弱状態の方や薬の重複等に対して、訪問指導によって個々に応じた保健指導を実施し、

さらなる疾病の重症化を予防します。 
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 また、医療を特に必要としない元気な高齢者に対しては、グラウンドゴルフ大会等を開催し、

高齢者の自主的な健康づくりを支援します。 

 予防接種事業では、予防接種の受診勧奨を行い、季節性インフルエンザの助成対象者を中高

生にも拡充し、感染の拡大・予防に努めました。小児や高齢者へ予防接種の必要性の周知を継

続するとともに、医療機関や保健所、他町と情報を共有し、感染症等を早期に把握し予防に努

めます。また、新たに風しんの定期接種周知・接種推奨を行います。 

 がん検診事業においては、若年層への乳がん検診の受診費用の助成を行い、受診率が年々向

上しています。その他の健診においても受診率の向上に努め、予防教育・相談事業を通して住

民の健康意識の向上を図ります。 

 歯科保健事業では、これまで実施している歯科検診の実施及び歯科保健指導、フッ化物塗布

及び保育園・幼稚園におけるフッ化物洗口の支援事業に加え、乳幼児期・学齢期でのフッ化物

塗布を推進し、乳幼児から生涯を通した歯科疾患の予防や口腔機能の獲得・保持等により、心

身ともに健やかで心豊かな生活ができるよう、各種事業を実施します。 

 自殺対策事業では、ライフステージに応じた啓発活動やこころの健康相談会を行うほか、児

童生徒を対象としたＳＯＳの出し方教育の充実を図るなど、心身の健康と共に生きる力を育ん

でいけるよう努めています。 

 食育の推進にあたっては、食文化の継承のため幼稚園や学校等で調理実習を行い、食育に対

する理解を深め、食生活を見直すきっかけづくりを行いました。特に高校では進学や就職で島

外に出る学生が多いため、調理実習を通して島の伝統料理を継承しつつ、自身の健康を考える

機会を提供しました。食を通じた家族、地域とのつながりなど、徳之島町食育推進計画を基に

今後も健康づくり・地域づくりの視点から食を通した健康づくりを推進します。 

 高齢者福祉の充実について。 

 少子高齢化が進み多様化する福祉ニーズへの対応に向けては、地域住民が地域の課題を我が

事として捉え、解決していく意識とともに、町、社会福祉協議会、地域住民、関係機関等の協

働により包括的に支援していく体制の整備が重要となっています。こうした状況を踏まえ、地

域福祉推進の充実を図るため、「第１期徳之島町地域福祉計画・地域福祉活動計画」を本年

３月末に策定します。基本理念の実現を目指し、施策展開の基本方向として、基本目標を設定

し、地域住民や関係団体、事業者と連携して地域福祉を推進します。 

 障がい者福祉の充実。 

 平成30年度より徳之島町「障がい者計画」「第５期障がい福祉計画」「第１期障がい児福祉

計画」がスタートしており、徳之島地区地域自立支援協議会と連携・協力・障がい者本人・家

族・事業所の意見を幅広く聴取し計画の策定を行いました。「障がいのある人もない人も共に

生きる島づくり」を基本理念に、徳之島地区地域自立支援協議会と連携・協力のもと、計画に
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基づき障がい福祉施策の推進に努めます。 

 子育て支援・児童福祉の充実。 

 母子保健事業では、母子手帳発行時から妊婦と関わりを持ち、出産後は新生児訪問や乳幼児

健診、親子教室等の事業を通して支援が必要な妊産婦を判断し、医療機関等と協力しながら早

期介入に努め、子供の健やかな成長と発達を確認しつつ母親の子育てに対する不安や悩みを聞

き寄り添う支援を行いました。より良い児童福祉の充実に向け、子育て世代包括支援センター

を立ち上げ、妊娠中から子育て期までの各種相談に対応します。母子保健部門と連携しながら、

支援が必要な妊産婦を早期に把握し、保健と福祉の両面から支援を行っていくとともに、妊娠

期から子育て期まで切れ目のない支援を提供できるよう保健・医療・福祉、関係機関の連携強

化に努め、地域での支援体制を構築します。 

 豊かな自然と安全安心な生活が調査する環境社会づくりについて。 

 自然環境・生態系の保護・保全。 

 自然環境の保全に向けては、海岸漂着物地域対策推進事業を活用した海岸の美化・環境保全

に努めています。 

 希少動物の保護に向けては、希少動物の捕食者となりうるノイヌやノネコの発生抑制のため、

飼い犬・飼い猫の不妊去勢手術費助成事業及びノラネコのＴＮＲ事業を行うなど希少動物の補

食被害を防ぐ対策を講じています。 

 持続的な生態系の保全に向けては、親子参加型の自然体験イベント等を実施しています。山

や海、川をフィールドとしたイベントを行うことで、徳之島の生物多様性を学び、島の自然が

持つ魅力を学ぶ環境教育に取り組みました。また、徳之島建設業協会と協力した徳之島全島一

斉外来種駆除作業等、地元企業との連携による自然保護活動を展開しました。 

 世界自然遺産候補地としての環境教育をより充実するほか、世界自然遺産シンポジウムを開

催することで、地域住民の自然保護に対する意識の醸成に努めます。 

 循環型社会の推進について。 

 構築離島対策事業を活用した家電リサイクルの海上輸送費補助を行い、資源の有効活用のた

めリサイクル活動の強化やリデュース、リユースの意識を高め、町民、事業者、行政が一体と

なって環境負荷の少ない循環型社会を築きます。 

 地域防災の充実。 

 多種多様な災害が発生する中、地域は自分たちで守るという隣保協同の精神と連帯感に基づ

く地域ぐるみの住民の自主的な防災組織が必要となっており、災害発生初期等における情報連

絡、避難誘導、救出、救護初期消火等が行える地域住民による自主防災組織の育成、強化を図

ります。また、防災メールの登録促進を図り、関係機関と相互に連携しながら総合的な防災体

制の確立、自主防災組織の育成強化及び防災意識の向上に取り組みます。 
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 交通安全の推進。 

 交通安全対策に向けては、地域や学校、警察署など関係機関と連携した交通安全対策の推進

や街頭指導を行うなど、交通安全意識を啓発するとともに、災害共済制度への加入促進や通学

路等における歩行者の安全な通路を確保し、ロードミラーやガードレール等のハード面の整備、

交通安全教室などのソフト面での強化を進めます。 

 防犯体制の充実。 

 犯罪のない安全・安心で明るく住みよい地域社会づくりのため、警察署や防犯協会、自主防

犯ボランティア団体等との緊密な連携を図りながら、防犯意識の普及活動を行い、各地区に対

する防犯灯設置の補助や青少年健全育成を推進します。 

 消費者被害防止では、鹿児島県消費者行政活性化補助金を活用した啓発用資料の全戸配布や

弁護士相談会を開催するなど、消費者被害の未然防止を図っています。消費者の安全と安心を

確保するため、消費者行政の機能を維持します。 

 誰もが快適に暮らし続けられる、人に優しいまちづくり。 

 道路・交通網の整備・充実について。 

 道路事業においては、社会資本整備事業により火葬場までの道を整備するための調査・測

量・設計を行っています。平成31年度では、順次改良工事も進めていきます。 

 このほか、亀津中央線（ファミリーマート北店～有村石油）の改良工事を行うための調査・

測量・設計を行います。 

 橋梁点検では、老朽化した橋を補修するための調査・設計を行っており、点検結果をもとに

老朽化の著しい橋梁の補修工事を順次行います。 

 公園事業では、社会資本整備総合交付金を活用した総合運動公園内野球場周辺の改築工事実

施設計を行っています。平成31年度では、野球場周辺の改修工事を実施し、安全・安心な公園

施設の再整備を図ります。 

 住環境の充実について。 

 公営住宅整備事業においては、社会資本整備総合交付金を活用した公営住宅整備事業で花徳

２団地の用地取得、実施設計、木造平屋１棟２戸の新築事業を実施しています。平成31年度に

おいては、同地区での３棟６戸の新築事業を実施し、子育て世帯が安心して安全・快適に生活

できる住宅の確保及び住環境の向上を図ります。 

 住宅リフォーム助成事業では、６件の民間住宅リフォーム資金助成を行いました。住宅の長

寿命化、質の向上、地域経済の活性化に向けて、引き続き助成事業を行います。 

 公営住宅等ストック総合改善事業では、尾母３団地外壁改修・屋上防水工事を行っており、

建物の老朽化や劣化による事故等を未然に防ぐとともに質の向上を図っています。平成31年度

では、尾母２団地の鉄筋コンクリート造２階建て１棟２戸の非現地建て替え事業を実施し、
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ニーズに対応した住宅の整備・住環境の向上を図ります。 

 上下水道の整備。 

 上水道整備事業では、新たに亀徳第２浄水場を更新し、生活基盤施設耐震化等交付金事業の

活用による南部浄水場施設整備、轟木浄水場、山浄水場、母間地区の導水管・配水管の布設替

を行いました。また、簡易水道では旭ケ丘浄水場の外壁及び場内整備が完了し、平成31年度で

は山浄水場の外壁の整備及び南部浄水場に配水池を設置します。 

 下水道整備事業では、亀津東区の裁判所周辺及びエメラルドニュータウン周辺の管路設計を

実施しました。平成31年度は、亀津東区の管路工事及び亀津小学校周辺や南区Ａコープ周辺住

宅地の設計を進め、下水道整備による快適な生活環境作りや河川の汚濁防止に努めます。 

 排水設備工事では、接続支援を継続して実施し、接続率向上を図ります。 

 この他、浄化センター内に前処理施設の実施設計を行っており、平成31年度には浄化セン

ター内に前処理施設を建設することで、汚水処理施設の統合化を図り、汚水処理に係る費用の

縮減を図ります。 

 思いやりと文化を育む人間性豊かなひとづくりについて。 

 学校教育の充実。 

 学校施設の環境整備にあたっては、亀津中学校にプール建設のほか、小学校４カ所、中学校

２カ所の空調設置を行いました。学校施設の長寿命化計画策定（平成32年度）に向け、学校施

設の点検・診断評価を行い、現状と課題を整理することで学校施設の目指すべき姿を明確にし

ます。また、各小中学校では、快適な学習環境の整備を推進します。 

 教育の質の向上にあたっては、テレビ会議システムを活用した遠隔教育を北部の４小学校で

推進するとともに、デジタル教科書やタブレット等の導入を行うことで、ＩＣＴを活用した主

体的・対話的で深い学びに取り組みます。 

 ふるさと留学生の受け入れでは、新設された手々地区ふるさと留学センターへの留学生の受

け入れを引き続き行い、地区の活性化を図ります。 

 2020年度からの、小学校におけるプログラミング教育の必修化にあたっては、平成29年度よ

り実施していますＩＣＴ教育プログラム指導者研修により、一般の指導者が確実に育っており、

指導者研修を修了した受講生がプログラミング体験会を開催するなど児童生徒への体験の場を

提供しています。平成31年度より各小学校へ外部講師を派遣し、児童・教員のプログラミング

学習支援に加え、学士村塾でも一部プログラミング学習を取り入れることで、情報活用能力を

高めます。 

 小学校における英語の教科化や訪日外国人観光客の増加、これからの社会において国内外を

問わず活躍できる人材育成に向け、公募により選抜した中学生をアメリカ合衆国に派遣をいた

します。派遣先では、ホームステイによる現地の生活体験や語学学校等での研修を通じて、国
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際理解やコミュニケーション能力の向上を図ります。 

 特定教科の学力向上及び学校におけるＩＣＴ活用の支援においては、町雇用教員１名及び町

職員によるサポートを行っています。学士村塾については、土曜日の部６教室、平日４教室を

開設し、130名の児童生徒が参加しました。また、向学塾には小学生の部４教室86名が参加、

中学生の部は５教室52名の生徒が参加し、鹿児島大学生12名と中学校教職退職者１名を講師と

して夏休みの計画的学習環境の整備を図るとともに、学士村塾の学習方法等を見直し、学力向

上対策試験の結果に結びつく取り組みを推進いたします。 

 学校再編については、学校再編検討委員会を継続開催し、再編に関する研修、学校再編に関

わる教育委員会案の審議などを行い、検討委員会による再編が円滑に進むよう検討を重ねます。 

 家庭教育の充実について。 

 家庭教育支援事業では、乳幼児から中学生の保護者の家庭教育を支援します。家庭教育の向

上を図るために家庭教育支援員を配置して、子育てに悩みのある保護者の家庭教育を支援する

とともに、全ての保護者に対して家庭教育の重要性を認識させ、学力向上や生徒指導の充実及

び家庭教育力の向上につながる取り組みを実施します。 

 また、幼児の保護者に対しては、学習機会の提供と相談支援を実施する事で就学前から家庭

教育に対する意識を高めます。さらに、地域住民に対しても地域ぐるみで支援する必要性を理

解していただき、学校応援団へ積極的に参加する気風づくりに役立てるとともに、地域全体で

家庭教育を支援する体制を推進します。 

 青少年健全育成の推進について。 

 スポーツアイランド推進事業では、野球、相撲、剣道、吹奏楽の分野で活躍する講師を招聘

したワークショップ等を開催し、一流の指導者から学ぶ機会を提供したことで、受講した子供

たちの練習意欲が向上するなど人材の育成を図っています。また、屋内運動場の開設に伴い、

新たにＴＤＫ硬式野球部及び専修大学相撲部が初めて合宿を行いました。平成31年度において

は、夏季における合宿等の誘致活動を行い、町民へスポーツ・文化の魅力を発信し、文化芸術

の振興及び健康づくりを推進します。 

 徳之島町青少年育成町民会議では、「あいさつ運動」「歩いて登校」「ボランティア清掃等

への参加」「鍵かけ・キー抜きの強化」について、各組織・団体や各地区での活動を展開し、

町全体で青少年の健全育成を目指しました。さらに、小学校単位での青少年育成地区会議の設

置により、各地区における青少年育成施策の実施や地区独自の育成活動の促進を図りました。 

 この他、中学生と高校生によるジュニア・リーダークラブが結成され、子ども独自の地域貢

献活動が開始されました。平成31年度は、クラブの中学生及び高校生が資質向上のための研修

や他地域との交流事業、地域のための催しを通して子ども独自の地域活動を展開します。特に、

キャリア教育に力を入れ、地域での職業体験や様々な職業分野の講師による学習の機会を作り
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ます。また、首都圏での企業訪問や職場体験などのインターンシップ研修を行うことで子ども

達での職業観形成を図ります。 

 芸術文化活動では、小学校４年から６年生には、劇団四季「こころの劇場」ミュージカル

「王様の耳はロバの耳」の鑑賞、中学生には鎌倉能舞台の世界無形文化遺産である能・狂言と

いう日本古来の伝統芸能を鑑賞する機会を提供しました。感受性の高い思春期において芸術を

愛する心を育てることを目的に、これらの事業は継続して実施します。 

 生涯学習・生涯スポーツ活動の推進について。 

 公民館講座では、38講座が開講し、500人以上の町民の方々が受講しました。平成30年度は、

新講座としてエアロビクス、地産地消の家庭料理、日舞、絵画、レザーカービング教室を開講

し、他の講座も含め受講生から好評を得ています。平成31年度においては、新規講座を含む40

講座の開講を予定しています。講座で得られた技術の発表の場である生涯学習フェアを開催す

ることで、受講者の参加意欲の向上、新規受講者の獲得を図ります。 

 郷土文化の継承・活用について。 

 文化財の保存・活用については、町指定文化財を新たに１件指定しました。国宝重要文化財

等保全・活用事業費補助金を活用し、沿岸・水中を含めた埋蔵文化財分布調査を実施しており、

この成果を基に次年度も継続して調査を行います。 

 郷土資料の収集等については、中村正弘氏の所蔵の写真等の寄贈があり、町制施行60周年記

念誌に活用しました。今年度も文化財保護審議委員や教育機関、町民等と連携し、さらなる資

料の収集・保管ができるよう努めてまいります。 

 町民の方に郷土の文化や文化財についての理解を深めていただくため、郷土資料館の催しと

してヤコウガイ細工講座、徳之島の水中遺跡に関する企画展を開催しました。平成31年度も、

引き続き企画展示や体験学習講座を実施します。 

 町誌編さんにおいては、昭和45年３月以来となる「町誌編さん事業」が始まり、昨年４月に

編さん室を立ち上げ、８月には新たな町誌の枠組みを決める編纂審議会を開催いたしました。

2023年３月までの５年間で本編となる「通史編」のほか「地域編」２冊、「自然編」1冊、町

史の「簡易版」1冊を刊行することが決定しました。本年１月には６つの専門部会の部会長に

よる編集委員会を開催し、より具体的な項目について確認を行い、平成31年度の活動に向け下

準備を整えることができました。４月以降、専門部会を随時開催し、各専門部会の編集方針、

担当する執筆者やページ数、執筆期限等の確認を行います。 

 みんなが主役、協働で展開する結いのまちづくりについて。 

 男女共同参画社会の推進。 

町が率先して女性職員の活躍を推進するための「特定事業主行動計画」を策定し、女性職員が

働きやすい環境を整えることを目標に掲げ取り組んでいます。また、本年２月には、鹿児島県
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男女共同参画推進員に本町から１名が任命され、今後、県や町が実施する男女共同参画施策を

推進していきます。平成31年度も引き続き男女共同参画社会の実現に向けて取り組みます。 

 行財政運営の効率化について。 

 住民サービスの根幹をなす自主財源の確保においては、個人町民税、固定資産税、軽自動車

税の賦課及び法人税、たばこ税の申告納税を促進し、各種町税の公平公正な賦課に努めます。

徴収業務では、ＰＡＹＢの導入を行うことで納税機会の拡大を図ります。また、納税者の公平

性を保つための滞納処分の強化に取り組みます。 

 ふるさと思いやり基金推進事業では、昨年度に続き本町出身者を含めた全国の皆様に本町の

想いと魅力ある特産品を積極的にＰＲしました。平成30年度は、全国の約２万4,000人の方よ

り４億5,000万円を越える御寄附をいただき、世界自然遺産登録に向けたアマミノクロウサギ

をはじめとする希少種保護活動、地元高校生の学習環境の整備を実施しました。本町のふるさ

と納税の活用方法を広くＰＲすることで、寄附の使い方に賛同していただき、新たに徳之島町

を想っていただける方を増やす取り組みを行います。 

 むすびに。 

 本年４月30日、天皇陛下が御退位され、皇太子殿下が５月１日に御即位されます。 

 平成から新元号へ移り変わり、私たちは大きな時代の変化に対応していかなければなりませ

ん。 

 奄美群島振興開発特別措置法の延長を前提とした奄美群島振興開発事業では、物資の輸送費

支援の拡充、航路・航空路運賃軽減事業の拡充等が新たに加えられる他、住民との創意工夫を

活かした地域独自のアイディアを支援する特定重点配分対象事業が盛り込まれています。 

 第35代アメリカ合衆国大統領であったジョン・Ｆ・ケネディは就任演説で「あなたの国があ

なたのために何ができるか問わないで欲しい。あなたがあなたの国のために何ができるかと問

うてほしい」と国民に対してメッセージを伝えています。 

 私が町のためにできることは何か。私たちが町のためにできることは何か。島の現状を一番

知っている私たちがその問いを常に頭の中で意識した暮らしを送ること、真の精神的自立を持

つことで、地域を豊かにする振興策が創造されると私は確信しています。 

 人材育成や教育支援、貴重な自然環境保全を図り、町民の皆様方と将来の町の姿を語り合う

ことで、町政のさらなる発展に臨んでまいります。 

 平成31年度の町政に全力で取り組み、学び、暮らし、働き、集う全ての人が自助・共助・公

助・近助の中で、個性と創造力を発揮するまちづくりの実現に向け、町民の皆様、議会の皆様

のご指導、ご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げ、平成31年度の施政方針と致します。 

○議長（池山富良君）   

 以上で、施政方針の説明を終わります。 
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△ 日程第６ 一般質問   

○議長（池山富良君）   

 日程第６、一般質問を行います。 

 富田良一議員の一般質問を許可します。 

○４番（富田良一君）   

 きゅうがめら、おはようございます。 

 ４番富田良一が通告の２項目について伺います。 

 その前に、質問に入る前に、町長に伺います。 

 先ほど、町長の施政方針を聞きました。町に対する思い、大変よかったんですが、夢で終わ

るか、終わらないか心配しているところです。 

 なぜなら、ことし７月に町長選挙があります。それに４期目を目指して出馬されるのか、さ

れないのか伺います。 

 その後、私の質問をしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○町長（高岡秀規君）   

 お答えいたします。 

 私みずから４期目を目指していきたいというふうに思います。 

 そして、この政策は10年後、20年後必ずや評価されるものと私は信じて一歩一歩進んでおり

ますので、４期目を目指して頑張っていきたいというふうに思いますし、今後は町民の皆さん

の御理解を得ながら選挙戦に向けて頑張っていきます。よろしくお願いいたします。 

○４番（富田良一君）   

 町長の決意のほどを聞きましたので、ぜひ、夢で終わらないように頑張ってください。 

 では、質問に入りたいと思います。 

 先日、新聞に新庁舎建設検討委員会、委員長が幸野善治副町長で、その初会合が５日にあり

ました。生涯学習センターでありましたけど、６月までに計５回の会合で、庁舎の規模や機能、

候補地などを協議して基本計画案をまとめ、町長に提案すると載っていました。また、パブリ

ックコメントの結果報告も載っていました。 

 それによると、高台へ建てる、建て替えるべき、慎重に建設場所を検討してなど、海抜

４メートルの現在地に建て替えるとする構想案に反対する意見が多数を占めていたと書かれて

いましたが、この記事を見ると、町民の多数が高台移転に臨んでいるかのように思われます。 

 パブリックコメントに参加された方々は、何名かわかりませんが、それ以前に町独自にアン

ケート調査を行っています。私が聞いたアンケート結果では、新聞記事とは逆で、現在地の建

て替えを望む方々が多数いたと伺っています。実情はどうなのか御質問します。 
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○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 昨年８月に実施しました新庁舎建設に関する町民アンケートでは、新庁舎の建設位置につい

て69.4％の方が現在地でよいとの回答をしております。そのほか、建設場所を変えたほうがよ

いとの意見は21.9％、無回答が8.7％ですので、町民アンケートの結果といたしましては、約

７割の町民が現地建て替えを希望していると考えられます。 

 以上です。 

○４番（富田良一君）   

 ７割の方が現時点に建てかえを希望しているとおっしゃいました。 

 もちろん、現在地に建て替えした場合のメリット、デメリットが幾つか上がっていると思い

ますが、多いものから順次、幾つあるか伺います。 

 例えば、現在地建てかえのよい点、台風時や豪雨災害による緊急避難場所、また、利便性、

市街地の活用化などいろいろあると思いますが、よろしくお願いいたします。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 台風時や豪雨災害による緊急避難場所につきましては、津波の心配はありますが、近年、大

型台風の接近や豪雨災害の発生が頻発しております。今後最も身近に起こり得る災害に迅速に

対応するためには、現地に緊急避難場所と災害対策本部を兼ね備えた庁舎を建設することで、

災害に強いまちづくりの実現が可能であるというふうに考えております。 

 それから、利便性についてでございますけども、町民アンケートでも１番に上がっておりま

したが、現庁舎は亀津市街地にあり、非常に利便性が高いということであります。また、なれ

親しんだ場所であるので、現地がよいとの声も多くありました。 

 市街地の活性化などにつきましては、現庁舎のある亀津地区には病院、スーパー、飲食店、

それから、国や県の機関等が集中しておりますので、仮に新庁舎が移転した場合、役場で用事

をしながら病院へ、あるいは買い物に行った住民が減ることが予想され、亀津地区への経済の

影響というのは大きなものであると考えております。 

 以上です。 

○４番（富田良一君）   

 去年も24号の台風被害、結構ありました。過去にも台風被害でこの亀津近辺が浸水したこと

があります。それを詳しく、わかっている方がいらっしゃいましたら、その当時の話をお願い

します。 

○副町長（幸野善治君）   

 ちょうど私たちが役場に入ったころなんですが、確か昭和53年前後です。この埋め立て一体
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は浸かっております。その浸かった場所というのは、今ある庁舎の１階の床です。その近辺、

例えば、Ａコープの駐車場近辺、そして、その決壊場所というのが、大瀬川が決壊し、向こう

からの決壊場所からの波の浸水、それから、埋め立て地のその堤防を乗り越えた波の越波とい

うことで、ほとんどが浸かっております。 

 今、福永建設の事務所のあるところに直バッテリー屋さんとあったんですが、そのバッテ

リー屋さんの夫婦が消防署で避難させる一幕もありました。 

 その前後には、50年代の前半ですが、亀徳川も決壊し、亀徳港が決壊して、たしか当時の中

馬建設大臣を伴って、保岡興治先生が島に入って災害救助法が適用されたことがあります。 

 その埋め立て地の波の浸水によって、その避難場所というのは、中央公民館とか、その近辺

どっかないかとか、役場しかなかったんです。ですから、緊急の避難場所というのは、やはり

この埋め立ての中にあったほうがよいというのを実感いたしました。 

 以上です。 

○４番（富田良一君）   

 過去を知っている方々は、大型化する台風に対して、心配で眠れない夜を過ごしていると思

います。本当に、我々川沿いに住んでいる方々は特にそうだと思います。 

 次に、高台に移転した場合のメリット、デメリットは幾つぐらいありますか、お聞きします。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 新庁舎建て替え地の高台と現在地の場合のメリット、デメリットを申し上げますと、まず、

高台の場合のメリットは、第一に、津波が押し寄せる心配がないことであります。デメリット

といたしましては、亀津の高台は地滑り危険箇所や急傾斜地崩壊対策危険箇所に指定されてい

るほか、農業振興地域に定められているため、用地の取得に時間を要します。 

 また、庁舎建設が可能な広大な町有地がないほか、移転費用が発生する場合、その費用の高

騰が予想されることがあげられます。 

 次に、現在地のメリットといたしましては、亀津市街地にあり、利便性が高く、移転費用が

発生しないため費用が抑えられることであります。また、緊急避難場所としての機能を備える

ことで、津波発生時の亀津地区の緊急避難場所になれると考えられます。 

 デメリットといたしましては、津波浸水区域想定区域内にあり、津波の危険性があるという

ことであります。 

 以上です。 

○４番（富田良一君）   

 今、答弁いただきましたが、私もいろいろと考えてみました。高台でのよい点では７メート

ルの津波の心配がなく、役場が無傷である点と、津波被害後の防災拠点としてはいいと思いま
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すが、ほかにあまり考えられない。悪い点としては、高台移転となりますと、移転場所周辺の

地価高騰による用地交渉、インフラ整備に莫大な予算と年数がかかります。 

 先月に奄美大島に行きました。ついでに奄美市の新庁舎を見学に行きました。そのとき、私

を含め４名の議員、もちろん徳之島町の議員ですが、奄美市の議員さんに案内していただいて、

いろいろと丁寧に説明していただきました。 

 そこで、高台移転の話も出たのか聞いてみましたが、そのような話は全く出なかったと言っ

ていました。びっくりしました。 

 また、高台移転にしたら住民も困るし、町の活気がなくなり、寂れるので、利便性等を考え

ると現地での建て替えがいいようなことも言っていました。 

 それから、場所が決まってから建物内をどのようにするかで多くの時間を費やしたとも言っ

ていました。 

 ちなみにですが、先月に新庁舎検討委員会で和泊視察を行ったと聞いていますが、現地住民

の声としてはどのような声が多かったのでしょうか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 和泊町の現地住民の声といたしましては、まず、町民アンケートでは、庁舎建て替えの必要

性については、約８割の方が建て替えの必要性があるという回答でございました。それから、

敷地の場所につきましては、約６割の方が現在の役場敷地周辺が望ましいという回答であった

ようです。 

 それから、町民の利便性等を総合的に考えた場合に、現在地が最適という意見があったのと、

なるべく財政負担を減らす声も多かったようでございます。 

 新庁舎は、バリアフリー法の建築物移動等円滑化誘導基準を満たす特定建築物として整備を

されておりました。障害者や高齢者の方々に配慮した設備となっておりました。また、庁舎内

に多目的ホールを設けて、町内のイベントや選挙など、休日でも多目的に利用できる町民によ

り親しまれるような施設も完備をしておりました。 

 以上です。 

○４番（富田良一君）   

 和泊町では、なるべく財政負担を減らす声が多かったみたいです。 

 奄美市も新庁舎建て替えに合併特例債を活用して、52億円の事業費のうち実質、市の負担は

18億円で建設されております。 

 それから、徳之島町が活用しようとしている国の緊急防災減災事業債の期限が平成32年度末

までとなっています。これを活用する場合と、しない場合、徳之島町の実質負担額はどのくら

い変わってきますか。 
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○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 本町の実質負担額ということでございますけども、緊急防災減災事業債は充当率100％、交

付税措置率が70％の大変有利な地方債でございます。この緊急防災減災事業債を活用して、仮

に16億円の事業費で算出しますと、総事業費に対して地方債の対象額が13億6,000万円、地方

債対象外経費が２億4,000万円とした場合、地方債対象額の100％を借り入れることができます

ので、借入額の元利償還金に対して70％が後年度に交付税措置されますので、実質、町の負担

額につきましては17億2,300万円のうち、元金償還金に対して11億1,200万円の交付税措置がさ

れますので、実質の町の負担額は６億1,100万円となります。 

 対しまして、元来、庁舎建設に活用されておりました一般単独事業債は充当率75％、交付税

措置がありませんので、事業費の16億円と利子額１億円を合わせた17億円が実質、町の負担額

となります。 

 緊急防災減災事業債と一般単独事業債の実質負担額の差額を計算しますと、10億8,900万円、

約10億円少ない負担額で庁舎建設が可能となりますので、町にとりましては大変有利な条件で

あると考えております。 

 以上です。 

○４番（富田良一君）   

 ただいまの答弁では、緊急防災減災事業債の活用をする場合と、しない場合とでは、実質負

担額に大きな差が出ています。その差額分を避難道路の拡張や河川整備など、防災費用として

活用すべきであると思います。 

 我が町もなるべく早く緊急防災減災事業債を活用して、津波７メートルより上げて10メート

ルの津波に耐え得る新庁舎を建てていただきたい。 

 大島郡でもほとんどの市町村が新庁舎建て替えを行っていますが、建て替えの必要性として

は共通点があると思いますが、それは何でしょう。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 建て替えの共通点といたしましては、第一に、奄美群島における庁舎の多くが昭和56年以前

の新耐震基準以前の建築物であり、耐震性に問題があるほか、老朽化や機能の劣化、陳腐化が

進んでいるといった問題点があることであります。こういうことが共通点として考えられると

ころでございます。 

 以上です。 

○４番（富田良一君）   

 津波よりも、やっぱり耐震性だと思います。耐震性などいろいろと考えると、いつ大きな地
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震が来て被害を受けるかわからない、倒壊の危険性を感じながら仕事をしている役場職員、ま

たは役場を利用する町民のことを思うと、現地建て替えを早く進めていただきたい。 

 最後に、副町長、検討委員会、町長、何かありますか。 

○副町長（幸野善治君）   

 検討委員会の名前で新聞記事も少し報道されましたので、私が委員長ということで、また、

誤解もあったらいけませんので、議会の皆さんにも報告しておきたいと思います。 

 新聞記事では、大多数が反対というような内容もとれるのが書いてありましたが、パブリッ

クコメントでは36件の要望が寄せられております。36件のうち、高台移転だけに絞ると、９名

がそのうちの反対、ぜひ高台に移転してほしいということ。 

 また、自治公民館長会の中で、津波だけを考えたら高台のほうが大多数であったという報告

もありました、委員の中から。 

 しかし、そのときは、利便性とか財源の問題等のことは議論はされておりません。ただ、津

波が来たらどうするかということで的を絞った意見であって、総体的な発言ではなかったよう

に委員から聞いております。 

 私も、役場周辺で生まれ育った者として、周辺住民や、一番大きな医療施設がある病院の経

営者の意見も聞いております。防災の面から考えても、緊急避難場所として現在の場所が最適

地であるとの回答を得ました。役場隣の病院には常時100人の職員と約50人の入院の患者さん、

そして、来院中の患者さんも含めると相当数の人が集まっております。 

 短時間で、一番短時間で避難するとなると、その病院の２階から上か、近隣にある緊急避難

場所、いわゆる役場が高かったら高いほど役場のほうにということで考えていただきたいとい

う意見でありました。 

 現在の役場は昭和48年に建設されていますが、役場や病院がすぐそばにあったから現在の場

所に土地を購入して子供や孫を育てた、なれ親しんだ現在の場所に、耐震性を備えた利便性の

高い立派な庁舎を望むという意見が大方でした。 

 庁舎建設検討委員会の委員長として、これからの委員会でさまざまな角度からいろんな議論

を起こし、海抜２メートルから４メートルに建つ奄美市の庁舎等も視察し、夏ごろにはまとめ

上げたいと思います。 

 また、地域住民の理解を得るために、夏から秋にかけて住民説明会を北部、中部、南部と予

定しております。 

 以上です。 

○４番（富田良一君）   

 今、検討委員会委員長の副町長のお話もありましたが、町長はどうお考えですか。 

○町長（高岡秀規君）   
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 今、総務課長、副町長が答弁したとおりだと思っております。 

 まずは役場の役割は何かということです。そしてまた、住民の命を助けるためには一番何が

必要かというと、私は、緊急避難道路、今、富田議員が２項目めで質問している、これこそが

大事だと思います。 

 そして、役場が住民を救うためにどうしたらいいかというと、高台でできるのかどうかです。

まず地震があって津波が来ます。その確率が高いです。じゃ、役場の職員が助けにいけるかど

うかです。それは非常に厳しいんじゃないかなというふうに思っております。 

 何が一番大事かというと、職員が即座に誘導、５分、10分以内で誘導となると、この位置に

いて、しっかりとこの役場の建物が津波に耐え得る建物、データ管理もしっかりとできる建物、

そしてまた、自家発電によって透析患者等が電源を供給できる建物こそが私は大事だろうとい

うふうに思っておりますので、今の位置が、私は最適だろうというふうに考えております。 

 命を守るための役場でいきたいというふうに考えております。 

○４番（富田良一君）   

 ありがとうございます。 

 平成32年の期限に間に合うように、緊急防災減災事業費の活用を進めていただきたいと思い

ます。 

 次の質問に入ります。 

 津波対策としての避難道路の整備についてですが、先ほど新庁舎について伺いましたが、新

庁舎建て替えと並行して、津波対策として避難道路の整備が急務だと思いますが、今、避難道

路の整備はどのくらい進んでおられるのか伺います。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 お答えします。 

 避難道路につきましては、徳之島町防災マップに記載されている避難路はもちろんのことで

すが、実際の津波発生時において高台へ上がる避難路以外の道路も避難路と認識しております。

道路管理者といたしましては、道路・橋梁等常時良好な状況を保つよう維持管理費し、一般交

通に支障を及ぼさないよう努めているところでございます。全体的に考えているということで

ございます。 

 ちなみに、先ほどありましたように、亀津中央線東区、ファミリーマート、有村石油までの

道路とかも今後計画して、避難道路となると予想されます。また、南区急傾斜地事業の道路整

備等も考えております。こういったこと。 

 また、終わりました花徳新村海岸線の道路整備も避難道路につながるものと思いまして、社

会資本計画整備事業と関連しながら進めているところでございます。 

 以上です。 
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○４番（富田良一君）   

 亀津では、避難道路として考えられるのは、亀津闘牛場への道と、中央町線亀津糸木名線、

自動車学校への道、あと、ゴルフ場への道と、一本松です。あと蔵越への道などが幾つかあり

ますが、これらも用地交渉など地主の協力がないとなかなか進まないと思いますが、できると

ころから進めていただきたいと思っております。 

 もし、運転中に津波が来たとき、車を置いて避難をする方はいないと思いますが、車で避難

される方が多いと渋滞も予想されますので、幹線道路はもちろん、道路の拡幅ができる場所は

ぜひしていただきたいと思います。 

 今、南区の急傾斜地危険箇所、亀津13、14地区の工事を行っていますが、おかげさまで亀津

闘牛場へ行く道も広くなり、また、金毘羅様の周辺もきれいに整備され、皆さん喜んでおりま

す。 

 今後は、亀津闘牛場、金毘羅様の周辺を一時避難場所として考えておりますが、旧県道から

の上り口と亀津闘牛場手前の数メートルが車の離合ができない状況です。南区ではこの道を避

難道路として考えていますので、ぜひ車が離合できるように道路の拡幅工事をしていただきた

いと思いますが、どうでしょうか。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 私も図面を見ているんですけど、幅員の狭いところがあるんでしょうか、急傾斜地の場面で。

図面的には現在、闘牛場に上る道は今よりも多少広い設計だと思っております。私どもといた

しましても、避難道路と認識しておりますので、今後、社会資本整備交付金にて、急傾斜地の

終わり次第要望して、道路の整備を考えております。 

○４番（富田良一君）   

 ちょうど亀津闘牛場の手前の数メートルが離合できない状態で、なれそうなので、今後、そ

こまで拡張して。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 わかりました。現場を確認し、検討したいと思います。 

○４番（富田良一君）   

 せっかくですので、そこまでしていただけると大変皆さん喜ばれると思います。 

 工事前はがけ崩れを心配して、避難道路として利用できませんでしたが、工事後は避難道路

として十分利用できることを期待しまして、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうご

ざいました。 

○議長（池山富良君）   

 しばらく休憩します。11時30分から再開します。 

休憩 午前１１時１５分   
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再開 午前１１時３０分   

○議長（池山富良君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 広田勉議員の質問を許可します。 

○１１番（広田 勉君）   

 かろうじて、おはようございます。 

 平成最後の議会、非常に記念すべき議会で一般質問ができることに感謝いたしております。 

 11番、広田が通告の４項目についてお尋ねいたします。 

 施政方針についてでありますが、その中で、幾つもあったんですけど、とりあえず幾つか取

り上げてみました。 

 最初に、平成29年産のサトウキビは、単収５トン218キロ、生産量が５万9,000トンとなって

おり、平成37年産生産目標量を７万トンにしておられますが、何年か前は単収が４トン未満の

ときもありました。この単収７万トンに向かっての目標に向かう、その年次的でもいいんです

けども、どういうふうな単収の推移で計画をされておるのかお伺いしたいと思います。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 それでは、お答えいたしたいと思います。 

 まず、本町サトウキビの生産量は、平成37年度目標の７万692トンは、平成27年度に徳之島

サトウキビ生産対策本部を中心に、振興計画として策定されたものであります。 

 議員のおっしゃるとおり、平成23年から24年においては、単収4,000キロを下回った時期も

ありましたが、直近５カ年においては、25年産が4,370キロ、26年産が4,085キロ、27年産が

4,458キロ、28年産が5,781キロ、29年産が5,218キロとなっています。計画においての単位推

移は向上させる計画で、37年度において単収5,550キロ、収穫面積1,274ヘクタールを目標とし

ています。 

 面積が減少傾向にある中、生産面積の拡大推進とともに単収向上を図るため、低単収株出し

圃場において新植が重要であり、特に高い株出しの低単収圃場においての新植夏植え、春植え

を推進していく必要があると考えています。 

 以上です。 

○１１番（広田 勉君）   

 私の友達なんかは、単収４トンであればサトウキビはやめるというふうなことで、ちょうど

私どもが議員をするころには、単収が８トンありました。そこから単収８トン、10トンを目指

して頑張ろうというふうな目標を立てておりましたんですけども、面積広げるのも一つの手で

はありますけれども、やっぱり、単収を上げるということについては、非常に有効なあれじゃ

ないかなと思いますけども、単収の上がらない理由は幾つかあると思いますけど、どうでしょ
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う。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 広田議員のおっしゃるとおり、以前、目標を８トン、10トンという時期も平成元年、昭和後

半にありました。現在、そのころは町の平均が６トン余りだと思います。 

 現在、先ほど述べましたけれども、５トン前後を推移しているということでありますけれど

も、何分にもさきの生産対策本部の企画運営委員会で数字を見ますと、一番収益力のある株出

しが、株出しの３回株出し以上が非常に収量が低い、これが４トン弱から３トン、下手すれば

ことしの収穫においては３トンから２トンとなっておるというふうな感じであります。 

 この株出しを、収益力のある株出しを守っていくのも大切なんですけど、３回、４回という

ほぼ荒廃地に近いキビ畑を新植にする、新たに植えかえをしていただくというふうな施策を講

じなければいけないと痛感しているところであります。 

 以上です。 

○１１番（広田 勉君）   

 ちょうど20年ぐらい前の話ですけども、石垣島で18年株というのもあったんです。 

 それで、異常な、何かいろいろなものを使ってそういうふうにしておると、これは、サトウ

キビというのは竹科ですので、毎年株がふえていきます。ですので、株出しすれば、するだけ

ふえていくというふうなこともありますけれども、今のお話によると、だんだん植えかえを、

何年かすると株出しはやめて植えかえしていくというふうな状況だと思いますけども、沖永良

部の和泊にはキビ御殿というのがあって、キビだけでやっていけるという人もいらっしゃるん

です。 

 しかし、このキビを、単収を上げる方策を一生懸命しないといけないということで、何か、

補助か何かされていません。キビの単収を上げるための補助を、いろいろあると思うんですけ

ど。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 現在、種苗の供給助成事業とともに、堆肥の助成事業を実施しております。 

 また、先ほど株出しの話をされましたけれども、そのころは手かさぎ、手収穫が主だと思い

ます。ある程度自分の圃場を確認できるような農業、サトウキビ作をやっていたと思われます。

ですから、補植等も、株切れ等の補植等もやりながら、私の知っているところでも７回、８回、

９回で、７トン、８トンとるような圃場もございました、当時。 

 ですから、こういったものの、現在、ハーベスターで収穫されるわけでありますので、その

株切れ等も補植すれば今のままでよろしいんですけれども、そこら辺の補植等もなかなかやっ

ていけない現状にありますので、荒廃地に近い畑をある程度補植、または新植でやっていただ

くというふうなものが単位収量を上げる最善な策ではないかなと個人的には考えております。 
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 以上です。 

○１１番（広田 勉君）   

 二、三日前でしたか、糖業の下方修正をしていたんですが、製糖の。そのときに、一応、昨

年の台風の影響もあるけれども、やっぱり、管理作業の不足というのもあるというふうに原因

を２つ書いてあったんですが、だから、その管理作業も高齢化がなしていって、手薄になって

いくのは目に見えています。 

 ですので、その管理作業を一応補充というのか、移譲できるような受託作業員というのか、

そういう組織をつくるとか、そういった手だてなんかは考えていないもんですか。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 確かにおっしゃるとおり、作業等の受託作業員、特にまた、株出し管理等に対する雇用の確

保も非常に難しいと聞いております。そういったところも含めながら管理のほうの何らかの施

策をとるようには考えております。 

 まず、それとは別に、町としては、増産基金事業等の助成事業を活用して、荒廃地等への振

興作業を助成することや、今期新植夏植えが150ヘクタール近い実績だったんですけれども、

事業を積極的に、こういったものを積極的に活用して、単位向上を図っていきたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○１１番（広田 勉君）   

 この中にはいらっしゃらないんですけども、米原課長時代にタイの東北部のウドーンターニ

というところのキビの視察に１回ついて行ったことがあるんです。そこでは大体１軒で６万ト

ンつくっていました。ですので、29年度の町の生産量、徳之島町と同じぐらい１軒がつくって

いるということです。大体どれくらいですかと言ったら、６万トンぐらいですというふうな、

ハーベスターを何台も持っていらっしゃって、やっていましたけども。 

 しかし、タイですので、徳之島なんかでもことしは寒がなかなか入らないので糖度が上がら

ないというふうな言い方されるんですけども、タイでどうして糖度が上がるんかなというふう

な疑問を持っていましたんですけども。 

 製糖工場へ行ったら、大型トラックが100台ぐらいずらっと、20トントラックがサトウキビ

をおろす順番待ちをしているわけです。そして、運転している人は、順番待ちに時間がかかる

もんだから、飯ごうで御飯炊いて食べながら順番待ちをしていると、どうも、私どもが小学校

のころの伊仙工場を見ているような状況でしたけども。 

 とにかく、タイの地方は、植えたら雨季なんです。サトウキビは井戸に突っ込んでおけば何

メーターも伸びます。３メーターぐらい伸びます。水さえ飲ませておけば。だから、植えたら

雨季ですので、幾らでもぐんぐんぐんぐん伸びるんです。 
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 そしたら、刈り取るときは乾季です。雨が降りません。そうすると、サトウキビの中の水分

が全部蒸発して糖度が残るわけ、糖分が残って糖度が上がると、これはタイの作物だなという

ふうに思ったことがあるんですけども。 

 大体、ハーベスターと20トントラックを並走してダアーっとかさいでいくわけです。大体

１畝500メーターぐらいですけど、向こうに着くことは20トン車が満杯になって、また新しく

20トン車が向こうからずっと来るというふうなものすごい考えられないような状況だったんで

す、サトウキビかさぎ見ても。 

 そして、じゃあ、そこで雇われている人たちは人夫賃幾らぐらいするのって聞いたら、大体

日本円で１日500円ぐらいというふうな言い方をされていました。 

 そういったところと、この奄美、沖縄、種子島は闘わないといけないと、まして奄美、沖縄、

代替作物が、そのサトウキビにかわるかわりの作物がほぼないというふうな状況だと思うんで

す。 

 そういったところに関税が、今、関税が３百何十％黒糖にかけているから何とかそのかけた

関税を島の補助金に充てていると聞いておりますのですけれども、この関税がだんだんＴＰＰ

で10年ぐらいすると、肉にしてもそうだけど、だんだんと関税が減っていきます。なくなって

いきます。そのときに、どういうふうに立ち向かうのか、島は。 

 このサトウキビとして、島の産業としてやっていけるのかどうか。そのあたりはどういうふ

うにお考えでしょうか。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 私個人の考えでちょっと申し上げると、キビはなくしてはいけないものであり、なくすべき

ものでもないと考えています、サトウキビのほうは。 

 ちなみに、以前の話をしますと、沖永良部の花の問題、グラジオラスの問題で、以前サトウ

キビ、南栄糖業さんのほうが、キビがなくなるというふうな話がございました。 

 これは何かというと、グラジオラスの連作障害が出てくるだろうというふうな、ブランドの

関係でやっておりました。その当時、鹿児島県からいろいろ指導を受けたことがありまして、

徳之島地域で花を推進してくれというふうな話がありました。 

 しかし、沖永良部は現在のとおり、花で残っております。これは、何かというと、やはり農

家が輪作体系というふうな形で連作回避をしたからだと考えております。おまけにまた、サト

ウキビについては南栄糖業さん、集中脱葉をそのころやって、副産物であるキクラゲ等も考え

てやっている。 

 やはり、徳之島のほうも、以前はサトイモ、バレイショを輪作体系という形で、花徳のほう

が非常に８トン等、収量が上がったのはこのおかげだと思っております。ですから、そういっ

たものも園芸と絡み合わせながら、また畜産農家のたい肥等も絡めながら、今後、非常にやっ
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ぱりキビは残っていくべきものでもありますし、今後、残すべきものでもあると考えておりま

す。 

 以上です。 

○１１番（広田 勉君）   

 お気持ちはわかります。まさしくそのとおりです。 

 しかし、今そのＴＰＰを提携しました、日本は。そして、すぐは関税が下がらないからまあ

いいようなものもありますけれども、関税をばっと下げたものもあります、ものによっては。

しかし、今サトウキビの補助金というのは御存じのとおり、関税をかけて、その関税が補助金

のほうに回っているというふうに聞いておるんですけども、それがなくなったらどこからその

補助金を持ってくるかとか、そういったもののあれがあると思うんです。 

 そういったことをどういうふうに予測されているのかどうかです。 

○町長（高岡秀規君）   

 私の記憶に間違えなければですけども、その関税のＴＰＰの例外品目というのがありまして、

糖度が98か97以上であれば、それＴＰＰの対象外、例外品目になってたと思うんです。 

 ただ、その砂糖に関して、一番我々が政府に訴えなければいけないのは加糖調製品でありま

すとか、実はあんこに砂糖が混ざっているやつには関税がかからないわけです。結果的には、

砂糖の消費量が減るということは危惧しなければいけないとは思っております。 

 しかし、今後の砂糖の消費を考えますと、中国が砂糖の消費量、何グラムか上がれば、今生

産量は絶対数が足りないということも言われております。そしてまた、日本の今の砂糖行政と

いうのは、国内産では全然足りないわけですから、足りないということはある程度守れるとい

うことにもつながるだろうというふうに思います。よって、サトウキビについての砂糖の制度

については私は守られるというふうに信じております。 

 しかしながら、それが所得が上がるような作物になり得るかと言いますとそうではない。や

はり、関税補助金を出す以上は贅沢をできるまでの補助金は出ないわけですから、今、高城課

長が答弁したように、サトウキビ、プラスアルファの兼業ないし複合経営というものが求めら

れるだろうというふうに思っておりますので、今後の花徳の営農就農センターとか、そういっ

た施策を今、徳之島町は見据えて行っているわけでございます。 

○１１番（広田 勉君）   

 今、この間泉町長の町民葬にちょっと参加させてもらったんだけども、泉町長がとにかくこ

れからは花だということで、あの町長は５期連続無投票で町長になった方なんですけども、花

でずっとこう、上がってきたわけだね。その花農家が今、非常に困っているのは何かと言うと、

東北の震災、あのころから花が急落して、すごい今借金背負ったりして、きゅうきゅうしてい

るというのが、今の沖永良部の現状なんです。 
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 そういったこともありますけれども、とにかく課長がおっしゃるように、サトウキビを我々

はその、抜かすわけにはいかないというふうなことは、それは重々承知ですけども、本当に将

来的にどうであるかというのもやっぱり少し、勉強すべきだというふうに思います。 

 特に、先ほども言いましたけども、ことしのサトウキビの生産見込み量をマイナス修正して、

過去10年間ではことしはワースト２位になるんじゃないかなというふうな予想もされている。

この間から、ジャガイモのほうも値段が全然しなかったけども、ようやく少し値段が上がりだ

してほっとしているところですけども、砂糖が悪くて、ジャガイモが悪くて、タンカンが悪く

てとなると、非常に農家のその打撃というのは、もう大変なものだというふうに思いますので、

とにかく、いろんな、例えば先ほども管理作業の受託機構とか、そういったものとか、あとは

ドローンによる農散布の利用とか、そういったこととか、いろいろその方法で、新しい、今ま

でと違ったことをしていけば、何とか持ちこたえるんじゃないかなとかいうふうには思います

ので、またご検討のほどお願いしたいというふうに思います。 

 それと、次に将来の園芸担い手育成の目的として、町内外から施設園芸希望農家を募集しと

ありますんですけども、ちょっともう少し詳しく。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 お答えいたします。 

 現在、島内の希望相談者が数名いるというふうな、担当のほうから聞いております。 

 その中から、審査の上、決定したいと思っております。研修については、４月から、ちょっ

とおくれるかもわかりませんけれども、開始を目標としております。 

 研修募集の人数は２名の予定。宿舎については、現段階で研修開始に各自で確保することと

なっております。 

 これについては、本年度まででやっている花徳の研修センターの受け入れ状況であります。 

 また、2021年度、研修生の受け入れでは、今後補助事業を活用した研修施設周辺の空き家リ

フォーム等も今後考えるべきではないかなと考えておりまして、そういった意味で、地域に密

着した研修生の育成をできればなと考えております。 

 以上です。 

○１１番（広田 勉君）   

 お聞きしようかなと思いましたけど、花徳のほうでされるというふうなことですね。 

 それで、定員は２名ということですか。２名ね。 

 作物に関しては、以前課長はトマトとおっしゃっていましたけど、それは間違えないでしょ

うか。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 現在のところ、トマトとパッションフルーツを計画しております。 
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○１１番（広田 勉君）   

 昔の沖永良部のＤＶＤを見ていたら、トマト娘というのが出てきまして、みんなかごにこう、

トマトをいれてずっとこうしている映像があったんだけど、いつの間にかトマト、なくなって

いるんですけども、韓国で視察行ったときはミニトマトでしたか、ミニバラとトマトだったか

な、ありましたんですけども、大体トマトってどういうものか。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 現在のところ、担当のほうではミニトマトを考えているようでありますけれども、その状況、

何分にも導入等も、今までそういう経緯の話もなかなか聞いたこともないし、露地でやった実

績も、議員の方々にもお詳しい方がいらっしゃるので、そこら辺の話も聞きながら、研修セン

ターで指導ができればなと考えております。 

○１１番（広田 勉君）   

 何年か前ぐらいから、伊仙の方で品種は「桃太郎」のトマトをずっとＡコープとかそういっ

たところへ出していらっしゃる方がいらっしゃいますね。非常においしいなと、何回か買った

こともございますけども、そういったこともあろうかと思いますし、これはあくまでも実験、

実習、研修の施設ですので、いろいろいいところがあれば、またほかの人たちにも教えてあげ

て普及してもらえたらなというふうに思っています。 

 実際は、いつから始まる。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 審査の上、決定して後にやはり、就農者、研修生ですね、そこら辺と日程調整をすることに

なると思いますので、現在、まだハウス自体もこうやって完成したばかりで、なかなか土壌の

ほうも今から確保、改良しなきゃいけないと思っております。センター自体はできても、中の

土壌と研修の中身もちゃんとしっかりしないと、なかなか入っておられませんので、一応目標

は新年度の４月からの予定にしております。 

 期間に関しては、２年間を、現在のところ計画しております。 

○１１番（広田 勉君）   

 この４月かな。どうも花徳でやるものはスピードが遅いような感じがするんです。住宅にし

ても、とっくに予算は通っているのになかなか土地取得がおくれたり、そして今度また住宅の

縄は引っ張ってあるけど、まだ住宅を発注もしていないというふうなことで、どうしたって

我々は一日でも早く予算ついたらもうすぐにやっていただきたいというふうに思っているんだ

けど、花徳、あの辺はなかなかそういったものが遅いということですので、ぜひ４月からでき

るように頑張っていただきたいと思います。 

○議長（池山富良君）   

 しばらく休憩いたします。午後は１時30分より再開いたします。 
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休憩 午後 ０時００分   

再開 午後 １時３０分   

○議長（池山富良君）   

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 広田議員。 

○１１番（広田 勉君）   

 ３ページのほうなんですけども、ＴＭＲセンターでは、ローズグラス、飼料用トウモロコシ

やソルゴーなどの粗飼料を未利用資源と混合し、とありますが、この未利用資源というのは、

これは何を指しているのかな。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 サトウキビから出たバカスであります。未利用資源ということは、これに限ったことではあ

りませんけど、主にバカスということです。 

 以上です。 

○１１番（広田 勉君）   

 じゃ、主飼料というのは何を指していますか。主にこれを中心として、そこにローズマリー

とかいろいろ入れるはずなんですけども。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 主となると、ローズグラスになります。それにプラス以前から作付している飼料用キビも含

まれています。 

○１１番（広田 勉君）   

 鳴り物入りの牛の絵のサトウキビも入っているわけですか。サトウキビ、飼料用の。あれも

主に入っているわけやな。わかりました。 

 センターのこの飼料を利用している農家は、会員が何名で、会員以外何名ぐらいが利用され

ているのかと。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 会員というか、平成30年４月から12月までの実績で申しますと、現在、延べ利用件数で約

1,000件であります。 

○１１番（広田 勉君）   

 会員以外は。組合員以外の利用。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 ただいまこちらのほうにちょっとデータを持ってきておりませんので、後でお知らせしてよ

ろしいでしょうか。 

○１１番（広田 勉君）   
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 大体でいいです。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 組合員のほうは12件であります。 

○１１番（広田 勉君）   

 よく伊仙町、天城町からもうらやましがられているんですけども、他町村からは引き合いは

ないですか。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 町内だけでなくその他への販売もやっておりますので、当然町外からもそういったものが来

ていると思われます。 

 以上です。 

○１１番（広田 勉君）   

 華々しく設立したのはよく覚えておるんですけども、その後、メンバーから抜けたり、いろ

いろ組織変更になったと思うんですけども、最初は出資金と。あと、土地の提供とか、そうい

ったものがありますけども、その抜けた人たちはどうなっているのかね。それはお返ししてい

るのか。それとも。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 あくまで会社組織に、きらめきサポートという会社組織になっておりますので、町のほうは、

きらめきサポートに委託するわけでして、その会社内部のことに関しては、細かい、お返しし

たかどうかというふうな形の内容までは把握しておりません。 

○１１番（広田 勉君）   

 わかりました。委託しているからということでしょうね。 

 以前、これができる前、熊本のこういったセンターに視察に行ったことがあるんです。で、

北朝鮮同様、見たいのなら入場料を払えということで、金をお支払いしてその工場を見に行っ

たことがあるんです。飼料をつくっている工場です。そのときは、トウモロコシが乳がよく出

るということで、トウモロコシを中心につくっておったというふうなことですけども、今は、

子供だけ出荷しているけども、将来はやっぱり飼育までも視野に入れてする必要があるんじゃ

ないかなというふうに思いますので、そこに向けての取り組みなんかはどうなっているのか。

その飼料のね。 

 で、飼育の場合なぜ難しいかというと、ワラをいっぱい食わせろというふうなことで、田ん

ぼのあるところなんかは、ものすごく飼育があれですけども、そういう技術とか、そういった

ものもあるし、しかし、石垣島なんかは、石垣牛と、ブランド名をとって、もう飼育までされ

ていますので、技術的に島でもできないことはないと思うんですが。 

 だから、そこまでする、高めていく必要性があるか、ないかが一つと、やっぱりもっていき
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たいと思っているのかどうか。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 現在のところ、生産牛を優良雌牛等の切りかえは、まだまだ生産のほうで伸びる可能性を秘

めておりますので、今のところはまだ肥育までは、町のほうでは考えておりません。 

 今後、また状況が変わってきたときに、そのあたりは考えていきたいと思います。 

 以上です。 

○１１番（広田 勉君）   

 これは、やっぱり先を見て、行政はちょっと先を見てする必要性があると思うんです。 

 ＴＰＰはもう締結しました。で、肉がいっぱい入ってきます。で、どういう状況になるか、

わかりません。一生懸命、日本の肉はいいから輸入できると、そういう言い方をしていますけ

ども、やっぱり安い肉が次々入ってくると、どうしても消費者はそこへ行くと思うんです。だ

から、ある程度お金に余裕のある方々は高いお肉でもいいんだけども、やっぱり今、生活が両

極端になりつつあるこの世の中ですので、安い肉がじゃんじゃん入ってくると、やっぱり消費

が落ちたりと、そういったものもありますので、役場としては、先を見て、少しずつ少しずつ

する必要があるんじゃないのかなと思います。町長、しゃべりたかったら、どうぞ。 

○町長（高岡秀規君）   

 その肥育については、今、高城課長が生産牛の利益率がいいので、肥育については、今のと

ころは考えていないというのは、そのとおりでありますが、今後、必要性が出てきたらいつで

も転換できるような施策はとっているつもりであります。 

 それは、実は、濃厚飼料、主なたんぱく質が濃厚飼料になるわけですが、それと、反芻胃の

形成です。胃の形成をするためには、どうしても粗飼料が必要だと。で、その高たんぱくの濃

厚飼料と粗飼料との比率が技術につながっていくわけでして、肥育に必要な飼料の技術という

ものを、今、磨かなければいけない。それが、前もっての準備になろうかなとふうに思ってお

ります。 

 以上です。 

○１１番（広田 勉君）   

 ちょうど震災が起きたころ、向こうで飼育している方々がいっぱいあぶれてきたわけよね。

ああいった方々をちょっと呼んで勉強なんかできないのかなというふうな、一時、考えもして

おったもんですから、技術導入ちゅうんかな。そういったことも考えておったんですけど。 

 あと、そのＴＭＲに対する役場からの補助金がぼちぼち切れるはずなんです。で、その後の

運営状況としては、打ち切った場合、切れた場合、大丈夫なのかどうか。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 ＴＭＲセンターについては、当初の計画どおり30年度で補助金は終了する予定になっており
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ます。当初からすると、製造量や委託作業もふえ、年々売り上げが伸びていますが、ＴＭＲセ

ンターは完成から既に７年が経過しており、機械の修繕費等がふえているため、町の畜産にお

ける中心的飼料供給施設と考えると、今後、事業を活用した機械の更新や町の支援等も出てく

るのではないかなと考えております。 

 以上です。 

○１１番（広田 勉君）   

 じゃ、今までとはまた違った補助の仕方と、応援の仕方ということでよろしいですか。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 そのとおりで結構だと思います。 

○１１番（広田 勉君）   

 次に参ります。鳥獣被害の件ですけども、最近はどのような状況なのか、把握しておった分

だけお願いします。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 お答えします。まず、平成29年度の被害状況についてですが、イノシシによる被害、サトウ

キビが23.29ヘクタール、約400万円。バレイショのほうが7.03ヘクタール、約120万円。で、

カラスによる被害が、タンカン、0.63ヘクタール、約21万円となっております。 

 また、平成30年度においては、被害相談は前年より減少しているようですが、被害傾向とし

ては、前年並みになるのではないかなと見ております。 

 以上です。 

○１１番（広田 勉君）   

 この施政方針の中で、助成を行い、捕獲従事者の掘り起こしを図るとありますが、捕獲業者

が減っておるのかどうか。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 現在、平成30年度の捕獲従事者は38名で、そのうちカラス専門で捕獲を行っている人は２名

のみとなっております。 

 今後は、有害捕獲従事者の高齢化や人手不足もあることから、来年度は新規狩猟者への助成

を行うなどして、人手不足を解消したいと考えております。 

○１１番（広田 勉君）   

 その協会というんか、グループの会費等が高くて、一応免許は持っているんだけど、入りた

くないというふうな人も何年か前に聞いたことがあるんです。で、これを徳之島で免許を取れ

るようなあれをしてくれと、１回、議会でお願いしたことがあったので、徳之島でも１回試験

があったんだけど、しかし、その中で免許は取ったものの、その協会の中に、金があまりにも

高いと。で、入らないという方々も結構いらっしゃったような感じがするんだけど、そういう
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お話は聞いたことないですか。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 農林水産課を担当してまだ２カ月ですので、そのような話は聞いたことないんですけれども、

その有害鳥獣については、この協会への委託等で緊急の場合はやっておりますので、恐らく、

そういった方たちは個人の所有地、畑地等の被害について、恐らくそういう目的で狩猟の免許

も取られているのではないかなと考えております。 

○１１番（広田 勉君）   

 イノシシなんかは免許を持って、ピストルとか、わなとか、わかりますけれども、カラスも

その免許が要るんですか。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 カラスの場合は空気銃とか、そういうのもありますので、また、カラスをとる場合も網等の

わなを仕掛けるようになっておりますので、そういった意味でいいますと、免許が必要になる

ということになります。 

○１１番（広田 勉君）   

 ずっと以前に、小島のほうで大きな落としかごみたいな、落としかごの大きいやつかな、そ

れで、ああいうのでとっていると。結構入るよと。１日10羽ぐらい入るというふうなことを聞

いたことがあるんですけども、喜界島では、これぐらいの材木で６畳ぐらいの枠をつくって、

家をつくるような感じで、カラスの落としかごをつくっとたんですけども、そういうふうな、

聞いたことないよな。そういうふうにして、一応、一時期、カラスが徳之島にいないという時

期もありましたけども、ものすごく最近多いんです。もう朝６時ごろになると、蔵越の向こう

からずっと何十羽も群れをなして、向こうにほうにおりていくんです。 

 で、その途中で網のないごみ袋をみんなつつくわけです。で、追い返したら逃げはするんだ

けど、また戻ってこないんだけど、ずっと上から見て、ごみ出し日にずっとつつけるやつはな

いかなと、上からのぞいているみたいです。 

 で、あれはものものすごく頭がいいんです。何十年前に喜界島はこんなにおったんですが、

で、１羽追い出したら、翌日30羽ぐらい来て、お返ししとったということがあったり、自転車

の前の買い物かごのあれを持って飛んだり、非常に悪さをするんですけども。これは網という

と、かすみ網かどうかわかりませんけども、大きなおりみたいなあの落としかごでは誰でもと

っていいのかどうか。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 基本、わなでありますので、許可が必要になってきます。 

○１１番（広田 勉君）   

 イノシシは今、しっぽを持ってくるだけでいいですか、会員は。で、カラスはどうしたらい
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いですか。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 カラスのほうは足になります。両足ということです。 

○１１番（広田 勉君）   

 とにかく今はカラスが多い。で、やっぱりこれは駆除せんといかないと私は思いますけど。

だから、今、カラスをとる方が２名いらっしゃるということですので、最近どれぐらい持って

きているかはご存じないよね。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 過去３カ年の捕獲数について、イノシシとカラスを報告したいと思います。 

 平成28年度は、イノシシが279頭、カラスが1,490羽、平成29年度は、イノシシが336頭、カ

ラスが1,494羽、平成30年度、12月末現在で、イノシシが288、カラスが1,211羽となっており

ます。捕獲数としては年々やはり増加傾向にあるようであります。 

○１１番（広田 勉君）   

 結構捕獲されているんですが。で、ほとんどされていないんじゃないかと心配しとった。も

うこれだけふえてきているから、以前より大分ふえてきているのが、1,400とか、すごい数だ

と思いますけども、１回卵何個なすんかね。これはわからんよね。 

 で、この間、知名へ行ったら、ウサギを飼っている人がおって、この間、20羽人にあげたけ

どと言うから、よう見たら、まだごじゃごじゃとおるわけね。あのウサギなんかも、１年に

３回ぐらい子供を産むわけです。ですので、余り子供を産み過ぎて、天下茶屋のほうへ捨てた

ら、クロウサギとどうのこうのということ、とんでもないことをするやつがおるなと思ってね。

あのウサギにしても、やっぱりクロウサギはそんなに子供を産まないみたいだけど、普通のウ

サギは結構子供を産むので、もう猫以上に産むんじゃないかな。だから、あんまり保育園なん

かで、可愛いからって、学校なんかでよく飼っているんですけども、ふやさない方向でしてい

ただきたいなというふうに思っております。 

 で、ことしはタンカンも台風で大分倒されたりして、少ないと。で、カミキリムシもどうだ

ったんかなと。それでやられているところもあるんだけど。そのカラスでまたつつかれて製品

にならないというふうなことで、カラスと人間の取り合いだというふうなことで、あわててタ

ンカンもとっているようなことを聞くけど、そのカミキリムシは最近はどういうふうになって

いるんかな。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 事前にご質問がなかったもんですから資料はあっておりませんけども、また後で広田議員の

ほうに報告いたしたいと思います。よろしいですか。（「来てることは来ているわけね」と呼

ぶ者あり）はい。（「買取は」と呼ぶ者あり）買取は１匹30円でやっております。 
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○１１番（広田 勉君）   

 私の中ではもう全部害虫ですので。 

 じゃ、次へ参ります。大きい２番目、台風被害について。 

 前回ちょっと時間切れで質問できなかったので、改めてお尋ねいたします。 

 去年の台風の24号、25号の被害はどれぐらいあったのかということなんですけども、農産物

は別として、家屋等の保険対応のための被災地証明を恐らく役場は出したと思うんだけど、ど

れぐらい出したのかなということです。発行枚数はわかりませんか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 昨年の台風24号による家屋は、全壊が６件、半壊が44件、一部損壊は241件でございます。

その台風によります罹災証明を発行した件数は159件となっています。 

 以上です。 

○１１番（広田 勉君）   

 場所にもよりますけれども、特に東天城なんかは停電がいつになく長かったんです。そうす

ると、生ものとか、冷凍ものの被害もあったと思うんですけども、そういったものの申告とか

はなかったでしょうかね。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えします。 

 停電についての被害等の届け出は、本町には届いておりません。 

○１１番（広田 勉君）   

 ここの二、三日はもうなかったんだけど、この質問書を書いているころには、うちの蔵越の

周りにも、徳之島ビジョンの線が垂れておったんですが。 

 で、恐らく天城町、伊仙町は徳之島町の倍の広さですので被害が倍あったと思うんですけど

も、伊仙のうちの婿どんなんかもパソコンが使えないということで、亀津へ来て、うちの家で

申請なんかしておったんですけども。 

 で、この徳之島ビジョンの被害額はどれぐらいだったんでしょうかね。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 まず、蔵越における垂れている回線につきましてお答えいたします。 

 徳之島ビジョンに確認をいたしましたところ、断線の原因は不明であるということでござい

ましたけども、修繕につきましては、もう完了しているとの報告を受けております。 

 今後また今回のような回線の垂れている場合は、徳之島ビジョンさんへのご連絡をいただき

たいというふうにおっしゃられておりました。 
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 また、建物の解体等で回線を切断する場合も、同じように通知をしていただきたいというこ

とでございます。 

 それから、被害額におきましては、徳之島町の台風災害の被害額は501万9,000円となってお

ります。内訳といたしましては、各家庭へのドロップケーブルの断線が76件、幹線の障害４件、

スパイラルハンガーの外れが107件、倒木による自営柱の抜柱及び建柱が１件でございます。 

 ちなみに、天城町さん、伊仙町さんの被害額につきまして、議員がおっしゃったようにたく

さんの被害を受けておりまして、金額だけを申し上げますと、天城町の被害額につきまして

2,626万円、伊仙町さんが1,124万6,000円。これは全て徳之島ビジョンに関連する被害額でご

ざいます。 

 以上です。 

○１１番（広田 勉君）   

 恐らくこれは一応保険以外のお金だと思うんですけども、大体これ、復旧にどれぐらいの日

数がかかったかはお聞きしていないでしょうか。大体もう終わりましたが。先ほど言いました

が、蔵越のほうも、これ書いている時期は下がっておったんだけど、もうきれいに復旧されて

おるというのは知っていおるんですが、大体いつごろに復旧・完成とか、大体オーケーだろう

と。 

 というのは、パソコンを使う人にとっては、もう１月、２月というのは大変なんですね、こ

れ。だから、大体どのぐらいで復旧されたのか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 その復旧につきましては、どれぐらいの期間がかかったかというのは把握をしておりません

けども、場所によってはしばらく期間があったというのは伺っております。それは順次、優先

度の高いところからやってきたということですので、そういうぐあいになったかなと思ってお

ります。 

○１１番（広田 勉君）   

 前回も、徳之島ビジョンの被害があって、当時、米原総務課長がやっぱり500万円ぐらいの

金を用意せんといかんというふうなことを言うておられたんですけども、しかし、やっぱりこ

れは、台風はあくまでも想定内であると私は思っていますがね。だから、これは想定内で対策

はつくっておかないといけないじゃないかなと思いますけど、どうでしょうか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 台風時の修繕に関しましては、現在、町村会より半分、あとの半分につきまして町負担とな

っておりますけども、今後、台風対策につきましては、現在使用しているそのドロップケーブ

ルの強化も検討していきたいと考えております。 
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 その強化といいますのは、現在のケーブルは強度が弱くて、太いケーブルにかえていくこと

によって強化されるものだというふうに考えているところでございます。 

○１１番（広田 勉君）   

 ここは島ですので、周りは全部海に囲まれている。塩害も強い。で、台風は常設地帯と考え

ないといけない。そういうことを考えてくると、その電柱をなくした無電柱化を積極的に取り

入れるべきじゃないかなと。そうすることによって、ものすごいこの被害額が減るんじゃない

かなと。最初のコストは高いですけど、後々のメンテナンス、これは非常に安くなると思うん

だけど、町長、この無電柱化、電柱をなくす。この方策を徹底してつくっていく必要はないか

な。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 電柱の地中化についてでございますけども、地中化した場合のメリットといたしましては、

景観がよくなる。それから、交通の邪魔にならない。災害等の避難時に邪魔にならない等の効

果が期待されます。 

 しかしながら、地中化するにあたりましては、県や電力会社、それから電話会社、周辺の商

店、住民の方々の同意がなければ工事を行うことができませんけども、地震等の災害において

は、断線箇所等がわかりづらいということもございます。 

 そういうことですので、復旧には多額の費用や日数がかかると考えられておりまして、いろ

いろ難しい面もあるかなというふうに考えております。 

 ちなみに、費用といたしましては、１キロ当たり約１億から３億円かかるというふうなこと

が出ております。 

 以上です。 

○１１番（広田 勉君）   

 今言われたように、景観がよくなるということですが、今、世界自然遺産登録を目指してい

るから、そういったものもひっかけて、やっぱり計画していくべきだと、私はそう思いますけ

どね。 

 で、韓国なんかに行くと、ほとんどもう電柱はないです。向こうは、まだ戦争中ですので、

ただ休戦しているだけですので、いつまた始まるかわからんから、電柱なんか建てとったら大

変だと。しかし、北朝鮮は電柱がずらっと立っているんです。 

 で、高速道路にしても、韓国の場合はセンターラインをちょっと動かしたら、もうそこに飛

行機が着陸できる。いつでも飛行場になり得ると。ですので、飛行場をたたいても、高速道路

で発着できるというふうな考え方なんです。 

 で、この電柱の考えは、1986年ごろから電線類地中化推進計画が５カ年計画で進められてい
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て、現在、7期目らしい。全国で大体9,000キロメートルの無電柱化がなされておると。 

 で、昨年の12月には、参議院本会議で全会一致ですけども、無電柱化推進法案が成立したと。

こういう状況ですので、やっぱり災害時の被害状況を比較した結果、地中化にした場合は、地

上にある電柱の80分の１の被害であったというふうなデータもあるわけです。電柱を立ててい

るのと、もぐらしているのでは80分の１の被害額であるというデータもあるので、国会として

も進めるということですので、ぜひ研究をして、小さい島ですので、一気に、しかも、世界自

然遺産というのをひっくるめて、要望する必要があるんじゃないかなと、私はそう思います。 

 デメリットとしては、コスト高。それはもうしようがない。あとは探偵が隠れる場所がなく

なるとか、暴走車が突っ込む場所がなくなるとか、そういうデメリットもあるというふうに、

ある本に書いてあったんですが。 

 で、やっぱし島では台風、塩害、それを考えると、地中化のほうがよっぽどメンテナンスを、

台風の前になると、九電の応援隊が何台も島で寝泊まりしておるというふうな状況なんかが、

これなくなるんじゃないかなと思いますので、町長、これ真剣に１回考えるべきじゃないかな。 

○町長（高岡秀規君）   

 実は、国のほうが無電柱化という提案で、奄振法で進めるべきじゃないかという意見は、実

は内々では出てはおりますが、現実的にできるかどうかとなりますと、電柱には九電工の九州

電力そしてまたＮＴＴとか、いろんな関係者の電柱がございまして、それを地下に埋めるとな

ると、当然コストを誰がみるのか。また、工事費は誰がみるのか。そしてまた点検がしづらく

なるのではないか等々、可視化ではないわけです。目に見えないわけですから、そういったデ

メリットも考えられるようであります。 

 今後、第２の公共事業となりますと、奄振事業の予算確保の観点からいくと、トンネルに流

れるよりは無電柱化の、島にとって意味のある公共事業というのも期待はできる可能性はある

かもしれません。 

 よって、維持管理費そしてまた実用性、危険度等々を総合的に勘案をして、一応数字を出す

必要はあるのかなというふうに思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○１１番（広田 勉君）   

 なぜコストが高いかというと、こういうものを使わんといかん、あれはこれじゃないといか

んとか、規制がものすごく高いんです。だから、こういったものをずっと技術的にクリアして

いけば、そんなに高くはならないと私は思います。 

 ですので、トンネルをつくるよりはというふうなことは、この公共事業が少ない時代に、や

っぱり持ってきてさせるべきじゃないかなというふうに思っていますので、考えの片隅に置い

ておっていただきたいなと思います。 

 次へ行きます。 
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 自然災害の台風や火事などは、隣近所に害を及ぼしても弁償の義務はないということですけ

ども、以前、モクマオウが台風で倒されて家の軒先を壊して、当町は弁償したことがあります。

これは町長も覚えていらっしゃると思いますけども。 

 で、昨年、台風被害は北区の住宅関係だけなど、あの辺一帯非常に大きな被害がありまして、

８世帯あった住宅が全部引っ越しして、その跡形を全部ならして更地にしたりしてありますけ

ども、しかし、いまだに町営住宅はブルーシートをかけたままの屋根や、また、ほかの小屋な

んかのところでもガラス戸が落ちたところを、ただちょっとひもで引っ張っているだけとかい

うふうなところもまだまだあるんです。 

 で、この中にも書いてあるんですけども、役場に、ある人が瓦が割れたので弁償できないか

と言ったら、自然災害だからないと、一言言われたと。そういうふうに、ちょっと憤慨してい

る人もいらっしゃったんだけど。しかし、これはその人が私に言いました。民法第717条、こ

れを見てくれと。で、持ってきたんですがね。 

 で、何かというと、第717条、「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他

人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を

負う」ということが。 

 ですので、これは危ないから直しなさいよと言うたのに、そのままほったらかしておいて、

被害に遭った場合は、弁償しなくちゃいけないと。これは裁判で訴えられたら絶対そうなりま

す。恐らく、当時のモクマオウもそうじゃなかったかなと。これじゃなかったかなと思います。 

 で、普通にきちっとしてあるのに、台風で飛ばされてする分に関しては、自然災害というこ

とで、自分らでせざるを得ないというふうにありますけども、しかし、今、婦貴田住宅にして

もそうだけど、上の安住寺住宅は今、大体潰してありますけども、まだ少し小屋みたいなのが

残っているのは、あれは町のものかどうか知らんけど、ブルーシートをかけたままです。婦貴

田住宅も。これは町の持ち物です。次、台風が来て飛んだ場合は、町が弁償しなくちゃいけな

いと私はそう思いますけど、どうでしょうか。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 お答えします。 

 安住寺住宅につきましては、現在のところ台風災害時に２棟ありまして、10月補正で解体費

用をいただきまして、亀津小側の１棟は解体いたしました。その裏の１棟についても契約済み

で、３月末には解体済みの予定です。 

 婦貴田住宅のブルーシートにおきましても、１棟４戸でありまして、１戸のみ部分解体にお

いてブルーシートの部分につきましては、町の大工で対応したいと考えております。これも業

者さんにはもう伝えてありますので、ちょっと業者さんが、今は手が回らないところで、町の

持ち分なので町で管理しております。 
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 以上です。 

○１１番（広田 勉君）   

 この辺の住宅は、ほとんど床下が落ちとった。恐らく混岸もそういう状態じゃないかなと思

います。とにかく、町はもう補修はしないと。できたら出ていってもらいたいと。しかし、口

から言えないというふうな状況で、ずっと双方我慢比べみたいなことになっておるんですけど

も。 

 で、とにかく安住寺のほうもガラスが飛んできたりして手を切ったりとかいうふうな人たち

も何人かおられたというふうなことを言うておられたけど。 

 ですので、今、飛ばされそうだなと思うところは、やっぱり町としてもそうならないような

ことを常にやっておいてもらいたいなと。そうしないと、ほら、また来たと、下の人たちが言

う可能性がありますので、ぜひお願いします。 

 次、大きい３番目へ行きます。 

 保護司、他ボランティア活動に対する認識についてでありますけども、このボランティア活

動に関しては、なかなか我々もあんまり把握できないところが多いんです。民生委員というの

は何をされているのかなというふうなこととか、あと、いろんなボランティア活動を知らない

のが多いから、補助金も全部次々と切っていっているというふうなことでありますので。 

 で、きょうはこの保護司について少し皆さんにも知ってもらいたいと思います。 

 徳之島町には、法務大臣より委嘱を受けた保護司が８名いらっしゃいます。この中にも３名

いらっしゃいます。身分としては、非常勤の一般職で、無給の国家公務員という身分でありま

す。75歳が定年です。仕事としては、刑務所や少年院などから保護観察つきで出てきてこられ

た方々の立ち直りを、地域で支えるボランティアと、一口で言えば、そういう感じです。 

 そのためには、本人と月２回面接を行い、指導・助言をして、そして毎月報告書を自腹で切

手を買って報告書をつくるというのが、保護司の仕事であります。 

 なぜ、そうするかというと、再犯防止を主に行っていますので、刑務所や少年院に入ってい

る人たちの受け入れ環境調整からずっとやり出して、するんですけども、去年、徳之島町は

我々の面接する場所を提供していただきました。今までは自分の家で面接をするか、相手の家

で面接するか、往訪・来訪というんですけどね。そうすると、女の人なんかでしたら、特にひ

とり者の女の方が少年院から帰ってきた人たちを自分の家で面接した場合、悪くはないんだけ

ど、見渡されたりいろいろすると、不安視するんです。 

 そういったことで、自分の家での面接はやっぱり控えたいというふうなこともありまして、

去年、徳之島町はそこの土地改良の跡地を保護司のサポートセンターとして開放していただき、

今、そこで面接をずっとやっておるということでございます。 

 西郷隆盛も流されてきたときは、その流されてきた人の決まりがあるんです。ここを去らな
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いとか、牢屋に入るとか、そういった全部決まりがある。そういう決まりがありますので、そ

れを守っているか、守っていないかを、当時の代官は報告しないといけなかったんです。保護

司みたいなもんですよ。 

 そういったのと一緒で、刑務所、少年院から出てきたら、必ずこれこれを守りなさいと。守

る事項があるんですけど、それを守っているかどうかを我々は判断をして、守っています、守

っていませんの報告書を書くだけなんですけども、非常に、最初に言うたように無給ですので、

報告書も、切手も全部自分で払うと。で、面接を何人受け持っても、何回したって、一切関係

ございません。全て無給です。 

 ただ、研修に行くときの旅費だけが、鹿児島から福岡へ行くときも、一番安い切符を買って

くださいねというふうに言われて、どれが安い切符かわかりませんので、窓口へ行って、こう

こうして安い切符を買うように言われましたので、お願いしますというふうにして買って行く

んですけども、旅費にしても実費払いなんです。 

 で、薬物に関してもそうです。我々が薬物の担当するころは、島でも少なかったんですけど

も、覚せい剤、今、非常に多くなりました。大麻、多くなりました。その薬物のほうも、我々

が手を抜いているからじゃないんだけど、インターネットというのがあって、それでずっと購

入できるというふうなことで、ずっとどこでも手に入るということで広がってきております。 

 その薬物の会合へ出るときも、薬物は、徳之島町は４名ほどいらっしゃって、町の補助が

４万いただいております。去年なんかは与論に行きましたら、旅費として8,000円いただきま

した。私たちの場合はいいんだけど、やっぱりかかった分はいただきたいなというふうに思う

んです。与論往復だけで5,000円ぐらいかかるし、泊まるだけでも6,000円ぐらいかかりますの

で、最低１万1,000円、１万2,000円は要るんです。で、それを8,000円どうぞと。旅費ですと

いうふうにいただいて、我々は動いているんですけども。で、仕事も休んで行く可能性もある

し、保護司にしてもそう。 

で、面接を、最初のころは５名持っている方もいらっしゃった。５名持つということは、月10

回面接をせんといかんわけです。で、その時間的なものやら何やかんや考えて、今、町のほう

としては、保護司会に７万円、今、８名おられるんですけども、７万円補助金があります。私

どもがやりだしたころは、もっとあったらしい。で、それがずっと切られてきて、私どもは知

らないので、幾らもらっていたか知らんかったんで、議会で見るだけでしたので、７万が高い

か安いか、それはわかりませんけれども、しかし、やっぱりある程度の経費はちゃんと計算し

ていく必要があるんじゃないかなと。 

 例えば、この間から後ろの議員さんも言っていましたけども、民生委員もあまりにも安いと。

というのは、次の民生委員さんを探すのに難儀するわけよね。で、ボランティアも半分はいい

んだけど、全面ボランティアになってくると、これ人員探すのに一苦労するんです。例えば、
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今、サロンなんかしておりますけども、北区の民生委員はサロンのお手伝いをずっとしていま

す。で、ほかの民生委員はあんまりしてなかったりするんですけども、サロンなんかどうする

かというと、年をいった方ばっかりですので、机の出し入れとか、そういったものは非常に難

儀しているのが、あちこち出てきていると。そういったものを区長さんなり何がお手伝いした

りするところもあるし、しないところもあると。そういったこととか、いろいろありまして、

民生委員の仕事もいろいろやればやるで切りがないというふうなことですけども、民生委員が

幾らもらっているかわかりませんし、どういったお仕事をされているかも詳しくは私は存じ上

げませんけども、こういったふうなボランティアに対する活動の認識を、議会も、執行部もも

う少し持っていただきたいなというふうに思っておりますけど、いかがでしょうか。 

○住民生活課長（政田正武君）   

 初めに、保護司の皆様には日ごろから犯罪や非行防止にご協力いただき、安心・安全な地域

づくりにご尽力いただいておりますことに、深く感謝申し上げます。 

 ただいま広田議員のご質問の件につきましては、私も何度か保護司会に参加させていただい

ている中で、広田議員や保護司の皆様からもお話をいろいろとお伺いしております。今、広田

議員がおっしゃられたように、職務につきましても犯罪者の更生に携わるとか激務であること

も、また保護司会の活動費についても、約３分の２が個人の会費ということで、会員の負担に

なっていることも承知しております。 

 今後は、保護司の皆様によりよい活動をしていただくためにも、環境を整えていく必要があ

ると考えていますので、このことにつきましては、財務と引き続き協議をしてまいりたいとは

考えております。 

 以上です。 

○１１番（広田 勉君）   

 今までは保護司もずっと身分をなるべく隠して、その人たちとあんまり、保護司のお世話に

なっているというふうに見せないようにと注意しておる。いや、もう私は絶対それは逆であっ

て、もう地域全体で支えて、再犯防止をすると。 

 というのは、島が小さいですので、もうみんなわかっているわけ。隠そうにも、彼が何をし

たか全部、保護司以上に周りの人が知っている人が多いですので、そうであれば、もうみんな

で共有して、みんなで再犯防止をしてくと。しかも、ことしは天皇陛下がかわります。こうい

う時期には何が起こるか。恩赦です。恩赦で、今、刑務所にいっぱいおって、軽い人はみんな

出したがっているんです。恐らく恩赦でどばっと出てくる可能性もあります。そうすると、そ

のまま出てくるのはいいんだけど、保護観察付という一言つけば、全部受け持たんといけない

というふうになりますので、仕事がふえるんじゃないかなというふうに、ただ平成が終わって、

次の時代が来ると言って喜んでばっかりおれないというふうな状況でもあります。 
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 それと、もう一つは、役場職員の協力体制ですけども、与論町へ行けばすぐわかります。薬

物で行っても、町長、副町長から、教育長から全員来て、みんなで一生懸命やると。で、保護

司のほうも全部みんなでやると。しかも、担当職員を含め全部で一生懸命やってくれると。ど

っからああいうのが出てくるんかなというふうに、やっぱりおもてなしの精神なのか、ようわ

かりませんけども、保護司会にしたって、今、与論町は４名いらっしゃるんだけど、町からの

補助も10万、徳之島町は８名おって７万というふうな状況ですけども。 

 確かに私がやり出した時期より、今、犯罪は非常に少なくなってきておりますので、非常に

効果があるんじゃないかなと。保護司としての仕事をしているその効果が出てきているんじゃ

ないかなと、自負・自賛もしたいなと思っておるんですけど、それが本当かどうかわかりませ

んけども。やっぱり民生委員、薬物保護司、こういったものたちのボランティア活動に対して

のご理解をちょっと進めていただけたら、きょうのこの項目は非常によかったなと思います。

よろしくお願いします。 

 じゃ、次へ行きます。 

 学校編成についてですけども、１番、学校再編成検討委員会を継続開催し、再編に関する研

修、学校再編にかかわる教育委員会案の審議などを行い、検討委員会による再編成が円滑に進

むようにと所信表明の中にありますが、前までずっと質問しとったが、この辺はもう終わって

いるような気がしたんだけど、どうして所信表明に載ってきたのかなと思います。 

○学校教育課長（尚 康典君）   

 お答えします。 

 前の議会で、前課長が切り離していくという答弁をしたと思いますが、一応、平成30年12月

の徳之島町小中学校再編検討委員会の中で、学校再編と東天城中学校の校舎建設は分けて進め

ていこうということになっています。 

 以上です。 

○１１番（広田 勉君）   

 その辺がようわからんのよね。もし再編して、畦かあの辺でつくろうやとなったときに、東

中の建設はどうなるのか。全く、これが決まらんと東中の話ができないんじゃないかと私は思

うんだけども、ずっとそう考えているんだけど、それで、ずっと話の食い違いがしてきている

んですが。 

○学校教育課長（尚 康典君）   

 それで、結局、学校再編の話が進まなくても、東中の建てかえについては別で考えていくと

いう考えで、それはそれで進めていこうという考えであります。そういうふうに聞いています。 

○１１番（広田 勉君）   

 意味がようわからん。東中をみんなで再編成してどうするか。もし一つにすると決まれば、
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場所はどこにするかと、また話し合いになってくるわね。 

 しかし、独自で行くと。もう山は小中一貫校、東中は東中だけとか、そうなった場合は、別

に東中の学校をどうするかを考えればいいんだけど、もし再編成しますとなった場合に、東中

の枠を幾ら考えたって、意味あるんかな。 

○町長（高岡秀規君）   

 まず、再編につきまして、今、課長がお話をしたように、東中の建設と再編については分け

て進めていくことにしました。なぜならば、その統廃合につきましては、まだ答申が私のほう

に出てきておりませんが、その学校教育環境となると、その再編の有無にかかわらず対応でき

るような校舎を建てたいというふうに考えておりまして、さらには、東中の建て替えにつきま

しては、まだ場所が選定されていないということと、あと、地域の皆さんで建設委員会等々を

立ち上げていただいて、しっかりと話し合いの場を設けて、場所等、そしてまた、どういった

校舎をつくるかについて検討してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（池山富良君）   

 広田議員、持ち時間があと５分でございますので、よろしくお願いします。 

○１１番（広田 勉君）   

 だからわからんのよね。例えば、東中をこうして、こういう学校をつくろうと。みんなでも

う何回も話し合って決めました。で、再編成委員会から、井之川までみんな一緒にすると、再

編成するというふうに決まったときに、どっちを優先するわけですか。ずっと地域で話し合い

して校舎をつくっていきます。で、こういう校舎をつくろうと。で、場所はここにしようと、

なった。 

 しかし、再編委員会から、井之川まで全部一つにすると、統廃合すると出てきた場合、どっ

ちか優先せんといかんのじゃないですか。 

○町長（高岡秀規君）   

 まず、再編につきましては、ある程度の意見等々は伺っておりますが、まだ決定ではないと

いうことでして、そしてまた、地域の活性化、そしてまた子供たちの教育環境となりますと、

一概に再編の意見が全て正しいというわけではございません。しっかりと地域の意見を聞きな

がら、そしてまた、さらには再編の検討委員会で出されたその結果に基づき決めることになり

ますので、一番最優先するべきは、町民の声であったり、子供たちの目線に立った教育のあり

方であろうというふうに思いますので、今後は、答申を受けたときに、しっかりと皆さんの意

見を聞きながら進めることになるというふうに考えております。 

○１１番（広田 勉君）   

 いやいや、そういうことを言うから、この再編成もう要らんじゃないのというふうな考えに

なってくるわけですよ。 
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 で、この所信表明の中では、再編成をもっともっとすると書いてあるから、だから、校舎を

つくるのと、再編成するのではイコールはならないんですよ。どっちかを決めてからしないと、

２つを一緒に、同時に進行という意味が、私にはようわからない。その再編成委員会は、確か

にそれは生きておるかもわかりません。これも早く終わらせて、で、再編成するんであれば、

する。しないであれば、しない。で、独自で生きる。そうすることによって、独自にもし生き

るんだったら、山は小中一貫校にしてする。手々は今のままでいく。東中は今のままでいくと

いうふうにして決めれば別に、校舎はすぐ検討委員会も始まるんだけど、再編成もあり得る中

で、校舎をどうするかを検討しなさいといったって、ちょっと難しい話じゃないかなと私はず

っと思っているんですけども、成り立ちますか、町長の頭の中では。 

○町長（高岡秀規君）   

 当初のその再編のあり方につきましては、何年か前に、忘れましたが、秋武教育長時代に、

まず生徒が小規模校を存続させるための努力というものを、町側にさせていただきたいという

話をまずいたしました。人が少なくなったからといって、すぐで結果が統廃合というような結

論を出さずに、子供たちの教育環境をいかにすぐれた、全国でもすぐれた教育環境をつくるこ

とを最優先に考えたときに、小規模校が全て統廃合の答えではないということも町側にはあっ

たわけです。 

 しかし、教員委員会の意見というものもしっかりと受けとめなければいけないということで、

再編成の委員会は立ち上げていただきましたけども、実際に今は、時代の流れが小規模校とい

うことの重要性ということも、実は見直されてきているのも事実であります。 

 だからこそ、今後のその再編のあり方については、時代とともに変わっていくものだという

ふうに今認識しておりまして、東中の建て替え問題と少し切り離したほうが、結果的に子供た

ち、地域のための結論が得られるのではないかなというふうに、今は考えております。 

○教育長（福 宏人君）   

 議員ご質問の件でございますが、なかなかこの再編委員会の答申と、今、再検討委員会でさ

らに最終答申を出しているところですが、なかなかこの流れがちょっとわかりにくいというこ

とで、おっしゃるとおりだと思います。 

 平成26年に再編計画委員会から既に答申は出ております。この答申を教員委員会、それから

今、検討委員会で最終答申として、まだ高岡町長のほうには、最終答申といった形が出ており

ません。 

 で、今期、再編検討委員会で、30年の12月に、本年度の第１回の検討委員会を実施し、その

中で、最終的に教員委員会が、先ほど申し上げましたとおり、どういったような形にするのか、

答申をもとに、今、原案をつくっております。これを３月の下旬ごろに第２回の再編検討委員

会を開いて、そこである程度決定して、で、来年度早いうちに最終答申としての形として、町
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長のほうに提出するというような形になっております。 

 ただ、再編というような形でありますが、再編の中にも統廃合だけじゃなくて、小中連携型

とか、いろんな形が今出てきておりますので、小規模のそのよさを生かしながらするという新

たな方針も出ておりますが、そういうのを加味しながら、最終決定を早いうちに最終決定をい

たして、町長に答申をすると。 

 そして、東中のことにつきまして、先ほど申し上げたとおり、その建築と再編は分離して考

えていくということであります。 

 以上です。 

○１１番（広田 勉君）   

 もう大体、町長の言わんとすることもわかるんです。もうもう、それを聞いたら再編はない

なと、私どもはそう思っている。 

 で、これではまだまだあれをしているというふうになっているから、あれ、何だろう。どっ

ちをとるんだろうなと。教育長がおっしゃるように、早目に答申を出して、で、結論を出して、

そして、単独で生きる、再編する。これを早く出して、そこからスタートしていかないと、校

舎だけどうのこうのたって、無駄ですよ、はっきり言って。私はそう思いますので、とにかく

あれをよろしくお願いいたします。答申をも少しでも早くお願いします。 

 で、以前から言っていますけども、小中学校の修学旅行のコースの変更、これは、私は五、

六年前からずっと言っているんですけども、それは教員委員会から押しつけるといけないと。

それは重々わかっています。しかし、予算を出すのは町ですので、ご相談はできるんじゃない

かなと。 

 それと、もう一つ、一番大事なのは、小学校のときに、やっぱり島を知ってもらいたいと。

島を知らずしてすぐ６年生は沖縄、中学生は長崎。そうじゃなくて、小学生は島を、奄美大島

でもいい、どこでもいい。特に奄美大島を私は推薦しているんですけども。で、中学校を沖縄

というふうにしたほうが、一番勉強しやすいんじゃないかなと、私はそう思います。とにかく

島を知るということが一番大切じゃないかなと。そういう意味においても、ぜひこの辺の検討

を。これは徳之島町だけじゃなく、天城町でも恐らくこの話は出ると、ある議員が言うてまし

たから、ひとつご検討のほどをお願いしたいと思います。 

○学校教育課長（尚 康典君）   

 お答えします。 

 修学旅行は教育課程の中で特別活動の学校行事に関する遠足、集団宿泊的行事、旅行、集団

宿泊的行事として位置づけられており、教員委員会がすべきことは、行程と内容が修学旅行の

意義、目的に沿って適切に、特に事故のないように計画されているかを判断することでありま

す。 



― 51 ― 

 ですから、現在は学校で修学旅行は教育的な効果を十分に考慮し、保護者の意見も参考にし

ながら、行き先をどこにするかを決めています。それで、それに応じて、また学校が旅行代理

店との調整を行うという形になっています。 

 以上です。 

○１１番（広田 勉君）   

 小学校の今のコース、今の日程、全部私がつくりましたので、いずれも知っているんですけ

ども。 

 それで、やっぱり奄美を回っておると、やっぱり島を知ってから都会のほうに出ていっても

らいたいと。そういった意味も含めて、そういった自然学習なんかもありますけども、ぜひ教

育委員会としても要望していただいて、島をなるべく知る運動もお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（池山富良君）   

 広田議員、ちょうど時間でした。 

 しばらく休憩いたします。２時55分から再開します。 

休憩 午後 ２時４０分   

再開 午後 ２時５５分   

○議長（池山富良君）   

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、宮之原順子議員の一般質問を許可します。宮之原議員。 

○５番（宮之原順子君）   

 皆さん、こんにちは。 

 ５番、公明党の宮之原順子が町民の皆様から相談がありました３項目について、一般質問を

いたします。 

 本年、亥年は統一地方選挙と参議院選挙が重なる年です。徳之島町においても７月には町長

選挙があります。奄美群島は投票率の高い地域ではありますが、徳之島町でも有権者の高齢化

が進んでいます。北部地区で高齢のひとり住まいの方また高齢の親を介護している方などから、

花徳支所に期日前投票所があれば助かりますとの相談の声がありました。 

 高齢者がふえていく中で、期日前投票所が町役場の１カ所かありません。北部地区の支所で

も期日前投票ができないか、お伺いします。 

○選挙管理委員会事務局長（清山勝志君）   

 お答えします。 

 北部地区におかれましても、仕事関係また病院、買い物等に多くの住民の方が亀津を利用さ

れており、期日前投票を済ませて帰られる方が多いことから、今現在、北部地区に期日前投票
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所の設置の予定はしておりません。 

○５番（宮之原順子君）   

 昨年の町議選の期日前投票はどれくらいの方が投票されましたか、お伺いします。 

○選挙管理委員会事務局長（清山勝志君）   

 昨年の町議選の期日前投票は、全体で40％であります。そして、北部地区は31％、当日の北

部地区の投票率は55％で、全体では86％の投票がありました。 

○５番（宮之原順子君）   

 多くの方が北部地区でも31％の期日前投票をされているのがわかりました。 

 それで、当日に入れる方の中には、遠くて車がないから行けないとの声や、当日、もし病気

をした場合、天候が悪かったら入れにいけないから、なるべく近くで投票できるほうがいいと

の強い声がありますけど、支所のほうに期日前投票所を設置することはできないですか。もう

一度お聞きします。 

○選挙管理委員会事務局長（清山勝志君）   

 今後は、議員さんの言われたとおり高齢者がふえていくことから、将来的に北部地区に期日

前投票所の設置を検討したいと思います。 

○５番（宮之原順子君）   

 ぜひよろしくお願いします。 

 次に、２項目のところにいきたいと思います。 

 交通手段の乏しい高齢者の投票機会を確保するためにも、中山間地域や高齢者の多い地域に、

車両内に記載台と投票箱を備えつけた巡回ワゴン車による移動期日前投票車の導入などを検討

してみてはどうでしょうか。これは島根県浜田市のワゴン車による投票所です。ハイエースを

使って、10人乗りですよね。これであちこちを巡回して、なかなかバスがなかったりとか、車

の移動の厳しい方のところでこの投票をしているのが、こういうところは全国的に少しずつで

はありますが、今ふえてきていますが、こういう車の導入などを検討してみてはどうでしょう

か、お伺いします。 

○選挙管理委員会事務局長（清山勝志君）   

 移動期日前投票所につきましては、期日前投票までの距離がそう遠い距離じゃないと思いま

すし、また、車の配置や人件費等もかかることから、現在は予定はしておりません。 

○５番（宮之原順子君）   

 じゃ、移動期日前投票車は予定はしていないということですけど、青森県のどこかの地域で、

車で投票じゃなくて、投票所に移動で連れていく、支援するという制度ができていましたけど、

そういうものは考えていないでしょうか。 

○選挙管理委員会事務局長（清山勝志君）   
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 今後は、各集落で要望等があれば、車での送迎や移動支援活動に前向きに検討したいと思い

ます。 

○５番（宮之原順子君）   

 車で投票に連れていく方もだんだん年をとってきますので、もしそういうのができたら、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 次に、３番目についてです。 

 郵便投票制度の周知と推進についてということです。 

 不在者投票や期日前投票制度は、皆さん知っている方も多いと思いますが、郵送投票制度は

町民の方にあまり知られていないのではないでしょうか、お伺いします。 

○選挙管理委員会事務局長（清山勝志君）   

 郵便投票制度につきましては、ほとんどの住民の方は知らないと思います。 

 今後は、郵便投票制度の仕組みについて、詳細を町広報紙等で記載し、啓発活動を周知・徹

底したいと思います。 

○５番（宮之原順子君）   

 ぜひよろしくお願いします。以前、私の父も介護度が５で、この郵送投票制度を利用してい

て、家にいながら投票できる。体の不自由な方にとっては本当にありがたい制度、また、介護

をしている方にとっても本当にありがたい制度だと思っていますので、この制度を皆さんに周

知していただきたいと思います。 

 また、この徳之島町では、この郵便投票制度は何人の方が利用されていますか。 

○選挙管理委員会事務局長（清山勝志君）   

 現在、14名の方が住民投票申請をされています。 

○５番（宮之原順子君）   

 介護福祉課のほうで調べたら、介護度５の人が47名、また、この郵便投票制度というのは、

障害者の1級と２級の方と介護度５の人ができるそうですが、障害者１級と２級の方は318名い

ました。で、介護度５の人は47名ということで、障害者１級と２級の方は自分で歩いて投票に

行ける方もいます。それでも、介護度５の人は、誰かの介護がなければ投票ができないと思い

ますので、ぜひ47名中というか、その障害者１級と２級を合わせて366名中、この中には多分

歩いていける方もいらっしゃると思いますが、14名の人しか申請していないというのは本当に

非常に少ないと思いますので、周知と推進をぜひお願いします。 

○選挙管理委員会事務局長（清山勝志君）   

 議員さんの言われたとおり周知徹底をしたいと思います。 

○５番（宮之原順子君）   

 最後に、これはお願いなんですけど、これは高齢者の方から投票記載台の前に候補者の名簿
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が張ってありますけど、小さ過ぎて見づらくて、誰に入れようかとその場になったら迷ってし

まうことがあるというのが、結構多くの人が話していましたので、候補者が多い選挙は大変か

もしれませんけど、できる限り字を大きくして見やすくして、本人たち、高齢の方がまた探し

やすいように、その記載台のほうに提示していただきたいと思います。 

○選挙管理委員会事務局長（清山勝志君）   

 今後は改善したいと思います。 

○５番（宮之原順子君）   

 じゃ、よろしくお願いします。 

 次に、保育園や幼稚園の遊具について、２項目の相談についていきます。 

 12月議会で是枝議員からも、子供たちの身体機能強化を図るためにも運動公園等の遊具の整

備との一般質問がありました。公立の保育園や幼稚園の保護者の方から、園内に遊具が少ない

との声がありましたので、保育園と幼稚園の遊具の設置状況を伺います。 

○介護福祉課長（豊島英司君）   

 お答えいたします。 

 保育園についてお答えいたしたいと思います。 

 公立の認可保育園が１園、あと、僻地の保育所が２カ所ございます。ここについて滑り台や

ら、ブランコ、ジャングルジム等々、遊具設置はされておりますが、議員も見てお気づきのこ

とと思います。設置されてから時間がたっておりまして、破損等やらそういうものがあります。 

 今後、こういうものを調べて、修理なり、新しいものを設置とか、そういうものも必要かと

思っております。 

 私立につきましては、十分な遊具が取りそろっている園がありまして、もう一つ、ことし開

設いたしました保育園につきましては、ゼロから２歳ということで、園庭も少ないということ

で、外のほうには遊具がないということであります。 

 以上です。 

○学校教育課長（尚 康典君）   

 お答えします。 

 幼稚園についてお答えしたいと思います。 

 山幼稚園と花徳幼稚園、亀徳幼稚園の３園では、遊具として、滑り台、ブランコ、ジャング

ルジムが設置されております。で、亀津幼稚園にはちょっとスペースがなくて、滑り台とブラ

ンコが設置されています。 

 以上です。 

○５番（宮之原順子君）   

 設置されてから大分年月がたっているということですけど、老朽化が進み、使えなくなって
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放置されているのも、その幼稚園、保育園にあるのでしょうか、お伺いします。 

○介護福祉課長（豊島英司君）   

 ブランコ等使えなくて、もうひもで縛って置いてあるようなところもございますので、そう

いうところはまた点検いたしまして、今後更新等を考えていきたいと思います。 

○学校教育課長（尚 康典君）   

 幼稚園につきましては、担当に一応聞きましたが、先生のほうから何かあれば修繕の依頼と

かきますので、そのたびに対応していますので、今のところ使えない遊具はないと聞いており

ます。 

○５番（宮之原順子君）   

 老朽化した状態で使えない遊具を設置してあるというのは本当に危険ですので、ぜひ早急に

撤去をお願いしたいと思います。 

 次に、保育園や幼稚園に遊具をふやすことはできないかということですけど、子供たちが日

中多くの時間を過ごしているのは園ですので、保育園や幼稚園に遊具をふやすことはできない

でしょうか、お伺いします。 

○介護福祉課長（豊島英司君）   

 お答えいたします。 

 遊具、先ほども言いましたように、それぞれ園庭が狭くて大きな遊具が置けないというのが

実情であります。それぞれ保育所にお聞きしましたところ、直接には遊具が少ないというお話

は聞いたことはないということでした。 

 で、現状、保育士が少ないような状況が公立の保育所ではありますので、遊具等の事故とか

そういうものも考えられますので、目が行き届かないというところもありますので、今後はそ

ういうところも是正していかないといけないのかなというところはあります。 

 また、保育関係者のお話の中で、遊具も大事なんですけど、子供たちが自分で探して遊べる

環境づくりも重要で、子供の発達には大変重要なことだと思うということで、保育者がそれと

なく自然のもので遊べる。例えば、泥んこ遊び、草木を使った遊び、そういうのも子供の発達

には重要なことだということで、こういうことも必要なのかなというお話がありました。 

 以上です。 

○学校教育課長（尚 康典君）   

 すみません、幼稚園についてお答えします。 

 施設遊具の増についての幼稚園の件ですけど、幼稚園は小学校の施設内にあるため、小学校

との兼ね合い等で設置スペースが一応限られており、今の環境がベストだと考えています。実

際には、幼稚園の前にあいているスペースがあったりするんですけど、実際、小学校でまた行

事でテントを立てるときに使ったりしますので、今以上のスペースの確保は難しいから、遊具
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の増は難しいものと思っています。 

 以上です。 

○５番（宮之原順子君）   

 遊具につきましては、自然のもので遊ばせるのがもう大事だというのはわかりますけど、自

然のものだけでは私は足りないじゃないかなと思います。園児の心身の発達・発育そして自主

性とか想像性、社会性などを身につけていく遊びの場が遊具にあるのではないかなと思います。 

 保育園のほうですけど、母間保育所は今、園児さんは何名いらっしゃいますか。 

○介護福祉課長（豊島英司君）   

 母間保育所は、１歳から５歳児まで約50名おります。 

○５番（宮之原順子君）   

 この写真は母間保育所の園庭です。50名の、ゼロ歳児とかはなかなか遊べないかもわからな

いですけど、２歳児以降だったらここで遊べると思います。50名のこの園児に対して、本当に

この遊具は少ないんじゃないかなと思いますけど、どうでしょうか。 

○介護福祉課長（豊島英司君）   

 見ると少ないようですけど、遊具で遊ぶ時間もちゃんとそれぞれ年齢ごとに分けられると思

いますし、保育室内でのそういうお勉強とかそういうのも結構あるかと思いますので、今後、

園長とかそういうところとお話をしながら、できるものはやっていきたいと思っています。 

○５番（宮之原順子君）   

 ぜひしていただきたいと思います。予算も、ふるさと納税が年々ふえてきていると思います

し、また、子供たちのためにもぜひふるさと納税の使い道、教育や福祉の分野で、１回で全部

というのは大変ですので、１年で１カ所ずつでもいいです。もうぜひ安全な遊具を、子供たち

のためになるような遊具の設置をお願いしたいと思います。 

 それと、もう一つ、これはお願いです。 

 保育園と幼稚園のことだけだと思っていたんですが、保護者の方から、近くで遊ばせる公園、

車がなくても行ける、亀津の方なんですけど、児童公園にぜひ遊具設置のお願いをしたいとの

ことでした。以前あった遊具は安全性の面で撤去されましたが、町の中の公園にぜひ遊具が欲

しいとのことでした。 

 公園の名前も児童公園ですし、地域のコミュニティの場所でもありますが、児童が遊ぶため

の公園ですので、また、今は共働きが多く祖父母が子守をしていたりと、遠くに遊びに行くの

に車で連れていけない状態のときもありますので、ぜひ町の中の公園に遊具を設置してほしい

との要望がありましたので、ここもまた安全な遊具の設置をお願いしたいと思います。これは

もうお願いだけですので、よろしくお願いします。 

 次に、３番目、堤防の壁画についてということです。 
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 亀徳新港の堤防の壁画ですが、小学校の卒業記念に子供たちが描いていて、描いた当時は色

鮮やかで、船を利用する方や散歩をする方等の目を楽しませていましたが、年月がたち風化し

て、今はこのような状態で、もう大分薄くなっていますけど。世界遺産登録を見据えて、海の

表玄関として新しく描きかえてはどうでしょうか、お伺いします。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 お答えします。 

 亀徳新港の管理者である県の徳之島事務所総務課へ確認したところ、現在描いてある壁画と

同程度のものであれば大丈夫ではないかとのことでした。 

 事前に相談していただきたいということでした。 

○５番（宮之原順子君）   

 ぜひ描き直してほしいと思います。人間は、五感というのは、目、耳、鼻、口、触感ですか、

五感があるのですが、その中でも視覚と、目から入る情報というのは大体87％以上が目から入

ってくる情報で、そのうちの色というのが80％以上が、色というのは目に入るそうです。視覚

というのは、道に空き缶やごみが落ちていたら、汚いととすぐ感じますし、花が咲いていたら

またきれいと感じます。 

 壁画も描きかえて、亀徳新港を利用する人の視覚に訴えることもまた大事だと思いますし、

観光客や島の若い人たちのインスタに映えるような壁画であれば、どんどん発信して、徳之島

に観光客もふえていくのではないでしょうか。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 お答えします。 

 こちらのほうも県のほうに確認いたしましたが、まちおこしにつながるのであれば、よいと

のことでした。 

 また、描きたい団体、学校等があれば、役場のまちおこし担当課等と一緒に相談していただ

きたいとのことでした。 

 また、いたずら書きの誘発につながらないように、描いた団体名や年月日を記録するために

手続は必要になるとのことでした。 

 いずれにしても、県のほうに事前に相談していただいたほうがよろしいのではないかと思わ

れます。 

 なお、参考までに、母間の海岸沿いの堤防に一部壁画がありますが、ドライバーの視線の誘

発につながり安全上の問題があるということで、現在壁画は認めていないとのことです。 

 あと、企画課長にかわります。 

○企画課長（向井久貴君）   

 お答えいたします。 
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 壁画の件でございますが、企画が携わるとしましたら、例えばいろんな注意点がございます。

まず、管理をどこが行うか。学校教育なのか、企画課なのか。そして、どの地点に描くのか。

先ほどありましたけど、母間の県道。県道沿いはやっぱりみんなが見とれてしまいます。です

ので、事故を起こす可能性もありますので、今、宮之原議員が示した玄関口です。港なんかは

非常にいいのかなと思っております。 

 ３番目に、古くなったときどうするかということです。今やっているのは、同級生同士でし

ていると思います。そして、やはり同級生ですので長いこと保存したいという気持ちがあると

思いますけども、なかなかリペイントしたところはないと。で、今おっしゃいましたように、

視覚にくる。そして色にくるとなった場合に、汚くなったときには、本当に世界遺産登録に逆

になってしまうので、その辺の管理をどうするかという面があります。 

 で、財源につきましては、例えば、ふるさと納税を使いまして、観光の部門を使いましてこ

れを充てるというようなことも考えられます。 

 で、もし世界遺産登録に対して行うのであれば、企画課としては、例えば世界自然遺産前の

段階で学校に募集をすると、募集をして、またコンテストなどを行うと。そして賞品を上げる

というような形をとりたいし、ただ、そのあと、４年も５年もほったらかししないで、２年、

３年で一応消すと。で、またリペイントして、次の何かのイベントのときに、また同じように

使うという形で、そこの場所をずっとそういった形で使っていくような形がいいのではないか

と。ずっと放っておきますとどうしても汚れますので、そういった形が企画課では考えられる

ところでございますので、それについては、世界自然遺産登録に向けてちょっと考えてみたい

なと。今申し上げましたように、建設課あるいは県、それから教員委員会とも協議していきた

いと思っております。よろしくお願いします。 

○５番（宮之原順子君）   

 すみません、２番目のほうに先に亀澤課長が言ってしまったので。これは、上が母間のほう

です。下が山集落の港です。この山集落の方は、以前の区長さんが絵具ですか、ペイントのこ

れを提供していただいて、描かれたというのを聞いていますけど、私は、もう母間集落のこの

道のもきれいに描きかえてほしいなと思ったんですけど、それは道路の事故関係で危ないから

ということだったので、これはもう仕方がないのかなと思いますけど。まちおこしをというこ

とで、これは天城町の壁です。下の絵は、本当に狭いところの壁です。二、三メートルぐらい

の両方の壁にあって、これは徳高の美術部の方が描かれた絵です。インスタにもよく載ってい

て、観光客も来て写真を写したりしています。これも徳高の美術部の方が描かれた絵です。と

ても、すごいきれいに描かれてあるんですけど、今はちょっと観光客が少ないですけど、夏は

結構ここに来て写真を撮られた方が多くいたみたいです。 

 徳之島町は、３カ町の中でも護岸が多いところです。防波堤が。道路に沿っていないところ



― 59 ― 

もたくさんありますので、その防波堤を壁面を使ったまちおこしができないかということなん

ですけど、私もさっきあったんで、アート大会をしてみたり、美術部の人に頼んだり、島の在

住の画家も結構います。漫画家の方も徳之島に住んでいらっしゃる方が天城町にいたりとかし

ていますので、絵に興味のある方とか、高校生の美術部などに描いてもらう。 

 私がまた一つ考えたのは、キャンパスにして、ふるさと納税の返礼に、本人に来て描いても

らうとか、そういうのでもいろんな考えがあってもいいんじゃないかなと思いましたけど、町

長はどう考えますか、お伺いします。 

○町長（高岡秀規君）   

 実は、以前より企画等には、歩きながら観光、金見崎を中心に壁画ができないか、アートの

町ができないか、塀に子供たちがアートを描いて、毎年これをリペイントしていくというとこ

ろで話はしたことがございますが、まだ具現化はしておりません。 

 今ようやく、その壁画に対しての意識が少しずつ出てきたように思います。それは天城町に

してもほかの市町村がやっているということですので、今後は徳高の美術部の皆さん、そして

また、議員がおっしゃるように画家もいらっしゃいます。それでまた郷土会の中にも美術学校

を出た方たちがアートを描きたい、葉書をつくりたい等々の要望もありますので、今後は郷土

会との交流も含めて、観光アートというものに今後は具現化するべきじゃないかなというふう

に、今、考えております。 

○５番（宮之原順子君）   

 ぜひ前向きに検討していただいて、皆さんがそこで写真を撮ってインスタで発信できるよう

な場所にしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上で、終わります。 

○議長（池山富良君）   

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 次の会議は３月６日午前10時から本会議を開きます。 

 本日はこれで散会いたします。 

 

散 会 午後 ３時２５分   
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△ 開 議  午前１０時００分 

○議長（池山富良君）   

 おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

 

△ 日程第１ 一般質問   

○議長（池山富良君）   

 日程第１、一般質問を行います。 

 勇元勝雄議員の一般質問を許可します。 

○６番（勇元勝雄君）   

 皆様、おはようございます。 

 ６番、勇元が５項目について質問したいと思います。 

 私は、いつも自問自答しています。何のために議員になったか、誰のために議員になったか。

町長も施政方針で言っています。「私に求めないでください」というような趣旨で言っていま

すけど。町民が我々議員に何を求めているか。議員の仕事は、町政を監視することが我々議員

の職務だと思っています。私は、これから３年間、町民目線の政治を目指し、町民の痛みのわ

かる議員として一生懸命頑張っていきたいと思います。 

 今度で18回目の質問になります。子育て支援について。 

 平成31年度から伊仙町のほうでも、子ども医療費の無料化を実施するということで、予算を

組んでいます。鹿児島県下でも、支援の少ないのは徳之島町だけとなりました。現在の徳之島

町、経済状況を考えた場合、もっと子育てに力を入れるべきだと私は思っています。町長が言

うように、教育も大事です。子ども医療費を無料にした場合、病院代を浮かして、子供の教育

に家庭のほうで向けられると思います。 

 そういう観点から、３カ町で一番大きい、そして奄美群島でも２番目に大きい徳之島町が子

ども医療費の無料化できないか、お伺いいたします。 

○介護福祉課長（豊島英司君）   

 お答えいたします。 

 議員がおっしゃるとおり、来年度から伊仙町も中学校卒業まで無料化にするとのことです。

これは納税状況等を加味して、滞納のない世帯に子ども医療費を無料化にするということのよ

うです。 

 ちなみに、本町で、平成29年度の実績をもとにしてなんですけど、ゼロから６歳まで無料化

にした場合は、町の負担が4,500万から5,000万、中学校まで、15歳までにしますと、町の負担

が8,500万から9,000万程度に町の負担がなろうかと思います。 
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○町長（高岡秀規君）   

 お答えいたします。 

 先ほどの勇元議員の言葉を聞きますと、どうしても私の言葉、一つ一つの方針が違う視点で

見てしまって、私の気持ちというのはなかなか伝わらないということがわかりました。非常に

残念であります。 

 まず、子育て医療費の無料化につきましては、まず保育料の無料化がことしの10月から始ま

ります。少し質問をしたいと思いますが、わかっていることだと思いますが、保育料の無料化

についての財源はどちらから捻出するというふうにお考えでしょうか。 

○６番（勇元勝雄君）   

 消費税のほうからです。 

○町長（高岡秀規君）   

 つまり10％になる増税によって賄うということなんですよね。そして、医療費を無料化にす

ると、今、課長のほうから話がございましたが、保険税を上げざるを得ないということなんで

す。徳之島の今の県の全体の保険税のいわゆる新しい制度になってからの必要額が、年間９万

7,000円というふうに聞いております。そして、徳之島町は６万3,000円ほどが必要額であると

いうことです。 

 今現在、徳之島町の保険税の平均は大体５万ぐらいです。つまりは１万円値上がりをしない

といけないんです、今、現状でもですね。だからこそ、予防に力を入れたいということであり

まして、医療費の削減というものが結果的に負担を減らすということにつながるということか

ら、今現在、まだ無料化については徳之島町としては慎重に対処しなければいけないというふ

うに考えております。 

 それは、一般会計の繰入額からも明らかでございます。１億3,000万、１億5,000万の、１億

以上の繰入額が発生しております。そして、今、新しい制度になって繰入額はないですが、こ

れはあくまでも経過措置でありまして、条件緩和措置が終わりますと、保険税を上げざるを得

ない状況に陥るのではないかということで、今、危惧をしているところですので、無料化につ

いては、まだ実施は考えていないというところでございます。 

○６番（勇元勝雄君）   

 今、介護福祉課長から答弁がありましたけど、資料、もらった資料では、総費用額、平成29

年度～30年度ですよね、18歳、高校卒業まで無料化にした場合の総費用額が国保関係で3,300

万、社保で500万～600万、上がるんじゃないかという資料をもらいました。 

 今の課長の答弁では5,000万～8,000万ですか、この資料との整合性がどうしても私はわから

ないんですよね。 

○介護福祉課長（豊島英司君）   



― 65 ― 

 議員に資料は国保の世帯でして、国保の世帯数より社保の世帯数が２～2.5倍あるというこ

とで、これで換算していきますと、先ほど申し上げた数字になるのではということです。 

○６番（勇元勝雄君）   

 県下で、大体徳之島町ぐらいの市町村でどれぐらいの費用が要るか、そういうのを検討した

ことはありますか。 

○介護福祉課長（豊島英司君）   

 大島郡内の最近引き上げた市町村のほうにお伺いいたしますと、宇検村が引き上げる前とい

たしますと、大体、医療費が結構上がっておりまして、年間3,400万ぐらいの子ども医療費が

必要になってきているということです。和泊町が、以前からやっているんですけど、やっぱり

1,400万以上多くなっているというような話。奄美市が中学校まで引き上げているんですけど、

現在まで前年度と比べますと1,700万ぐらいの支出がふえているというような状況です。 

○６番（勇元勝雄君）   

 総額で答えてもらいたいと思います。 

○介護福祉課長（豊島英司君）   

 まことに恐れ入りますが、その引き上がった部分だけをそれぞれ各市町村にお聞きしたとこ

ろですので、医療費の全体のほうはちょっとまだ調べておりません。後ほど、お調べして御報

告いたしたいと思います。 

○議長（池山富良君）   

 勇元議員、後ほどでいいですか。 

○６番（勇元勝雄君）   

 はい。それだけの負担をしても、ほかの市町村は全部子育てのために一生懸命、子ども医療

費の無料化をしているわけです。徳之島町だけが特別じゃないんですよね。 

 ここに新聞の資料がありますけど、全国的に考えても、60～70、厚生省の発表によると、子

ども医療費の援助は、全国の1,740市区町村のうち、ほぼ全てが18歳年度、高校までを対象と

する制度を実施。そのうち1,263の自治体が15歳年度までの助成を行っている。 

 奄美の自治体の助成対象を見ると、中学校までを５自治体で実施、以下、就学前３自治体、

高校までが２自治体となっています。奄美だけを見ても、程度の差はあれ、助成をしているわ

けですよ。町長が言うように、国保が上がる、税金が上がる、それはある程度あると私も思い

ます。しかし、極端に上がると私は思いません。わざわざ病気でもない子供を病院に連れてい

く、そういうことをする親はいないと思うんですよね。 

 国保税が上がる、そういうことを全部のみ込んで、ほかの市町村は子育て支援のために一生

懸命やると思います。現在は給食費の補助の段階に、ほかの市町村は入っているんですよね。

実際、県下でも、南さつま市等は１億1,000万ぐらいの予算をかけて、給食費の無料化をしい
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ています。 

 これは町長と私の水かけ論、毎回同じような、18回こういうことをやってまいりました。ほ

かの市町村は、子育て支援、医療費の無料化、保育料の無料化、そして出産祝金の支給、住宅

の家賃補助とか、いろいろ、子育て世代を呼び込むために一生懸命いろいろな施策をしていま

す。徳之島町、出産祝金はありません。乳幼児医療の、子ども医療の無償化、ありません。 

 そういう点を考えて、徳之島町の人口の減少率を見てもわかります。新聞報道で見ても、伊

仙町、３町を考えても。伊仙町、天城町よりは徳之島町のほうが減少率が高いんですよ。この

ごろのあれでは、伊仙町と徳之島町が一緒ぐらいの数字で来てますけど、天城町のほうは毎回

１％台の数字で来てます。 

 天城町があれだけ手厚い子供の助成をしているのは、若者を呼び込むために私はやっている

と思うんですよね。医療費を無料にしたからといって、人口がふえるわけではありません。い

かにして減少率を減らすかということで、一生懸命やっていると思います。実際、島の若者の

給料、15万～20万、それで年金を払って、家賃を払って、非常に苦労をしているんですよね。 

 そういう点から考えて、医療費の無料化をすべきだと私は、これはもう要望でいいです。町

長の答弁を求めても、同じような答弁しか返ってきませんから。 

 続いて、庁舎建て替えについてお聞きします。 

 緊急防災・減災事業は何年度からの時限立法か、内容は当初から変わっていないでしょうか、

お伺いいたします。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 緊急防災・減災事業債は、東日本大震災を教訓に、平成23年度に創設された起債でございま

して、当初は平成28年度までの時限立法でございましたけれども、熊本地震発生後、平成29年

度に平成32年までに延長となっております。 

 当初と比較しますと、起債対象経費の拡充がされており、指定避難所における避難者の生活

環境の改善のための施設、空調であったり、Ｗｉ癩Ｆｉあるいはバリアフリー化に係る施設等

や、消防団の機能強化を図るための施設など、起債対象経費の拡充がされております。 

 本町が庁舎建て替えに活用予定の津波浸水想定区域移転事業は、当初からある事業でござい

ます。 

 以上です。 

○６番（勇元勝雄君）   

 平成23年度からですよね。二十何年、28年ですか、宮之原議員に答弁がありました。庁舎建

て替え、平成37年度以降にするという答弁を議事録で見ました。平成23年度からこういう事業

があるのに、どうして、役場を建て替えする気があったら、気づかなかったか、私は非常に疑
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問に思うんですよ。職務怠慢だと思います。 

 どうして今までそのような緊急防災・減災事業あったのを知らなかったのか、わかる範囲で

答弁をお願いします。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 平成23年度に創設された当時のことは、私はちょっと詳しくは存じないんですけれども、当

初、東日本大震災で東北地方を対象として、この起債が創設されたのではないかというふうに

私は考えているところでございます。 

 以上です。 

○６番（勇元勝雄君）   

 この起債を借りる条件としては、どのような条件があるのでしょうか、お伺いします。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 庁舎建て替えに活用予定の緊急防災・減災事業債の津波浸水想定区域移転事業は、津波想定

区域内にあり、地域防災計画上、津波対策の観点から移転が必要と位置づけられた公共施設及

び公用施設の移転を対象としております。 

 条件といたしましては４項目ほどございまして、まず初めに、大規模地震が発生した場合に

甚大な被害を受けると想定され、災害応急対策上、不可欠となる防災対策の拠点施設及び災害

時に特に配慮が必要となる要配慮者のための施設を対象。２点目が、庁舎については、起債対

象事業は面積が平米当たりの単価を36万1,000円として、これに基づき算定した額を上限とし

て起債対象経費を算出するものとあります。３つ目が、用地につきましては、移転前の用地面

積を上限とするものであること。４つ目が、地理的な制限のため、津波浸水想定区域内におい

て建てかえを行う場合のかさ上げに要する経費等も対象となるものと、こういうふうに条件が

なっております。 

 以上です。 

○６番（勇元勝雄君）   

 今、平米当たり36万の単価と言いましたけど、役場の現在の試算では34万幾らで試算してま

すよね。16億から、また上がるという可能性もあるわけですか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 今言ったのは、あくまでもこの起債としての上限を述べたものでございまして、それぞれの

建設に伴う単価については、また若干違ってくるものだというふうに考えております。 

○６番（勇元勝雄君）   

 ここに緊急防災・減災事業の条件として、津波浸水想定区内にあり、地域防災計画上、津波
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対策の観点から、移転が必要と位置づけられた庁舎移転事業に係るとなっていますけど、この

移転という意味はどういう意味でしょうか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 やっぱり津波浸水の想定区域内、津波が発生する区域内、津波の被害を受けるということに

伴う移転だというふうに思っております。 

○６番（勇元勝雄君）   

 移転の意味ですよね、国語辞典で引いて。国語辞典で引いたら、場所を変える、番地を変え

るとか、いろいろ載っていますよね。素人考えで考えたら、津波想定区域内で建て替えという

のは、私はどうしても納得がいかないんです。 

 県のほうに、５回ですかね、行って聞いたんですよ。その条件をクリアするため、どういう

条件があるかと。一番初めに、場所を移す、高台に移転をする、そして移転する場所がなけれ

ば、やむを得ない場合ということで、県のほうでも伺いました。「じゃ、ほかの条件は何です

か」と言っても、「それはまだ町のほうから申請も来てない、そういう話もないから、仮定の

話はできません」という話で終わりましたけど。この間も県のほうに行って、３名、市町村課

へ行って、いろいろ話を聞きました。たまたま30日の午前中に行ったら、「ああ、きのう来た

方ですやろ」と言うものですから、ああ、誰かまた来てるなと、議員の人が来てるなと思った

んですけど。 

 我々議員は、去年、南三陸、女川町へ行きました。今現在の状況を見たら、あの視察は何の

ために視察に行ったのか。ただ、庁舎を見に行くためだったら、ほかの庁舎でも幾らでもある

んですよね。わざわざ被災地まで行って、庁舎を見に行った。そのときは津波対策のことを考

えて、いろいろ資料を集めるために行ったんだろうと思ったんですけどね。いざ帰ってきて議

会が始まる。現地建て替え。何のために300万近くの金をかけて視察に行ったのか、意味がわ

からないんですよ。 

 前の総務課長が言っていました。女川町は堤防をつくらない。何のためか。堤防をつくった

ら住民が安心するから、堤防をつくらないで、地震が来て、津波が来たら、高台に逃げる。そ

れが基本だということで、女川町のほうも高台のほうに庁舎をつくっていました。 

 徳之島町、もし現地建て替えした場合、住民の方は、役場が言っているように、300名の避

難場所をつくる。「定員300名ですから、それ以上の方はまたほかに避難してください」、そ

ういうことが言えますか。津波が来たら高台に逃げるのが基本であって、ただ起債の条件がい

いから、時限立法だから、32年度までに着工しなければいけない。ただ、それだけの理由で現

地建て替え。ただ、防災のためにつくるのか、地震対策のためにつくるのか、その意味がわか

らないんですよね。何のためにつくるか。 

 当初の予定では１階をピロティ、柱だけ建てて、２階、３階に事務所をつくる、そういう話
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でしたけど、恐らく庁舎と消防の間につくった場合、敷地の入り口から役場まで40メーター、

高さが４メーター、現在の計画では４メーター。そうした場合、ものすごく、スロープをつく

るにしても、勾配がきつくなる。そして、スロープをつくる場合、庁舎を壊わさなければいけ

ない。その間、庁舎は利用できないんですよね。 

 だから、そういうことを考えて、恐らく１階に住民課とか、税務課、介護福祉課、いろいろ

事務所を、そういう考えになったと思うんですよ。何のために、津波が想定されているのに、

１階に事務所をつくらなければいけないのか。もし津波が来て、庁舎が被害に遭った場合、防

災・減災、防災拠点として機能を果たせるか。 

 この間の基本計画策定委員会ですか、あそこでも県道の16メーター道路があるから大丈夫だ

と。津波が来た場合、道路なんか全部ぐちゃぐちゃで、車は通れないんですよね。下手したら

橋も流される。そうした場合、亀津だけの徳之島町じゃないんですよ。徳之島町全体を考えな

ければいけない。現在、４階建て、避難所になるんじゃないですか。耐震基準も合致している。

ただ、起債の条件がいいだけ、私はそう思っています。起債の条件がいいから。パブリックコ

メントで比較しているあの条件でも、一番条件の悪いのと比較してですね。 

 防災対策事業というのがありますよね、ばたばたしなくても。これもある程度条件はいいん

ですよ。一般財源が10％、起債が90％、交付税率50％。役場庁舎をつくった場合、今後、50年、

60年は動かせないんですよ。想定外のことが起こるのが今の状態ですよね。だから、そういう

観点からも、もっと考えて行動すべきだと私は思っています。 

 ３番目の建て替えは、前も聞いてますけど、何のためにするのか、防災のためか、耐震のた

めか、お伺いいたします。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 基本構想におきましては、新庁舎の必要性について５つの課題が上がっております。１点目

が耐震強度不足、２点目が津波対策不足、３点目が設備機能の劣化・陳腐化、４点目が執務ス

ペースの狭隘化、５点目がプライバシーの確保であります。町としましては、これら５つの課

題全てを現在の庁舎が抱える課題として捉え、この課題を解決するために新庁舎の建設を選択

するところとしております。 

 以上です。 

○６番（勇元勝雄君）   

 私は一番防災を考えなければいけないと思うんです。この起債自体の趣旨が防災・減災です

よね。利便性とか……。役場が高台に移る、知名町も現在地から七、八百メーター離れたとこ

ろにつくります。与論町も800メーターぐらい離れたところにつくります。そして、歩いてく

る人の対策、どういう対策を考えているかという話を聞きましたら、巡回バスとか、そういう
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のも検討していますというお話でした。 

 役場が狭いんじゃないですよ。この間、去年から副町長にも言っています。廊下が狭いとい

うことで、事務室のほうにカウンターを寄せられないかという話をしました。町民アンケート

に出ていますよね。職員の事務室は広いのに廊下が狭い。総務課長にもこの間言いました。町

長にも言いました。狭いんじゃないんですよ。副町長から電話が来まして、課長会で話して決

めるという話でした。そういうことを一々、課長会にかけなくても、町長、副町長の即断でい

いと私は思います。現にお客さんがカウンターに座って、裏から車椅子が通るか。通らないん

ですよね。狭いんじゃないんですよ。 

 喫煙室、あんな大きな部屋を、たばこを吸うために庁舎内につくる。常識では考えられない

です。これも何回か、前の総務課長ですかね、言っています。もろもろの部屋を考えたら、幾

らでもスペースはあくんですよね。たまたま今度、建設課に地籍調査室が入りました。建設課

に行ったら物すごく広いですよ。あそこ上の部屋、地籍調査室を下の建設課のほうに移したら、

一つの会議室があくんですよね。今の農林水産課、広々としています。ふるさと納税の係を下

におろした場合、向こうもあきます。こういうことをやってから、狭いとか、そういうことを

言わないと。 

 ４番目の起債は許可される見込みはあるのか、県との打ち合わせはできているのか、お伺い

いたします。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 県との打ち合わせにつきましては、庁舎建てかえを行う予定があること、その財源に緊急防

災・減災事業債を活用したいとの相談は平成29年度に行っております。また、起債の同意につ

きましては、起債の条件に合致していると考えておりますので、同意されるものと考えており

ます。今後も関係機関との連携をとりつつ検討を進めていきたいと、このように考えておりま

す。 

 以上です。 

○６番（勇元勝雄君）   

 この起債の条件に合致しているとは、どういう点で合致しているんですか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 区域内に高台等が、適切な高台等がなく、移転先がないということと、あと津波浸水想定区

域内で建て替えをせざるを得ない状況の場合でも、かさ上げなどの津波浸水対策を講じること

によって、高台移転と同等の効果が見込まれるということによって、津波浸水対策の実効性が

担保され、地域防災計画の中に事業の必要性が位置づけられていれば、津波浸水想定区域移転
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事業の対象となると、このように考えております。 

 以上です。 

○６番（勇元勝雄君）   

 高台に場所がないというのは、どういう判断で、ないという判断をしたんでしょうか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 これにつきましては、まずプロジェクト検討委員会の中での５点ほど候補地がありまして、

いろいろ調査を進めた中で、基本構想案の中で決定したわけでございますけれども、ただし、

今後それをもとに、今言った、適切なそういう移設をする移設先がないということにつきまし

ては、基本計画のその検討委員会の中で今後またもまれて、出てくるものじゃないかなという

ふうに思っております。 

○６番（勇元勝雄君）   

 検討委員会と言っていますけどね、この間の検討委員会、何名が発言していますか。この間、

総務課長にお願いしました、民間の方も入れてくださいって。こういうことに興味のある人を

入れて、もっと案をもまなければ。４名ですか、この間の会で発言しているのは。 

 場所としては、もとのグランドホテル跡地もあります。尾母線の県の共済住宅の裏のほうに

も畑が何町歩かあります。南区の県住の裏にも広大な土地があります。高台に土地がないんじ

ゃないんですよね。前の総務課長は、農振関係とか、いろいろ言っていましたけど。公共用地

をつくるときは、そういう目的があったら、農振も外せると思うんですよね。現に２億5,000

万の土地、あそこも福祉施設をつくるということで、農地転用はなっています。場所はないん

じゃないですよ。この間も県の課のほうへ行って、航空写真を持っていって、こうした場所が

ありますよということは伝えてあります。もし場所がないというようなことを県のほうに申請

するんでしたら、町のほうは県をだます結果になると私は思うんですよね。 

 そして、この間、あるところで挨拶で起債がもう確定したような話を聞きました。県の課長

にも聞いたんですよね。まだ確定してないという話なんですよ。どうして現地にこだわるか。

直近の知名町、与論を見ても高台に移転。与論町なんかは、もう何年か前からドームのほうに

役場を移転していますよね。 

 ５番目、現地でなければいけない理由をお伺いいたします。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 現地でなければいけない理由といたしましては、基本構想におきましては、新庁舎の位置に

ついて、現時点で建設可能な町有地等についての検討を行っております。敷地面積や用地取得

の可能性、土砂災害警戒区域、津波浸水想定区域等の安全性や利便性等の総合判断を行った結

果、津波対策を行った上で現地、現庁舎敷地を建て替え用地とすることと結論づけております
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が、最終的な判断につきましては、町民を代表する委員で組織されております検討委員会が策

定する基本計画で判断されるものと考えております。 

 以上です。 

○６番（勇元勝雄君）   

 一番考えなければいけないのは防災面ですよね。この検討委員会の委員が、何名が発言して

いるか。発言しているのは何名ですか。 

○副町長（幸野善治君）   

 まず、誤解があったらいけませんので、勇元議員から私のほうに、町長のほうに、総務課長

のほうにお願いがあった件で、先ほど質問だけに終わりましたので、それも加えて答弁させて

いただきたいと思います。 

 まず、一月前ですかね、農政課のほうから、大変お客さんが並んで狭いと、あるいは車椅子

が通らない、大変迷惑しているということでありました。それで、農政課長も呼びまして、耕

地課長などとも相談しましたら、あれは農政課のたまたま１年に１回あったサトウキビの補助

券か何かを配布するということで、何年かに一遍ぐらい、ああいうのがあるそうですね。たま

たま、あれが重なって、ざっと耕地課の前まで来て、不便を来したと。そういうことで、ふだ

んはないけど、これからはああいったことが起きないように、農政課のほうでは、１階の住民

相談室とか、ああいったところで対応するということで確認しております。 

 ですから、何年かに１回しかないということのために、それを廊下を広げるのに何百万か、

かかります。そして、一番使い勝手のわかっている人というのは、担当者か課長です。課長会

でも話し合い、提案しました。住民課のときもそうでした。やっぱり担当者も課長も全然問題

ないということですので、町長以下、私たちは課長会の意見を参考にしたということです。こ

れからは込むことはないと思います。 

 それから、今の検討委員会の件ですが、プロジェクト委員会というのは、課長を含めて課長

補佐級が、約20年ぐらいになる役場の職員が、まず防災の件、津波の件、そして財源の問題、

そして周りの意見、それを加味して議論した結果、今の場所が一番財源が少なくて済むし、緊

急避難場所、特に夜間に発生した場合は明かりがついていないといけないと。新庁舎に大きな

明かりをともして、それが緊急に避難できる場所だったら、そこが一番いいんじゃないかとい

うことで、話し合いはそのたたき台からしないと議論になりませんので、まず場所を決めたの

がプロジェクト委員会です。それを役場職員で決めることはできませんので、次は検討委員会

に移りました。 

 検討委員会が先日、第１回目の検討委員会が始まりましたが、その委員を申し上げます。ま

ず、民間団体から、女性団体連絡協議会会長、自治公民館連絡協議会会長、ＰＴＡ連絡協議会

会長、連合青年団副団長、町文化協会会長、徳之島地区消防組合消防長、議会からは総務文教
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厚生常任委員会の委員長と経済建設常任委員会の委員長が入っています。それから、鹿児島県

から県の職員で建設課の技術専門員が入っています。それに役場の元課長とか技術系の課長を

加えて、今、議論を行っているところですが、民間のほうからも、夜間に発生した場合はどう

するんだという意見が出ました。これは文化協会長から出た話ですが、夜間発生した場合はと

ても高台には逃げることができないと、そのときは今の現地に建っている宮上病院の患者さん

や入院患者、それから職員も対応できる庁舎にあったほうがいいということでした。 

 自治公民館連絡協議会の会長さんからは、最初、自治公連で、自治公民館連絡協議会でやっ

たときは、高台がいいのか、今の場所がいいのかということだったもんですから、津波に対し

ては、それは全部高台がいいと思いますね。そういうことで議論はならなかったと。しかし、

財源の問題やら利活用の問題、特に利活用の問題に関しては、津波というのは、今、歴史を調

べてみると、徳之島に来たというのは二、三メーターの大体津波が来たと、記録はないんです

が、江戸時代に来ておりますね。その後、喜界島に来ております、４メーター程度の。しかし、

500年～1000年に一遍来るか、来ないかのそれを想定してつくった場合、その間の利活用は、

私たちが生きているときはどうなるんだということで、そういう議論もこの委員の中では出て

おります。 

 ですから、役場職員だけで決めるんじゃなくて、民間の有識者の中にも、そういった意見が

あるということです。 

 以上です。 

○６番（勇元勝雄君）   

 役場の基本構想の中に、十分な幅員のない通路となっていますよね。これは認識しているわ

けですよね。課長に聞いたら、現在のままでいい。町民が判断すべきであって、役場の課長が

判断すべきじゃないんですよ。 

 じゃ、その判断した課長は誰ですか。課長の答弁をお願いします。 

○副町長（幸野善治君）   

 まず、課長の答弁というのは、住民課では住民生活課長です。住民課で少し込んだときがあ

りましたので、第１回目は住民課長。第２回目は農政課長ですが、一番、８時半～５時まで出

勤しているのは課長なんですよ。町民というのは１年に何回かしか来ません。確かに町民の声

を拾って、それをどうもむかは、課長会の皆さんで、関係の職員の皆さんで話し合いをして、

どうするかと。 

 この基本構想というのは、新しいのは恐らくいろんな検討委員会の意見が出ると思います。

立派なのができると思いますよ、この新しい庁舎。しかし、昭和48年につくった、この旧庁舎

は、あと２年は使わないといけませんので、これをうまく活用する方法を課長の皆さんは今の

ままでいいということです。よろしいですか。 
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○６番（勇元勝雄君）   

 基本構想にわざわざ通路が狭いとなっているのに、農林水産課長、住民課長、どうして現在

のままでいいか、その判断した理由をお願いします。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 まず、最初に、先日のサトウキビの種苗等の券の配布について御迷惑をおかけしたことは、

申しわけないと思っております。 

 まず、その判断を下した段階では、徐々に来るというふうな判断でありました。しかし、い

きなり初日から、朝早くから大勢の方が、農家がいらしたものですから、急遽、会議室を探し

てやったんですけれども、予約で満杯で、全て埋まっていた状況でありました。一日、二日の

中で住民の来客も少なくなったことにより、そのまま対応したわけであります。課の中では担

当等とも話しておりますけれども、今後こういうふうなことを予想して、事前に会議室を予約

してやるというふうな形をとりたいと思っております。今回は緊急事業、補正事業の関係で、

国の関係で急遽サトウキビの植えつけ推進時期もありましたものですから、回避ができなかっ

た次第であります。 

 それと、まずそのスペースの問題なんですけれども、勇元議員のおっしゃるとおり、そうい

うふうな通路の問題もあるんですけれども、先ほどおっしゃったふるさと納税推進室等を農林

水産課のほう、流れからいうと、そういうふうな形も考えられるのかと思いますけれども、現

在、相談、例えば先ほど出た農振の問題とか、そこら辺の相談に来た場合、テーブルなりです

ね、時間をかけて話をしなきゃいけないというふうなことが生じております。 

 また、農林水産課のほうにスペースを狭めてやると、中のほうに、例えば課長のほうに直接

来られる方もいるもんですから、書類等、机の上にいろいろ重要な書類があった場合、非常に

困る場合もあります。広くスペースをとっているというふうな認識は、今のところありません。 

 以上です。 

○住民生活課長（政田正武君）   

 お答えします。 

 今、勇元議員がおっしゃっているのは、２階のほうは車椅子とか三輪車が行かないので、

１階の通路のことだと思いますけれども、住民生活課の前のほうはスペースが結構ありますか

ら、三輪車、車椅子の方も毎日来るわけでもございませんので、そう支障はないと考えており

ます。 

 ただ、隣の介護とか税務のほうに行くときは少し狭いかなと思うんですけど、しょっちゅう

来ているわけではないので、そういうことで問題ないのかなというふうにお答えしました。 

 以上です。 

○６番（勇元勝雄君）   
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 しょっちゅう来るとか来ないとかの問題じゃないんですよね。この住民アンケートでも載っ

ていますよ。トイレがわかりにくい、通路が狭い、町民の声なんですよ。役場目線で考えたら

いけないと思うんですよね。 

 もし30センチ、40センチ、通路を広げた場合、事務に支障が出ますか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 課のスペースにつきましては、今、議員はある程度余裕があるんじゃないかなというふうに

考えていらっしゃるように思いますけども、全体的に課におきましては、今が一番目いっぱい

だというふうに全課長が思っていると思います。そういう意味で、そういう課題があるという

こと、５点目の中の一つなんですけれども、そういう課題解決をするために新庁舎建設を選択

するということで考えておりますので、今現在においては、現在の役場の機能を十分生かせる

ような方法は各課でまたとりながら、進めていきたいとは考えておりますけども、課のスペー

スにつきましては、非常に今、現状では目いっぱいというふうに私は考えているところでござ

います。 

○６番（勇元勝雄君）   

 認識の違いですけど、耕地課も広い、農政課も広い、建設課も広い、それは役場目線で考え

ている、町民目線で考えてないということで私は解釈いたします。 

 ６番目の５カ所の場所を検証しているけど、県職員住宅の裏の畑は検証されてないのか、お

伺いいたします。 

 裏の畑、もし検証しているなら、地主なんかがわかりましたら、地主の名前もよろしくお願

いします。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 基本構想におきましては、まず１つ目は現庁舎の敷地ですね、それから総合運動公園、亀津

公園、県職員共済江籠住宅、農政局公舎跡地の５カ所について検討を行いました。今、議員が

おっしゃいます県職員住宅の裏の畑につきましては、現地を確認はしております。その中でい

ろいろ調べた結果、当該畑が農業振興地域であるために、これはなかなか検証は難しいという

ことの結果になっておりますけれども、今、地主さんもわかっておりますけど、ここで名前を

公表するのはちょっと控えさせていただきたいと思います。 

○６番（勇元勝雄君）   

 もし庁舎をつくる場合は、農振は外せますよね、農業委員会の委員長。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 これはその状況になってみないと、わからないと思います。まず、農振の場合は、一番最後
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に判断を下す、可能性のある土地を外すというふうになります。例えば、農地転用の見込みが

あるかどうかと、農地として保全の、優良農地として保全しなければいけない、要するに土地

改良等が入っているかどうか、そこらをもろもろやった上でおろす。 

 また、農業委員会の事務局長もいらっしゃるんですけど、かわりに答弁させていただきます

けれども、まず農地転用の場合は、その活性化、まず３種、２種、１種の考え方だと聞いてお

ります。３は、結局、町の環境の活性化を入っていきますので、１種農地になった場合は、ほ

ぼ無理かと思います。守るべき農地だと考えておりますので。その対象農地がどうなるかは、

そのときになってみないとわからないということと、また、面積が団地化されているかどうか

も対象になってきますので、いざ、そのときになってみないと、農振を外せるかどうかは返答

できないということであります。 

 以上です。 

○６番（勇元勝雄君）   

 現在、植物工場が建っている農地、あれはどういう農地だったんでしょうか、お伺いします。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 植物工場が建つ前に事前に農振が外れているものだと考えております。ですから、農地転用

で建っているものだと認識しておりますけれども。 

○議長（池山富良君）   

 勇元議員、しばらく休憩しましょうか。 

 しばらく休憩します。 

 11時15分から再開します。 

休憩 午前１１時００分   

再開 午前１１時１５分   

○議長（池山富良君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 勇元議員。 

○６番（勇元勝雄君）   

 町民アンケートの中身についてお伺いいたします。 

 町民アンケートの一番の問題点は、質問の仕方、デメリットは全然書いてないんですよね、

問い13も。「現在の役場庁舎は建設から45年が経過し、老朽化が進んでおります。耐震性等に

大きな問題があり、庁舎の建て替えについてどう思われますか」。庁舎の建て替えについては、

私も反対はしません。こういう質問をされたら、大多数の人は建て替えに賛成なんですよ。ア

ンケートを見てもわかるとおり、利便性が悪い、狭い、バリアフリーがなってない。 

 どうしてこの質問にデメリットの分を書かなかったのか、またメリット、そういうのを書か
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なかったのか、お伺いいたします。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 アンケートの中身につきましては、庁舎の利用頻度とか、来庁理由、それから新庁舎建設に

対する考え方、建設場所に対する考え方、新庁舎に求める機能等についての問いを入れたわけ

ですけれども、その中で、町民に対してもわかりやすくということで、アンケートの実施概要

ということで、これをまとめさせていただいたということでございます。これにつきましては、

またプロジェクト委員会の中でも、このアンケートの実施概要については検討させていただい

たということでございます。 

○６番（勇元勝雄君）   

 もう一遍、こういうデメリット、メリットを書いて、町民アンケートを再度とるべきだと私

は思います。 

 庁舎建設に対しては、70％近くの人が賛成しています。そして、新庁舎建設に当たり新庁舎

に求めること、そこで一番多いのが津波・台風災害時の緊急的な避難場所としての機能を有し

ている。津波ということも書いてありますよね。 

 このパーセント、600名近くの人がそういうことを書いています。それは津波に限定したこ

とじゃないと思いますけど。この数字をどう考えるか、お伺いいたします。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 実際、津波が発生した場合に、亀津の庁舎周辺市街地においては津波震災に遭うだろうとい

うような、回答者の皆さんの意見ではないかなというふうに思っております。 

○６番（勇元勝雄君）   

 津波というのはいつ来るか、わからんですよね。副町長が先ほど言いました。500年後に来

るか、1000年後に来るか。津波が、大きな津波がないということは、起こる可能性が高いと私

は考えます。地震というのは何百年に１回とか、そういう頻度で起こると私は思っています。

何百年もないから大丈夫だ、そういう考え方もあるでしょう。しかし、私は、何百年も来てな

いから起こる可能性があるなと、そういうことを考えています。 

 津波の想定7.3メーター、恐らくサンゴ礁の上に上ったら、このごろ、南三陸の、東北の津

波の状況がテレビによく出ています。台風の波と違って、うねりじゃなくて、そのままの高さ

で来ているような感じが受けますよね。7.3メートルの波がそのままの高さで来ているような

感じがします。そして、サンゴ礁の上に上った場合、その分だけ高さが私は上がると思うんで

すよね。想定外のことを考えなければ、7.3メーターだから、４メーターのピロティで大丈夫、

そういう考え方じゃおかしいと思うんですよ。 
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 ここにスマート防災、この間、山村武彦先生の講演を県庁で聞いたときも釜石の奇跡、子供

たちが10メーターのところに避難して、それでも危ないということで、30メーター近くまで登

っていって、子供たちの命が、二千何百名、助かったという記述もあります。恐らくそれも想

定外なんですよね。どこかの役場でも、これだけの高さがあったら大丈夫ということで、役場

職員が何十名か亡くなっています。そういうことを考えた場合、そのアンケートの出し方も私

はおかしいと思うんですよ。そういうことも、想定外のことも書いてもらわなければ、町民は

判断できないですよね。この600名近くの方のお考え、皆さんの今後の判断に生かしてもらい

たいと思います。 

 ここに、カウンターと職員の距離があり、声をかけづらいという意見もあります。役場職員

はもっと町民目線の仕事をしなければ、自分たちが不便だから通路は広げなくていい、そうい

う考え方じゃおかしいんですよ。１年に１回だからいい。たまたま１年１回、それは１年に何

回あるか、わからないんですよね。30センチ、40センチ、中にカウンターを入れるだけなのに、

何で何百万も金がかかるんですか。そういうことを考えて役場職員は仕事をしなければ、役場

のむんきゃや、そういう話ばっかり聞くんですよ。役場に来ても挨拶もない。もっと公務員と

しての自覚を持ってもらいたいと思うんですよね。私も元公務員でした。元公務員だから、後

輩の人たちに一般の町民からそういう批判を受けるようなことをしてもらいたくないから、言

っているわけですよね。 

 こうして、いろいろアンケートの答えが出ています。もう一回、このアンケートの中身を精

査して、庁舎建設、安心・安全、そういう庁舎をつくってもらいたい。 

 続いて、パブリックコメントの中身についてお伺いいたします。 

 先ほども副町長言いましたけど、十分な幅員のない通路。通路に段ボールが幾つも置いてあ

りますけど、あれを直すように、この間から何回か、総務課長、担当課長にも言っていますけ

ど、段ボールが廊下に置いてあるという自体がおかしいんですよ。倉庫もある、書庫もある。

それはどうして廊下に段ボールを置いてあるのか、お伺いいたします。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 廊下のほうに段ボールとか、あるいは雨靴、それから雨具用具ですね、等々置いているのは、

災害時等あるいは緊急時もしくは最小限のものはということで廊下に置いているわけですけど、

実際には、使用する頻度等の多いものにつきましては、今、廊下のほうも活用させていただい

ておりますけども、それにつきましては、本当に最小限のことで、今、置かせていただいてい

るところです。なるべく町民の役場利用については支障がないようなことで、今、対応はさせ

ていただいているところでございます。 

 以上です。 
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○６番（勇元勝雄君）   

 よく見たら、バインダーとかいろいろ事務用品も置いてありますよね。廊下に置かなければ

ならない理由というのが、私はわからない。自分の執務室の中に置いたらいいんじゃないです

か、緊急用だから。緊急用だから執務室に置いて、自分のそばに置いてやるべきであって、廊

下に段ボールを置いて十分な幅員がとれないとか、そういうことを言うの自体が私はおかしい

と思うんですよ。どこの役場に、そんな廊下に品物が置いてありますか。 

 その写真の待合スペースで保管されている保存文書、恐らくあれは前の戸籍の原本だと思い

ますけど、ああいうのを階段の下の倉庫にでも入れて、もっと広々とするべきであって、もし

直せるものなら書庫のほうに直して、もっと広々とするべきで、住民課長、どうですか。戸籍

の原本、あれは直せないわけでしょうか。 

○住民生活課長（政田正武君）   

 戸籍の抄本等は、あれは耐火倉庫で、大事なものではございますが、あれを保管する、まだ

倉庫は庁舎内にはございません。 

 以上でございます。 

○６番（勇元勝雄君）   

 階段の下のほうの倉庫みたいなのがありますよね。恐らく私が現職時代も、あそこはほとん

ど、いろいろな薬品とか、そういうのを入れて、使ってないような状態でした。倉庫を見て、

もし直せるものなら直してもらいたいと思います。 

 また、この通路に置かれた保存文書とかありますよね。保存文書が何で通路に置かれている

んですか。そういうのも対処してもらいたいと思います。 

 プライバシーの確保ができない。喫煙室は廃止して、プライバシーの確保のできる部屋にし

てもらいたいと思います。 

 ９ページですかね、新庁舎建設の必要性。ここにも７割が新庁舎の建設に肯定的な意見を示

したとなっていますけど、これも実際、津波想定、津波が想定されているということがわかっ

たら、もっと率は下がると私は思うんですよね。 

 10ページのほうに、２番目に防災・減災の拠点となる災害に強い庁舎。津波想定区域内にあ

って防災・減災ができるか、そういうのもよく考えてもらいたいと思います。 

 一番問題なのは、当初から計画がころころと変わっているのが一番問題だと思うんですよね。

ピロティ方式から１階に事務室を置く。どうして、１階に置かなければならない理由をお伺い

いたします。 

○総務課長（東 弘明君）   

 建築の構造につきまして、議員がおっしゃいましたのは、一つの案として答えましたけども、

今後、今、検討委員会が開かれております、その検討委員会の中でしっかりと議論がされて、
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その中である程度決まってくるものだと思っております。それをもとに基本設計のほうに移る

わけですけれども、その中で構造的なもの等に含めて、実際に検討がなされるものだというよ

うに思っております。 

○６番（勇元勝雄君）   

 じゃ、１階はピロティになるという可能性もあるということでございますか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 構造等につきましても、検討委員会のほうに一つの検討事項ということで提出をして、その

中でもんでいただきますので、今言ったピロティ方式のみになる可能性もなきにしもあらずか

なというふうには思っております。 

 以上です。 

○６番（勇元勝雄君）   

 基本構想で、もう決まっているわけですよね。また、その検討委員会のほうに、建築の専門

家とか、それは県の職員はいます。こうして検討委員会の報告書を見ても、その建築の専門の

方の報告は全然ないですよね。これだけの事業をするわけですから、検討委員会のほうでもも

っと活発な意見が出るような対応をしてもらわないと。何名かの委員の意見だけを。次から活

発な意見が出ると思います。そのための検討委員会ですから。そのような体制に持っていくよ

うに、委員長、頑張ってください。 

○副町長（幸野善治君）   

 先ほど申し上げましたとおり、民間の委員がたくさん入っておりますので、各分野からの検

討がなされると思います。その検討委員会の中でピロティ方式の庁舎を基本として、１階には

何がある、２階には何がある、３階には何がある、４階には何がある、そして旧庁舎はどうす

る、いろんな角度から議論がされると思います。また、建築の専門家も、県職員、合同庁舎の

建設課から１名、本町の技術者も二、三名、事務局としても入りますので、技術的にも問題な

いと思います。いろんな議論をさせていただきます。 

 以上です。 

○６番（勇元勝雄君）   

 町の技術者は１人じゃないですか、建築の免許を持っている方は。数名入るわけじゃないで

すよね。 

 27ページの起債関係なんですけど、これが比較しているのが緊急防災・減災事業の場合と一

般単独の場合の起債の比較をしているわけですよね。その県の資料の２番目の緊急防災・減災

事業の下のほうに、防災対策事業というのがあります。これは徳之島町だけが県下では該当す

る起債なんですよね。この起債を借りた場合、どれぐらいの町負担が出るか、お伺いいたしま
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す。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 防災対策事業債の場合におきましては、充当率が90％、交付税措置率が50％、一般財源が

10％ですけれども、仮に16億円の事業費で算出をした場合に、町の実質負担額が10億4,300万

ということになります。 

○６番（勇元勝雄君）   

 その資料、後でもらいたいと思います。 

 もっと立派な、そして防災にたけた庁舎をつくるためには、緊急防災・減災事業じゃなくて

も、この防災対策事業債でも私はいいと思うんです。これは時限立法じゃないから、借りれる

わけですよね。知名町、与論町は公共施設等で充当率は低いんですけど、こういう点を考えて、

どうしてその率のいい起債にこだわるのか、その理由をお伺いいたします。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えをいたします。 

 知名町とか与論町、それから和泊町の場合は、緊防災の対象とはなっておりませんけど、徳

之島町の場合はこの緊防災の起債の対象ということでございますけども。これと、先ほど述べ

ました防災対策事業債の場合の負担額の差額を見ますと、防災対策事業債でやった場合でも

４億3,200万円が出てきますけれども、この４億につきましては、またいろんな避難道路とか、

災害に関する、いろんなそういう事業のほうに充てることも考えられますので、そういう意味

では、これからも有利な緊防災債を活用したほうが将来的にいろんな災害に伴う、そういう事

業等に充てることができるんじゃないかなということで、この緊防災を検討しているところで

ございます。 

○６番（勇元勝雄君）   

 緊急防災・減災事業の起債の趣旨は、防災減災のための趣旨でこういう有利な条件で貸して

いるわけです。これが有利だから、ハザードマップにも載っていますよね、津波想定区域内っ

て、想定区域内に建てる。意見では、役場職員だけが高台にいて助かる、そういう話じゃない

んですよね。もし避難所が欲しいなら、そこの４階建てを防災タワーみたいな感じで活用して

もいいと思うんです。宮上病院、宮上病院の患者さんがこっちに来るわけないんですよね。立

派なサザンコートという耐震のなっている建物があります。わざわざ道路を渡って。 

 もし役場が災害に遭って防災機能を果たせない状態になったら、徳之島町は防災対策も何も

できないような状態になるんですよね。そういう点も考えて、もっと慎重に私は庁舎建て替え

をするべきだと思います。今度が終わりじゃないから、ある程度、飛ばしていきますけど。 

 新庁舎検討委員会の会議内容についてお伺いいたします。 
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○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 新庁舎建設検討委員会は、平成31年２月５日に第１回の委員会を開催いたしました。１回目

では基本構想案のパブリックコメントの実施結果について、それから基本構想の決定について、

基本計画策定の作業計画について協議を行いました。２回目以降につきましては、おおむね月

１回のペースで検討委員会を開催し、新庁舎建設の経緯や新庁舎の機能、規模、それから新庁

舎の位置等の基本計画案の中身について検討を重ねてまいりたいというふうに考えております。 

○６番（勇元勝雄君）   

 庁舎建て替えについて、委員長、会長、会長、委員長ですか、そして副町長、教育長、総務

課長、企画課長の現地建て替えのことについてどういう考えを持っているか、お伺いいたしま

す。 

○副町長（幸野善治君）   

 大きな津波とか台風とか、それは想定はしておかなければなりません。また、次は利便性と

いうのも、常時365日間使う、町民がひとしく使いやすい立派な庁舎というのもまた目指さな

ければなりません。一番問題なのは、また財源でもあります。財源をどこから、なるべく安い

金を引っ張ってきて、町民の負担を少なくするかという、この３つの観点から絞られると思い

ます。 

 その防災の件から考えますと、やはり大きな医療施設がある、それから周りには大きなコン

ビニとかＡコープがあり、もう既に30年～40年ぐらい、ここに住みなれた人たちが「役場庁舎

と大きな病院があったから、自分たちは買った」という人もおるんです。ですから、庁舎検討

委員会が五、六回開かれるんですが、その人たちは各関係団体の長であります。いろんな意見

を持っています。いろんな、また人たちからの意見を集約して、そこで発言すると思います。

ですから、もし議員の皆さんも、その中で自分の意見を組み入れたいという強い思いがあった

ら、議会で議論するのも必要なんですが、議員の中にも２人おりますので、常時情報を共有し

て、その委員を通じて、こういうのをつくっていただきたいという意見を言わせていただきた

いと思います。 

 先ほどの３つの原因から、この庁舎をつくるんですが、やはり町民の大多数は現庁舎の建て

替えを希望していると、私は思っております。 

 以上です。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 新庁舎建設に向けましては、まずは津波浸水対策を講じる、一つの大きなことがあると思い

ます。これにつきましては耐震化、現在の進んでいる技術を活用した耐震化が図られるもので
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あるというふうに思っています。そういう中で、最新の技術も活用しながら、今後、検討委員

会、それから基本設計、実施設計と移るわけですけれども、その中でも専門的な方も入っても

らって、意見を伺いながら、総合的な判断をした上で、この新庁舎の建設ということにつなげ

ていければなというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○企画課長（向井久貴君）   

 お答えいたします。 

 現地建て替えでございますが、実際、津波、もし30メーター来た場合、私も、ああ、ここの

場所はどうかなという感じはします。しかしながら、先ほど、津波につきましては、想定でご

ざいます。いつ来るのか。あした来るか、あさって来るのか、わからない状況でございますの

で、やはり利便性、つまりコンパクトシティという、今、考え方がございます。というのは、

今、高齢者社会になりまして、ある程度まとまった社会、町構成というのがございます。多分、

これは東区の埋め立てをしたときに、いろんな機能がこちらのほうに集約されたと思います。

病院ができ、商店街ができ、そして役場ができ。もちろん役場が先だったと思うんですけれど

も。それをないがしろにしては、建設は成り立たないと思っています。 

 ここに、アンケートの中に、津波のための緊急避難施設としてと書いてございますけど、こ

れは私はとり方によりまして、例えば高台につくって、そこに避難させてほしいということで

はなくて、そういった場合に緊急避難できるように近くにあってほしい、そういうアンケート

結果だと私は認識しておりますので、もちろん、これは私の意見でございますけれども、検討

委員会の中で、例えば高台もしくはピロティ方式で１階は全て駐車場にするべきだというのが

出ましたら、そういう判断になるかと思いますけれども、最終的にはトップである町長の判断

であり、議会の皆さんの判断であると思いますので、その意見を尊重していきたいと思います。 

 以上です。 

○町長（高岡秀規君）   

 つけ加えて答弁いたします。 

 総合的に判断するということで総務課長がお答えしましたが、まず役場の位置についてなん

ですが、まず役割は何なのかということから総合的に判断してもらいたいという話をしており

ます。なぜならば、命を救うのが第一だということです。町民の命をですね。建物じゃありま

せん。町民の命をいかに一人でも多く救えるかということが役場職員の責務になるのではない

かなというふうに思います。 

 それが例えば高台にあった場合、地震の後に津波が来ることが多いわけですが、通行どめに

なって、わざわざ誘導するときに、職員が下ってきて、また上っていくという時間差と、しっ

かりとした役場を建設し、津波にも強い役場、絶対に壊れない設計のもとにつくられた役場の
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中で、スタート時点から、こっちに誘導する、避難所へ誘導するというところで、総合的に役

場の位置は決められるものだというふうに考えております。 

 そして、今後は、今、病院等の話がございましたが、逃げおくれた人や透析患者、全てがも

しかしたら電気の機能等々が発生したときに電源がありませんので、町役場の屋上のほうに発

電機をしっかりと備えて電源確保するとか、そういった工夫が今後は必要になっておりますの

で、想定外のことに対してもしなければいけませんが、しょっちゅう来る想定内の被害に対し

ても対応しなければいけないということが役場の役割だというふうに思いますので、総合的に

判断をして位置、そしてまた総合的に判断して建築がされるものだというふうに確信をしてお

ります。 

○教育長（福 宏人君）   

 議員の質問にお答えしたいと思います。 

 まず、教育行政を担っている立場からなんですが、この大地震において一番印象的なのは、

東北大震災において、先ほど議員からありましたとおり、釜石の奇跡、それから反対に大川小

学校の悲劇ということで、学校関係者ならば、なぜあれほどの子供たちがとうとい命を失われ

たということで、非常に学校現場でも常に津波の避難とか、ああいうような訓練をしていまし

て、やっぱりそういうのが根本にあります。 

 学校の立場としては、子供たちのまず命が一番大切であるということで、常日ごろ、東北に

は、てんでんこ、ばらばらみたいなのは、まず、みずからの命はまず自分からということの基

本的には教育を、子供たちも「お母さんを待つんじゃないよ。お父さんを待つんじゃないよ。

まず、近くの高いところに逃げなさい」というような、常日ごろ、ものをしていて、学校とし

ても訓練は常時怠らないようにしています。 

 ただ、それでも教育行政全体を預かる者として、先ほど町長のほうからございましたが、や

っぱり命をどう守っていくのかですね。医療現場ではトリアージ、既に一気に災害が起こった

ときに誰から助けるかということがよくありますが、一番近くの命を守っていくというのが、

目の前のですね、これは人として基本的な、老子の性善説の中に、井戸に落ちようとしている

子供をどんな悪人でもぱっと、何ですかね、そういうような性善説という話もあるんですけど、

やっぱり命をどう大切にしていくのか、そのためにはやっぱり、先ほどいろんな御議論あると

思いますが、この地域の中で大多数の命を守っていくのが行政の責務であるというふうに考え

ています。今後、議会の場、それぞれの委員会の場で活発な議論がなされると思いますが、そ

れをもって、命を守るとはどういうことなのか、そういうことも含めて議論いただきながら、

決定されていくものだというふうに考えています。 

 以上です。 

○６番（勇元勝雄君）   
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 今、町長がおっしゃったように、宮上病院ですよね、サザンコートがあります。サザンコー

トの中に透析センターとか、いろいろありますよね。もし災害が起きて、役場だけが電気つく

んじゃないと思うんですよ。サザンコートでも恐らく自家発電を持っていると思います。 

 今、教育長がおっしゃいました大川小、想定外だから高台に逃げなかった。防波堤が10メー

ターもあるから、来ないから、津波が来るということを予想してなかったから、被害に遭った。

どこかの役場の防災センターですか、そこでも想定外のことが起こって職員が大分亡くなって

います。想定外のことが起こるのが、きょう今日の世の中なんですよね。役場が避難場所だか

ら、役場に逃げたら大丈夫、そういう認識を町民に持ってもらったら、私は困ると思うんです

よ。津波が来たら高台に逃げる、それが基本であって、これは緊急的に高台に逃げる余裕がな

かったら、それは役場に逃げてこなければいけないと思います。副町長がコンビニとか、いろ

いろ利便性を言いましたけど、津波が来た場合は全部だめになるんですよね。発電所もだめに

なる。電気は絶対来ないんですよね、天城の発電所でも低い。特に亀津の発電所は海のそば。 

 徳洲会でも、この間まで亀津の高台に移転するような話もありました。徳洲会でも、そうい

う災害はある程度予想しているんじゃないかと思うんですよね。まだ二十何年しかたってない

建物を建て替えする、そういう話が来るというのは。徳洲会なんかサービス業ですよ。お客さ

んが来て……。そういうところが移転するような話もあるのに、役場が現地建て替え、そこに

こだわるというのが私は非常に疑問に思います。 

 次に、和泊町の視察についてお伺いいたします。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 和泊町視察につきましては、平成31年２月21日～22日の１泊２日の行程で検討委員13人、事

務局３名、計16人が参加をいたしました。 

 主な視察事項といたしましては、平成31年１月４日に開庁しました和泊新庁舎の見学及び和

泊町の庁舎建設担当職員との意見交換を行っております。 

 意見交換会では、調査建設の経緯や、それから財源、耐震強度、新庁舎建設後の問題点等に

ついて報告をいただきました。 

 以上でございます。 

○６番（勇元勝雄君）   

 せっかく永良部行っているわけですから、隣の知名町、建てかえ計画で今、徳之島町と同じ

ような状態ですよね。そういうところへ行って、わざわざ行っているのに視察行かない。それ

は知名町のほうへ行ったんですか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えをいたします。 
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 知名町のほうにはお伺いをいたしましたけども、庁舎建設の担当職員等とは意見交換はして

おりません。ただし、新庁舎の建設予定地等の視察は委員16名、委員というか計16名のほうで

行っております。 

○６番（勇元勝雄君）   

 せっかく永良部行っているわけですから、やっぱり知名町の担当職員とも話して、どういう

経過でこういう場所が決まったか、そういう話をしなければ、せっかくの、ただ庁舎だけの視

察だったら別に要らないと思うんですよね。そういう経過まで含めて検討委員会ですから、今

後また視察等あると思いますけど、そういう点まで考えて視察を行ってもらいたいと思います。 

 12番目、町内の避難道路についてお伺いいたします。 

 避難道路について、どのような考えを持っているかお伺いいたします。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 お答えします。 

 避難道路につきましては、徳之島町防災マップに記載されている避難道路はもちろんのこと

ですが、実際津波発生時において高台に上がる避難道路以外の道路も避難道路と認識しており

ます。 

 道路の管理者といたしましては、道路、橋梁等常時有効な状態を保つよう維持管理し、一般

交通に支障を及ぼさないように努めているところでございます。 

 また、私どもの行っている社会資本主義整備もその一環だと思って、維持管理に努めている

ところでございます。 

○議長（池山富良君）   

 あと３分ですから。 

○６番（勇元勝雄君）   

 町内の避難道路、私の提案ですけど、徳田さん、宝星パンのそこの道路ですよね。あそこも

上まで今、更地が２カ所ぐらいあって、建物が１軒か２軒建っています、あそこ。そして、も

との通信特機の道路、あそこブロック塀が倒れそうな感じですので、あそこも避難道路として

活用できるんじゃないかと思います。 

 それから、１６メーター道路から体育館の前の道路、あそこも拡幅したらいいんじゃないか

と思います。通信特機の横の道路、あそこ今、車通行止めになっていますけど、あそこも考え

たほうがいいんじゃないかと思います。幸いにして住宅と町有地がありますが、用地買収はか

からないと思います。 

 町内各集落の津波対策をどのように考えているかお伺いいたします。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 
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 本町は多くの集落が津波浸水区域にございます。住民一人一人が災害からみずからの身を、

身の安全はみずからが守るというような自覚のもと、地域がお互いに協力をして助け合うとい

う意識を持って行動することが非常に大事ではないかなというふうに考えております。 

 そのような中で自主防災組織の活動の活性化が必要であるというふうに考えておりますけど

も、町といたしましても自主防災組織の育成強化のために研修や訓練等、これに積極的に支援

をしていきたいと、このように考えているところでございます。 

 以上です。 

○６番（勇元勝雄君）   

 時間がないので、３番目、防犯灯について伺います。 

 防犯灯は集落交付金とは別に町の補助金でするようにお願いできないでしょうか。町長の施

政答弁でも補助金という項目は出ています。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 現在集落活性化交付金の中で防犯灯の設置等も行ってもらっているところでございますけど

も、この集落交付金につきましては、交付金事業としてまだ始まったばかりなので、交付金の

使い道につきましても各集落でさまざまな使い道が行われています。 

 そういう意味で使い道を精査をした上で、改善等を含めて必要があれば今後検討していきた

いと、このように考えております。 

 以上です。 

○６番（勇元勝雄君）   

 集落交付金も大きい集落には手厚くやっていますよね。小さい集落のほうにももっと手厚く

するようにお願いします。 

 ４番目、植物工場について。 

 植物工場に休憩所がないが、仕事場と事務所を別々にできないか。障害者の方が一生懸命働

いています。体調を崩しても休憩するような場所がないことで、非常に不便になっています。

仕事場と現在の事務所、また別にできないか。 

 時間がないので、２番目まで。自家発電の部屋はあるけど、自家発電の設置を考えているか

伺いします。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 お答えいたします。 

 作業時の下葉処理や計量、袋詰め、梱包作業等をハウス横の管理棟で行っています。 

 開設当初通常時はハウス本体入り口の土間部分で作業場として活用していましたが、例年

６月ごろからハウス内が30度を上回るような日が続き、葉がしなびてしまって出荷した際に後
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日、卸先からクレーム等もいただいたということであります。 

 そういったことからも傷みやすい葉もの野菜を取り扱っている中で、コールドチェーンを保

つために、当面は引き続き管理棟で作業をしてもらうことを今のところ考えております。 

 また、ハウスや培地、培地の充痾等についての作業は、従来予定どおりハウス本体で作業を

行っていますので、今後もその予定としております。 

 また、さらに管理棟の増築等や新たな作業場、建設の空きスペース、現在の空きスペースを

利用するという点になると、今後ハウス等の２号棟の建設が予定があった場合、困難になるん

じゃないかなと考えております。 

 このようなことから、今後も委託者と連携を密にし、作業は全体の改善関係に努めるなど、

空調管理をハウスの横のほうの以前の作業というふうな形をとっていた場所に、空調管理とし

ていろいろ見て作業していけたらなと思っております。 

 また、現場を見たんですけれども、ハウスの横ですので、そこら辺も含めながら、ちょっと

議員さんのおっしゃるとおり、今後検討要でいろいろな面でちょっと開示していこうかなと考

えております。 

 次に、自家発電の問題になりますけれども、当初計画では緊急災害時、特に台風等による停

電を想定して発電機の導入は必須だと考えて、管理棟に発電室を設置した次第であります。 

 しかし、発電機を導入すると維持管理などランニングコストがかかり、減価償却やメンテナ

ンス代等も運営に大きな影響を及ぼすために、リースした場合のほうが経費節減できる観点か

ら必要時にリースする形を実施しております。 

 ちなみに、実際に過去５年間の年間使用回数は５日程度ととどまっているようであります。 

 しかし、安定した施設運営を考えた場合、今後は台風等による停電を備えた対策は必要であ

り、確実な対策はとれるよう導入の対処方法を検討して今後もいきたいと考えております。 

 以上です。 

○６番（勇元勝雄君）   

 リースもいいんですけど、台風時は発電機がないというんですよね。だから、そういう点も

考えて、実際何回か向こうのほうへ行ってみていますけど、あんな小さいところに10何名の人

がひしめいて一生懸命やっているんですよ。障害者に優しい徳之島町、せっかくそういう施設

をつくったんですから、もっと施設の充実を図って、楽しく仕事のできるような場所にしても

らいたいと思います。 

 この間も、１人の人が気分が悪くなったんだけど、そういう休憩する場所がない、そういう

話も聞きました。そういう点も考えて今後は対処してもらいたいと思います。 

○議長（池山富良君）   

 しばらく休憩いたします。 
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 午後は１時30分より再開いたします。 

休憩 午後 ０時０５分   

再開 午後 １時３０分   

○議長（池山富良君）   

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、木原良治議員の一般質問を許可します。 

○１２番（木原良治君）   

 皆さん、こんにちは。 

 昨日の高岡町長の平成31年度の施政方針の中から３項目取り上げました。ふるさと納税につ

いて、そしてスポーツ振興について、あとは公共下水道事業について取り上げました。事前に

通告しておりますので、担当者の方はよろしくお願いします。 

 最初に、ふるさと納税に入ります。 

 平成20年度に、このふるさと納税がスタートしてちょうど10年を迎えて、ちょうど２年前も

住田前担当課長のときに一般質問させていただきました。ちょうど10年が経過して、そのス

タートのときから簡単でいいですので、ふるさと納税の推移をお伺いして、また一点、一点、

詳細についてお伺いします。よろしくお願いします。 

○企画課長（向井久貴君）   

 お答えいたします。 

 ふるさと納税の今までの経緯について御説明させていただきます。 

 ふるさと納税は、平成20年度から開始をいたしました。当初寄附件数は５件、寄附額は28万

円でございました。しかしながら、皆様御存じのとおり全国的に周知されたおかげさまで、平

成29年度徳之島町は寄附件数が１万6,672件、寄附額は３億5,031万7,227円と大幅に増加した

ところでございます。 

 今年度の見込みでございます。今２月末現在、すいません、お答えいたします。 

 ２月末現在、寄附件数につきましては２万3,866件、寄附額につきましては４億5,746万

3,000円と、昨年と比べましても約１億ほどの伸びを見せているところでございます。 

 今後につきましてですが、６月に総務省のほうから新たな制度、改正につきまして通知があ

ると思っております。この通知を受けまして、私どももそれに沿って、さらにこの納税を最大

限に徳之島のＰＲに、町のＰＲに活用させていただきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○１２番（木原良治君）   

 ２年前の３月議会をちょっと思い出しながら一般質問しますけど、なぜここまで徳之島町の
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ふるさと納税が伸びたかという原因を、当時の課長は、「取り扱い品目を見直した」と、「そ

れによって大幅にふるさと納税の件数が上がった」と、そういう答弁でした。 

 そして、それから２年たって、町長の施政方針の中にも、ふるさと納税、自主財源の確保と

いう面からも件数として、最終的には３月末が最終的な30年度の数字が出ると思いますけど、

施政方針の中では２万5,000件で４億5,000万いくだろうと、そういううれしい、はっきり言っ

て悲鳴ですね、あ、誤算というんですか、そういうのがあって今日まで来て。 

 今度は10年たって、総務省のほうから、この地方自治法の税に関する法律が改正されるとい

うことで、総務省のほうから役場のほうには通達が来ていると思いますけど、その改正が４月

からなるとしたら、返礼品に対して、その調達額が寄附額の３割以内にしなさいと、そして地

場産にしなさいという、その件に関して質問しますけど。返礼品の意味、その調達額の意味、

そして地場産の意味を丁寧に説明してください。 

○企画課長（向井久貴君）   

 お答えいたします。 

 地場産品の定義、これは平成30年４月１日に地方自治法第245条の４、技術的な助言による

総務省からの通知により、返礼品につきましては３割、そして地域で生産されたものを返礼品

にするということが通知がございました。 

 特に先ほどございました地場産品につきましては、地域内で原料が供給され、加工、生産さ

れた品とありましたが、徐々に定義も変化しており、本町としては総務省の定義に沿った地場

産品をふるさと納税返礼品として採用させていただきたいと考えております。 

 この最初の総務省の定義によりますと、全て本町で生産から流通、消費もやっていくという

ことでございますけども、そうすると、なかなか品目がないということでございますので、そ

れにつきましては、ある程度緩和されるものと考えているところでございます。 

 以上です。 

○１２番（木原良治君）   

 その返礼品が一応商品券であったり、地場産でないものがあったり、多々いろいろ全国的に

問題があって、この規制というんですか、法改正がなっていると思います。それが４月に本町

の今までのデータ、数字を法務省のほうに計画書含めて提出されます。そして向こうのほうで

審議されて６月あたりに許可制ですから、本町がふるさと納税にふさわしい町であるかどうか

と許可がなされると思います。 

 町長、２年前も徳之島で生まれた牛が鹿児島のほうで飼われて、飼育されてブランド品の黒

毛和牛ということで相当な人気があって、これがふるさと納税の品目に、寄附に貢献している

と。これが地場産であるという位置づけになされなければ相当な打撃があるんですけど、それ

に対する答えというのは、町長かどなたか。 
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○企画課長（向井久貴君）   

 お答えいたします。 

 現在、徳之島生まれ黒毛和牛については、大変人気を博しておりまして、返礼品の中でも

１位のほうでございます。 

 本町の徳之島生まれの黒毛和牛でございますけども、生産牛につきましては、個体識別番号

という、どこで生まれて、どこで生産されたかというのがわかるような仕組みになってござい

ます。それで徳之島というのを認識できるような形になっておりますので、今後もこの制度を

利用いたしまして、徳之島生まれの黒毛和牛を返礼品として提供させていただきたいと考えて

いるところでございます。 

 以上です。 

○１２番（木原良治君）   

 一応各自治体の市町村で地場産業というので捉えるのか、鹿児島全体の産物として捉えるの

か。これは町長のほうは成長戦略的なもので奄美群島と県との兼ね合いでどのように捉えてい

るんですかね。 

○町長（高岡秀規君）   

 趣旨から申し上げますと、県民税ということも含まれております、ふるさと納税に対して。

そういうことから考えると、鹿児島県全体の地場産業という広範囲の定義ができるわけですが、

今現在徳之島町といたしましては、まずこれを始めるときに、地元の加工業、そして地元の産

業育成をするための返礼品というところからスタートしておりまして、これは今もぶれており

ません。今後は町内の加工業の育成についての返礼品というものを推進してまいりたいと思い

ます。 

○１２番（木原良治君）   

 一応新年度から、また法改正に当たります。その法にのっとって、本町のまた返礼品が提出

できるものだと思います。その思いやりふるさと基金がさまざまな事業に活用されて、相当教

育的なもの、環境的なもの、ありとあらゆる事業に７項目にわたって使われています。これで

新たな教育の観点が、徳之島高校の教育環境の整備に相当な寄附が集まっていると伺っている

んですが、それを把握していますか。 

○企画課長（向井久貴君）   

 お答えいたします。 

 ふるさと納税のちょっと一つ特別な枠でございまして、これはＧＣＦ、クラウドファンディ

ング、これに行政がガバメント絡むのをＧＣＦと申しまして、これにつきまして５つか６つ今

忘れましたけども、高校でこういったＧＣＦ活用しないかという提案がありまして、昨年10月

11日から12月31日まで、徳之島高校と歩調あわせまして、自学自習施設の整備を行うためのク
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ラウドファンディング、ＧＣＦを行ったところでございます。 

 最初、100万、目指せ100万の補助金でございますけども、当初半分目立たないとこだったん

ですけども、年末にどっと寄附金押し寄せまして、目標額をクリアしたというとこでございま

す。 

 今後もこのＧＣＦという制度を使って使用していきたいというふうに考えているとこでござ

います。 

 以上です。 

○１２番（木原良治君）   

 ふるさと納税ですね。徳之島出身者の方、また２世や３世ですね、最近は。そういう徳之島、

また徳之島町に対する思いで御寄附いただいています。そして、また本町の出身者ではないけ

れども、本町の掲げるさまざまな事業テーマに対して協賛を得て、これだけ伸びていると思い

ます。その点に対して町長、いただいているリピーターというんですか、10年間、そういう

方々に対して一言。 

○町長（高岡秀規君）   

 使い道につきましては、いろいろな選択肢のもとで意見を伺いながらしているわけですが、

今後も徳之島町の子供たちのため、社会のために、寄附金については集めていきたいというふ

うに思いますし、今現在担当のやっぱりすばらしいところは、何と言っても苦情の整理、苦情

があったときの対応が非常に迅速であるということと、誠意をもって対処しているというとこ

ろが、私は評価されているというふうに考えておりますので、今後も担当者の育成、そしてま

た活躍を期待をしながら見守っていきたいというふうに思います。 

○１２番（木原良治君）   

 一応、御寄附いただいて商品をお送りする、そういった中で、これだけの件数とこれだけの

品目が年間になると、商品に対して全て完璧というのはなかなか民間でも難しいです。 

 そして、受け取った方が、それに対するフォローですね、生ものであるとか、あとサービス

であるとか、そういうものに対するクレームに対する相談室が、ふるさと納税の質だけで解決

しているのか、そういうノウハウは全体で把握しているのか、それだけ伺ってみます。 

○企画課長（向井久貴君）   

 お答えいたします。 

 私もこれだけ額がふえますと、もちろん製品の品質改良がどうなのか。お客様の目にかなっ

たものなのかという心配は常にしているとこでございます。昨年度も１件、２件ほどそういっ

た品質不良ということでクレームが届きましたけれども、これは丁寧な回答いたしましたり、

別のものを差しかえたりいたしまして納得していただいたところもございます。 

 それと、また事業者を集めまして、教育も昨年度いたしております。30事業者ぐらい集まり
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まして、それは品質改良の徹底とクレーム処理の対応、それから販売に対してどういったもの

を販売していくか、どういうロットで販売していくかなどどいう販売について、マーケティン

グプランについての方法などについても事業といいますか、協議を行ったところでございます。 

 以上です。 

○１２番（木原良治君）   

 ちょっと２年前の質問に対しても、当時の岡元総務課長が、その日に国立公園に指定されて

奄美群島と徳之島が、そういった中で徳之島はと言われないクレームが来ても、ちゃんと対応

するという答弁いただいております。それは総務課長、ちゃんと引き継がれていますか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 このクレーム対策につきましては、一番肝心なのは早い対応をするということで、町長含め

副町長、企画課長等の話し合いの中で、そのように決めております。前課長からもそういう申

し送りはございました。 

 一番大事なことは、その初動を一番最初に早く丁寧な対応をするということで、御理解をい

ただくということでまた共通理解をしているところでございます。 

 以上です。 

○１２番（木原良治君）   

 次に行きます。スポーツ振興について移ります。 

 これも施政方針の中で取り上げられています。健康の森総合運動公園の野球場周辺の改修に

ついて、現在の総合運動公園の利活用どのような状況なのか、そこから聞いて次に進めたいと

思います。 

○社会教育課長（茂岡勇次君）   

 まず初めに、木原議員におかれましては、我々本町の体育協会の会長として社会体育、社会

教育行政に関し、日ごろより御尽力をいただいたこと、まことにありがとうございます。 

 それでは、お答えをいたします。 

 平成29年度の実績として、総合運動公園内には陸上競技場、野球場、多目的広場、テニス

コート、自由広場、プールがあります。年間の総利用者数は述べ人数といたしまして３万

2,188人となっております。 

 また、平成30年度は皆様御存じのように屋内運動場が完備されました。それに加え、４月か

ら直近で12月末までの利用者数が現在２万7,666人となっております。 

 なお、ことしの１月～３月までの利用者数を約5,000人ほど見込んでおります。これには今

現在入っていますスポーツ合宿の環境を入れ込んでおります。 

 これらの利用者数も増加傾向になると考えており、指定管理者とも今からしっかりとした連
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携をとり、施設の充実、運営を図りたいと考えております。 

 以上です。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 野球場周辺の改良工事について御説明いたします。 

 周辺工事については、現在実施設計を発注しており、スコアーボード改修、内外野フェンス、

並びに衝撃フェンス、防球ネット、バックネット改修、グラウンド及び排水施設の設計を行っ

ております。 

 現在使用できないスコアーボード及び劣化の著しいネットフェンス等を先行し、その後、グ

ラウンド及び排水設備等整備を進めていく予定となっております。 

○１２番（木原良治君）   

 社会教育課長に聞きますけど、今の利活用の現状、その数字に対してどう捉えているか。そ

してまた現状を、あそこのさまざまな施設があります。それの維持管理に対してどのような感

想を持っているかお伺いします。 

○社会教育課長（茂岡勇次君）   

 お答えいたします。 

 その点につきましては、徐々にふえていくものは確実だと思われております。中でも特に

１月～３月までのスポーツ合宿が非常に今ウエートを占めている関係があります。中でも今、

今年も約４の団体が来ております。実はこの１月～３月までの90日間、この中で実質使われて

いる日にちが約45日間、約半分なんです。その半分をいかにうまく使っていくか、それに今入

ってくる団体の皆様の御希望、何月から何月までということで、その点についてはお互いにう

まく使える状況、空き日数を少しでも減らしていくというふうに考えております。 

 また、維持管理につきましては、指定管理者とも日ごろからいろんな使い方にとって町民の

皆様がいかにスムーズに使えるか。今の構想の中でありますのが、実は今ウオーキングをやっ

ていらっしゃる方からの要望等があり、その外周をうまく使えないかという御指摘もございま

す。その点についてはまた、建設課のほうとも協議をしながらやっていきたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

○１２番（木原良治君）   

 １点だけ、プールに関してですけど、過去、水の問題がいろいろありまして、プールに関し

てですよ。それは水の心配はもう解決済みということで捉えていいんですか。 

○社会教育課長（茂岡勇次君）   

 お答えいたします。 

 現在プールに関しましては、水の問題解決しております。ただ、若干電気代等の問題もあり
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ますけども、それについても今から各電力会社等も含めまして、いろんな形で検討させていた

だこうかと考えております。 

 以上です。 

○１２番（木原良治君）   

 亀澤課長、今現在総合運動公園はＴＤＫですか、野球がほとんど、その場合が愛知工大、そ

の場合が上武大学、今現在のＴＤＫは36名が21日間連続で使用するという、合宿しているとい

うことで、野球場の整備というのはもうちょっと具体的にどこをどうするんですか。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 お答えします。 

 具体的に年度別ごとに回答したいと思います。 

 約今年度設計委託料で1,000万、繰り越しで4,000万、来年度5,000万の工事費を預かってお

ります。 

 それで設計委託料は今現在発注しているところで、まず最初に一番傷んでいるスコアーボー

ドの改修から入っていきたいと思っております。それが平成30年度繰り越し事業になりますけ

ど、を予定しております。 

 31年度にバックネット、後ろの防球ネットですね、及び３塁側の外野観客席の改修を計画し

ております。 

 続きまして、31年の同時期に内外野衝撃フェンス、外野にプロ野球なんかでも見られるよう

に、ぶつかったときに衝撃、クッションですね、そっちの改修と、あと外周フェンスですね、

野球場の外周のフェンス、あと門扉の改修を計画しております。 

 32年以降になりますと、１塁・３塁側ダックアウトの改修、グラウンド及び散水栓改修、そ

のほか関連施設の改修となっております。これを５年間の計画で行っておりますけど、また延

長も考えながら、その後考えております。 

 その後につきましては、運動公園全体としては長寿命化計画に基づきプール周辺、多目的広

場周辺、陸上競技場周辺、弓道場周辺、せせらぎ周辺、それぞれのゾーンごとに緊急性の高い

箇所から、また使用者が多く要望の多い箇所などを社会教育課、財政当局、公園管理者等と協

議しながら順次整備を進めていく予定です。 

 事業については延長を含め、安心・安全な都市計画公園の再編整備を図っていくという考え

でおります。 

○１２番（木原良治君）   

 一応公共施設の長寿命化を図るということで、社会資本整備事業の交付金事業で計画性をも

ってやるということで理解できるんです。 

 そして野球場周辺に、かつて遊戯施設がありまして、相当な予算をかけて、この議会でも成
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立して設置された。その後、野球のいろんなボールが飛んできたりとかいろいろな危険性があ

るということで、どっかに移そうということで、ある一定の年齢が経過して自由広場のほうに

いったんですけど。先ほどの午前中の宮之原議員のほうからもありました、もう本町にふさわ

しい遊戯施設なのかなという。いろんな子育てをやっている方々もずっと行くんですけど、途

中でみんな引き返す方が多いんですけど、そこの整備とかは考えられんのですか。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 お答えします。 

 社会長寿命化計画におきましては、現在ある施設についての長寿命化は認めますということ

です。 

 現在公園施設の遊具、残念ながら移動したときにほとんど捨てたちゅうことを聞いているん

で、新たに新設となると長寿命化の意味に反するちゅうことで認められないかと思います。 

 その点に関しましては、隣のふるさと納税とかを利用して新設していただければいいのかな

と、私のほうでは個人的な考えでおります。 

○１２番（木原良治君）   

 健康の森総合運動公園、相当な年月が経過して、相当な予算を追加して、整備されて有効に

使われていると思います。一番古い陸上競技場は管理棟含めて野球にも使われますし、相撲や

らありとあらゆる面で使われています。隣の町のスポーツアイランド構想の中で陸上競技場の

整備、トラックフィールド含めて、そういうのが長距離駅伝の選手とかいろいろ使われていま

すけど、本町でも使われていたんですけど、最近ちょっと姿が見えないんですけど、そういう

陸上競技場のほうも整備する長寿命化計画の中に組み入れるということで理解してよろしいで

すか。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 お答えします。 

 先ほども答弁申し上げましたが、陸上競技場周辺にもう入っております。 

 また、陸上競技につきましては、昭和60年に完成し33年経過しており、管理棟など含む施設

全体が老朽化が進んでおります。ジョギングやウオーキングで利用する人も多く、ゴムチップ

の張りかえやジョギング、ウオーキングコースの設置についても検討を進めたいと思っており

ます。 

 先ほども答弁いたしましたが、社会教育課、財政当局、公園管理者等の協議しながら、これ

も検討していきたいと考えております。 

○１２番（木原良治君）   

 次は、医療メディカルサポートチームということで、スポーツ選手が野球とかいろいろサッ

カーとか、有望な選手がスポーツ少年団の方々が、膝、肘とか肩とか、けがで選手生命を絶た
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れたとかいろいろお聞きしているんですけど。けがの予防に関しての支援のチームだと思いま

すけど、この医療メディカルサポートチームの概略はどなたか。 

○健康増進課長（芝 幸喜君）   

 お答えいたします。 

 このチームの正式名称は、徳之島メディカルサポートチームと申します。メンバーは医師が

２名、救急専門医と整形外科医、あと作業療法士が２名、健康運動指導士が１名、柔道整復師

が１名、あと事務１名の７名でチームをつくっております。 

 当初は木原議員がおっしゃったとおり、代表の方は中区の病院に勤務されている作業療法士

の方なんですけど、いろいろけがとかあって、いろいろな父兄やら相談がありました。それで

何とか、その本人も徳高野球部で同じ選手が、同じ同級生やらけがしていることがあったり、

自分の職業柄もあったり、そういったことを少しでも予防できればという思いから始まったと

聞いております。 

 この団体は当初はボランティアで小中学生の野球肘ですね、野球の特異な病気ですけど、野

球肘。予防して将来にわたりスポーツを続けられるようにと活動していました。発足は28年

８月ですね。それで、ちょっと活動状況も言います。 

 本格的に指導し始めたのは29年度からでありますけど、29年度から30年度までの活動状況で

すが、14の事業を展開しておりまして、全部言うと長くなりますんで、野球以外にもサッカー、

そしてバレー選手の障害予防講習会などを行っております。 

 ただ、そのほとんどの講習会は無料、または500円、一般は1,000円程度の講習料いただいた

り、また有志からのちょっとした寄附とか、そういったことでほとんどボランティアで行って

おりました。 

 以上でございます。 

○１２番（木原良治君）   

 この医療メディカルサポートチームが活動を始め、２年ぐらい前ですか、やっぱり本町の事

業として宝くじ交付金事業を申請して、それが認められて150万ですか、金額は後でお聞きし

ますけど、それ相当の本町の申請によって認められて、さまざまな機具を購入して、それ活動

されている。これ単年度事業なので、その後、本町でどのようにサポートするかというのが一

番問題であると思いますけど、これはあなたから外れて、総務課長、答弁お願いします。 

○健康増進課長（芝 幸喜君）   

 先にお答えします。 

 予算を29年度、先ほど言われたように宝くじ助成金で行われて、183万9,049円です。購入し

た備品は、講習用途教材映像編集パソコン、あとその講習等のプロジェクター、また記録及び

分析用の動画撮影可能なカメラ、あとは治療用ベッドということで、こういった備品を購入し
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ております。 

 サポートは、サポートといいますか、今後の支援は私、この間もちょっと代表者と話しまし

たけど、私たち健康増進部門だけではなくて、これスポーツに関することもありますので、社

会教育課もしくは障害を持つ子供たちのこともできるだろうと思って、介護福祉課及び学校教

育課などにも声をかけまして、メンバーが先ほど言った資格を持ったすばらしい方たちですの

で、島外からいろいろな講師を呼ぶよりは、このチームのすばらしい人たちを使って何かでき

ないかを、ちょっといろいろ話し合っていきたいなと思っております。 

 以上です。 

○１２番（木原良治君）   

 宝くじ助成金でいろいろな設備を整えた、そしてボランティアで活動していただいていると。

その全体的なもの、スポーツ少年団、学校教育等含めて、それを支援していくということで、

南日本新聞でしたかね、やっぱりそこにも徳之島のモデルとなるようなけがに予防、そしてケ

アに対して記載されていましたけど、それは今後どのような支援を必要とするか、財政面でこ

れはどなたかの答弁いただきたいんですけど。町長でいいです。 

○町長（高岡秀規君）   

 当初、代表者と２年ぐらい前にこういった計画があるということで、町としても何らかの支

援はしなければいけないということから実はこれスタートしておりまして、学校教育の現場の

子育ての観点から、高校生まではしっかりと町が支えようということから、地元の学校をいか

に残すか、それは当然スポーツでも徳高から甲子園球場を目指したり、ほかの島外の高校に行

くのではなくて、徳之島にある高校から夢を目指していただきたいというところから、これは

実はスタートしております。 

 今後も学力も必要なんですが、スポーツの分野においても地元の高校を出るという理念のも

とで頑張れるよう環境をつくっていきたいというふうに思いますので、今後このメディカルサ

ポートチームについては、町としっかりと連携をとらなければいけないというふうに考えてお

ります。 

○１２番（木原良治君）   

 次に行きます。公共下水道整備事業についてお伺いします。 

 平成17年から工事が始まり、１期工事、２期工事という区分指定、その亀津の地区割をして、

１期工事が終わったと思います。この１期工事の進捗状況をお伺いします。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 お答えします。 

 公共下水道の進捗率につきましては、亀津南区県営住宅付近及び埋め立て地区が整備済みで

ございます。57ヘクタールでございます。全体面積、亀徳を含む148ヘクタール、この率で
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38.51％となっております。 

 また、接続率につきましては、平成31年２月末日で対象件数1,421件に対しまして、接続済

み件数801件、56.37％となっております。 

○１２番（木原良治君）   

 この56.3％、この数字をどのように捉えていますか。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 現在接続加入促進活動を行っている中、進めているところなんですが、この56.3％、約半分

強なんですが、一番の問題が新築工事、その他、古くなった工事の方に対しましての接続加入

なんですが、最近つくった、まだ浄化槽が使える方に対しては、なかなか接続がまだ使えるも

んでちゅうことで、56.3％という数字になっております。 

 これが接続がいいのか悪いのかと言いますと、私どもも加入促進がまだ足らないものかと反

省しているところではございますが、今後加入促進に努めていきたいと考えております。 

○１２番（木原良治君）   

 その接続する補助金が、31年度は1,000万計上されていますよね。ただ、接続する方が全額

自己負担だという誤解があると思います。７割から８割近くが補助金で対応されるはずなんで

すよ。それの説明が建設課、公共下水道、課長の皆さん全体含めて、また工事をやられる業者

の方々のそういう説明のあり方というのは、どう考えていますか。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 補助金に関しましては、平成22年度より下水道接続に係る排水設備補助金交付として最大

70％、上限55万円となっております。 

 また、この件につきましては、私ども公共下水道接続工事に関しまして講習会を行っており、

接続率の補助金の説明等を行っております。 

 また、委員会におきましても、こういうことがありますよという周知はしております。 

○１２番（木原良治君）   

 頑張ってください。全体で、役場全体でこの問題を取り組まければ、なかなか一般会計から

１億3,900万ですか、繰り出しの予定の金額なので相当な、全庁一体となって進めていただき

たいと思います。 

 次に行きますけど、この公共下水道場、徳之島町浄化センター、そこと一般質問に取り上げ

たんですけど、火葬場の前のし尿処理センター、マリンパーク開田、これとの統合によって、

統合することによって、経費の縮減を図ると、町長の施政方針の中であります。これを具体的

にどのような計画で進められるか、説明をお願いします。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 お答えします。 
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 汚水処理場施設の統合化についてですが、現在し尿及び浄化槽、汚泥を処理しているマリン

パーク開田は、平成11年度より稼動しており20年が経過しています。施設の機器類は更新時期

を迎えている状況です。 

 そこでマリンパーク開田の施設更新は行わずに、下水道、浄化センター内で受け入れ施設を

建設し、し尿浄化槽、汚泥及び下水道を町浄化センターで処理することで、汚水処理場に係る

建設費及び処理維持管理費の軽減を図ることを目的としております。 

 施設の統合については、平成24年度公共下水道最適化構想策定のころから本格的な検討を進

め、平成28年度効率的汚水処理計画策定において基本計画を立て、平成30年度に地方創生汚水

処理施設整備推進交付金事業の採択を受け、現在実施設計を行っているところでございます。 

 実施設計計画と決定次第、進めていく予定です。 

 また、マリンパーク開田におきましては、金額の問題ですが約6,400万円を維持管理費とし

て今歳出しているところでございます。 

 しかしながら、浄化センター維持管理料、浄化センターより持ってくるとなれば2,700万円

となる見込みとなっております。2,700万円の内訳が人件費と浄化センターの動力費となって

おります。 

 差し引き6,400万から2,700万円を差し引いた額、約3,700万の軽減が見込まれるものと考え

ております。 

○１２番（木原良治君）   

 浄化センターの敷地内にし尿処理センターと前処理を３億4,000万前後ぐらいで建設して継

続的にこれが経費を削減していくという計画だろうと思います。 

 それで、やっぱり合併浄化槽やら公共下水道によって、いろいろな量が、し尿処理センター

のほうの量も相当少なくなっている現状からして、これは前向きな施政方針で捉えております。 

 これが31年度で着工して完成した後、完成は33年ぐらいですか、完成は32年度ですか。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 31年を目標としております、31年度を目標としております。 

○議長（池山富良君）   

 課長、名前を聞いてからお願いします。 

○１２番（木原良治君）   

 これが一体化なるということで受けとめて、また完成後のいろいろ経費削減に対して取り上

げてみたいと思います。 

 この公共下水道に関して思っていることは、役場がこの現在地にあるということを想定して、

この公共下水道は役場の前にいろんな施設がコンパクトに集まっているということで、公共下

水道が効率的な下水道整備を進めたのが原点だと思います。 
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 振り返れば、役場の現在の生涯学習センター、向こうのほうに役場があったことずっと思い

出しながら、向こうが役場があったんですよ。それから今郵便局のほうもあって、埋め立てが

終了してここに役場が移転して、それを追うように病院やらありとあらゆるものが、この埋め

立て市街地に役場とともに移動した経過があります。 

 それで、この公共下水道事業もコンパクトにそれぞれの下水を、公共下水をちゃんとしてい

くという意味からも、やっぱり推進をしていただきたいと思いますし、最後にこのいろんな施

設を視察議員研修とかやったときに、僕は先ほどの質問で後ろのほうでショック受けたんです

けど、我々が議員研修をしたことに対して無駄であったと、そういう昨年の７月30日に２日間、

陸前高田市と女川町、視察研修しました。 

 これは震災の悲惨さを目の当たりにして、壊滅的な町が一気になくなってしまった。それに

よって町はどうするかというのが庁舎なんです。庁舎が南三陸町のほうでは高台に行きました。

それに伴って住宅が、それに対する建物を全部行きました。そして、被災した町というのが商

業するだけの商店街だけなんです。役場が移転すると役場だけ移転、全てがもう移転ついてく

るんです。そして女川町もそうでした。 

 僕はそれを見て、いい研修したなと思っていたんですけど、否定されたような形だったので、

これだけは最後には。我々議員の研修の受けとめ方というのは、16名それぞれあると思います

けど、僕はいい研修だったと。230万経費を使ってでも、やっぱりそういった16名それぞれの

感想あると思いますけど、庁舎が動くというのは、町全体がそれに伴って動くということを申

し上げて、一応これで一般質問終わります。 

○議長（池山富良君）   

 お疲れさまです。 

 次に、竹山成浩議員の一般質問を許可します。 

○２番（竹山成浩君）   

 こんにちは。お疲れさまでございます。 

 島のヒカンザクラもすっかり葉桜にかわりました。２月の初旬から母間青年団主催による桜

祭りには、島内よりたくさんの方々にお越しをいただき、特にライトアップした夜桜見物には

メインの２月10日に、おおよそ1,000人ほどの来場者があったのではないかと思います。 

 これもひとえに桜の苗木をこつこつと植樹してきた児島静男さんのおかげであり、また祭り

を主催した地元青年団の団結力と集落活性化に思いをはせたイベントだったと考えております。 

 また、景観のすばらしい桜並木を全島へ知らしめる結果につながったのも、看板作製の予算

立てをしていただいた町当局のおかげだと考えております。これからもこうしたイベントを継

続してやっていくことこそが町長の施政方針にもあります人と資源を融合させ、活気あふれる

まちづくりにつながるのではないかと考えております。 
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 来年は、ことしよりもさらにバージョンアップして、町民の皆様にさらに感動していただけ

る桜祭りにしていけたらと考えているところでございます。 

 それでは、議席番号２番竹山成浩が、昨年の12月定例議会に引き続き、また昨日の広田議員

の質問にもありましたが、再度、東天城中学校の校舎建て替えについて伺いたいと思います。 

 12月定例議会で私の質問に対して、町長より「統廃合と建設は切り離して考えていく」との

答弁をいただきました。その後、学校再編検討委員会においても、東中の校舎建て替えと学校

再編問題は切り離して考えていくことでございましたので、今後具体的にどのような予定で進

めていくのか伺いたいと思います。 

 町長初め教育長、担当課長の明確かつ前向きな御答弁をよろしくお願いいたします。 

○学校教育課長（尚 康典君）   

 お答えいたします。 

 きのうの議会でも答弁いたしましたが、さっき言われました昨年12月の徳之島町の小・中学

校再編検討委員会の中で、学校再編と東天城中学校の校舎建設は分けて進めていこうというこ

とになっていますので、別で考えていきたいと思っています。 

 以上です。 

○２番（竹山成浩君）   

 尚課長から今、分けて考えていくというお言葉がありましたが、御答弁がありましたが、そ

れはもちろん切り離すという、東中は再編、統合に関係なしということではもちろんございま

せん。私が思うには、昨日、広田議員の質問では、再編、統合の方向性を示した上で校舎建て

替えをというお話が、質問があったわけですけど、再編と校舎建て替えを同時に、同時並行で

進めていけないかということでございますが、どうでしょうか。 

○学校教育課長（尚 康典君）   

 先ほど言った結局、分けてということは本当に並行でという考えでもありますので、学校再

編と東中の建て替えは一応並行に、今竹山議員がおっしゃられたとおり、やっぱり学校再編の

中に東天城中学校も一応入っているんですけど、東中の校舎の建設は建設で進めていきたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○２番（竹山成浩君）   

 ありがとうございます。 

 尚課長も何回か学校訪問されていると思いますが、校内を見て現状はやっぱりすごいですよ

ね。その現状を見て、どう思われますかね。 

○学校教育課長（尚 康典君）   

 お答えいたします。 
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 自分も実際花徳の出身で、今子供も学校に通っているんですけど、本当にやっぱり校舎とし

ても大分古くなっていて、子供たちがやっぱり学びの場としては、もう実際ちょっとかわいそ

うじゃないですけど、今、学校教育課のほうでいろいろやっていますんで、実際そういう不便

性はないと思うんですけど、その辺はちょっとあれなんですけど。 

 あと自分としても、まだ１月に来たばっかりで、結局予算とかそういうのはまだわかりませ

んので、実際今のところ学校教育課でもいろんな補修とか、いろいろあれはしているんですけ

ど、子供たちのことを思うと、学校建て替えも一応考えながらやっていきたいなと思っていま

す。 

 以上です。 

○２番（竹山成浩君）   

 現状はやっぱりそうですよね。ところどころ補修もやっぱり一生懸命学校教育課からのあれ

で補修もされています。実際私も見ましたけど、校舎の中で子供たちは勉強やスポーツに頑張

っているところですよね。一日24時間のうち３分の１は学校生活で送っている。本当に人数は

少ないんですけど、そうした一人一人の安全面や快適な環境で勉強やスポーツをさせてあげた

いと思うのが、やっぱり誰もがそう思うところですよね。 

 尚課長もやっぱりＰＴＡのお一人でということですので、なおさら思いは強いのかと思いま

すので、また執行部の主管課長には、東中の卒業生がたくさんおられる、力強い味方だと思い

ます。 

 こうして、今後庁舎建設の一大事業も控えていますが、ぜひ校舎の老朽化を見たら待ったな

しの状況だと考えます。日ごろから、われんきゃのためにお力添えをいただいている、お力を

発揮している福教育長のお考えも一度お聞かせいただきたいと思います。 

○教育長（福 宏人君）   

 竹山議員の御質問についてお答えしますが、まず学校再編のことにつきましては、先ほど課

長の答弁にあったとおり、答申をいただきまして、その答申を検討委員会で検討いたしまして、

最終答申を町長に出すというようなスケジュールで進めてまいっております。 

 先月、12月に行われた検討委員会の中でも、今議員がおっしゃったとおりの形で、今進めて

いくということが出ております。 

 それから、本年度第２回の検討委員会を今予定では３月末に実施をいたします。その中で先

日その検討委員会の中で委員からございましたとおり、まず教育委員会としての考えを、基本

的な案を出してくれないかということでしたので、そちらのほうに学校のこととか、それから

今後の内容とかいろいろまた出して、それを検討委員会のほうでいただいて、早めに町長に答

申していくというようなことで、今後スケジュールがまいると思います。 

 それから、東中のことでございますが、校舎の老朽化ということで、手々、それから手々小
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中、山小、それから東中、尾母小中学校ということで、かなり古い校舎があります。 

 議員がおっしゃるとおり、やっぱり子供たちが一日ずっと過ごす環境、教育環境につきまし

ては、やっぱり改善していくということで、今いろんなところでやっていますが、抜本的なの

が大規模改造とか、そういうのがまず手つかずの状況でありますので、まずは子供たちが一番

活用する教室を含めて、学校側にまずは子供たちの安全のために優先順位をつけて、教育委員

会のほうに連絡してくださいと。 

 教育委員会も直接担当者がいて、そちらを見ながらやっていくと。ただ将来的には、今申し

上げた老朽化の校舎も多いですので、そこをどのようにしていくか、そこも再編委員会の中で

早めに結論を出していく方向であるということで、これはまた町当局も含めて意見を交えなが

ら、まずは子供たちのそういった環境づくりは、これからも推進していくというようなふうに

今考えているところです。 

 以上です。 

○２番（竹山成浩君）   

 ありがとうございました。 

 幼稚園、幼小中異年齢の子供たちが今後将来の徳之島町を背負って立つ未来の大人たちのた

めに、すばらしい学びの環境を差し伸べてあげるのが私たちの役目であり、こうしたことが学

校教育の充実、家庭教育の充実につながるのではないかと考えているところです。 

 最後に、庁舎も控えておりますが、町長に校舎建て替えについて、前向きな御答弁をお願い

したいと思います。 

○町長（高岡秀規君）   

 私も、ほかの担当者同様学校の見学ないし視察には行っております。やはり劣悪な環境での

ものを見ますと、早い段階での建設が必要かというふうに思っておりまして、この再編につき

ましても、教育委員長のほうは把握しているんですが、小中一貫校でも別々の校舎でもできる

とか、いろんな法律上、制度上が非常に緩やかになって、時代とともに少しずつ変わってきて

いるということを鑑みますと、まず建設をしっかりと行って、早めの子供たちの教育環境を整

えていく努力をしてまいりたいというふうに思います。 

○２番（竹山成浩君）   

 ありがとうございました。 

○議長（池山富良君）   

 竹山議員、しばらく休憩します。２時45分から再開します。 

休憩 午後 ２時３５分   

再開 午後 ２時４５分   

○議長（池山富良君）   
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 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○２番（竹山成浩君）   

 先ほどの町長の前向きな御答弁ありがとうございました。 

 私も学校再編検討委員会の委員の一人ですが、今後検討委員会が開かれると思いますが、再

編・統合に関しては、一番は子供たちの教育環境、そうして地域の思いを大事にしていけたら

なと考えております。こうした町長の前向きな考えを地域に持ち帰って、新校舎建設促進委員

会はもちろん、ＰＴＡや校区全体が新校舎建設に向けて一丸となって推進していけたらと考え

ております。 

 それでは、２項目めの質問に行きます。 

 いよいよ、来年夏に決定される予定の世界自然遺産登録、ことし２月に政府はユネスコに推

薦書を提出したわけですが、ことし夏から秋に予定しているＩＵＣＮの現地調査に対して、ま

た町民の皆様へ機運醸成と申しますか、そういった思いを登録へ向けての雰囲気づくりを推進

していく必要があるのではないかと考えますが、どうお考えでしょうか。 

○企画課長（向井久貴君）   

 お答えいたします。 

 世界自然遺産登録につきましては、来年度夏の取り組みに向けて準備を進めているところで

ございます。来年度につきましては、重点的に児童生徒、子供たちへの教育を行っていきたい

なと、啓発を行っていきたいなと考えております。 

 １つが、親子自然体験イベントの開催、２つ目が、遺産推薦地４地域の交流事業、これは今

やんばるを考えておりますけども、奄美、それから徳之島、それから沖縄の北部、やんばるで

すね、それと西表島の子供たちとの交流を行って、世界自然遺産について学び、交流をしたい

というふうに考えております。 

 ３番目に、学校教育での総合学習の中での環境教育を考えております。そうして、その環境

教育で得られた知見を子供たちが発表するシンポジウムを開催したいというふうに考えており

ます。 

 実は、この２月中旬ですか、子供たちに対する世界自然遺産の授業を行いまして、これは山

とそれから母間の大当公民館で行いまして、非常にいつもは大人向けのシンポジウムを行った

り、事業を行う展開するわけですけども、子供たちに対する事業を行いました。これは環境省

のほうから２人おいでいただきまして、学習村塾の土曜日にあわせまして、午前中、授業を行

いました。非常に好評でございまして、特に子供たちに対してのクイズ等で世界遺産はどうい

うものか、どういう生物がいるかというのを学んでもらったということで、こういうものをほ

かの学習塾でも展開していきたいなということも考えています。 

 それから、今引き継ぎで行っています広報誌での世界遺産関係記事の連載、それから世界遺
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産関連グッズ等の製作、今ステッカーがございますけども、そういったものを行って、機運の

醸成を図っていきたいというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○２番（竹山成浩君）   

 いろいろな事業と子供たちに対するあれとか、今お聞きいたしましたけど。私が思うにはと

いうか、ＩＵＣＮの現地調査の方々が夏から秋にこちらのほうに調査に来られるということで

すが、そうしたことに対しての施策と申しますか、そういったのは考えていないでしょうか。 

○企画課長（向井久貴君）   

 お答えいたします。 

 31年度につきましては、自然保護に向けた取り組みということでして、非常にＩＵＣＮ、世

界自然遺産の取り組みに対して有効的なものは、外来種駆除作業、それから盗掘等のパトロー

ル、そして希少種の移植等がメインに考えているところでございます。 

 この３つを重点的に31年度取り組んでいきたいというふうに考えています。もちろん通常第

３日曜のボランティア、それについても町民の皆様の協力を得まして不朽なものにしていきた

いというふうに考えております。 

 以上です。 

○２番（竹山成浩君）   

 ありがとうございます。 

 そうした現地調査を終えて、終えてというか、こうした町民の皆様に世界自然遺産登録、来

年ほとんど決定されるような、自分でもそう考えているんですけど。今役場周辺とか徳和瀬グ

ラウンドとか美農里館、それから花徳支所の前とかにＴＤＫ、上武大学、愛工大名電等のそう

した野球部の歓迎ののぼり旗がよく目につくんですけど。以前私が奄美に行ったときも、ＤＮ

Ａベイスターズの歓迎ののぼり旗がよく道沿いに掲げられていたんですけど、世界自然遺産登

録に町民上げて頑張っていこうというか、そういう機運醸成を推進していくのも大事ではない

かと。 

 以前、一度見送りになったときでしたかね。そのときはあちらこちらでのぼり旗とか横断幕

等が目についたんですけど、最近ちょっと世界自然遺産に関するのぼり旗とか、そういったの

がちょっと少ないんじゃないのかなという思いがありました。その辺はまたどうお考えでしょ

うか。 

○企画課長（向井久貴君）   

 お答えいたします。 

 これは役場がやっている、それから民間が独自でやっているものもございますので、ＩＵＣ

Ｎが来年の夏から秋に向けて、こちらに来られるという思いがありますので、そういったもの、
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今徳之島で島をあげてやっているんだという見せるような活動は、のぼり旗も含めていろんな

ことで展開していきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○２番（竹山成浩君）   

 ことしの夏から秋ですかね、ＩＵＣＮですね。 

○企画課長（向井久貴君）   

 聞いております。 

○２番（竹山成浩君）   

 そうしたことで、この島全体が自然遺産に関心があるんだなという意思表示にまたつながる

のではないかと考えるところです。 

 また、2020年には東京オリンピック・パラリンピックが開催され、交流促進として昨年12月

にホストタウン登録も決定したわけであります。今後外国の方々の来島がふえると思います。

こうした交流人口がふえることを予想して取り組んでいかなければならないと思いますが、そ

の点はどうお考えでしょうか。 

○企画課長（向井久貴君）   

 お答えいたします。 

 来年度は非常に行事がめじろ押しで、もちろん東京オリンピックがございます。その前に、

世界自然遺産登録の決定がなされるんではないかと考えておりますけども、その次にパラリン

ピック、これは今、竹山議員がおっしゃられましたように、ホストタウン登録しましたので、

それに対しての今度は受け入れについても盛り上げなくてはいけません。 

 そして、秋には国体がありますので、それを含めた上で事業展開していかなくてはならない。

特に今、心配なのはインバウンドについての対応はどうなるのかということで、今、通訳士が

徳之島で５名います。これは全部英語でございまして、中国語の対応できる方は今いません。 

 それから、認定ガイドにしてもガイド14名ですので、非常にまた少ないと。例えば屋久島に

行きますと、100名単位でいるということを聞いておりますので、この辺の通訳士、それから

認定ガイドを含めましても、もっと数をふやしていかなくてはならないというふうな考えを持

っています。 

 以上です。 

○２番（竹山成浩君）   

 ありがとうございます。よくわかりました。 

 ぜひグローバルな視点で、自然豊かな徳之島で、すばらしい徳之島の文化を、外国の方がみ

えても満喫できるように、お互いが考えていかなければならないと思います。 

 それから、先日、３月１日に伊仙町で徳之島愛ランド広域連合主催のシンポジウム、基調講
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演がありまして、それで私もちょっと拝見というか伺ったんですけど、ごみ処理技術の情報を

提供していただいた講演の３名の先生方のお話に加えて、阿権小、それから阿権集落、また面

縄小学校の子供たちの環境問題に取り組む事例発表もありました。 

 その中で、子供たちがポイ捨てごみに対することや阿権集落でのボランティア活動の様子が

発表されたわけですが、こうした思いや活動を徳之島全島に広げていけたら、ごみの少ない島

になっていくと考えますが、その点について住民生活課長、答弁何かありますか。 

○住民生活課長（政田正武君）   

 住民生活課の立場として答弁させていただきます。 

 今、竹山議員がおっしゃられたとおり、こうした子供たちによるボランティア活動等の発表

は、ごみ問題に関して注意喚起、啓発に大きな役割を果たすと思います。このような子供がふ

えることによって、将来大人になったときにごみ環境に関して関心を持っていただける大人も

ふえてくることだと思います。 

 先ほど企画課長からもありましたけれども、やはり幼少期からのごみ教育は大人になってか

ら大きな影響を与えることですし、住民生活課としましては、環境省が無償で貸し出ししてい

るごみの３Ｒの教材等を学校教育課に協力していただいて、各小学校で利用していただいて、

子供のころからのごみ環境問題に関心を持ってもらい、ごみのない今よりもっと美しい島にし

ていってもらって、世界自然遺産登録に向けつなげてほしいと考えております。 

 以上です。 

○２番（竹山成浩君）   

 急な振りに答えていただきましてありがとうございます。 

 やっぱり島んちゅと自然が融合する美しい徳之島にして、世界各国から多くの方に来島して

いただいて、このすばらしい自然環境を後世に残していけたらと思っております。 

 それと、引き続き受け入れ体制について、多くの方々が来島される予定で、宿泊施設につい

てはどのような考えか、またお聞きしたいんですけど、よろしくお願いいたします。 

○企画課長（向井久貴君）   

 お答えいたします。 

 宿泊施設につきましては、現在の既存のホテルではちょっと対応が難しいのではないかと。

例えばいろんな民泊施設を今後ふやしていく必要が出てくるのではないかというふうに考えて

いるところでございます。 

 また、いかんせんどれだけの人数が来るのかまだ把握できていない状況でございますけども、

そういった柔軟な対応を考えていきたいというふうに思っているところでございます。 

 以上です。 

○２番（竹山成浩君）   
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 宿泊施設に関してもやっぱり、いろいろ把握はできないところですけど、早急にこうした課

題等を問題提起して話を進めていけたらと考えております。 

 それでは、宿泊施設に関連して、質問のまた３項目に移りたいと思います。 

 宿泊施設にも関連しますけど、花徳にあります東天城クリニックの利活用について伺いたい

と思います。 

 平成11年12月にオープンして以来、20年近く地域の医療福祉に貢献してきたクリニック、東

天城クリニックですが、平成30年３月31日をもって閉館しております。クリニックの経営側株

式会社徳洲会は、今後の維持管理を考えて解体して更地にするとも伺っています。まだ築20年

で建物も新しく幅広い今後の活用性があると思いますが、町としてどのように考えているか伺

います。 

○企画課長（向井久貴君）   

 お答えいたします。 

 平成30年４月から閉鎖している状況でございます。私もここを通るたびに、非常にもったい

ないなという遊休施設でございます。 

 実は昨年、ある企業が興味を示しまして、現地を案内したところでございます。ただ、その

結果は思わしいものではなかったんですけども、じゃ、どういったことに施設が利用できるの

かと尋ねてみますと、部屋が仕切られているということで、例えば道の駅みたいな販売用のシ

ョッピング、そういったものに活用できないかなというのがありました。 

 もう一つ考えられるのが、仕切られていますので、例えば教育、塾とかそういったものにも

考えられるというふうに思っております。 

 ３つ目に先ほど竹山議員おっしゃられましたように民泊といいますか、そういったゲストハ

ウスとか、そういった設備も考えられると思っております。 

 しかしながら、なかなか事業がない状況でございまして、例えば空き店舗とかそういったの

に対しては、事業が商工会からあったり、町がやったりしている事業があるんですが。あと廃

校ですね、廃校の場合も文科省からそういった事業あるんですけども、なかなかこういった民

間施設を活用する事業がないもので、それにつきましては今後どういった事業があるかを含め

て考えていきたいと思いますし。 

 あと、これを買うわけにはいきませんので、もしオーナーから、所有者から賃貸という形に

なると思いますけども、賃貸した場合にどれぐらいになるのか、100万はいかないと思います、

10万単位で多分かかるんじゃないかなと予想はしておりますけども、そういった分も含めて、

総合的に考えていきたいと思っております。 

 以上です。 

○２番（竹山成浩君）   
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 例えば、昭和40年に落成した花徳支所、支所も老朽化が大変進んでいると、駐車場も手狭で

今の支所を東天城クリニックに移して活用することもできないか。それとまた駐車場も広く県

道沿いにあって、今、現花徳支所よりも利便性があって、地域での活動拠点やワークスペース

も確保でき、いろんな行事会合等も行えるスペースもあるのではないかと考えるところでござ

いますが、その辺、瀬川支所長はどうお考えかちょっとお聞きしたいと思います。 

○花徳支所長（瀬川 均君）   

 お答えいたします。 

 私は今ちょうど東天城クリニックの件を聞かれるだろうと思って今考えたところなんですけ

ども、花徳支所のほう、やはり本町と比べて古い庁舎でもありますので、建て替えとかいろい

ろなそういう施設があれば、そういうところにできたらどうかなという思いもあります。 

 今言われたように東天城クリニックですけども、私もいいんじゃないかなと思っているとこ

ろですけど。これが民間企業のほうからもいろいろと話がありまして、やはり再利用として北

部地区の住民の皆さんも東天城クリニックに関しましては、いろいろと再利用できないものか

ということを話もかかっていますので、そういうところに関しまして、いろいろ花徳支所と、

また来年は世界遺産センターもやっぱり徳之島町にもぜひということもありますので、そうい

うものを含めまして、やはり検討していければなと思っているところであります。 

 以上です。 

○２番（竹山成浩君）   

 所長ありがとうございます。 

 経営側の考えが一番重要だと思うんですけど、今後北部振興活性に向けて、民間企業様が事

業所や地域コミュニティーのコアとして、また先ほど課長がおっしゃられたように、民泊と宿

泊施設、そういった活用が手を上げていただける企業様があれば、それぞれに雇用も生まれ、

地域の活性化につながりまして、新たな産業創出と雇用の確保につながることだと考えており

ますので、ぜひ前向きにそうした意見を取り上げていただきたいと考えるところでございます。 

 ありがとうございました。まだまだ新しい建物ですので、住居も同じく住む人がいない家は

みるみるうちに朽ちていき、時間がたつとお金はもちろん改装にも大変手間暇がかかりますの

で、現状いい状態であるときに、ぜひ活用したいという思いがある企業様の御意見等を前向き

に御検討いただければと思います。 

 最後に、ことし４月30日、天皇陛下が御退位され、５月１日に皇太子殿下が御即位されます。

平成から新しい元号へ移り変わり、そうした時代の変化にこれから対応していかなければなり

ません。行政と議会は車の両輪に例えられますが、それぞれが使命感を持ち、町民の皆様の付

託に応えるべく努力する必要があると思います。 

 そして、新時代を迎える中、高岡町長におきましても、今後さらなる町政発展のため、子や
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孫たちに輝かしい未来へと引き渡していけますよう、今後とも情熱を傾注し、強くまことの

リーダーシップを発揮していただきたいと思います。 

 これで質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（池山富良君）   

 次に、幸千恵子議員の一般質問を許可します。 

○９番（幸 千恵子君）   

 本日の最後の登板となります。眠たい時間ではありますが、緊張してまいりたいと思います。 

 きょうは前置きなしで始めます。通告の５項目について、９番、日本共産党の幸千恵子が一

般質問を行いますので、当局の誠意ある回答をお願いいたします。 

 まず１番目に、交通事故防止についてですが、街灯は、町道や農道については町が、県道は

県が設置するというふうに理解しているところですが、いわゆる16メーター道路、県道80号線

でしょうか、ここで交通事故が相次いだことなどから、県道が暗いという意見が町民から複数

上がっています。交通事故防止、安全対策のために、街灯の設置と横断歩道やセンターライン

等の明示が重要だと考えます。道路への街灯・防犯灯、ライン引きについてお伺いいたします。 

 まず、県道への街灯設置は場所や設置間隔などの基準があるのか、お尋ねしたいと思います。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 お答えします。 

 県の徳之島事務所に確認したところ、県道への街灯設置についての基準はないとのことでし

た。県道が完成したときに適切な明るさになるような間隔では設置しているとの回答でした。 

 以上です。 

○９番（幸 千恵子君）   

 台風24号の影響で、16メーター道路も亀徳大橋も県が設置した街灯が多数消えておりました。

このことは県の傍聴で確認いたしましたところ、３月25日までには両方とも改修が終わると、

結構な予算がかかるので時間がかかったんだけれども、今年度中にできる予定だということで

すけれども。 

 県道の街灯設置基準がないということですが、基準から外れるんではないんですけれども、

この台風24号の後の修理が終わった後に、それでも街灯がちょっと足りないんではないかと思

えるような場所に、町として街灯設置することはできないでしょうか、お尋ねいたします。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 お答えします。 

 こちらも県の徳之島事務所のほうに確認しましたが、県道の道路占用許可申請手続をとれば

可能ではないかとのことでありました。 

 なお、街灯についてですが、道路用照明については道路管理者、防犯灯については各集落に
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おいて設置するものとのことです。 

 以上です。 

○９番（幸 千恵子君）   

 いうことは、町のほうで設置しても構わないということなんでしょうか。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 許可申請をとれば構わないものだと私も理解しております。 

○９番（幸 千恵子君）   

 年度内に設置が終わるということですので、その結果と判断をしていただいて、そのことも

また検討をしていただきたいと思います。 

 次に、町道の外側線が以前から取り上げておりますけれども、町道、県道、農道にかかわら

ず、線がかなり不鮮明になっております。ということでは、ここの明示をすることが早急に必

要だと思いますが、実施はできるでしょうか。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 今年度徳之島警察署のほうで島内284カ所の実線標示施工が実施されますので、かぶらない

ように協議した結果、昨年６月で報告しました中から亀津中央線、南区エブリワンから西山釣

具店までの外側の線及び米山テック前の停止線、亀津中学校武道館前のセンターライン、第

４大瀬橋付近の「とまれ」の表示、東区ドコモから奄美航空までの外側の線、ホームセンター

前と勤労者体育館前の路面標示を３月末までに施工予定としております。 

○９番（幸 千恵子君）   

 今のは亀津、亀徳が中心だったと思いますが、そこを外れた諸田、徳和瀬、井之川、向こう

の北のほうは、県道沿いについては県のほうできちんとするということで大丈夫でしょうか。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 その管轄が、警察が、この前会ったときにお話ししたところ、横断歩道、中央線、規制のあ

るライン、黄色い線及び停止線、それも規制のかかっているものに関しては警察署の管轄で、

道路の外側の線とか、それ以外のもの、県道に関しては県の管轄と理解しております。そして、

その範囲につきましては、たくさんありまして、資料をいただいていますが、まだそんなに細

かいところまでは把握しておりません。 

○９番（幸 千恵子君）   

 県道においては、亀津、亀徳については、県のほうで街灯がつけられていると思いますが、

それ以外の県道では県の街灯がついていません。例えば、井之川であるとか、ほかの集落、小

学校、中学校、通学路に当たっているところの横断歩道のところには、少なくとも街灯がほし

いと思います。これは以前から住民から要望のあるところなんですが、その外れている集落の

横断歩道について、県のほうに街灯設置を要望していただくことが、まず先で、その後に町の
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ほうでも対応が必要だと思いますが、どうですか。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 申しわけございません、確認です。町道の横断歩道とか、そういうところにも町が設置する

ということですか。県道に町が設置するということですか。 

○９番（幸 千恵子君）   

 はい。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 私も県の設置基準とかを読んで、道路照明施設、本来、道路設置されることが望ましいが、

照明施設を設置する、これを維持するのに要する費用は決して少ないものではない。したがっ

て、照明施設の設置は広い意味での投資効果を考慮して判断する必要がある。すなわち、照明

施設は道路または交通の状況から見て、交通事故が発生するおそれの多いところで照明施設に

より事故の減少を図られるところなどを優先して整備する必要があるとの解説とかありました

ので、この件につきましては、また予算を伴いますので、財政当局等と話し合いながら、検討

していきたいと考えております。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 県道に伴う街灯の設置、それを町でできないかということだと思うんですけれども、今、横

断歩道等、そういうところにできないかということですけれども、県道におきましては、照明

の明るさとか、いろいろあるようで、ただ単純に県道を明るくすればいいというふうなことで

はないらしいんです。県のほうから話を聞きますと。ですので、町から申請をした場合はでき

るということですので、その設置場所が設置可能かどうか、そこら辺も確認した上で対応して

いきたいと、そのように考えております。 

○９番（幸 千恵子君）   

 亀津、亀徳以外の県道の、子供たちが通学路に当たる場所の横断歩道はメインに考えて、そ

ういう手続ができますように要望しておきたいと思います。 

 次、２番目に移りますが、住宅費助成制度についてです。国土交通省住宅局の公営住宅制度

の概要というものに、家賃の減免、法16条２項は、事業主体は病気にかかっていること、その

他特別な事情がある場合において、必要があると認めるときは家賃を減免することができると

なっています。公営住宅入居者の状況等を伺って、家賃減免の実施を要望したいと考えます。 

 まず、家賃支払い困難を訴えるような入居者の方がいらっしゃるでしょうか。お尋ねします。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 お答えします。 

 家賃支払い困難を訴える入居者にいたしましては、建設課のほうで月２回、２日間、夜間徴
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収等を行っておりまして、係に聞いたところ、農業、畜産等の収入の方で、今度の収入、競り

が終わった後とか、ウギのお金が入ったときに、終わってから払うねとか、そういった相談を

受けたりとか、あと１件は、仕事をやめたので、家賃が高くて支払いが難しいという入居者が

１件ありました。それは前年度所得でいきますので、前年度の所得が高い場合は、次の年に、

その所得の金額でかかってくる、その差で大変だなという件が１件ございました。 

 以上です。 

○９番（幸 千恵子君）   

 町内に公営住宅はたくさんありますが、その中の、今言われた１件と、農業畜産の、これだ

けだということでしょうか。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 こういう方が結構いました。何人とかはここで判断できませんけど、夜間徴収なんか行った

場合、よくそういった相談を受けると。だから次の月まで待っていてねとか、そういった感じ

で言われているだけであって、ちゃんと言われたわけではなく、私が職員に聞いたとき、そう

いう相談とかは受けましたよということです。 

○９番（幸 千恵子君）   

 わかりました。結構な数いらっしゃるということですね。 

 次に、入居者の年齢、収入等の状況が町内の公営住宅の場合どうなっているでしょうか。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 お答えします。 

 平成31年２月28日現在で算出した結果を申し上げます。公営住宅につきましては、入居者世

帯数464世帯、１人世帯169世帯、２人世帯128世帯、３人世帯72世帯、４人世帯50世帯、５人

世帯33世帯、６人世帯11世帯、７人世帯ゼロ、８人世帯１世帯となり、合計464世帯となりま

す。世帯主の年齢につきましては、10代～30代までが96名、40代～60代までが282名、70代～

90代までが86名、計464名となっております。 

 年間の収入状況にいたしましては、これは年収入から各種控除を行った金額です。ゼロ～50

万円313件、51万～100万円54件、101万円～150万円57件、151万円～200万円21件、201万円～

250万円12件、251万円以上７件となっております。 

 続きまして、特定公共賃貸住宅につきましては、入居者世帯が12世帯で、１人世帯１、２人

世帯２、３人世帯３、４人世帯２、５人世帯３、６人世帯１となります。世帯主の年齢に関し

ましては、20代～30代が４名、40代～50代が８名となっております。特定公共賃貸住宅に関し

ましては、控除される前の所得金額が189万6,000円以上の方が申込対象者になります。特定優

良賃貸住宅というのは、高所得者向けの住宅と理解してください。 

 最後に、奄美新興住宅につきましては、入居者世帯２世帯です。1人世帯１、２人世帯１。
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世帯主の年齢に関しましては60代が２名となります。年間収入状況につきましては、150万円

以下が２件となっております。ちなみに、奄美新興住宅と申しますのは、トタンづくりの平屋

住宅、混岸住宅とか、里晴住宅とかを言っております。 

 以上です。 

○９番（幸 千恵子君）   

 ８人世帯もいらっしゃるんですが、公営住宅、住宅の広さとしては、多分同じなんでしょう

ね。状況がわかりましたが、年齢別に見ますと、40代～60代が一番多くて、あと収入の面を見

ますと、151万～200万が21名で、200万円以下の世帯は、合計すると何人になりますか。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 445世帯になります。 

○９番（幸 千恵子君）   

 公営住宅の入居者は全体で464世帯ですので、そのうちの445世帯ということは90％以上かな

と思いますが、ゼロ～50万という年収の方も313世帯いらっしゃるということでは、かなり生

活に厳しい状況だというのがよくわかります。 

 先ほどの特定何とかとおっしゃったところについては、189万6,000円以上の方ということで

したけれども、今、公営住宅に住んでいる方が、この特定のほうに入居することもできるとい

うことで理解していいんですか。対象にはなれるということですか。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 公営住宅といたしましては、基本的に低所得者向けとなっておりますので、ここの住宅には、

それ以上であれば入居できます。それ以下だと入居できないということになっております。 

○９番（幸 千恵子君）   

 251万円以上という方が７世帯あったんですが、この方についても、よく調べてみないと対

象になるかどうかはわからないということでいいんですか。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 この方であれば入居は可能です。 

○９番（幸 千恵子君）   

 それでは、低所得の方が多いというのがよくわかりましたけれども、家賃の計算方法につい

て教えてください。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 お答えします。 

 家賃の計算方法につきましては、公営住宅法に基づき算定しております。家賃算定基礎額と

いうものがありまして、それに市町村立地係数を掛け、規模係数を掛け、経過年数係数を掛け、

利便計数を掛け、家賃となっております。といっても、なかなかわからないと思いますけど。 
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 まず、ある人に例えると、所得証明をとります。所得証明のうち控除扶養額とか、特別扶養

額とか、子供がおった場合には38万円の免除とか、特別扶助額とか、そういう人がおれば25万

円の免除。 

 例に申しますと、176万円の所得の人がいた場合、奥さんの扶養控除と特別控除扶養額で38

万円と25万円の控除になります。先ほどの所得176万6,000円～38万円と25万円を差し引いた額

に12で割った額が１月の認定月額となります。その認定月額に応じて分位が分かれておりまし

て、ゼロ～10万4,000円の方が１分位、２分位が10万4,001円～12万3,000円、３分位が12万

3,001円～13万9,000円と、そういった段階別にあります。この段階で、先ほど９万4,666円で

したので、104万円以下ということで分位が１分位になります。その１分位が入居者の収入額

となりまして、家賃の算定基礎額がここで確定し、１分位の人は３万4,400円となります。こ

れは公営住宅法で決まっております。それに関しまして、３万4,400円に関して、先ほど言っ

た市町村立地係数、規模係数、経過年数が幾ら、利便係数、亀津に近ければ高いですよ、手々

だったら0.7とか、そういった係数を掛けて段々安くなっていくという方式です。それにより

まして、３万4,400円の家賃が、その住宅の入居額になりますと、その係数を掛けた結果、

２万6,800円の家賃となる。こういった方式で計算を行っております。 

○９番（幸 千恵子君）   

 わかりやすくありがとうございました。それでは、80歳の独居の方で、収入は年金だけ、月

８万円という方の場合、年にしますと96万円になりますが、この方の場合の家賃は幾らになる

でしょうか。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 月の所得が、もう８万円ということで、１人世帯になりますので控除もありません。その

８万円が先ほど言った収入分位の中で10万4,000円以下となりますので、１分位になります。

１分位ということは、３万4,400円なんですけど、各住宅で家賃が変わってくるということで

す。その３万4,400円の１分位で、ちなみに尾母団地だと１万3,500円、小郷団地ですと２万

8,000円となります。各住宅によって一番最低家賃も変わるということです。規模も違うし、

立地係数も違うし、そういうことです。 

○９番（幸 千恵子君）   

 ついでですので、満久里と大船についても教えてください。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 満久里団地１号棟１万5,000円となります。第２満久里団地１号棟になりますと１万9,500円。

大船住宅１号棟になりますと１万8,200円という算定になります。 

○９番（幸 千恵子君）   

 月８万円の収入から、今の１万9,000円とか8,000円とかいろいろありますが、１万8,000円
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ほど引いたとして、その残りが水道光熱費やら食費やら交際費等、活動費になると思うんです

が、この金額について、大分、厳しいと訴える方はいらっしゃると思うんですが、先ほど、結

構、相談を受けたり、何とかできないかという話もあったということですが、この月８万円程

度の収入の方について、何らかの減免が必要ではないかなと、私、思っているところなんです

が、大島郡内の市町村の家賃減免の実施状況について教えてください。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 お答えします。 

 大島郡内の家賃減免状況は２市町村でございました。奄美市と龍郷町が実施を行っていると

のことです。 

○９番（幸 千恵子君）   

 先ほどの445世帯の方について、200万円以下であり、農業・畜産業の方、いろいろ低所得の

方がたくさんいらっしゃいますけれども、公営住宅というのは、法令等によりいろいろ決まっ

ていると思いますけれども、先ほどの国土交通省の関係ありました。生活に困っている、特別

な理由がある、そういう場合には適用になるところなんですが、この家賃減免、徳之島町にお

いて実施が検討できないでしょうか。お尋ねします。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 徳之島町において、住宅設置及び管理条例第17条において、家賃減免の条例はございますが、

要綱・要領等はまだ設定しておりません。徳之島町といたしましては、今後、状況等を踏まえ、

その家賃とか収入とか、他の市町村の状況とかを踏まえ、把握し、協議を行っていきたいと考

えております。 

○９番（幸 千恵子君）   

 ぜひ、前向きな御検討をお願いしたいと思います。先ほどの月８万円の年収の方については、

いろんな金額がありましたけれども、これ以下の収入の方も結構いらっしゃると思うんですが、

例えば、月５万の年金収入だけの方も、月８万の方と同じ金額になると理解していいんでしょ

うか。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 そういうことです。10万4,000円、１分位、それ以下の方は８万円であろうが、４万円以下

の方は１分位となることで、家賃は住宅によって変わってきますが、その金額でいいと理解し

てよろしいです。 

○９番（幸 千恵子君）   

 そういうことがわかれば、ますます毎月の支払いに困難を極めている人が多いのではないか

なと思います。ここのことについては、ぜひ減免制度が実施できますように、期待しておりま

すので、来年度、再来年度にでも実施ができるようにお願いいたします。 
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 次、子供の医療費無料化についてですが、先ほどもありましたが、就学前までが無料対象だ

という自治体は、2018年度末時点で徳之島町だけとなりました。小学校卒業まで、また、中学

校卒業まで、あるいは高校卒業まで無料化という自治体が多くあります。このことで町財政や

子育て世代にどのような影響、または効果があるのか。他自治体の状況をもとに確認をさせて

いただきたいと思います。小学校卒業まで無料としている自治体の就学前まで無料時と比較し

て変化したこと、また医療費の変化等、お尋ねしたいと思います。 

○介護福祉課長（豊島英司君）   

 お答えいたします。 

 午前中の勇元議員の御質問もありましたけど、今、ほとんどの自治体が中学校までとなって

いますので、中学校までのことでお話をしたいと思います。大島郡内、奄美市が今年度から中

学校まで引き上げております。現時点で、1,700万程度の医療費がかかっているというふうな

お話でした。あと、午前中も申し上げましたけど、宇検村が子供医療費で3,400万、瀬戸内町

は無料化前としたら、倍増とはいかないんですけど、やはり医療費はふえているというふうな

お話で、金額は提示しておりません。和泊町が乳幼児医療費が280万、中学校までの子供医療

費が1,200万ということで、1,400万ほどになっております。与論町が、ことしから中学校まで

引き上げておりますが、30年の11月現在では、前年度と比べると100万ほど増加しているとい

うようなお話でした。天城町も子供医療費、義務教育医療費として分けてしているんですけど、

以前とすれば、これ、ちょっと計算がどうかわからないですけど、200万～300万は増加してい

るんじゃないかということです。伊仙町が来年度から中学校まで引き上げるということですけ

ど、予算の段階で、乳幼児医療費が400万円、義務教育医療費といたしまして300万円を計上し

ているんですけど、足りない場合は補正予算で対応するというようなお話でした。 

 こうして見ますと、各市町村とも医療費は上がっているというような状況で、いろんなデー

タを見てみますと、やはり夜間診療とか、休日診療、そういうところもふえて、医療費の増額

になっているのではないかなと思われます。 

○９番（幸 千恵子君）   

 今、課長からほとんどの自治体が中学卒業までというふうな話もありましたけれども、県内

の状況でも18歳の年度末までというのが31％、15歳未満年度末までというのが60％、12歳未満

年度末というのが７％となっております。始めた時期は、それぞれ違うんですけれども、県内

のほとんどの自治体がこれを実施していると。 

 しかし、医療費の負担がかかるので、もう来年度からやめるとか、やめたという自治体は一

つも聞いていないんですが、これはなぜだと思われますか。 

○町長（高岡秀規君）   

 これはなぜかと、はっきりとした答えは申し上げられませんが、一度無料化にすると、有料
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にするというものは、政治的な判断が非常に厳しいのではないかなというふうに予想されます。

今後の子や孫の時代の負担を考えますと、適正な医療制度を維持するためにどうしたらいいか

ということも、政策の中の重要な一環ではないかなというふうに思っておりますので、今後は

県、国等々の動向を見ながら、徳之島町については決定していきたいというふうに考えており

ます。 

○９番（幸 千恵子君）   

 町長、先に答えていただきました。きょうは、来年度から無料に枠を広げてほしいというふ

うなことを言おうとは、今、思っていないんですけれども、子育て世代について、無料化枠を

広げたことでどういう効果があったのかとか、保護者の声等は聞いていましたら教えてくださ

い。 

○介護福祉課長（豊島英司君）   

 お答えいたします。 

 子育て世帯の保護者の方の声ということで、ほかの市町村、お聞きしたんですけど、やはり

家計費の支出が抑えられるということと、お金のことを心配しないで子供の診療が受けられる

ということが大きなメリットということです。天城町のほうからありましたけど、出生数がわ

ずかながらふえていると。それから、他市町村から天城町へ転居してこられる方が少しふえた

のではというお話でした。 

○９番（幸 千恵子君）   

 今の声等も、町長の検討の中にぜひ加えていただいて、私は待ちたいと思いますけれども、

今のところワースト１という状況ですので、よくぞここまで我慢したなというのが私の感想な

んですけれども。 

 国保世帯の子供の貧困率について教えてくださいますか。 

○健康増進課長（芝 幸喜君）   

 お答えいたします。 

 国保においての平均所得は70万1,373円でございます。その半分といいますと、割る２です

が、35万687円、これが２分の１の所得であります。この２分の１の所得の中に18歳未満、110

世帯の200人です。被保険者全体に占める割合は5.5％でございます。 

 以上です。 

○９番（幸 千恵子君）   

 35万ちょっとが、この平均的な所得の半分に届かない世帯にいるということになるんですが、

その中の18歳未満の子供の割合というのが、国保世帯だけ5.5％となるんですか。ちょっと、

にわかには信じられないんですが、子供の貧困対策推進法というのが施行されてから５年にな

りましたけれども、こういう平均的な所得の半分に届かない世帯にいる18歳未満の子供の貧困
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率は13.9％と全国的に言われていまして、７人に１人が貧困にあるという深刻な実態です。 

 島でも同じような話は聞くんですけれども、子供だけでも食事はちゃんとさせたいとか、病

気になってもちゃんとさせることができないとか、病気になっても我慢させるという状況があ

るんですが、この状態というのは、憲法25条が保障する健康で文化的な最低限度の生活ができ

ない、少なくない現実を自治体が支援しようという動きが社会的には広がっております。こう

いうことを踏まえて、ぜひ、これまでの答弁も振り返ってみられながら、今の実態も見た上で、

子供医療費の枠が広がることを私は期待をしたいと思います。 

 そして、一つ例として、岩手県の宮古市なんですが、高すぎる国保税を引き下げたいという

取り組みの中で、子供についての均等割が完全免除になっております。子供が多ければ多いほ

ど、この負担がふえるわけですので、この均等割をゼロにした、完全に全額免除にしたという

自治体も出ています。これは、今回が宮古市なんですけれども、そのほかにも全国的にありま

すので、我慢して病院に行かないだとか、食べるものがなくて困っているという状況の子供が

１人でもいなくなるようにしてほしいなと思います。その中の一つとして、医療費の無料化で

すので、ぜひ御検討をお願いしたいと思います。 

 私も実際、身の回りで、御飯がない、お腹がすいているという子供たちを見かけて対応した

こともあります。そういう実態が徳之島町内にもあるということは、ここに光が当たるような

政治をしていただきたいと、これは低所得者を中心とした願いなんですけれども、前向きに応

えていただけるかどうか。町長、再度答弁をお願いしていいでしょうか。 

○町長（高岡秀規君）   

 先ほど来、以前から答弁はさほど変わりませんが、今現在の国保会計について、皆さん御存

じだと思うんですが、一般会計の繰り入れが１億5,000万～１億3,000万で、１億以上の繰入金

が発生しているということです。そして、県から今後提示されるだろうという金額が、おおよ

そ平均ですと、年間９万7,978円の必要額だと言われております。徳之島町では６万3,427円国

保税が必要になるだろうと予想されています。そして、今現在、徳之島町の国保税については、

５万円ちょっとですから、１万円ぐらいは、今のままでも上げないといけません。ということ

は、月々1,000円程度増額になりますが、それがいいのか、悪いのかという判断。私どもは、

国保税はまず上げたくない。なぜならば、国保税というのは意外と高いんです。社会保険は半

分は会社のほうが持ちますけれども、国保税は全て自分で持たなければいけないというところ

に高いという現状があるので、それを何とか解消したいということです。そして、その税金を

下げるためにどうしたらいいかというと、どうしても医療費を下げないといけないということ

につながります。そして、町の運営主体であれば、町のある程度の認識で運営できますが、今、

御存じのように、平成30年度から緩和措置がありますが、県が主体となっていることから、国

保税が上げざるを得ない状況を極力避けたいというところから、国や県の動向を見ながら、将
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来の子や孫に負担をかけないで、医療制度が維持できるよう努めてまいりたいというふうに考

えております。 

○９番（幸 千恵子君）   

 昨年度から県単位化になりましたので、自治体と議会と一緒になって、このことについて考

えていける体制になっていると思いますので、何とか国保世帯の医療費が上がらないように、

協力できるところは協力していきたいと思います。 

 次に移りますがいいでしょうか。 

○議長（池山富良君）   

 しばらく休憩します。４時から再開したいと思います。 

休憩 午後 ３時５０分   

再開 午後 ４時００分   

○議長（池山富良君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○９番（幸 千恵子君）   

 多分、１時間で終わると思います。 

 ４番目に移ります。新庁舎建設と災害対応について。役場庁舎というのは、災害発生時に災

害対策本部として重要な役割を担います。全国的に見ても、奄美群島を見ても、地震が頻発傾

向にあると多くの人が感じていると思います。予想をはるかに超えた豪雨や津波など、規模も

大型化しており、地球温暖化の影響で、これからはますます大規模災害の発生が危惧されてい

ます。 

 先日の講演を聞いたところでも、温暖化によって地球規模で海面が上がってくるという話も

ありました。自分の命は自分で守ると考え、日ごろからの備えが大変重要なことは言うまでも

ありませんが、自治体の任務はさらに重要です。町民の命と財産を守るという崇高な任務を負

う自治体にとって、災害対策本部が実際どう機能するかを確認することは最重要課題です。新

庁舎を建設するに当たり、最重要課題である災害対策をどう考えているのか。新庁舎と災害対

策本部がどう機能するのか、計画などをお伺いし、ともに議論してみたいと考えております。

ですが、その前に町長にお尋ねしたいんですが、昨年、南三陸町、女川町に一緒に行かれまし

た。このときは行く前に現在地に庁舎を建てかえようと思っておられたのか、帰ってきてから

決めたのか、お尋ねしていいでしょうか。 

○町長（高岡秀規君）   

 位置につきましては、検討委員会、皆さんの意見を聞きながら決めるということですので、

はっきりとした位置については、答えは持たずに行っております。 

○９番（幸 千恵子君）   
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 それでは、今の段階でも現在地に決定したわけではないと考えてよろしいでしょうか。 

○町長（高岡秀規君）   

 今の現在位置が最終かどうかにつきましても、アンケート結果、そしてまた基本構想の中で

話し合うということが確認されております。しかしながら、町としての総合的な理念というも

のは、しっかりとお伝えした中で判断していただきたいということはお伝えしています。 

○９番（幸 千恵子君）   

 それでは①ですが、奄美群島太平洋沖地震が平日の日中に発生した場合、庁舎内外、どこに

どれだけの職員が業務に当たっていて、どのような手順で災害救助の任務に当たるのか。任務

等についてお尋ねしたいと思います。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 現在、本庁舎内には職員が120名、臨時職員が19名、合計139名。庁舎外に職員が58名、臨時

職員が134名、合計192名の職員が業務に当たっております。災害が発生した場合、徳之島町地

域防災計画の応急活動体制の確立の中では、各課の必要な業務内容を示しております。災害の

規模によって体制、それから参集、配置を行います。大規模地震が平日に発生した場合には、

まずは安全な場所に避難を行った後に、直ちに町長のほうに報告をいたしまして、町長の指示

により災害対策本部を設置します。その後、総務課長が職員を動員して、応急対策を実施して

の体制をとります。各課、必要な業務に当たり、災害の規模、程度に応じて、町の組織を上げ

て災害応急対応を実施します。 

 以上でございます。 

○９番（幸 千恵子君）   

 大まかなことを述べていただいたのかなと思いますので、簡単な内容でしたけれども、職員

の中で、こういうことの確認は定期的に行われているでしょうか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 平成30年度は研修会あるは講習会等の開催をしておりませんけれども、29年度におきまして

は、職員への研修、それから講習会等を実施しているところでございます。 

○９番（幸 千恵子君）   

 担当区域は決めているのでしょうか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 各課それぞれの配置が行われていまして、その中において、それぞれの持ち場といいますか、

担当地域が決められているところでございます。 

○９番（幸 千恵子君）   
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 毎年、人事異動がありますので、担当部署が変わることが多いと思います。そういう意味で

は、毎年、きちんと確認が必要だと思うんですが、どうでしょうか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 それにつきましては、防災計画の中で、それぞれの、各課の事務分掌が示されておりまして、

移動した場合には、その中での自分の役割というのをちゃんと認識するように、その課におい

て、お互いが情報の共有、共通理解を図れるように、そういうふうなマニュアルになっており

ます。 

○９番（幸 千恵子君）   

 この奄美群島太平洋沖地震、北部と南部が想定されていますが、南部があったときには浸水

区域はどうなりますか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 本町におきましては、沿岸部のほうが大多数、集落がございますけれども、そういう意味で

いきますと、浸水区域は町全体のほうから見ますと、かなり大きく占めるんじゃないかなとい

うふうに思っております。 

○９番（幸 千恵子君）   

 集落ごとに示していただきたかったんですけど、少なくとも、亀津、亀徳の低位置にあると

ころは、全て浸水することになると予測されています。今の時点で、庁舎が被害を受けた場合

は、どこが災害対策本部になりますか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えをいたします。 

 現在のところでは、総合運動公園が対策本部になるというようになっております。 

○９番（幸 千恵子君）   

 そういうことは、先ほどありました139名の中にいらっしゃる職員、192名の外にいらっしゃ

る職員にも確認がとれているんでしょうか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 町の地域防災計画の中での災害予防の中で、ちゃんと示されておりますので、それぞれの職

員が課の課長を通して確認はされているものだと思っております。 

○９番（幸 千恵子君）   

 それでは、役場庁舎の中にいた職員は、この地震から津波が発生すると予測された時点で、

自分がどういう動きをしなければいけないかということは、みんな把握しているということで
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よろしいんでしょうか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 繰り返しになりますけれども、その防災計画の中で各課の配置が決められています。その中

に事務分掌として、何々を、こういうことをやるというふうに、ちゃんとうたわれていますの

で、そのマニュアルに沿って行動をとる、対策をとると、そういうことで動くものだというふ

うに考えております。 

○９番（幸 千恵子君）   

 総務課長もかわりまして、役場内もいろいろ変わっていると思います。その課にだけ任せる

のではなくて、やはり大きくは役場全体として、年に１回は確認をしていかないと、それぞれ

に任せていたのでは、いざというときに役に立つような対応ができないのではないかと私は心

配しますが、それを毎年１回以上行うことを提起しますが、いかがでしょうか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 議員のおっしゃるとおり、日ごろからそれぞれの職員に対して、防災対策の責務であったり、

役割を徹底することは非常に大事であるというふうに思っております。地域防災計画等の内容

や、その災害対策関係法令等の講習会、研修会を行って、職員の防止意識と防災活動能力の向

上に、今後、年１回は研修を開いて努めていきたいと、このように考えております。 

○９番（幸 千恵子君）   

 ぜひお願いしたいと思います。 

 温暖化の影響を考えますと、災害の規模が現在の想定より大きく上回るということを想定す

る必要があると思います。防災・危機管理アドバイザーであられる山村武彦先生という方がお

っしゃっているんですが、気象庁のホームページで、津波の高さについての質問の中のＱ＆Ａ

に、予想される津波の高さは海岸線での値であり、津波予想区における平均的な値で、現在の

津波予想技術では、予想精度が半分～２倍程度とあるそうです。海岸から内陸へ津波が駆け上

がる高さである遡上高というものは、気象庁から発表される予想される津波の高さと同程度か

ら、高い場合には４倍程度までになるとあったそうです。ということは、遡上高だけを見ます

と、この奄美群島太平洋沖地震が発生した場合の予測として、7.3メートルの波が27分後に到

達するということになっておりますが、これの遡上高のことからいいますと、同程度といいま

すから、７メートル～28メートルまで遡上高があることもあるというふうに気象庁のほうが言

っていたようです。 

 実際に、東日本大震災のときには、宮城県は、当初、６メートルだったのが10メートルに途

中で変更され、実際には15.5メートルの津波が到達しています。ですから、当初の津波予想が

７メートルであったとしても、４倍、３倍、２倍の想定がしていたのであれば、防災庁舎、屋
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上が12メートルなんですけども、その12メートルの防災庁舎で大丈夫だということで、大事な

職員を非難させることはなかったと思われます。避難場所としては、徳之島町では、この地震

と津波が発生したときの避難場所はどこでしょうか。具体的にお知らせください。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 避難場所につきましては、現在、町内に指定避難所が38カ所、指定緊急避難所が31カ所、緊

急避難ビルが３カ所、福祉避難所が７カ所指定されております。 

 それぞれの指定所の内訳としましては、まず、38カ所の指定避難所におきましては、風水害

が35カ所、地震で23カ所、津波で20カ所、それから指定緊急避難場所31カ所のうち、風水害が

22カ所、地震が31カ所、津波が31カ所、緊急避難ビルは風水害、地震、津波、それぞれ３カ所

でございます。福祉避難所につきましては、７カ所のうち、風水害が７カ所、地震が７カ所、

津波が３カ所、このようになっております。 

 以上です。 

○９番（幸 千恵子君）   

 南三陸町では、指定避難場所が78カ所ありましたけれども、34カ所が浸水で使えず流出しま

した。犠牲者も多く出ています。そういうふうに考えますと、遡上高のこともありますけれど

も、この津波、地震のときに実際使っても大丈夫な避難場所というのは何カ所になりますか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えをいたします。 

 町の防災マップのほうにはそれぞれの地区の海抜、それが載っていますけれども、その中に

は、今議員がおっしゃる津波想定の28メーター、そこら辺をクリアできる地域の避難所もござ

いますので、今、防災マップを持参していないんですけれども、その中で、全ての地域の、今、

避難所と指定されているところの海抜等も載っていますので、そこからまた確認をして、御報

告をさせていただきたいというふうに思っております。 

○９番（幸 千恵子君）   

 今の場所で大丈夫だというような議論がずっと流れていますので、実はそういう判断だけで

はなくて、こういう心配なこともあるんだということを考えるのが行政であり、議会だと思い

ます。両方のほうからきちんと考えていかないと、後で大変なことになりますので、先ほど言

いました４倍の遡上高ということも考えますと、今、言われています27分後に7.3メートルが

来るという予測だけではなく、もっと高さのことを考える必要があると思うんですが、町長、

どう思われますか。 

○町長（高岡秀規君）   

 もちろんそのとおりだと思っております。当然、役場が避難場所として使うということで進
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めているわけではありません。実は、避難は山のほうに、高いところに避難することを誘導す

るのが役場の役割だというふうに考えております。当然、建物の壊れるとか、壊れないとかっ

ていうことが、よく言葉に出てきますが、私が三陸で学んだことは、２万人近い死者が出たと

いうことなんです。ということは、命の大切さ、結局、助かった人たちの話を聞きますと、誰

かが誘導しているんです。今までは、５メーター、10メーター大丈夫だと思ったんだけれども、

これは危険だということを察知して、誰かが上のほうへ誘導して助かっているわけです。とい

うことは、役場の職員が、私は庁舎内にとどまるということは余り考えていなくて、逃げてく

ださいということなんです。それは、町民も一緒に誘導して、命をそれぞれが守るために自主

防災を活用しながら、役場の職員も高台のほうへ逃げてもらうということで、一番命が救われ

るシステムというのはどういったものかを、今後、検討しながら、役場庁舎の建設をしっかり

とつくっていきたいというふうに考えております。 

○９番（幸 千恵子君）   

 少しニュアンスが違ったような気もしますけれども、次に行きます。 

 同じく、奄美群島太平洋沖地震が夜間や休日等に、結局、役場に職員がない時間に発生した

場合には、どういう手順で行われるでしょうか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 大規模地震が夜間及び休日に発生した場合ということですけれども、これも同じように、ま

ずは町長に報告という形になります。その町長の指示により、総務課長が各課長のほうに連絡

をして、各課職員の動員支持があります。議員がおっしゃるように、その動員支持が伝達され

ない場合や、あるいは職員自身が被災をされた場合がありますので、職員自身の自主的な判断

により災害対策本部に参集をいたしたり、あるいは道路の決壊等により参集できない場合もご

ざいますので、そういう場合には関係機関での応急活動に従事するとか、あるいは地域の被害

状況の収集に従事すると、こういうふうなことになっております。 

○９番（幸 千恵子君）   

 先ほど、日中の場合は担当部署も区域も決めてあるということでしたけれども、それは夜も

同じ担当者が同じ区域の担当になるんでしょうか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えをいたします。 

 夜中の場合、あるいは平日の場合も、それぞれの各課の部署における役割というのは変わり

はございません。 

 それとあわせて、地域での職員というのは、また地域での活動というのも一つの取り決めに

なっていますので、必ずしも役場に参集ではなくて、直ちに、その地域の災害に当たる、情報
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収集に当たるというふうなことも、そこで取り決めがされているところでございます。 

○９番（幸 千恵子君）   

 本当にこれは町民の命、財産を守ることに直結することですので、真剣な議論が必要だと思

います。12月議会での災害のことについて取り上げたときにも、問題がたくさんありました。

そういう意味では、真剣な議論を行い、手続をちゃんと、手順を踏まえることが大事だと思う

んですけれども、こういうことは、夜のときについても昼のときについても定期的に確認が必

要なことであり、それは年に１回とは言えないと思います。そういうような対応が夜も含めて

とれるようにできると思ってよろしいでしょうか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 今、昼間の訓練というか、研修会等しかやっておりませんけれども、議員がおっしゃるよう

に、夜中であったり、休日であったり、そういうような訓練における研修会等も今後は実施し

ていかないといけないというふうには思っております。 

○９番（幸 千恵子君）   

 真剣に考えなければいけないと思います。 

 次の３番目に行きますけれども、地震計について何度か取り上げておりますが、大丈夫だと

いうふうに聞いております。設置環境基準についてクリアをしているのか、そして定期点検は

行われているのか、確認したいと思います。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 地震計につきましては、鹿児島県が設置をしております。県のほうに確認をいたしましたと

ころ、設置環境基準につきましては、気象庁が行っているということで、設置環境調査によっ

てクリアをしているということでございます。 

 また、定期検査につきましては、年１回、鹿児島県の委託業者によって行っています。今年

度につきましては、7月31日に実施されており、県の危機管理防災課のほうからは異常はなか

ったというふうな報告を受けております。 

○９番（幸 千恵子君）   

 これは、設置した時期はいつでしょうか。劣化の心配とかはないんでしょうか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 私も設置の時期は把握しておりませんけれども、劣化等につきましては、今、見る限りでは、

劣化をしているようには見えないということですけれども、そこら辺は耐用年数とか、いつご

ろになったら切りかえが必要なのかと、そういうことにつきましても、また今後お聞きしてみ

たいというふうに思っております。 
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○９番（幸 千恵子君）   

 いつ設置されたかわからないということは大問題だと思いますので、ぜひしっかりと調べて

いただきたいと思います。 

 そして、なぜここまで言うかといいますと、この２月～３月にかけても地震が、結構頻回に

起きております。ですが、この３回、２月22日と、２月23日にもありまして、３月１日にもあ

りました。ですが、笠利町、喜界町、奄美市、瀬戸内という名前は出て、請与路、加計呂麻、

天城、和泊、伊仙町とまで名前が出るんだけれども、徳之島町の場合は名前が出ないんです。

確かに、私はきょう、地震を感じたんだけれども、震度にも出ていないと。徳之島町の名前も

出ていないということがありますので、やはり不安になるわけです。これは住民の命を守ると

いうことに直結しますので、その人たちが自分自身で避難をしようか、どうとか、考えること

にもつながりますので、地震計についてはしっかり確認をしていただきたいと思います。この

ことは、また後日、次の議会でも聞きたいと思います。 

 次に行きますが、火力発電所が津波浸水被害を受けた場合の問題と対策はどう考えているで

しょうか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えをいたします。 

 これも九州電力さんのほうにお尋ねをしたんですけれども、火力発電所につきましては、機

関冷却のために海水の取水が必要であることから、沿岸の低地に立地をしております。津波等

の襲来により浸水する可能性があるということでございます。津波等により浸水のおそれがあ

る場合に備えて、機関室及び運転センター等のドアの常時閉鎖、それから重油タンクの浮上防

止、レベルの常時確保、また火災が発生したときに備えて水量を確保しているということでご

ざいました。 

 津波が発生し、設備が被害を受けた場合には、復旧には数カ月を要すると想定しているとい

うことでございましたけれども、島内で被害を受けていない発電所及び移動発電車等を活用し

て、まず自治体が定める防災拠点への電力供給を優先したいと、このようなことでございまし

た。 

 以上です。 

○９番（幸 千恵子君）   

 被害を受けたときには修理まで数カ月を要するということですけれども、今言われました被

害を受けていない発電所とかおっしゃいましたけど、そういうものは、具体的にどこにありま

すか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えをいたします。 
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 そこら辺を私も聞いたんですけれども、天城町のほうも同じく被害を受けるんじゃないかな

ということでお尋ねしましたけれども、電力会社のほうも、もちろん徳之島と同じように被害

を受けるんじゃなかということでしたけれども、仮に、向こうの発電が、もし使えるようであ

れば、交互に、お互いが、もし使える状態であれば、その電力の供給のやりとりができる可能

性もあるというふうな答えを伺っております。 

○９番（幸 千恵子君）   

 私は天城町にある発電所で発電されて、徳之島町の発電所を経由して伊仙町まで行っている

というふうに聞いた覚えがあるんですが、徳之島町にある発電所でも発電がされているんです

か。 

○総務課長（東 弘明君）   

 発電はされているということでございます。 

○９番（幸 千恵子君）   

 県の防災関係の資料の中にも、徳之島町では火力発電が津波浸水被害を受ける可能性がある

ということはうたわれておりますので、ここのところについても、先ほどの防災訓練等と含め

て確認が必要だと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 次に、昨年、大瀬川の水位計がついたと思いますが、私、もっと違うものがつくのかなと思

っていたら、オレンジ色の線がついて、あれが水位計という形になるのかなと思いますが、あ

れについて、どういうふうな形で生かしていけるのか、お尋ねします。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 第３大瀬橋の水位計の活用方法については、町長が行う避難勧告等の発令の判断を支援する

ための情報提供、大瀬川周辺の住民の方々への注意喚起や避難する際の目安になることを目的

としております。 

○９番（幸 千恵子君）   

 町長が、あれを参考にするには、どういう体制で、あれが確認されているんですか。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 大瀬川の水位が増したとき、鹿児島県で設置してくれたんですけど、水位計で、天端から、

上から１メートル、２メートル、３メートルのラインがあります。そのラインに応じて、危険

を感じたときに、住民の方々であれば、今、何メートルだね、もう避難しなくちゃいけないね、

そういうことに役立ててくださいとのことです。避難に関しましては、そのメーター数は、今

後検討して決めたいと思います。 

○９番（幸 千恵子君）   

 必要なときになれば、職員等が見に行くのかなと思いますけれども、せっかくつけたもので

すので、しっかり利用ができるといいと思います。 
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 次、６番目ですが、災害は避難ビルの設置が必要ではないかと、検討委員会でも声が上がっ

ているようですけれども、これについてはどうお考えですか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えをいたします。 

 平成25年度に徳之島徳洲会病院、それから、ホテルグランドオーシャン、ホテルレクストン

徳之島と協定を交わしております。緊急避難施設としての指定をしているところでございます。 

 現在、大瀬川から南区側には緊急避難ビル等がありません。その必要性は感じております。

現在、庁舎を建て替える建設をするに当たりまして、緊急避難ビルとしての活用も現在検討し

ていきたいと、このように考えているところでございます。 

○９番（幸 千恵子君）   

 庁舎とは別に、もっと川のそばであるとか、住民が必要とする場所に早急につくる必要が私

はあると思っております。これは、県の危機管理防災対策課においても、今後、取り組むべき

地震等防災減災対策の方向性として、減災目標に、津波による死者数をゼロにするとしており、

重点課題の一つに避難ビル、避難タワー等の整備が上げられております。ですので、庁舎建設

とは別にしても、これは必ず設置することが必要だと私は考えますので、検討をお願いいたし

ます。 

 次の大きな２番目ですが、新庁舎建設基本構想案、パブリックコメントについてお伺いいた

しますが、パブリックコメントへの町民の意見と内容をお伺いいたします。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 パブリックコメントへの町民の意見の内容等につきましてですけれども、パブリックコメン

トでは12通36件の意見が提出をされました。主な意見は、バリアフリー、エレベーター等の要

望や、津波対策等の安全性について、現地建て替えについての反対意見等でございます。 

○９番（幸 千恵子君）   

 これをインターネットから出しましたが、これをインターネットに載せた方はどなたですか。

この載せる前の文章を書いたのはどなたですか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えをいたします。 

 これにつきましては、事務局である総務課の職員と、アドバイザーであります県の建築総合

センターの方との話し合いの中で町の考え方が示されているところでございます。 

○９番（幸 千恵子君）   

 町の考え方も見ました。ですが、意見内容を見ますと、私も一町民としてたくさん意見を出

させていただきました。ですが、私が書いた意見は半分削られています。ニュアンスが違うも
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のがあります。これはどういうことでしょうか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えをいたします。 

 全ての意見内容について、町の考え方として丁寧に答えているつもりでございます。事務局

としては、話し合いをした結果、この町の考え方ということで決定をしてホームページのほう

にも載せた次第でございます。 

○９番（幸 千恵子君）   

 ということは、総務課長も、これを確認して載せたということでよろしいんでしょうか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えをいたします。 

 私も確認をしての掲載ということにございます。 

○９番（幸 千恵子君）   

 私は意見を出した者として怒っております。基本構想案、５ページのイについて、来庁の際

の交通手段についての判断についてですが、私の意見は、「亀津に住んでいても、８割以上、

９割近い人が何らかの交通手段を使って来庁している。亀津、亀徳内では、場所が少々変わっ

たからといって、これまで車で来庁してきた人は徒歩になったり、徒歩だった人が車になった

りするので、大きな問題にならないでしょう。しかし、北部などの遠方の人は、常に交通手段

が必要なので、それこそ交通機関が十分ではないので、不便さが違う。亀津、亀徳などの近場

だけで判断するのは問題だ」と私は言っております。ですが、そのことに対して、町の考えと

しては、半分に減っていますよ。「公共交通機関が十分発達していない本町においては、徒歩

に、車いすに自転車を加えた10.3％の来庁者数は看過できない数だと考えている」と、これだ

け書いてあります。これでは、私が言っていることの半分しか入っておりません。これはイン

ターネットに上がっているから問題なんですよ。インターネットに上がっていて、これを見た

人は、ああ、こういうことなのかとしかとりません。住民の言った意見がそのままあらわれて

いないんです。ほかにもいっぱいあります。たくさん、言いましょうか。本当に、私、これを

読んでびっくりしました。私、国会もよく見ますけれども、厚生労働省ともあろうものが、い

ろんなことをやっていますよね。あれを見ると、そしてこれを見たときに、徳之島町も同じか

と。どんだけ町民の言っている意見を削って、違うものにしているのかという思いがしており

ます。私は、これを全て私が出したような形に書き直すことを要求しますが、いかがですか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えをいたします。 

 事務局としては、基本計画の検討委員会の中でも、今、議員がおっしゃったことについて、

再度提案をして、そこら辺での意見を、またお聞きした上で、また町の考え方に反映をさせて
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いければなというふうに思っておりますので、御理解をいただければなと思います。 

○９番（幸 千恵子君）   

 私は訂正してくださいと、私が言ったように書き直してくださいと言っているんです。これ

は書き直していただかないと納得できません。今のでは答えになっておりません。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 議員のコメントにつきましては、再度、精査をした上で、また新たな町の考え方として捉え

ることができるようであれば、またお示しをしたいというふうに思いますので、御理解をいた

だきたいというふうに考えております。 

○９番（幸 千恵子君）   

 精査はしなくても結構です。誤字脱字があれば訂正してください。ですが、私が言わんとし

ていること、言ったことがそのまま載っていないということが大問題です。私は、このままこ

れを許す気はありませんので、これは修正、訂正してもらわないと困ります。インターネット

に載せる作業をしたところにも言っていいですよ。確認しますよ。こんなひどいことを、私だ

けの問題ではないんです。私のが半分になっているということは、ほかの意見も半分に削られ

ている可能性が大きいわけです。ということは、アンケート調査についても、信頼できなくな

るわけです。現地に建て替えたい人の思惑のように進むようにつくられていると思わざるを得

なくなるんです。どうですか、町長。 

○町長（高岡秀規君）   

 私も、たまに議会答弁とか、どこかの記事に載っていると、本意でないように書かれたりす

ることがほとんどです。私もそれは言いたいです。私も全部載せてもらいたいです。その気持

ちはわかりますので、今後、総務課長と、インターネット上の記事を全て読んでいないので、

意図と反するような意見を載せるのは、私も絶対にあってはならないと思いますので、今後検

討したいと思います。 

○９番（幸 千恵子君）   

 町長、ひきょうですよ。あるんだったら、その場で言ってください。あれば私は訂正してい

ました。私が抗議するように町長も言えばいいわけですよ。私はインターネットを聞きながら

書いているんです。ですから、そう言われるような覚えは全くありませんし、ここでそういう

話をすること自体がおかしいですよ。ですから、私は、きょう抗議をしております。進め方が

強引です。思惑が、一つのつくられたシナリオに沿って進んでいくようにつくられているとし

か思えません。私たちのように、ここはおかしいと言っている人たちの気持ちが、ちゃんと意

見としてあらわれるためには、これは必要なことなんです。これ、書き直してください。要求

です。 
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○町長（高岡秀規君）   

 私は、幸さんのものを言ったわけではないんですよ。それは誤解ですよ。だから、幸さんの

ことを言っているんじゃないんですよ。いろんなことで、私の言葉が、削減されていて、誤解

を生むようなことがあるので、気持ちが理解できるということをお伝えしているんです。それ

はしっかりと総務課と話し合いをして、僕も内容については、まだ見ていませんので、照らし

合わせながら、誤解のないように載せるようにしたいというふうに思います。 

○９番（幸 千恵子君）   

 私は、このことについては納得いきませんので、総務課長、確認をちゃんとして、対応して

くれると約束してもらえますか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えをいたします。 

 今の件につきましては、最終的に再度確認をした上で、副町長、それから町長の判断を仰ぎ

たいと、このように思っております。 

○９番（幸 千恵子君）   

 これは訂正されるまで抗議し続けますので。 

 全体についての中で、もう一つ、ここでまた読み上げてみますけれども、意見の募集期間が

10日間と短く、募集していることを知らない町民が圧倒的に多い。パブリックコメントと放送

しても、何のことかわからない町民が多い。募集のあり方が問題ですと。意見募集窓口を狭く

するためでしょうか。今回の意見募集で説明したと形式的なものにすることなく、全町民会議

を開催し、説明・質疑応答するくらいの対応が必要ですと。住民説明会の開催を要望します。

現在地では、建物を耐震化しても、津波、浸水被害は免れません。亀津の町全体が波によって

破壊され、ほとんどの住民が命を落とすことになりかねないと私は想像します。県の想定統計

資料では、奄美群島太平洋沖地震で徳之島町では津波による死者が460人、負傷者が160人、重

傷者が50人、建物倒壊全壊が500棟、半壊が480棟との想定がネットに載ってあります。また、

徳之島町は発電所が浸水するおそれがあり、徳之島町の中で、徳之島町は上水道の被害が大き

いとも想定されていますと。もしかしたら、これは気に入らなかったら載せなかったのかもし

れないと思います。ですが、こういう情報が町民に知らせられるように、私は思わず書く必要

があると思って書いたわけですから、これについては、今後、必ず確認をしてまいりますので、

抗議をいたします。 

 次にまいります。ちょっと落ち着いていきます。３番目、新庁舎建設検討委員会についてお

尋ねをいたします。委員にどういう資料を配付されて、どのような情報を皆さんは共有してい

るのか、お尋ねします。 

○総務課長（東 弘明君）   
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 お答えをいたします。 

 委員にどのような資料を配付しということですけれども、新庁舎建設検討委員会におきまし

ては、現在までに会議が１回、視察研修が１回行われております。第１回目の検討委員会にお

きまして、基本構想案へのパブリックコメントについての協議と基本構想の決定、それからス

ケジュールに関して説明が行われました。 

 以上の協議事項に関する資料の配付を行っております。また、情報共有につきましては、現

在は基本構想に関する情報と、和泊町視察に関する情報共有のみで、今後、検討委員会を通し

て、新庁舎の位置や規模、機能等について、毎回資料を提出して検討を行っていく予定でござ

います。 

 以上です。 

○９番（幸 千恵子君）   

 その資料は、事前に、前もって渡したんでしょうか。当日渡したんでしょうか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 前もって資料の配付を行っているところでございます。 

○９番（幸 千恵子君）   

 検討委員会を見ますと、二十数名のうち役場関係の方が、事務局まで含めると13名入ってお

りますが、そうでない方が11名、この11名の方にも事前に基本構想案とかを渡されたんでしょ

うか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えをいたします。 

 全ての委員の方に資料として提出をしているところでございます。 

○９番（幸 千恵子君）   

 何日前に渡されたんですか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 期間的には非常に短かったというふうに思っております。３日ぐらいだったんじゃないかな

というふうには思っているところでございます。３日前です。 

○９番（幸 千恵子君）   

 ここのインターネットからとってみましたけれども、出席者の一番下の事務局、公益財団法

人鹿児島県住宅建築総合センターというのは、何でしょうか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 これは基本構想案、それから基本計画等のコンサルをしていただいているところのセンター
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でございます。 

○９番（幸 千恵子君）   

 そういう方が事務局になって、話をどんどん進めている状況なんですけれども、決まった場

合には、この方たちが建築をすることになるんですか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 総合センターにおきましても、あくまでも基本計画等の、あるいはプロポーザル等のことに

なると思いますけど、実際に建設に携わるということではございません。 

○９番（幸 千恵子君）   

 委員会が１回目、開かれておりますけれども、いきなり基本構想の22ページの説明から事務

局は求められておりますが、これは何でこういうふうな進め方なんでしょうか。議事録に載っ

ているだけ私は見ていますので、これだけ突然、ここが始まったのがどうしてかなと思うんで

すが、進め方として確認がされているんでしょうか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えをいたします。 

 これにつきましては、委員の中からも意見がございまして、最初のほうに、そういう意見が

ございましたので、これを載せているということでございます。ここからの説明というか、ス

タートをしているという状況でございます。 

○９番（幸 千恵子君）   

 この議事録を見た限り、２時間も要したようには思えない内容なんですが、そして、この中

で発言しているのは委員が10名です。住民代表と団体の代表としては、発言しているのは５人

だけですけれども、どうも統括官と事務局がぱぱっと説明して、後はものが言えないような形

になっているなというふうに、この議事録を見て思いましたけれども、この議事録が全てです

か。副町長、これで全てなんでしょうか。ここから漏れているのはないでしょうか。 

○副町長（幸野善治君）   

 ほとんど漏れていないと思います。冊子を見たと思うんですが、あれだけの基本計画があり

ますから、その冊子についての意見も出ます。もちろん説明をした後に、その後、どうすれば

ということで全体会議。その全体会議の中で各種代表が一人一人手を挙げて質問をしたという

ことです。載っているということです。 

○９番（幸 千恵子君）   

 自治会の中からは、現在地に建て替えることで相当な数の命が救えないというような意見が

あっています。そういう発言がありましたけれども、岡元統括官が、一存、「現地建て替えで

救える命がふえる」と答えており、委員から「液状化の対応はできるのか」と聞いたことに、

統括官は「亀津地区の高台に安全な土地はない」と言い切っています。そして、液状化につい
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ては答えてもおりませんが、現在地で多くの住民の命が失われると考える町民は多いんですけ

れども、ここは議論を尽くすべき大変重大な問題だと思いますが、ここのところを、ささっと

済ませているということ自体が、検討委員会としておかしいんじゃないかと思うんです。統括

官は何を根拠にして、ないと言い切っているんでしょうか。こんなことでいいんですか。 

○副町長（幸野善治君）   

 これは第１回目の会合です。２時間近くかけて議論しましたが、これからは、その詳細につ

いての、液状化になった場合、どうすればいいか。なった場合は、どこに逃げればいいか、緊

急避難ビルでいいのかと、いろんな角度から、今、幸議員がおっしゃったようなことも含めて、

３回～４回、今、毎月やる予定ですので、その中で意見が出るものと思います。あと４回あり

ます。 

○９番（幸 千恵子君）   

 検討委員会は、来年度予算で６月までに５回ほどあるのかな。そして今年度もあると思うん

ですが、あと６回以上はあるというふうに思っておりますが、６回行っても、こういう町民の

不安、この場所は低地だから危ないと考える人が多いということについて、議論がまず行われ

るのかどうかも不安です。もう統括官が、あれで言い切って、もうこの話は、なしねと言う形

になるのではないかという不安がありますけれども、この議事録を見る限り、東総務課長、福

教育長、向井副統括官、意見がなかったように思いますけれども、いかがでしょうか。この場

で答えていただけないでしょうか。住民のそういう不安についてどうお考えでしょうか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 私は検討委員会の委員としてのメンバーには入っていませんので、事務局という立場でした

ので、これからもその場での発言というのは、なかなかないんじゃないかなと思っているとこ

ろですけれども、委員の方から事務局への質問がございましたら、また、そこら辺を答えるこ

とが出てくるのかなと思っています。第１回目につきましては、委員のほうからの事務局への、

私への質問というか、そういうことはございませんでした。 

○企画課長（向井久貴君）   

 お答えいたします。 

 実は、１回目は私、出張がございまして、そのときは欠席いたしておりますので、名前が出

ていないはずですが、その後の協議内容は聞いておりますので、また２回目は、この前の和泊

町の先進地視察でございました。３回目以降は、また私も出席いたしますので、そういった意

見も含めて、意見を出していきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○教育長（福 宏人君）   

 私も、先日、第１回目の会議、それから和泊のほうに庁舎の見学に行ってまいりました。第

１回目の中で、まず基本構想について、かなりの説明が、あの分量ですので、あれでも時間は
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足りなかったなというふうに考えています。ただ、今後の意見につきまして、先ほどもちょっ

と申し上げたんですけど、まず第１には、自分の命は自分で守っていく。これをベースにしな

がら、次に、行政として多くの町民の命を、どう救えるのかということが、やはりポイントに

なってくると思います。庁舎建築にしても、それを中心に置いて、どういうふうにするのか。

その中で、それぞれ各委員が選抜されておりますので、具体的にどう考えるのか。やはりそこ

もきちっとしていって、論議を深めていくということが必要だと思います。 

 ただ、これも先ほど申し上げたんですけど、はっきり言って命を全ては救えないんです。全

ては救えないと思います。ただ、その中で、先ほど医学用語のトリアージというような医学用

語を使いましたが、医師は全ての患者を見ながら、そこで緊急的に一つの命を救うために、そ

こに順位をつけるということがトリアージというふうに言われていますが、この徳之島町の中

で、未曾有の災害が起きたときに、全ての住民は、もちろんですけれども、大多数の、一人で

も助かる命を救うのは、やはり行政の責務だと考えています。この住民の多い、亀津地区の今

の場所で命を救うために、一つ行政の働きがあるんじゃないかというふうには、私自身は考え

ております。そのためには、じゃあどうすればいいか。検討委員会がありますので、その中で、

それぞれの立場で、それぞれ町民の皆さんも御意見ありますが、より委員は、いろんな代表を

しておりますので、かなりそういうものについても専門的なものを持っていますので、忌憚の

ない意見を出していただきたいというふうに考えているところです。 

 以上です。 

○９番（幸 千恵子君）   

 検討会の中で説明もされたというような話ですけれども、基本構想の説明もされたんですか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 基本構想案の説明をして、この基本構想案で決定できるかどうかということを確認をした次

第でございます。 

○９番（幸 千恵子君）   

 その説明の内容は、この議事録に載っていないわけですよね。ですから、これだけで２時間

かかったのかと私は思ってしまったわけですが、その説明の内容さえも載せるべきなんです。

公開にしてほしいという私の意見は、即なしで、非公開でいきましょうと決めておいて、議事

録にさえきちんと載せないのであれば、もう国と一緒ですよ。本当に何を私たちに、見せたい

ものだけ見せるんですかという感じですよ。これは、この議事録についても、その説明もした

のであれば、ちゃんと録音に載っているはずです。それを起こして載せてくださいませんか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 全ての議事録という形をとれるように、基本構想の説明、案の説明についても、今後載せる
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ようにしていきたいというふうに思っております。 

○９番（幸 千恵子君）   

 今後だけでなく、この１回目についても訂正をしていただきたいと思います。向井課長は、

参加したことになっていないか、バツになっていますね。わかりました。これ確認しました。 

 先ほど事務局として参加しているのでとおっしゃいましたけれども、事務局であろうが、委

員長であろうが、副委員長であろうが、情報を皆さんに共有するためにも、きちんと意見を言

っていただいて、その場が学習の場ですので、その場の話し合いの中でどう変わるかもわかり

ませんので、やはりきちんと意見を言うべきだと思いますが、事務局としてはいかがですか、

総務課長。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えします。 

 事務局として、委員のほうからの御質問なり、説明を求められたときには、事務局という立

場で丁寧に説明をしていきたいと、これは当初からそういうような気持でやっておりますので、

今後そういうことがあれば事務局、私だけではないんですけども、そういう形で、また委員の

ほうとの情報共有とか、また情報の提供、資料の提供等に努めていきたいと思っております。 

○議長（池山富良君）   

 本日の会議時間は、議事の都合によってあらかじめ延長します。 

○９番（幸 千恵子君）   

 事務局として６名入っておりますが、この事務局がものを言わないのであれば、事務局の県

の方は２人しゃべっておりますけれども、入る必要ないと思いますよ。私みたいにものを言う

人を出してください。みんな同しような意見ではない、そうじゃない意見を出す人の意見を聞

くことが大事なことではないでしょうか。そこを避けるようなことをするんではなくて、もの

を言わないような人を置いておくんではなくて、ちゃんとものを言うような検討会にしてくだ

さい。今後もきちんと見ていきますので。あと何分ありますか。 

○議長（池山富良君）   

 あと17分。 

○９番（幸 千恵子君）   

 それでは、４番目に移りたいと思いますが、新庁舎建設という半世紀以上に一度と言える重

要政策ですが、防災の観点から、失敗しないために重要な提案をさせていただきたいと思いま

す。 

 まず、お聞きしたいんですが、現庁舎は海から何メートルの距離にありますか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えをいたします。 
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 正確な数字は持っておりませんけど、約50メーター弱ではないかなというふうに思っており

ます。 

○９番（幸 千恵子君）   

 南三陸町の防災庁舎は、海から500メートルの場所にありました。はっきりはしないけれど

も、50メートルというのではおかしいです。きちんと調べて発表してください。 

 きょう、私は、この本を参考にしたいと思います。「屋上の円陣」といいまして、先ほど言

いました防災アドバイザーの山村武彦さんが書かれたものです。これがたくさんのことを私に

教えてくれましたけれども、ここに載っている写真、水の中で男女が輪になって円陣を組んで

おります。 

 そして、ここでは、この写真だけだったんですが、インターネットで見ますと、この人たち

の周りには海が、これは12メートルの高さの防災庁舎の屋上です。ここにも役場職員がおりま

して、水の中に入っている状況ですね。こういう状況です。 

 そして、これから数分後、この人たちはいなくなりました。きょうは写してきましたので、

これで言いたいと思いますけれども、2011年３月11日に起きた東日本大震災ですが、８年前、

ちょうどここでも議会を行っている最中でした。 

 防災庁舎の屋上で、役場職員が女性や若い職員を囲んで、真ん中にして円陣を組み、間もな

くやってくる津波から身を守ろうと助け合っている場面です。写真が撮られてから数分後、こ

の写真に映っていた人たちは全員いなくなりました。何名だったかもわかりません。 

 そして、津波は６メートルと予測されていたんですけれども、高さ12メートルの防災セン

ターの屋上には、津波は来ないという信じた状況がありまして、最後まで任務に当たり残って

いた職員53名が屋上に上がりました。 

 山村氏は、震災当日、防災庁舎で一体何があったのか、長年にわたり津波に備えてきた町が

なぜこれほどの多くの被害者を出さなければならなかったのか、東日本大震災のシンボルとな

った防災庁舎を通じ、理不尽な真実の一端を解き明かしたいと思い、防災庁舎にいて、奇跡的

に助かった11人の話を聞き、まとめたのがこの本です。 

 佐藤智さんは、震災当日、防災庁舎で執務中でした。佐藤さんは、志津川町と歌津町が合併

し、南三陸町になってから危機管理担当課になりました。地震発生３分後にＪアラートが大津

波警報を伝えた。予想津波高さは６メートルと、想定内だったけれども、到着予想時間は10分

後という10分早くなっている状況の放送でした。 

 町長、副町長、管理職は、次々と防災庁舎に入り、危機管理課が防災対策本部となりました。

災害時の緊急体制配備は重大性に応じ、ゼロから３号まで定められており、当日は終業時間内

の３号配備であったため、総務課、企画課、危機管理課の全職員と本庁にいる全ての管理職員

が災害対策本部に集結、直ちに津波浸水想定区域に避難指示を発令したが、テレビは受信不能、
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情報処理用サーバーは破壊、光回線不通、庁内３カ所に設置の情報カメラも受信不能、イン

ターネットでの情報収集は、メール送受信も防災メールやホームページの発信もできない。住

民に情報を知らせることができたのは、防災庁舎危機管理課からの防災行政無線の放送だけだ

った。危機管理課の職員３人は協力して放送を続けて、早く高台に逃げてくださいという悲痛

な声が届いたことで、多くの住民が高台避難に間に合った。 

 地震発生から28分後、津波の高さは最大10メートルと伝えられ、職員は海抜12メートルへの

屋上へと急いだ。しかし、最後まで放送を続けた遠藤未希さんと佐藤さんは、津波にのみ込ま

れてしまった。職員たちは、まさか屋上まで津波が来るとは思っていなく、築54年の木造本庁

舎が津波で潰されていくのを叫び声を発しながら見ていた。 

 佐藤智さんは、屋上にある直径25センチほどのアンテナポールに登った。大きく盛り上がっ

た黒い波に屋上がのみ込まれ、数分後に目をあけると、周りにいた人たちのほとんどが波にの

み込まれて流されてしまった。 

 佐藤仁町長は、地震発生時、定例議会の最中で議場にいた。最後の議案が承認された後、町

長が全議案承認の礼を述べ、「来るべき宮城県沖地震に備え、南三陸町の安心・安全の町づく

りに向け、より一層の」と言ったとき、ゴオーという地鳴りがし、木造の本庁舎が大きく揺れ、

みんな机の下に入った。揺れがおさまってから、すぐ防災庁舎に行き、災害対策本部を立ち上

げたが、予想津波高さが10メートルに更新されたため、屋上に上がった。そのとき、屋上で円

陣を組んでいる人たちを一瞬見た。 

 誰かの「津波が来るぞ」という声で、町長は目の前の鉄柵につかまった。次の瞬間、横殴り

の猛烈な大波に襲われた。水の中で、体に何かがぶつかり、押しつけられた。そして、苦しく

て、息ができずに水を飲んだ。その前後の記憶はなく、ただ苦しかった。気がついたら屋上の

鉄柵に押しつけられていた。 

 次の瞬間、愕然とした。円陣を組んでいた大勢いた職員が誰もいなかった。生き残ったのは

10人、43人は流された。津波想定は6.7メートルだったはずが、12メートルの屋上にいた人間

が波の下になったということは15メートルを超える波が来たことになる。あの被害想定は何だ

ったのかと茫然とした。そのとき、町長は肋骨骨折をしていた。 

 副町長、遠藤健治さんも、震災当時は議会議長で、町長の横にいた。屋上で15メートルを超

える波が来たとき、猛烈な水圧で体全体が鉄柵に押しつけられ、足や腕が柵に食い込んだが、

必死に手すりにつかまり、命の綱だと思って、しがみついていたことで助かった。 

 企画課の加藤さんは、災害対策本部付としてしっかり記録を撮らなければという使命感から、

カメラを持ち、屋上でも夢中でシャッターを押し続けた。その中の１枚が屋上の円陣のショッ

トだった。自分がもし死んでも、この記録だけは残そうと決意をし、カメラを防寒着の一番内

側に押し込んで、ファスナーを閉めた。 
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 しかし、結局カメラはぬれてだめになったが、ＳＤカードのデータが残っていたので、たく

さんの写真が日の目を見ることになった。水中に引き込まれ、激流に流され、何度も水を飲ん

だ。息ができず、もうだめだと、何度も諦めかけたが、娘の笑顔を思い出し、何があっても生

きるんだと、自分に気合いを入れることで助かった。 

 佐藤徳憲総務課長は、あと20日で定年というとき大震災に遭遇した。役場に隣接している自

宅には２階に奥さんがいたが、家が流されていくのを防災庁舎の屋上から、ほかの職員と一緒

に悲鳴を上げながら見ているしかなかった。屋上で波が来たとき、階段上部の手すりにつかま

って、鉄柵の間に足を差し込んで、絡めるようにしたことで、水圧から逃れられ、九死に一生

を得た。 

 町民課の阿部さんは、災害発生時、本庁舎の１階にいた。揺れがおさまってからパソコンや

システムを見て回ったが、全部壊れ、発災時に住民宛てにメールで災害情報を発信することに

なっていたが、光回線が使用不能でできず、屋上は人があふれ、満員状態だった。迷っていた

ら、アンテナポールの登っていた佐藤さんから、おまえも上がれと言われ、ポールに上がった。

このとき、佐藤さんが声をかけてくれなければ、生きていなかった。大波が屋上を覆い尽くし

た。急流の中で、恐怖で目があけられなかった。気がつくと、満員だった屋上には誰もいなく

なっていて、背筋が震えた。 

 企画課の課長補佐の及川明さんは、本庁舎１階で町議会の様子をモニターで見ていた。災害

発生時、企画課は情報収集や住民からの電話対応に当たることになっていたが、電話は不通、

携帯も通じなかった。屋上には大勢いて、アンテナの下には泣きながらしゃがみ込んでいる女

性職員たちがいた。人が少ない方へ行こうと移動し、外階段の手すりにつかまった。波にのま

れた。このままでは死ぬかもしれないと感じた。水が引いた後、あれだけいた仲間がいなくな

っていたことで愕然とした。 

 総務課の畠山貴博さんは、出張から車で帰る途中、南三陸町に入ったところで地震に襲われ

た。急に車が左右に揺れ、ハンドルがとられた。ハザードランプを点滅させ、路肩にとまった。

強い長い揺れがおさまってから役場にたどり着いた。防災庁舎に入ると、ここはもうだめだ、

みんな上がれと言われ階段を上がった。何かにつかまっていなければと、津波が来る前から手

すりにつかまっていて助かった。 

 総務課の佐藤裕さんは、災害発生時、自席でデスクワーク中だった。屋上は人がいっぱいだ

ったので、階段踊り場で手すりにつかまって、周囲の建物が流されていくのを見ていた。アン

テナポールの根元で円陣を組んでいる人たちを見て、自分もそこへ行こうかと思ったそのとき、

盛り上がった波が一気に押し寄せ、全身が水に沈んだ。息もできなかった。死ぬかもしれない

と思った。苦しかったが、鉄柵から絶対に手を放してはいけないと頑張った。 

 町民税務課の三浦勝美さんは、津波が襲ったときには屋上の円陣の中にいた。周辺の家がバ
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キバキ音を立てて流されていく。さっきまで仕事をしていた本庁舎が流されていくのを見て、

初めて津波の恐ろしさを感じた。コンクリート架台に上がり、ポールの根元に抱きついてうず

くまった。ドンという横殴りの滝のような水が来て、周りの人々が次々と流されていく。必死

でポールにしがみついていたけれども、力尽きて、三浦さんも流された。どんどん流され、も

うだめだと思った瞬間、水面に浮き上がった。来ていた防寒着に空気が入って、何かの拍子に

浮き上がったようだった。畳が浮いているのが見えたので、泳いで畳をつかみはい上がった。

そして、防災庁舎から100メートルほど離れたところにある病院の３階に何とか飛び乗って助

かった。病院も４階まで水没してしまい、悲鳴や絶叫を津波がのみ込んでいた。 

 周囲は真っ暗、壁は流され、鉄骨だけの防災庁舎は、寒風が吹き抜け、風に当たり続ければ

体力は消耗する。手分けして、ベニヤ板などを集め、周りに立てかけ、風を防いだ。１人の上

着のポケットにあったライターがぬれていなかったため、たき火ができ、火の暖かさが絶望の

ふちにいた町長たちを少しずつ落ちつかせた。 

 津波の周期が１時間程度になった翌朝７時半ごろ、３階からロープを垂らして、地上に脱出、

次の津波が来る前に高台にたどり着かなくてはと、町中を埋め尽くした瓦れきをかき分け、踏

み越え、佐藤町長が一番近くの志津川小学校に10時ごろにたどり着くと、避難していた住民は、

泣きながら町長の手を握ったり、肩をたたいたりした。テレビでは、南三陸町、町長以下、

１万人安否不明と伝えられていた。 

 山村氏は、地上12メートルの防災庁舎を15.5メートルの津波が襲った。もし、屋上で生き残

れたとしても、それは奇跡としか言いようがない。屋上にいて助かった10人と屋上から流され

ながら、畳にすがって生還した１人を敬意をこめて「奇跡のイレブン」と呼んでいる。 

 震災当時、5,362世帯、人口１万7,660人の町で、死者・行方不明者832人、半壊以上の建物

損壊3,321戸、33の避難所に9,753人が避難、予想津波高さは６メートルだったが、実際は15.5

メートル、６メートルなら12メートルある防災庁舎屋上までは、津波は来ないと、誰もが思っ

ていたことは、とんでもない数値でした。 

 そのため、災害対策本部である防災庁舎に集結することになっていた管理者を中心とした職

員53名が屋上に上がり、42名が命を落とした。このとき、南三陸町では241名の職員のうち、

死者・行方不明者が36名です。震災後の復旧に力を尽くさなければならない役場職員が、命を

守らなければ、町民を救うどころではありません。その後のほうが大変です。 

 震災後、合併してできた町ですので、約束どおりの高台に２年以内に新庁舎を着工、建設し

ていれば、津波が来ても、これほど職員が犠牲にならなかったはずだと、鬱積した不満が、そ

の矛先が町長に向けられました。 

 そして、防災庁舎に避難して亡くなった職員の家族が、なぜ屋上ではなく、高台に避難させ

なかったのかと、町長を相手取り、業務上過失致死容疑で告発されています。その後、何年も
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この問題が続きました。被害想定に比べた実際の津波高さは、宮城県と福島県では最大９倍、

浸水面積は想定の17倍だったそうです。 

 こういう状況から、防災の専門家、山村先生は、津波防災10カ条というものも、ここに含め

て書いておりますけれども、この中からいきますと、安全な場所に住む防災と１番目に上げて

います。これからは、逃げる、守る防災とあわせて、建物の耐震化と津波襲来でも逃げなくて

もいいように、高台などの安全な場所に住む防災を目指す必要がある。 

 そして、２つ目、想定の２倍以上に避難すべき、想定外のことが起こるのが自然災害、地震

も津波も自分たちが想定していた以上のことが起きることを前提に準備して、避難訓練をして

おかなければならないと、そして心の堤防を高くせよとあります。 

 心の堤防を高くせよ。ここで最後ですので、読みますよ。「心の堤防を高くせよ。東日本大

震災の復興計画で、防潮堤の高さについて、多くの議論があった。コンクリートの高い堤防を

つくれば、暮らしにくくなるだけでなく、海が見えなくなって、かえって危険という声もある。

また、先人たちが築いた大堤防があったから、被害ゼロのまちを見習い、後世のために高い堤

防をつくるべきという考え方もある。それぞれに一理あり、一方が絶対正しいという対策はな

いように見える。しかし、高い堤防があるから逃げずに犠牲になった例もあれば、その堤防さ

え乗り越えてきた津波で流された人もいる。どんなに堤防を高くしても、それを乗り越えたり

破壊したりする地震や津波が来る。津波、洪水、逃げるが勝ちと思って、堤防だけに頼らず、

最悪を想定して、迅速避難する意識の醸成が必要である。堤防だけに頼らず、一人一人の心の

堤防を高くする。研修を繰り返し行う必要がある。」 

 私は、これを読んで、泣きながら読みました。ぜひこういう実態、これはドキュメンタリー

です。ぜひ知っていただきたいという思いです。 

 そして、提案したいのは、検討委員会もプロジェクト委員会も、議論を尽くしているとは思

えない状況に私は感じております。建設場所についての議論も少ないと感じております。ある

人に聞きますと、自分たちの部署はここで、ここでこういうことをしたいと、そういうこのほ

うに花が咲いているというふうにも聞いております。そういうことではだめです。 

 先ほどもありました。未来の大人たちのために、本当に今、私たちが真剣に議論しなければ

ならないと思います。なぜか一部の特定のところから大きな声が出て、権力があるのかどうか

わかりませんが、その声に押されて、言うべき意見を言っていない人が検討委員会の中にも、

プロジェクト委員会の中もたくさんいる。そういうことがよく見えます。そういうことでは、

町を救うこともできません。子供たちに未来を残すこともできません。考えるべきことをしっ

かり考えて、議論することこそ、今、重要なことだと考えます。このことを提案させていただ

きます。 

 最後にいきますが。 
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○議長（池山富良君）   

 幸さん、時間が過ぎました。 

○９番（幸 千恵子君）   

 ５番目は次にて。 

○議長（池山富良君）   

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 次の会議は３月７日、午前10時から本会議を開きます。 

 本日はこれで散会いたします。 

 

散 会 午後 ５時１５分   
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△ 開 議  午前１０時００分 

○議長（池山富良君）   

 おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

 

△ 日程第１ 一般質問   

○議長（池山富良君）   

 日程第１、一般質問を行います。 

 植木厚吉議員の一般質問を許可します。 

○１番（植木厚吉君）   

 皆様、おはようございます。 

 ３月定例議会にて、１番植木厚吉が通告の２項目について質問したいと思います。 

 まず、質問に入らせていただく前に、先月２月24日、東京・代々木公園にて開催されました

第７回徳之島観光物産フェアについて御報告をさせていただきたいと思います。 

 私は初めての参加でありましたけれども、当日は大変好天に恵まれて２万人を優に超える来

場者がありました。島の特産ブースなど、約40軒ほどが軒を連ねまして、徳之島出身のアーテ

ィストによるステージのパフォーマンスなど、終日大変なにぎわいを見せておりました。まさ

に東京のど真ん中を徳之島一色に染める大イベントであったと感じるところでありました。 

 また、当日参加されていました町職員の方々も一生懸命島のアピールをされておられまして、

たくさんの方々が美農里館の商品やふるさと納税のパンフレット等を次々に手にされていく様

子を見ることができました。徳之島にとっては大変大きな観光物産のプロモーションになった

ことかと思います。主催された関東徳洲会やＪＡなど、関係各所の方々に対して改めて感謝を

するところであります。 

 また、幾つかの改善点や課題等もあるようでしたけれども、まだまだ多くの可能性を持った

イベントであると思い、また来年以降もぜひ盛大に開催していただきたいと思うところであり

ました。 

 以上、報告を終わります。 

 それでは、質問に入ります。 

 質問事項１項目めですけれども、我が徳之島地域においては平成９年より大規模畑地かんが

い事業が進められており、平成27年度には徳之島ダムが一部通水が開始され、順次整備が進ん

でいるところであります。計画的な水の利用による農作物の生産性向上や所得の向上に大いに

期待を寄せているところであります。 

 そこで質問ですが、畑かん整備事業の現況について伺います。 
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 現在進められております当事業の進捗状況ですが、30年度現在で工事完了済み、また、年度

内完了予定の配管面積並びに通水面積を伺いたいと思います。 

 ここで少し補足をしますけれども、配管面積とは、畑の入り口、圃場の入り口まで取りつけ

の配管が準備できている設置の面積のことで、通水面積とは、給水栓が既に設置をされ、現在、

水の利用ができる状態の面積を示します。 

 お願いします。 

○耕地課長（福  旭君）   

 お答えいたします。 

 平成30年度現在におけます県農村整備課の配管面積、先ほどありました整備済み見込み面積

は586ヘクタール、それから、徳之島用水土地改良区の通水面積、これはただいま水をかけて

賦課を行っている面積でありますが、これが368ヘクタールとお伺いいたしております。 

 以上です。 

○１番（植木厚吉君）   

 ただいまの面積は、恐らく、徳之島全体での面積であるかと思われますけれども、もし徳之

島町単独の面積を御存じであれば教えていただけませんでしょうか。 

○耕地課長（福  旭君）   

 お答えします。 

 先ほどの配管面積、整備済み面積なんですが、徳之島町が186.89ヘクタール、ちなみに参考

で、天城町が277.37ヘクタール、伊仙町が121.75ヘクタールです。 

 それから、散水ができる賦課面積なんですが、徳之島町が119ヘクタール、天城町が213ヘク

タール、伊仙町が36ヘクタールとなっております。 

 以上です。 

○１番（植木厚吉君）   

 今の答弁を踏まえて次なんですけれども、当事業において当初の計画されたおよそ30年度ま

での整備の予定であった面積と今現在の工事の進捗率とでは、およそ計画上でどのぐらいの誤

差があると思われるでしょうか。 

○耕地課長（福  旭君）   

 お答えします。 

 平成30年度目標整備面積と現在との差異との御質問なんですが、県農村整備課へお伺いした

ところ、事業完了を平成33年度に定めましたが、各年次ごとの整備目標は設定していないとの

回答をいただきました。 

 また、現在、先ほどありました計画面積と現在の差異の理由といたしましては、畑かんの事

業同意徴取のおくれ、また、国・県・町における事業費予算の確保が事業遅延の原因だと考え
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られます。このことから、当初、完了工期が33年とされておりましたが、平成36年度まで事業

が延伸される地区もあると伺っているところであります。 

 ですが、事業着手が早かった地域につきましては、やはり平成33年度が事業完了となる地区

もあるということです。 

 以上です。 

○１番（植木厚吉君）   

 今の内容ですと、予算の確保的な面や同意徴取のおくれが整備のおくれにつながっているよ

うな感じでありますけれども、整備を予定する面積と現在の施工済みの面積を比べると、およ

そ２割程度なのかなと思いますけれども、若干おくれぎみのような気もしますけれども、どう

思われますか。 

○耕地課長（福  旭君）   

 ただいまのところ、整備面積が17％と、やっぱり２割弱、なかなか進んでいない状況なんで

すが、先ほども申しましたように、畑かん事業の事業徴取、同意のおくれ等がやっぱり大変大

きな原因になっているのかなと思っているところであります。これにつきましては、一応、農

家さんのほうに同意徴取への周知を行っているんですが、なかなかいろんな事由がありまして

同意をいただけていないところが多いのがやっぱり原因ではないかと考えているところであり

ます。 

 以上です。 

○１番（植木厚吉君）   

 同意徴取がかなり難しいのかなと聞いた感じでは思うところですけれども、同意をいただく

行為というのは農家さんの財産であるお金の絡むことでもありますし、なかなか二つ返事で同

意はいただけないものだとも理解できます。その中で、担当の職員の方々のみならず、集落と

か、我々議員とか、いろんな他方面の協力がないとなかなか難しいのかなと思うところであり

ます。 

 また、先ほど、33年度～36年度にかけて完了を目指していくということでありましたけれど

も、事業完了となった地区におきまして、もし事業完了となった場合、事業完了がして、事業

完了後にもしぜひ配管を引きたいとか、そこにスプリンクラーを設置したいという希望をされ

た場合、その場合の費用負担のほうはどうなるんでしょうか。 

○耕地課長（福  旭君）   

 お答えします。 

 現在、畑かんの事業で補助率97％、１反当たり70万かかるんですが、現在は２万1,000円の

負担でスプリンクラー等の整備ができるようになっております。 

 しかし、事業が完了しますとその補助事業がなくなりますので、単独で整備を行う。これも
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許可して通るかどうかわからないんですが、もう事業が一旦終了していますので。もしそこで

申請をし、了解を得た場合につきましても、反当たり70万程度の自己負担が発生します。です

から、ただいま、97％というすごい率のいい補助がありますので、ぜひこの機会に農家の皆さ

んには畑かん、給水栓まででも構わないんですが、畑に水がまける状態まで持っていっていた

だけることが最適ではないかと考えております。 

 以上です。 

○１番（植木厚吉君）   

 単独ですると70万程度かかるということでありますけれども、これがもしその事業等々が入

らない場合、業者さんを個人で頼んで配管するとかなるのかもしれませんけど、その場合はも

しかすればこの金額でもおさまらない可能性もなきにしもあらずなのかなという思いがします。

その事業の年度があるうちに早い段階での施工の同意や工事着工が望ましいのかなと思います。 

 以上の点から、この事業を早期に計画の年度内に進めるために、今後必要と考えられる対策

等がもしございましたら伺いたいと思います。 

○耕地課長（福  旭君）   

 お答えいたします。 

 今後の事業推進、今までもやってはきているんですが、まず、畑かんに同意していただくに

は、農家の皆様に一番効果があるのは、かん水をすることによって収益向上が図れるとの周知

が一番効果があると考えております。その点で営農推進本部の土地利用畑かん部会等で、各種

作物、サトウキビ、バレイショ、カボチャ等でかん水をした区域、無かん水の区域等の実証を

行っております。それによりまして、かん水することによって収益が向上する有益性の周知を

図り、事業推進を行っているところであります。 

 また、畑かん推進施設協議会におきましても研修を重ねまして、実証圃の設置によるかん水

の有効性や周知、また、推進員、担当員によります戸別訪問等によって同意徴取向上による事

業推進を図っていこうと考えているところであります。 

 以上です。 

○１番（植木厚吉君）   

 答弁の内容を聞きますと、かん水によるメリット、散水をした場合、こんなに反収が上がる

んだとか、いろんなメリット等々、そういうところが一番目立って勧誘に結びつくのかなと思

いますけれども、かん水することによる農作物の反収向上などのメリットという点において、

農林水産課長の見解をいただければ。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 お答えいたします。 

 農林水産課サイドのほうで、町議連会並びに徳之島地域営農推進本部各部会において、各品
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目ごとの水利用効果の試験実証を行っております。かん水効果については、発芽、活着の促進、

肥料効果の促進による生育の向上、台風等による塩害等の軽減、夏季のかん水による土壌水分

の確保、また、それに伴う労力経費の軽減というふうな効果があると見ております。 

 かん水効果についてですけれども、まず、サトウキビについては、茎経の大、茎の伸長、要

するに伸びがよくなるということですね。また、株数の増量、軽重、要するに重さの増、収量

増が約２割程度増収しているというふうに結果が出ており、実証提示しております。 

 また、バレイショにつきましては、天候に左右されない計画的な植えつけ、要するに、植え

つけ時期による干ばつ等による回避を考えております。出芽促進等、初期成育の向上、芋の肥

大が早まり、反収が向上するというふうな結果を出しておりまして、約２、３割の増収という

ふうに結果が出ており、それを実証しております。 

 飼料作物につきましては、夏季のかん水による飼料作物の収量度を約４割収量向上というふ

うなことが結果が出ておりまして、これにつきましては、飼料作物は年４回程度できるものだ

と、ローズに関しては考えておりますけれども、物によってはかん水効果によって回数をふや

すということも、１回程度、物によってはできるんじゃないかなというふうな、適宜管理をす

れば、考えております。これは地域によって、また、地区によって違うと思いますけれども。 

 また、労働力と経費については、河川からとった水、また、給水栓等を利用したかん水作業

からの解放ということで、要するに、現在、いろんな形でかん水を個人でやっている方も給水

設備を整えることによって、それから労力が解放されるということと、また、スプリンクラー

の設置については、簡易型のスプリンクラーを設置する作業から解放されるというふうな効果

があり、それを推進している次第でありますけれども、農林水産サイドとしては、営農者団体

等を通してチラシを配っているという経緯もありまして、それをさらに周知するために、これ

の内容を理解していただくために説明を充実させたいというふうな考えであります。 

 また、農地の関係からいいますと、優良農地というふうな形を次世代に残すためには、これ

は親の役目でもあるというふうな感覚を持っております。ですから、責任を持って自分のこと

だと思いながら今後も推進していきたいと思っております。 

 以上です。 

○１番（植木厚吉君）   

 １つちょっと尋ね忘れたんですけれども、これをちなみに圃場に設備をしてその水を利用し

た場合、年間で、恐らく年間になると思うんですけど、水利用の費用はどのぐらいになります

か。 

○耕地課長（福  旭君）   

 お答えします。 

 普通畑で反当たり5,000円、施設になりますと7,000円と聞いております。 
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 以上です。 

○１番（植木厚吉君）   

 徳之島においておよそのいわゆる畑地の小作料といいますか、大体が１万円ということで大

体通っていますので、それを合わせても１万5,000円程度なのかなというところですけれども、

この間話を聞きますと、沖永良部のほうでは普通畑で小作料がおよそ２万円すると、徳之島町

は１万円ってすごい安いねという意見を聞いたこともあるんですけれども、反当たり5,000円、

それをどう取るかは農家さん次第かもしれませんけれども、5,000円といえば肥料２袋ぐらい

なのかなと思いますので、まさに費用対効果という意味では全然、先ほどの数量を聞きますと、

効果がすごくいいのではないかなと思われるところであります。徐々に散水が始まっておりま

すので、いろんな各方面からの希望等々も徐々にふえてくるものだとは思いますけれども、生

産農家さんを中心にしまして、関係各課の連携を密にして少しでも事業が早期に進めていくこ

とが非常に大事であるかと思われます。 

 また、周知徹底にしましては、ごく一部ではなかなか難しい、進めるのは難しいと思います

ので、本当にその辺はまた集落やら区長さんとか、いろんな方面からの協力をもらいながら進

めていくことが大事ではないかなと思われるところであります。 

 もちろんこの事業は農家さんのためでもありますけれども、県発注の工事ということで、建

設業界においても今現在ではメインの工事となる大事な事業でもありますし、また、島の経済

効果という面におきましても推進すべき事業であるかと思います。先ほど、農林水産課長の言

葉にもありましたけれども、私もクワァ、マーガのための畑かんの気持ちで協力して一生懸命

頑張っていきたいと思います。 

 それでは、次の質問に移らせていただきます。 

 ２項目め、現在、国内ではインターネットの普及によりさまざまな分野で急速なＩＴ化が進

んでおり、特に離島においては情報化社会の現在において大変重要なツールの一つになってお

ります。年々情報量の増加やパソコンなどの機器の高性能化により、光ブロードバンドも全国

的に普及をしているところであります。しかしながら、本町におきましては、いまだ整備され

ずに残されている地域が多少残っております。 

 そこで、町内において、今現在、どの地区が未整備になっているかをお尋ねしたいと思いま

す。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 現在、亀津、亀徳の一部が整備をされております。未整備地区におきましては、亀津、亀徳

の一部以外の地区になっております。 

 以上です。 
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○１番（植木厚吉君）   

 亀津、亀徳地区の一部が整備をされているとのことですけれども、その地区が整備をされた

際、ほかの地区が整備に至らなかった要因等がもしあるのであれば、少し伺いたいと思います。 

○町長（高岡秀規君）   

 計画を立てる際に、有線でありますので、費用対効果等、あとコストが余りにもかけてしま

いますと、財政状況を悪化するというところから、どういう整備をしようかということでス

タートしております。亀津、亀徳地区については全戸つなげられるような線を引いて、そして、

東天城地区、亀徳以降については無線ＬＡＮでありますとか、違う技術が必ず出てくるという

ところで整備をしようという、当初はそういう考えがありました。それはなぜならば、実は有

線にしてしまいますと、台風に際してコストが余りにもかかってしまう、修理費にですね。そ

れと、電柱に対しての借り上げ料って意外と高いわけです。恐らく、伊仙町、天城町は600万

～800万の借り上げ料が発生しているのじゃないかなと。徳之島町は恐らく300万以内で抑えて

あると思います。 

 しかしながら、時代の流れは思った以上に早いので、亀徳以降についてはしっかりと皆さん

に支障のない速さの整備が必要になってくるのかなというふうに考えておりまして、今後、検

討していきたいというふうに思います。 

○１番（植木厚吉君）   

 これは参考までにお聞きしたいのですけれども、現在、光ブロードバンドが既に設置されて

いる中央、亀津、亀徳の中で加入率等がもしわかれば。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 平成23年の整備計画時の目標加入件数及び加入率ですけれども、当初は約1,700件、そして、

加入率が64.1％を目標にしておりました。 

 それから、最終目標加入件数としまして約2,400件、加入率86.5％を計画しておりましたけ

れども、平成31年１月末現在の加入状況等を申し上げますと、まず、３町全体の加入件数

2,548件、加入率が27％、徳之島町の加入件数1,006件で、加入率が38％、伊仙町の加入件数

807件、加入率23％、天城町の加入件数735件、加入率24％、このようになっているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○１番（植木厚吉君）   

 徳之島町において38％台ということで、かなり低いなという見解もありますけれども、加入

率の低さとか、採算ラインという面でなかなか次のステップへ進めなかったのかなと、今聞く

範囲では思うところでありますけれども、先ほどちょっと町長の答弁にもありましたけれども、
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今後の整備、未整備地区の整備を進めていく計画自体はございますでしょうか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 光ブロードバンドにつきましては今後の整備計画を検討しておりますが、2023年のＡＤＳＬ

回線の廃止、それから若者世代の活性化、次世代通信技術５Ｇの展開も踏まえて、未整備地区

も含めた町全体での光ブロードバンドの整備は喫緊の課題として検討する必要があると考えて

おります。 

 以上です。 

○１番（植木厚吉君）   

 今の答弁の中にＡＤＳＬの件が出ておりましたけれども、今現在、光以外の地区はＡＤＳＬ

になっていると思いますけれども、あと数年ほどでサービスが終了するという今の感じでは聞

かれましたけれども、もしサービスの終了後どうなるのか、また、サービス終了以前にいろん

な対策が必要ではないかと考えますが、どうお考えでしょうか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 ただいま、ＡＤＳＬの2023年に廃止と申しましたが、このサービスにつきましては2023年

１月に終了予定となっておりますが、光ブロードバンド未整備地区におきましては継続利用が

可能というような回答をいただいております。 

 しかしながら、いつサービスが終了となるかがわからない状況であるために、光ブロードバ

ンドの整備を検討する必要があると今後も引き続き考えているところでございます。 

○１番（植木厚吉君）   

 ということは、今現在、ＡＤＳＬを使用していて光が来ていない地区については継続で、い

つまでというあれはなくても心配なく使えるということで捉えていると思っています。 

 それで、今後、もし仮に光を未整備地区に整備をしていこうと計画になった場合、どのよう

な点が問題になってくるのか伺いたいと思います。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 課題につきましては、全地区への整備をした場合の保守範囲が広がることが挙げられます。

台風などの災害が発生し、断線などの被害が起きた場合に、復旧までの時間や費用が現在の倍

以上かかるおそれがあると、こういうことが課題ではないかなというふうに考えております。 

○１番（植木厚吉君）   

 徳之島町は南北に非常に長い町でありますので、その整備を進めるとなると、保守の面とか、

設備にかかる経費とか、先ほど町長もおっしゃられましたけど、電柱の使用料等々、かなり件
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数に対しての費用がかかるのかなと聞いていて思うところでもありましたけれども、これがも

し仮に未整備地区の方々がぜひ加入を希望したいという方が件数も何件とか把握できる程度に

割合が多い場合、その方向で進めることも可能であるでしょうか。 

○町長（高岡秀規君）   

 未整備地区についての整備をどのような方法でするかを今検討しないといけないなというふ

うに思っております。有線にするのか、そして無線のＷｉ癩Ｆｉを使うのか、それとも民間の

携帯会社と提携するのかですね。つまり、ＡＤＳＬは一応最大で５メガバイトですよね、毎秒。

それが恐らく、今遅いと感じているのは１メガ以下でしか今は速さがないのではないかなと。

しかしながら、今、皆さん御存じのように、スマートフォンは４Ｇありますよね。それが大体、

僕のではかると32メガバイトなんですよ。ということは、意外と速いんですね。そして、フ

リーＷｉ癩Ｆｉだとちょっと落ちまして５メガバイトですよね。それでも動画は見れます。だ

から、町が整備をするのか、それとも民間に補助事業を国から出してもらってスマートフォン

でのテザリングによるインターネットでも何ら支障がないというふうに今考えているんですよ

ね。なぜならば、今、海底ケーブルが、今、ＮＴＴの回線が海底ケーブルですが、これが10ギ

ガバイトの海底ケーブルに仮になった場合、非常に高い速さでの提供が可能になると。今は光

ファイバーでも時間によっては非常に遅いわけです。まだ４Ｇのほうが速い場合があるわけで

す。だから、東天城地区についてはなるべくコストがかからない、そして、また、安い料金で

提供できるシステムがどういったものなのかというものを検討させていただきたいと。そして、

今後は５Ｇが実は最大で20ギガバイトなんですよね。そうすると、我々が想像もできない速さ

なんです。そこは国の今の施策を考えますと、アンテナが200メートルしかとれませんので、

恐らく防災、そして、また、スマート農業、そして、また、小学校での遠隔等々の授業で５Ｇ

のシステムを導入したいという企画による高度な企画によって補助事業をとらざるを得ないと

いうことですから、今後は東天城地区についてはしっかりとした方法を考えて、必ず実現する

ように対応したいというふうに思います。 

○１番（植木厚吉君）   

 徳之島町におきましては、ＩＣＴ教育など、最先端の教育も実践しているところでもありま

す。そういう環境が学校の教育の場でも活用されている事象があるところでもあります。僻地

であればあるほど、そういう環境の充実が欠かせないものであると考えます。 

 ここで、先ほども少し話が出ましたけれども、離島におけるＩＣＴ教育の重要性や有効性に

ついて、一番お詳しいと思われる教育長に少し見解を伺いたいのですが。 

○教育長（福 宏人君）   

 植木議員の御質問にお答えします。 

 今の、初めに、教育界の動向についてちょっとお話しをしたいと思います。 
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 平成30年８月に、中央教育審議会のほうで教育振興基本計画ということで、今後、2030年度

以降の社会の変化を見据えた形で、じゃあ、今の子供たちはどういうふうに教育をすべきかと

いうことで基本政策を打ち出しております。その中で、子供たちの夢とか志を持って、子供た

ちがその可能性に挑戦できる能力をつくり上げるということが国の基本政策になっている。そ

の中で一つ挙げられているのは情報活用能力ということで、今後、子供たちはそういったよう

な社会の急激な変化に対応して情報活用能力をつけなければいけないというのが出ております。 

 もう一つ、これは、昨年11月に文部大臣の柴山文部大臣が「柴山・学びの革新プラン」とい

うことで新たにプランを打ち出しております。この中で３つ大きく挙げています。１つ目は、

遠隔教育の推進による先進的な教育の実現、一つ本町が進めている。もう一つは、こういった

ような先端技術を導入して教師の授業支援をしていこうということ、もう一つは、先端技術の

活用のための環境整備ということで、大きく３つ打ち出しております。 

 なお、この柴山プランが出された背景には、平成27年度から３年にわたって文科省の実証事

業をした母間・花徳、それから山というような遠隔教育の実践がそのプランの下の項目にも書

いてありましたけど、大きく本町が進めていることが載っておりますので、非常にありがたく

思っているところです。 

 今後、この中には、2020年代の早期に、全ての小中学校において遠隔教育ができるようにと

いうことが全て述べられておりますので、今後、先ほどありました光も含めて、今、５Ｇにな

ると、今、４Ｇに比べて速度で100倍、情報量で1,000倍という、そういったような情報量がな

るということですので、今、例えば、母間小でも例えば北海道の小学校と遠隔で同時に結んだ

り、それから、先月は７地点を結んで、そういったようなリアルでいろんな子供たちがそこで

いろんな学習を体験したり、そういうようなシステム、それから、学校間のそういったものを

今進めておりますので、今後、子供たちの新たな未来に向けての情報活用能力ですが、それに

つきましては、ぜひ光ファイバーも含めてそういったような情報活用を今後していきたいとい

うことでありますので、ぜひそういった整備を、これが例えば公民館とか家庭とかであれば、

学校で勉強し、地域で勉強し、そして家庭でもさらにｅラーニングができるということで、か

なり効果が高まるのではないかというふうに私自身は考えておりますので、ぜひ進めていただ

きたいなというふうに考えている次第であります。 

 以上です。 

○１番（植木厚吉君）   

 ＩＣＴの普及は、もう本当にそれこそさまざまな分野で大変目まぐるしいというほど、自分

らですらなかなかついていけないというか、追うのが大変なぐらい目まぐるしく進んでいるの

だなと感じるところであります。さらに５年後、10年後、20年後はもうさらに想像もつかない

ような世界になっているのではないかと思うところであります。 
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 その中で、先ほど、町長のお話の中に５Ｇの件が少し出ていましたけれども、その件、次世

代の移動通信システムとして2020年をめどに実用化や商用化に向けて開発中のものだと聞きま

すけれども、今後の動向等、また、町長の見解を少しお聞かせ願えればと思います。 

○町長（高岡秀規君）   

 今、５Ｇにつきましては、総務省の補助事業を見ますと、未整備地区を重点的に、過疎地域

を重点的に整備をしたらどうかということでの指針というものがあるように感じました。しか

しながら、４Ｇでなくて、なぜ５Ｇなのかという提案力が地域にあるかというところが問われ

ると思います。 

 今、教育長がおっしゃるように、今、遠隔での授業をやっていますが、どうしてもタイムラ

グがあるわけですね。音声が少しおくれたりすると。そこを５Ｇですることによって、ＶＲじ

ゃありませんが、同じ教室で学ぶような感覚とタイムラグがない。そして、また、５Ｇの特徴

としましては、接続が幾つあっても何ら支障がないということなんですよね。だから、そこを

東天城地区にとって必要性のある教育分野と、あと、世界自然遺産登録における自然への動画

での配信でありますとか、それを観光産業で使えないか。そして、また、スマート農業という

ものは自動運転ではなくて、ほかに塩分でありますとか、そういった土壌改良でありますとか、

そういったデータを蓄積するとか、提案をすることによって５Ｇの整備を先駆けてやってみた

いなというふうなのがありますが、今後、我々の提案力がそこまで達するのかどうかを問われ

ると思います。今はまだ５Ｇでの技術はまだまだ整備はできないかもしれませんが、将来は必

ず来ますので、しっかりと先駆けてやっていきたいというふうに思います。 

○１番（植木厚吉君）   

 まさにそのような５Ｇとかを含めまして、スマート農業や遠隔医療等々、さまざまな分野に

おいて逆に島だからこそ大きなチャンスがあるのではないかと思われるところでもあります。

町長が普段おっしゃられます、やったことがある、見たことがあるというような環境をぜひ子

供たちにつくれるように願いまして、また、他の自治体にはない先進的な島になるように願い

まして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（池山富良君）   

 お疲れさまでした。 

 次に、福岡兵八郎議員の質問を許可します。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 おはようございます。 

 平成31年第１回定例議会、高岡町長から施政方針が発表されました。大きく５分野に分け22

項目、約30本の事業を擁して、子育てから医療・福祉、高齢者福祉、障害者福祉、産業振興、

観光・環境問題など、町民の皆様の幸せを求めて多岐にわたり盛り込まれております。予算審
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議はあしたから入るわけですが、各課のニーズに応えるために大変厳しい予算編成だっただろ

うなと推察いたしております。 

 私たち議会の意義は、町民福祉の向上と町政発展に寄与することであります。国際社会が多

様化、グローバル化、ボーダーレス化の潮流の中で決して停滞してはなりません。議会はチェ

ック機能であって、批判機能ではありません。町民の皆様に正しい情報を提供し、行政とけん

けんごうごうしながらも、健康的な車の両輪として、より正確にスピーディーに目的達成に向

けて前進しなければなりません。同じく決意を新たにしたところであります。 

 また、あわせて、高岡町長から７月の改選に向けて決意がありました。リーダーの条件は

４つあると思います。ビジョン、マネジメント、アクション、コーディネート、この要素にま

た豊かな経験を有しておりますので、さらなる徳之島町政発展に寄与していただきますことを

期待申し上げます。 

 一期一会という言葉があります。千利休の弟子の言葉だそうですが、最近、すばらしい方と

の出会いがありました。ふるさとのこと、人類のことを大事に思っておられる方との出会いが

ありました。ある友人の紹介ですが、また、初めて目にする著書を紹介してくださいました。

ミツバチが私たち人類の反映にどれだけ貢献しているかという内容です。ドイツの物理学者、

アインシュタインが100年前に、「ミツバチが絶滅すると人類は４年以内に絶滅する」とあり

ました。専門家の話では、このままの状態では20年後には地球上からミツバチが消えるとのこ

とです。私たちは世界自然遺産登録に向けて希少動植物の保護活動を展開しております。片方

では、アマミノクロウサギやケナガネズミを保護する。片方では、イノシシはだめ、ハブもだ

め、ミツバチはもちろん完全に対象という意識であります。私たちが未来永劫、小さなこの島

が生き残っていくために、本当に私たちの今の意識でいいのかどうか、原点に立ち返って勉強

しなければならないなと強く感じております。 

 早速、質問をいたします。 

 ４項目について出してありますので、町長並びに主管課長の明快な答弁をお願いいたします。 

 私たち奄美群島は、これまでの振興開発計画に基づき、交通基盤や産業基盤等の社会資本整

備が着実に図られ、産業・観光の振興、人材育成や奄美の魅力の情報発信等において、地元の

自主的かつ広域的な自立的発展の取り組みが進められております。 

 成長戦略ビジョン徳之島版において４つございます。 

 まず１点目から、前期の取り組みについての実績をお願いいたします。 

○企画課長（向井久貴君）   

 では、お答えいたします。 

 奄美群島成長戦略ビジョン徳之島につきまして、前期がもうすぐ終わるところでございます。 

 １番から４つ目、人材の確保から市場の拡大までの実績について御説明申し上げます。 
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 資料をお配りしておりますので、資料１をごらんいただきたいと思いますが、よろしいでし

ょうか。 

 奄美群島成長戦略ビジョンの徳之島の評価、これは26年～29年でございまして、もう昨年11

月に出ております。この評価は４つの方策ごとに評価を出しております。 

 まず、ＡＡが達成、Ａがおおむね達成、Ｂが一部達成、Ｃが未達成というふうになっており

ます。 

 １番目からいきます。人材の確保、育成、教育の部門でございますけれども、プロジェクト

数が10件、事業数が17件、評価を申し上げますと、達成が５件の29％、おおむね達成が６件の

36％、一部達成が５件の29％、未達成が１件の６％となっております。プロジェクト費用、内

容等についてはごらんいただきたいと思います。 

 ２番目、徳之島の魅力発揮につきましては、プロジェクト数が９件、事業数が13件、事業ご

との評価は、達成が５件の38％、おおむね達成が７件の54％、一部達成が１件の８％、未達成

がゼロ件。それから、同じくプロジェクト費用等はごらんください。 

 ３番、共生、協働の推進、交流連携の強化。プロジェクト数１件、事業数が４件、事業ごと

の評価につきましては、達成が２件で50％、おおむね達成２件50％、Ｂ、Ｃはございません。

おおむね達成までで100％出しております。プロジェクト費用等はごらんください。 

 最後、４番目、市場の拡大（ヒト、モノ、カネ、情報）についてのプロジェクト数は２件、

事業数が10件、事業ごとの評価につきましては、達成が５件の50％、おおむね達成も５件の

50％、おおむね達成までで100％クリアしているところでございます。費用等はごらんいただ

きたいと思います。 

 以上です。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 では、まず、１番の人材の確保、育成、教育についてのプロジェクトの内容がありますが、

新規就農者支援プロジェクト、ちょっと具体的にお願いいたします。 

 そして、２番目の徳之島の魅力発揮、これは世界自然遺産登録に向けた観光客受け入れプロ

ジェクトについて具体的にお願いいたします。 

 ３番目の共生、協働の推進、交流連携の強化については、自然環境保全プロジェクトについ

てを具体的にお願いいたします。 

 市場の拡大については、６次産業化プロジェクトについて具体的にお願いいたします。 

○企画課長（向井久貴君）   

 お答えいたします。 

 まず、人材の確保、育成、教育についてでございますけれども、農業青年組織の活動に対し

て助成する新規就農者支援プロジェクト、それから、新規就農者の自立支援を行う同じく新規



― 160 ― 

就農者支援プロジェクト、それから、農業に関する人材の確保・育成を図るプロジェクトが実

施されたところでございます。 

 また、これはよろしいですか。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 課長、プロジェクトってわかるわけよ。具体的に何をしたかという。 

○企画課長（向井久貴君）   

 済いません。具体的なものにつきましては、各課のほうにお知らせいたしましたので。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 代表で１人でいい。具体的に。 

○企画課長（向井久貴君）   

 はい。述べたいと思います。私のほうでは、プロジェクト名と達成度を調査しておりますの

で、その詳細に…… 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 それはここに書いてあるからいいのよ、もう。 

○企画課長（向井久貴君）   

 はい、よろしいですか。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 新規就農者支援プロジェクトについては具体的にこうしましたという。 

○企画課長（向井久貴君）   

 済いませんでした。農林水産課のほうで…… 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 課長が評価と内容、プロジェクトはもう書いているから、これはわかるわけよね。じゃあ、

具体的に新規就農者支援については、具体的にはこうしてこういう効果が出ていますというこ

とを知りたいんですよ。これはみんな要りませんから、各４件で１点ずつで結構ですのでね。

だから、人材の確保、育成、１番については、新規就農者に対しては具体的にどういうことを

して、どういう活動をして、どういう効果が出ているんだと。２番目は、世界自然遺産登録に

向けた観光客受け入れについて、具体的にどういうことをしているんだというね。例えば、い

ろいろ活動しているじゃないですか。 

 それから、３番目は、自然環境保全プロジェクトについて具体的にこうしたんだと。４番目

の市場の拡大については、６次産業化プロジェクトについてはこういうことをしたんだという

具体的に管轄課長がしていただければ結構です。 

○総務課長（東 弘明君）   

 新規就農者の支援プロジェクトですか、これについてのお答えをいたします。 
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 これは、実際、農業支援の給付金でございます。開始型の年間150万円の、それになってお

ります。このプロジェクトでございます。 

 以上です。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 課長、何名かな。 

○総務課長（東 弘明君）   

 今、対象人数は、正確な数は確認しておりませんけど、たしか13～15名ぐらいの対象がいた

と思います。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 世界自然遺産。②。（「スポーツ合宿」と呼ぶ者あり）いやいや、３番でいいのよ。世界自

然遺産の観光客受け入れについての具体的に何したかという。 

［「議長、ちょっと休憩をお願いします」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 しばらく休憩します。 

休憩 午前１０時５５分   

再開 午前１０時５８分   

○議長（池山富良君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 今の資料についての具体的なものは、担当課で責任を持って全議員に委員会室で一つ配って

いただいて、説明をしていただければと思っております。よろしくお願いいたします。 

 奄振に向けての調査の結果、島の魅力についてアンケートをとっております。島の在住者、

それから出身者、それから高校生について、都会にはないゆったりとした気持ちで暮らせる環

境であってほしいというのが、在住者は35.5％、出身者が31.3％、高校生が30.1％、島らしい

ゆっくりした落ちついて暮らしたいという環境であってほしいということですよね。それから、

島の魅力として、豊かな自然に恵まれていること、これが在住者は21.1％、出身者が23.1％、

高校生が30.3％ですね。結いの精神により地域住民が助け合って暮らせること、やっぱり奄美

の心ですよね。これについて、在住者が18.2、出身者が都会人の出身者ですよね、19.7、高校

生が17.0と、そういうふうにベスト３としてこうなっております。私たち島のよさを維持しな

がら発展させなければいけないなと思っております。 

 一応、大体状況がわかりましたので、このたび、後期に向けて審議委員会で意見がまとめら

れたと思います。高岡町長もその審議委員に入っておりますが、後期のテーマといいますか、

主要事項は何ですか。 
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○町長（高岡秀規君）   

 観光並びにＩＣＴ情報化、そして、農業だったと思いますけれども、成長戦略ビジョンの中

に今後盛り込まなければいけない項目と、実際に島々の特徴を生かした施策がこれに盛り込ま

れるかどうかは非常に正直申し上げまして疑問に思っているところであります。24億のうちの

交流事業や運賃補助が恐らく約20億近くあるのではないかなと。それで、５億4,000万～６億

近くが農業でありますとか観光産業、そして情報化産業、農業関係に振り分けられているんで

すが、余りにも私は少な過ぎると。この予算を広げるのがものすごい壁が、ハードルが高いと

いうことから、実際に事業は出すんですが、それが継続して行われるのか、そして費用対効果

は出せるのかというものは、相当努力しないといけない事業になってきていますので、今、成

長戦略ビジョンの中で私が申し上げているのは、使い勝手がいい予算の組み方、そして、また、

本来の奄美の特徴を生かせるソフト事業というものが構築されるような予算のあり方が必要で

はないかという話を申し上げているところでありますが、今、今回の成長戦略はなかなかそこ

まで広げられなかったんですけれども、チャレンジ枠というのができたんですけど、これは農

業とか雇用につながるような、また、世界自然遺産、民泊であるとか、新規のチャレンジする

という予算は組んだんですけれども、補助率もいいです。しかしながら、24億という予算の枠

からその予算を捻出するのが非常に壁が高いわけですよ。言葉あって予算はつかないというよ

うなものを非常に危惧しておりますので、どうか議会の皆様方の力と、そして、また、我々行

政の要望等でしっかりとこれに対して要望活動を行わなければいけないというふうに考えてい

るところであります。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 ハードルが厳しいということでありますが、私は議長時代に高岡町長と市町村長議長会の出

席や行動をともにしたわけですけれども、次期奄振に向けて、教育プログラムでＩＣＴやプロ

グラミングの挿入は高岡町長の強い提言で入ったわけですよね。同じような姿勢でまた農業問

題もしていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（池山富良君）   

 福岡議員、しばらく休憩しましょう。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 そうですね。 

○議長（池山富良君）   

 11時15分から再開します。 

休憩 午前１１時０５分   

再開 午前１１時１５分   

○議長（池山富良君）   
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 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 奄振はまた５年間延長に向けて取り組むわけですけれども、非常に社会資本整備や経済、人

口問題、幅広く課題を抱えておりますし、この事業によって非常に助けられているわけであり

ますよね。新しい延長に向けて担当課長と町長の決意のほど、この５年間でどうしてもこれを

したいんだという、ひとつお願いしたいと思います。 

○企画課長（向井久貴君）   

 お答えいたします。 

 奄振の延長につきましては、この４月から延長されるものと思っているわけですけれども、

今、具体的に、先ほど町長がお話ししましたように、どのようにして奄美が自活できるかとい

う問題が一番大切かなと思っております。この５年で私たちは、出した計画、ビジョンにつき

まして一つ一つ検証して実績を出していくということが必要ではないかなと考えております。

と申しますのは、これは町長がいつも私たちに言われていることですが、今度の５年後、５年

後の奄振につきましては非常に危ういというふうに話しています。それは、今後は本当に結果

を出さなければ、国としてもこれが実際に奄振を順調に延長できるかというのが論議されると

いうことを考えておりますので、この５年でしっかり実績を出していく、数字を出していくと

いうのが大切だと。そして、５年後の奄振が本当にできるような形で持っていきたいというふ

うに考えているところでございます。 

 以上です。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 向井課長はすごく優秀なんだけど、非常に総合的な話ばっかりで、ポイント、徳之島町とし

てはこれとこれとこれをしないといけないんだという、この５カ年で絶対これは実績しないと

いけないんだという、その強い意気込みが、やります、頑張ります、計画していますじゃあ、

我々議会としてもチェックのしようがないんですよ。だから、企画課長としてあなたの企画力、

すばらしいですから、どうですか。 

○企画課長（向井久貴君）   

 お答えいたします。 

 具体的に申し上げますと、例えば、雇用の確保のためのものですね。いつもこれは町長が言

っています。地元で物を満たさなきゃいけない。例えば、今、遊休施設等がございます。その

辺の活用を図っていきたい。民泊を進めていきたい。特に、今回、次の質問に福岡議員が挙げ

てございますけれども、遊休施設が届け出もございます。そういったのを受け入れて、集落と

一体となって観光客を受け入れる。インバウンドを受け入れる。こういうことが世界遺産に向

けてしていかなきゃならないかなと。特にこの２、３年で世界自然遺産登録になります。そう
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すると、インバウンド、観光客がふえますので、これを重点的にやっていきたいと。プラス、

雇用確保の企業といいますか、自分たちで寄与できるもの、こういうのを考えていきたいと。

この２点を私は重点的に考えたいと思っております。 

 以上です。 

○町長（高岡秀規君）   

 大まかなものにつきましては企画課長がお答えいたしましたが、今後の奄振事業もさること

ながら、今、19億かかっている航空運賃の問題がありますよね。その辺は福岡議員のほうから

も、島外者に対しての航空運賃の補助ができないかというのは誰もが願っているところであり

ますが、現状では航空運賃の事業が不利な条件、条件不利地域についての事業ですので、島外

の方たちについての補助というのは恐らくできない、法律上ですね、と思います。まだ財務省

は説得できないと思います。 

 そこで、今、我々が考えなければいけないのは、航空運賃というのは奄美だけの問題かとい

うことですよね。離島全体で私は考えるべきだというふうに考えておりまして、この次期奄振

事業につきましては、離島全体で航空運賃の補助については国に訴えるべきだというふうに考

えております。 

 実は、高速道路はいつもお話ししていると思うんですが、１メーター3,000万、１億の範囲

でつくられている。相当な社会資本整備されているわけですよ。だけど、離島については交通

網への補助金というのは、高速道路よりも何十分の１しか事業としてされていないと。鹿児島

から徳之島まで400キロの高速道路イコール航空路線ですよということなんですよね。そうす

ると、高速道路をつくるよりは10分の１、100分の１の予算で私はできるというふうに思って

おりますので、離島における高速道路の整備は航空路線だということから、離島全体で航空運

賃については考えるべき時期に来ているのではないかなというふうに思います。 

 そして、今、向井課長が話をしました雇用の問題なんですが、ものづくりをまず原点に置き

たい。１次産業、２次産業、６次産業化へ向けてしっかりと汗をかいてものを稼ぐ。そして、

また、所得の向上へ向けて本事業を活用していきたいというふうに思います。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 まず、遊休施設を活用して雇用を生むということとものづくりをしていくという具体的に出

ましたので、これはまた順次、どのような動きをされているのかチェックしていきたいと思い

ます。 

 今、町長が大事な話をしました。離島全体で考えたいということで、特定有人国境離島地域

の地域社会の維持に係る交付金、30年度57億6,000万、国は計上されております。特定有人国

境離島地域、15地域71島、８都道府県29市町村、北海道、東京都、新潟県、石川県、島根県、

山口県、長崎県、鹿児島県となっておりますが、この事業は徳之島町としては利用されている
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のかどうか。 

○企画課長（向井久貴君）   

 その事業はうちではされていないと思います。 

 以上です。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 入っていません。わかりました。 

 では、有人国境離島法ですが、これは奄美諸島も入っております。例えば、雇用機会の拡充

や安定的な漁業経営の確保や外国船舶による不法侵入などのチェック、広域の見地からの連携、

航路・航空路運賃の低減化が入っています。この事業はどうですか。 

○企画課長（向井久貴君）   

 お答えいたします。 

 有人離島国境法につきましては、私どもと法律が違いますので、私どもにはないものもござ

います。例えば、今、奄振では、有人離島法ですか、それに行っている事業は、同じような事

業は奄振にも取り入れられないかということで、平成31年度、検討しているところでございま

す。 

 以上です。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 これに奄美群島入っていますよ。有人国境離島法のこの管轄の関連施策の中で奄美群島は入

っていますよ。 

○企画課長（向井久貴君）   

 済いません、お答え申し上げます。 

 奄美群島振興特別措置法の奄振とはちょっと違うということでございます。申しわけござい

ません。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 これ以上聞いてもなかなかあれでしょうけど、関連しますので、地方創生推進交付金1,070

億、これについてはどうですか、本町での活用は。 

○企画課長（向井久貴君）   

 お答えいたします。 

 地方創生推進交付金につきましては本町で活用してございます。 

 ただ、計画は平成31年度になっております。今後、また32年度で次期の５年間の見直しを立

てる予定でございます。 

 以上です。 

○１３番（福岡兵八郎君）   



― 166 ― 

 これは30年度、農林水産関係予算になっていますけどね。農泊の推進、農山漁村振興交付金、

鳥獣害被害防止総合対策金、それから、これはわからなければ結構ですが、離島のガソリン流

通コストの対策事業として、例えば、町で事業をとって民間のガソリンスタンドへ補助してい

るのか、今は道路使用税の32.1円の免除されている分がこれに入っているのかですね。それは

どうですか。わかる分でいいですから。 

○企画課長（向井久貴君）   

 地方創生推進交付金には、私の理解では入っていないと思っておるんですが。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 向井課長は全てやると思って、僕はゆうべ、安心して熟睡をしたんですが、前もって調べて

おくように言ったほうがよかったですかね。 

 とにかく非常にいろんな面で、今、社会資本整備なり、いろんな面でまだ課題がいっぱいあ

って、今言う町の持ち出しはなるべく抑えないといかんわけですよね。だけど、ほかの町村よ

りも奄美群島の中で、12市町村の中で一番先に皆さんがとると、これは職員の手腕なんですよ。

職員の皆さんがその気になって大きなのをとってくるやる気がないと、無難に何もしないで、

無難にして静かにしておけば全然とられて、その分、いい課長さんだと言われるかもしれんけ

れども、それでは進まんわけですよ。先に情報を得て先にとってくる。大きいのをとってくる。

県の担当者としっかりと飲みながらでも話をして、徳之島町に先にやりたいなという人間の心

を動かすぐらい一生懸命しないと、皆さんによって町民の福祉や町政の発展はかかってくるわ

けですよ。いいことに対しては町長は反対しないわけですから、任せているはずですから、だ

から、事業があるのにわからんということはないです。向井課長は一生懸命やっていると思い

ましたけど、マイナス１点ですね。 

 次は、農業振興ですが、航空運賃の軽減と（２）のコールドチェーンは順番に行きましょう

か。 

 これから若い後継者は、奄振のアンケートにもございます、園芸振興してほしいということ

であります。ですので、やったとき、花にしてもそうですが、生鮮、野菜をしたとき、離島か

ら送るときにもう鮮度を維持するのが大変なんですね。ですので、コールドチェーンが絶対必

要なんです。かつて農協にフリーザーコンテナを設置していましたね。今、全部使えなくなっ

ていますが、海上輸送の冷蔵輸送の整備ができないといけないわけですので、その事業なり、

そういうのを考えておられるのかどうかをまず。 

○企画課長（向井久貴君）   

 お答えいたします。 

 コールドチェーンということを私もネットで調べましたところ、それから、よくテレビ番組

等も遠方へ低温で物を運ぶというような、私はその番組を何回か見たことがあるんですが、非
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常に成功していると。外国へも有効なものであるということであります。生鮮食品につきまし

ては、輸送、それから生産から輸送、それから消費まで、同じ温度で運ぶということで、コー

ルドチェーンにつきましては、一応、奄振で例えば考えられているのは、奄美から鹿児島まで

か、沖縄経由で鹿児島へ行くという部分については奄振で活用できると思うんですが、この先

のほうですね、鹿児島からじゃあその産地へどうやって運ぶかというものをどういった事業が

あるのか。奄振と同じようなものの事業ができるのかということをこれから考えていきたいと

思います。 

 奄振では、徳之島から特に奄美経由で鹿児島というのは、私はその事業が確立されればどう

いうのができるかわかりませんが、例えば、大体マイナス１度で例えば魚とかいうのが一番い

い温度だと聞いておりますけど、そういったものを活用して持っていくことは可能だと思いま

す。その後、今度は消費地までどうやって持っていくか、その辺も含めて考えていきたいとい

うふうに思っています。 

 あと、これについては農林水産課のほうにも話をしてありますので、農林水産課のほうから

考えをいただきたいと思います。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 企画課長に引き続いてお答えいたしたいと思いますけれども、まず最初に、コールドチェー

ンについてですが、生産・輸送・消費の低温流通体系については品質保持するという観点から、

農林水産においてはもう非常に重要なことだと感じております。また、私が以前、経済課、30

年ぐらい前になるんですけれども、そのころ、ウリミバエ解禁に伴ってフリーザーコンテナ等

を柱として真空予冷庫等も奄振事業で入れた経緯もございます。そこで、コールドチェーンの

整備については、これまでの過去の事業において対応が可能だということでもあります。 

 各事業の実施要領等によると、現在においては、事業者、品目ごとの生産振興計画を作成し

て事業を活用していくというふうになっております。ですから、恐らく、生産の現場では予冷

庫というふうな形にもなると思いますが、フリーザーコンテナ等もそれにかわるものとして、

事業として導入していただくなり、事業者等が相談していただいて新たなもの、県のほうがど

う採択するかは今後の見通しは聞かないんですけれども、事業として上げていくのは可能じゃ

ないかなと考えております。 

 奄振の事業に関しては、以前、導入されたきっかけは、以前、フリーザーコンテナが導入さ

れたきっかけは、福岡議員のおっしゃるとおり、花卉、豆等の野菜、園芸作物を真空予冷等で

予冷して送っていくというふうにやられておりました。また、それにあわせて、当時のフェ

リーに電源設備を設置要望してつけた経緯もございます。今、その当時のフリーザーコンテナ

が全てだめになっているというふうな話も聞いております。また、それに対して追加で同じ事

業で入るかどうかというと、同じ作物では難しいかなと考えておりまして、その当時の里芋等
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によりますと、農協さんの面積を重視してやったんですけれども、非常に事業者は欲しいもの

は台数が欲しいわけですね。しかし、その計画面積をどう加えて審査してやるか、担当者の目

にもかかっていると思いますので、それでどれだけ次の追加事業で余力を残すかということも

大切だと思っておりますし、その品目に関しては今後対応できるかどうか、県・国と協議して

考えていきたいと思っております。 

 以上です。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 まず初めに、向井課長ね、鹿児島までは可能としても、その後が心配だとありましたけれど

も、鹿児島から先は全部整備されているんですよ。もう民間も、何も知らない北海道までも全

部整備をされている。徳之島から鹿児島までが問題なんですよ。ここで熱い温度で、船で蒸す

温度でしていってから冷蔵せんないかん状況なんですよね。これからの後継者を考えたときに

それをやるということと、今、高城課長ね、農林水産課長としては腰が弱いね。上げるのはし

ますと、可能ですと。それは誰でもできるよ。誰でもできます。誰が農林水産課長をしてもで

きるんじゃないですか。そうでしょう。これは必要だから、絶対理論武装で担当者を説得せな

いかんわけよ。必要なんですから。上げるのは簡単です。そんな事務的なことを言ったらだめ

ですよ。もうその時期に来ているわけですよ。前、フリーザーコンテナを入れたときは、農協

の組合員だけという限られたわけです。農業者はそれだけじゃいけません。もちろんＪＡが一

番大事です。基本です。私もＪＡでやりましたから。だけど、60％は例えばＪＡとしても、あ

と40％、30％は民間なんですよ。民間の小回りがきいた研究をされておりますから、その人た

ちも平等に使えるようにするためには一つ事由があって、一つは、今、代理運送代理として西

川さんと名城さんがありますけれども、代理店のほうに補助事業を入れて、自己負担もあるで

しょうけれども、設備してもらうということも大事になる。そうしたら、全農家が利用できる

わけですよ。いいですか。だから、ぜひ、もうしないと間に合わんわけですよ。農林水産が基

本なんですよ。農林水産がしっかり根差してもらわないと（「マイクをつけんと記録できな

い」と呼ぶ者あり）済いませんな。記録できないか。 

 私はいつも座談会をするときに、こうして島おこしの視点から農政強化をするということで、

サトウキビと園芸と畜産がありますから、サトウキビがだめで園芸じゃないんですよ。家庭で

いえば、サトウキビは父親なんです。畜産は母親なんです。園芸は子供なんですよ。その３脚

あるということはすごく強みなんですよね。それが強化され、初めて教育も医療も福祉も観光

も環境も商工、土木、建築、経済全て網羅した発展なんですよ。これがいいかげんだと全部比

例してね。だから、農政強化がすごく大事なんです。ダムができ、いろんな環境が、特殊病害

もある程度はできてきましたから、だから、今度は農政強化を徹底して本当はしてもらわない

と、事務的にされたら困るんですよ。大丈夫ですか。高城課長の決意を。 
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○農林水産課長（高城博也君）   

 福岡議員のおっしゃるとおりだと思います。以前は、共販推進がすごいその当時はあってや

っていた中で、また、共販の関係の系列等にもそれがサポートできたかというと、なかなかで

きない状況でありました。ですから、今、おっしゃるとおりの意見も、先ほどの運送会社等も

これらを入れながらやらなきゃいけないというふうな御指摘もありましたので、早速、またそ

の状況、基準等を調査しながら、前向きに検討いたしたいと思います。ありがとうございまし

た。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 高城課長ね、農林水産課が今すごく大事で、だから、議会で絶対笑わないでくれ、課長は。

農林水産課の課長は。ほかの課長は笑ってもいいけどね。 

 こうして今、これからは北と南の時代ですから、私たちは沖縄も含めて政策の今奄美・やん

ばるの交流事業がありますよね、町長。その中で政策できるものを一つ、そして、輸出に向け

てどうするかということが今課題なんですよね。課題なんです。今、耕地面積がどういうこと

かといいますと、自給率が今40％ですけど、国内農地が415万ヘクタール、外国に頼っている

のが1,245万ヘクタール、国内の2.7倍、外国に今頼っているわけですよ、国民の食料が。この

まま行くかどうかという、すごく地球温暖化で、片や干ばつ、片や大洪水、この不安定の中で

国民の食料が守れると思えなくなってきましたね。そうしたときに、まず、自給率を上げない

といけません。そのためには、基本は今言う農政強化をしっかり一つ一つ具体的にして、まず

窓口は県でしょうから、県の担当者を議会まで来てもらうとかしながら説得して、とにかく上

げたものは必ず勝ち取るぐらいの強さを持ってしないと、こんなことを言ったらカメラでほか

の市町村も聞いているでしょうからみんなやるでしょうけど、それがあるからあんまり今まで

言いたくなかったんだけれども、徳之島町のオリジナルができないからね。これじゃあね、み

んな見せるわけですから。まだ政策では提言したいのがありますけれども、それがあるという

ことと、もう一つは、奄美大島群の奄美大島が2,185ヘクタール、喜界島が2,180、徳之島が

6,880～6,890ですよね。沖永良部島が4,520ヘクタール、与論島が1,060ヘクタール、１万

6,825ヘクタール、これは後の問題でも出ますけれども、これはすごくこの10倍の効果がある

わけです、これから。この温暖な気候がですね。だから、農政強化を急ぐ。だから、サトウキ

ビはサトウキビでやればいい。だけれども、後で出てきますけれども、反収、生産量は上げる

けれども、面積は減らして反収を上げて達成するという方向でいかないと、島全部サトウキビ

で埋めたら小規模面積の農家はやっていけない。後継者もできないわけですからね。それと、

片方では、畜産農家が値段がいいから片っ端から畑を借りて、みんな粗飼料畑にしてしまうと、

キビと粗飼料畑にしてしまうと、もう先祖伝来の畑を持っている小規模農家はやっていけない

わけですよ。だから、奄振の調査の報告で、アンケートで一番が園芸振興してほしいとありま



― 170 ― 

す。見てください、ありますから。そのためには細かい環境整備を急がないといけないという

ことで私は農業問題をずっとやってきましたから、今、慌ててこう言っているわけじゃありま

せん、皆さんね。私はこの道、これが基本だと思っているから、ずっとやってきたんです。基

本と思っているからね。恥ずかしい話ですけれども、そのまま私の意気込みをわかってほしい

んです。 

 今、例えば、バレイショの話が出ていますけど、これが40年前の資料ですが、これはバレイ

ショの国内で奄美から始まって北海道まで全国で12カ月間栽培されているわけですよね。そう

しますと、北海道がこれだけ占めているわけですよ。赤い部分ね。あと、黒い部分がその他の

産地で、黄色い部分が鹿児島県産なんです。だから、構成比としては大体そんなに変わってい

ないんですよね。だから、北海道のを左右されるというね。雨が降ったら値段が上がり、晴れ

たら下がりというね、非常に振り回されておりますけれども、悲しいことですけれども、この

問題はずっとこの40年間変わっていないということと、そうか病が出ても全然解決できる人が

誰もいない。普通、専門家がいるみたいだけど、大学教授や試験場の先生、みんな私は会って

きた。だけど、調子のいいときは先生がいっぱいいるけど、トラブルが出たときに絶対解決で

きるという先生がいないんですよ。正直言ってどこにもいない。だから、自分たちでいろんな

医学や微生物学やいろんな学を結集して地元の技術をつくるしかないんですね。そういう意味

でも農林水産課の役割はすごく大きいですよということを申し上げたいわけであります。済い

ませんが、そういうことでひとつ、高城課長、この議会が農林水産課長としてデビューですの

でちょっと厳しくいきますけどね。それから、南部、中部、北部、みんな違うわけですから、

ほかの施策は大体一緒ですけど、農業は全然違いますので、細かくひとつ、施策を今後してい

ただきたいなと思っております。これはまた今後しながら、意見交換しながらやっていきます

けどね。そういうことで、コールドチェーンについてはそういうことね。 

 じゃあ、次、航空運賃に行きましょう。航空運賃について、誰でも私たち、町長が先ほどお

っしゃいました。条件不利性のところでないと対応できないといいますので、これは名前を変

えさせたらどうでしょうかね。条件不利性という名前じゃなくて、ほかの名前に変えて入れ込

み客と島外から来られる方々にも、離島の果たす機能というのは大きいわけですから、郵便局

からはがきを買いますと80円で全国統一で行きますよね。いいところが不便なところをフォ

ローして国民全体平等性があるべきですよね、公共については。条件不利性と言うから、都会

から来る人は条件不利じゃないから適用できないとなってしまうと、法律の限りですから、こ

れは高岡町長だったらこの名前を変えられるんじゃないかな。 

○町長（高岡秀規君）   

 実際に国会議員も、当時の県知事も一生懸命、島外からのも適用というものの可能性を探っ

たんですが、財務省が首を縦に振らないと。理由づけが財務省を説得するだけの理由づけがで
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きなかったというのが現状でありまして、じゃあ、条件不利であれば離島振興法であったりそ

ういった法律の適用がされるのではないかというところから実は条件不利という名前がついて

おりまして、島外からのものについても特割でありますとか、そういったものの工夫はしてお

りますが、福岡議員がおっしゃるように、もし航空運賃、島外からも全てとなりますと、視点

を変えるべきじゃないかなと。奄美だけじゃなくて、離島全体で交通網として、離島における

高速道路という認識の視点から要望したときにどうなるかというものを一度試してみたいなと

いうふうに思いますので、今後は奄振と離島振興の会議等々で発言をしていきたいというふう

に思います。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 そうなんですね。都会の高速道路または新幹線、あの価格とどうなのか、比較してそれを持

っていくべきだと思います。これからいろんな例えば世界自然遺産登録になろうが、これだけ

運賃が高ければ、私の親戚でこの間法事で帰ってきた方がおられますけれども、沖縄に行って

来たというわけですよ、運賃が安いから。今でもこういう状態で、徳之島にはお客さんが１回

来るかわからんけれども、もう高くて行かないというね、絶対にこの運賃がひっかかるんです

よね。ですので、今、例えば、東京から沖縄へ来て、沖縄から徳之島に来たときに幾らかかる

のか、島外者がね。関西から沖縄に来て、沖縄から徳之島に来たときに幾らかかるのか。東京

から奄美に来て、奄美から徳之島に来て、一般のお客さんはどれぐらいかかるのか。じゃあ、

地元の在住者が割引制度を利用した場合はどうなのか、ちょっとお願いします。 

○企画課長（向井久貴君）   

 お答えいたします。 

 運賃の割引についてでございますけれども、ちなみに、まず、東京から沖縄の格安航空運賃

を申し上げたいと思います。東京から沖縄の格安航空運賃、正規ですと４万6,210円というふ

うに聞いております。これが格安ですと約１万円以下、たまに数千円で行っているというのが

ございます。ただし、これは時期、それから座席の空きぐあいによって変動があるそうでござ

います。 

 関西癩沖縄です。これが正規は３万8,950円で、格安航空を使いますと約１万円以下、これ

も１万円以下ですね。これも数千円になることがあるようでございます。 

 それから、今、統合がうわさされているバニラでございます。大体、東京癩関西につきまし

ては4,850円前後で実際は販売をいたしております。実際は7,000円前後が定価でございますけ

れども、これに奄振のを活用いたしまして約3,000円ぐらい引きまして、これは奄美群島住民

以外の方も利用できるということで、奄美群島を含めて全ての方に対して割引率を利用してお

ります。 

 実際の鹿児島癩徳之島、それから奄美癩徳之島間の運賃について申し上げますと、住民は約
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54％、金額が大分違いますので話をしますと、例えば、約54％の割引率をいたしております。

そして、奄美群島内路線、例えば、うちから徳之島につきましては奄美から徳之島の場合は

28％でございます。ただし、アイランドホッピングでございます。こっちから沖縄へ行く場合

については割引が適用されていないということで若干高くなっていると。今、アイランドホッ

ピング出ていますけれども、４万5,000円ぐらいしましたかね、非常に高い値段を出している

ようでございます。 

 以上でございます。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 今の説明で課題が２つありましたね。ぜひそれを解消するように、一番先、先決問題だと思

います。ぜひしていただきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 次に行きますが、非常にタンカンが人気が出てきて、徳之島の農家の皆さん、奄美群島の品

評会でも非常に優秀な成績をおさめている。うれしいことですけれども、大きな課題が１つあ

りまして、生産者の意識の違いがあって、旬の味が出ていないのに早くからとって売れるから

いいだろうという農家と、本来の味が出るまで待つという農家がおられるわけですよね。だか

ら、これをこのままにしておきますと徳之島ブランドとしては統一されません。ですので、こ

れは、例えば、町の条例を制定するかして、本当の味が出たときに販売可能だという、例えば、

販売、たんかんについてはこの期間だという、ポンカンについてはこの期間だという指導する

という、そうしたときに、１カ所の選果場へ来てセンサーでちゃんと糖度も保証つきで、徳之

島町の認証の保証の票をつけて、あとは販売は自由にしていいというような、そういう制度を

すぐはできないと思うんだけれども、そういう方向に向けて進むべきだと思います。いかがで

しょう。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 お答えいたします。 

 果樹については振興作物として、マンゴー、パッションフルーツ、タンカン、パパイヤが掲

げられております。そういう中で、現在、高度選果機を早急に整備する必要があるのは、マン

ゴー、パッション、パパイヤ等が現在挙げられているところでありますが、先日のタンカン品

評会においても、ちょっとしたことがまた取り上げられて、また課題が出てきておりますので、

福岡議員がおっしゃったとおり、タンカンについても今後また何らかの施策が必要じゃないか

なと考えております。これについては、平成29年に園芸振興協議会においても検討会議を行っ

たところであります。その中で、設置場所の問題や品目の出荷時期の割愛でありますね、大き

な課題が出てきております。今後は早急にこれらの課題を解決して、前向きに検討していきた

いと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○１３番（福岡兵八郎君）   
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 タンカンだけでいいと思いますよ。タンカンだけね。非常に予算がかかることですから、今、

パパイヤはもう契約栽培なくなりましたよね。ダイエーから断られましたよね。だから、非常

にそうなんですよ。非常に厳しいんです。だから、消費地と認識を一緒にしないと、意識を変

えていかないと、ついていかないと、商業ルールでばんばんばっさり切り捨てられていきます、

離島はね。だから、品質で絶対に負けないという農家の意識もだけれども、行政としてもそう

いう指導者がしっかりとやっているんだと見せないといかんわけですよ。だから、ぜひタンカ

ンだけでいいと思います。タンカンは徳之島ブランドとして最高だと思いますので、ぜひ取り

上げて頑張ってほしいなと思っております。 

 （５）番目、ことし10月から消費税が10％になります。徳之島まで地元が来るまでには、奄

美群島全部ですが、いろんな経路をたどってくるわけですが、全部10％ずつかけられたときに

すごい価格が全然違うことは御承知のとおりですよね。だから、消費税減免、食料とかいろん

な減免８％維持というのもあるんだけれども、そのまま引き受けるんじゃなくて、離島として

の見解はしっかり持つべきじゃないかと思いますが、いかがですか。 

○企画課長（向井久貴君）   

 お答えいたします。 

 ことしの消費税２％上がります。１％上げると２兆円ちょっと歳入がふえるというふうに掲

げておりますけれども、この使い道が福祉関係のほうに今は掲げているようでございますけれ

ども、この一部でも奄振のほうに回していただければと私は思うんです。例えば、今、公共事

業で約200億、非公共事業の交付金で大体24億という数字はずっと変わらずに推移しておりま

す。ただし、消費税が上がりますと、この中でやっていかなければならないというのが現状で

ございますので、さらなる歳入の増のためにはこういった財源を回していただきたいというこ

とができればと思っております。お願いします。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 町長、今の答弁でいいですか。 

○町長（高岡秀規君）   

 間違いはありません。今一瞬思い出したことが、ありがたいなと今思いましたが、今、消費

税の話が出ました。実は奄振の24億、20億、30億という予算の根拠は、当時の伊藤知事が本土

の消費税がかかっている率と、そして、また、運賃をかけて消費税がかかったら島の人のほう

が消費税率というのは高くなるだろうというところの差し引きが約30億であるというところを

算出して、奄振の成長戦略ビジョンの予算の枠というものを根拠としたというのが、私の記憶

が間違いなければそうだったと思います。そこから航空の運賃とかの補助ができ上がったと。

それで、今、10％になりましたよね。今、いみじくも向井課長が言ったように、そのうちの

何％かを奄振事業で使うべきだというところは、今、一瞬気づいたところでありがたいなと思
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います。それで、実は、30億ぐらいの予算確保をすれば、恐らく、農家等々にも事業としてソ

フト事業がより多くできるのではないかなというふうに思っておりまして、今回の成長戦略は

結果を残さなければいけないので、ＩＣＴの教育を議長も一緒に会合の中では常に毎回のよう

にうるさいほど言ってまいりました。ようやく乗りました。それでもう一つ、実は、農業で新

規作物に挑戦しようとしたときには、実は補助事業がないわけですよね。どうしても実績が伴

わないものに対しては県の補助事業の対象にならないものですから、何の意味もないというと

ころから、奄振事業で一言、徳之島町の場合はつけ加えるようにしました。それは、新規作物

についてのチャレンジ枠みたいな予算措置を、やっぱり支援していくというふうな文言を入れ

たことによって、予算の要求ができるようになったと。ただ、その予算がつくかどうかはわか

りませんが、しっかりと今後の農業につきましては、取り組んでまいりたいというふうに思い

ます。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 まさにそのとおりなんです。何か補助事業としたときに、過去すぐ実績なんです。だから新

規の人はなかなか受け入れられないわけです。それでは今後発展できませんので、今の町長の

考えをぜひひとつうつしていただきたいなと思います。 

 次は、あと３分で終わりますが、ダムの件は、徳之島ダム完成に当たっての効果ですけれど

も、植木議員もこれ出しましたが、重複しないように、徳之島ダム完成はいいんですが、もう

数字もみんなわかっていますから聞きません。ただ問題は、すごく心配しております。 

 この間、本町の畜産の担当にお願いして、天城町の役場の担当者も一緒になって、ダムの上

の畜産農家を全部回ってきました。でしますと、これが、牛舎から出ている牛の汁、それが、

これの上にこれがあるんですが、これから側溝にずっと流れていっているわけです。みんな牛

の、どっちが上かわからなくなりましたが、みんなこうして雨が降ったらこうして流れるわけ

です。これ、ダムの上の畜産農家です。同じように、大型農家だけ一応回ってきました。こう

して隣の荒れ地に流れていっているわけです。何年かはその土壌の浄化はできると思います。

だけども、心配するのは、今全国で、ダムを国がつくって市町村にみんな移管するんだけれど

も、後、運営する段階で10年以内でいろんな問題が出ております。 

 今、鹿児島大学の副学長に、今、全国のダムのトラブルを調べていただくようにお願いして

あります。もう近いうちに情報が来ると思いますけども、畜産農家、これはいいんですけれど

も、これは人間でいえば私たちは今公共下水をやっていますけど、あれに近い状態の処理をし

ないと、ことしも予算は390万ぐらい、ダム用を組んでいますよね。それからもう一つ450万、

900万近く組んでいるわけですが、このまま状態をほうっておきますと、徳之島ダムすぐパン

クします。これは大変な問題です。これ、私は黙ってそれを見ておくわけにいかんわけです。

見ておくわけにいきません。だからこれについて、協議をしてほしい。３町の会議があるでし
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ょ。これについてひとつ御答弁をお願いします。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 福岡議員の質問は、取水源のこの２番目のほうでよろしいでしょうか、畜産農家の。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 そうそう。①、②一緒に。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 徳之島ダム周辺ということで、天城町三京集落についてのほうの農家を、隣の町の畜産担当

と本町の畜産担当が調査したところ、現在、農家数は６件で、繁殖雌牛が236頭飼育されてい

るようであります。これについては、本町について、河川流域における畜産農家の現状につい

て確認したところなんですけども、牛舎については土間がコンクリートで、写真にも出ており

ましたように土間がコンクリートで、堆肥舎を完備し、家畜排泄物法はとりあえず管理基準は

満たしているようであります。 

 流出防止対策については、敷料利用や堆肥舎等で保管し、飼料畑の農地に堆肥を還元し、適

正な処理を行っているようですが、一部の10頭未満等の農家においては、牛舎周辺の自作地に

一時保管したり、そういったもので大雨時に雨水とともに流出するような可能性があり、また

そういうのも見受けられたということであります。 

 現在、各町年１回、畜産農家へ衛生飼養管理基準の状況確認で巡回を行っていますけれども、

その中で聞き取りや徹底管理を指導していき、また、先ほどおっしゃったように、状況を見ま

すと非常に深刻な問題になっていくということが懸念されますので、伊仙、天城町両町の担当

課長とも話して、連携をとりながら緊急に対策を検討したいと思います。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 高城課長、甘いな、甘い、考え方が。大変な問題であるのよ。これ、その事業で堆肥場つく

っているのよ。それで終わりじゃないでしょ。それからずっと出ているんだから、汁が。そう

でしょ。積んでいたらずっと汁が出るわけよ。その牛舎から堆肥小屋までは入れるの、それは

事業で出ているからいいんですけども、積んでおくと、ずっとこうして汁が出るわけよ、こう

してほら、ずっと。雨降りだけじゃなくて普段も、毎日出ているわけです、汁が。それが河川

に行ってダムに行くわけですよ。何年かは土壌で汚染は幾らか浄化しますよね。農薬だってそ

うですから。だからそれを雨の降っているときだけじゃなくて、ずっと常時しっかり見てくだ

さい。 

 これは農家の問題じゃないですよ、行政の問題です、３町の。天城町は特にしっかりしても

らわないといかんわけですよ。これだけ毎年高い運営費を出して、せっかく6,880の半分、三

千七百幾らか通水できましたと。農業振興ができますと言ったって、その結果が出る前にこう

いう問題が出てきます、必ず。これはそのダムの建設以上に金がかかりますよ、これから。い
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いですか。だからもう昼だから一応この問題はこれでしますけども、高城課長、もっと強く危

機感を持ってほしい、危機感を。本当よ。危機感を持ってしないとこれは、ただ簡単なため池

をじゃあ整備しましょうじゃいけませんから。これは島全体の大きな問題ですから。 

 私は回りながら、向こうの川ずっと時々見ますけど、時々、醤油みたいな水が流れているん

ですよ、川の水が。きょうは持ってきませんでしたけど。まだそこまでしないほうがいいかな

と思って。川の水がね。 

 それともう一つは、きょうは出していないんだけども、サトウキビの24Ｄね、これは分解し

にくい農薬なんです。普段もそうですけど海の汚染も心配。24Ｄがどれぐらい使われているか。

それにかわる分解しやすい農薬はないのか、そこまでしっかりしないと環境問題が大変ですよ。

次、環境問題を昼からしますけど。 

 だから、ぜひ危機感を持ってしていただきますように。そういう会議でにこにこしながらや

ったら許さんよ。本当、大変な問題が起きます。これ近い将来、すぐ。だから、大変な仕事だ

けども、将来の島のためですから、ひとつ頑張ってほしいなと老婆心で言っていますので、帰

って怒ったらいかんよ、いい。 

○議長（池山富良君）   

 しばらく休憩します。昼は、１時30分から再開します。 

休憩 午後 ０時０５分   

再開 午後 １時３０分   

○議長（池山富良君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 福岡議員。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 今、農業問題をしているわけですが、途中でちょっと切りかえたいと思うんですけど、一つ

だけここでお礼をしたいなあと思うのがあって、町長と建設課ですが、これ、轟木松原線の要

望書、24年の９月７日に受け付けしていただいております。これが今度、やっと轟木から松原

線の県道拡張、入り口から360メーター、できるように、今くいを打ってしております。それ

で、６年ぐらいかかりましたけど、町長はその全体の会議での優先してくれたということと、

建設課長も毎回ずっと現場行ってみたり、職員の皆さんも頑張ってくれまして、やっとできる

ようになりました。 

 それで、ついでに一つお願いしたいことがありまして、万田橋をつくるんですけども、仮橋

をつくらないんですよね。仮橋をつくらないもんですから渡れないわけですよね。ですので、

轟木の天城町から来て、轟木に入る道がありますけども、あれから入って、バスです、バスを

集落の中に入れて、そしてそのまま上花徳に上がって出ていくという、役場の近くにおりてい
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くというようなコースをまたちょっと考えておいていただきたいなと思っております、工事が

始まりましたら。そしたら轟木の皆さんも、今、800メーターありますけど、轟木の中心部か

ら万田橋歩くのに、バスのない人、車のない方はすごく不便なんです。上花徳の方もそう、き

ょう宮之原議員も言っていましたけど、全くそのとおりで、バスを小型化していますから、今、

あそこから入れて轟木集落を入って上花徳入って役場の前におりてくると、その間に今の幹線

道路でバスに乗る人いないんですよ。いないもんですから、バスを利用する人は高齢者なんで

すけど、ですので、そのバスのコースをちょっと頭に入れておいていただきたいなということ

を、お礼とお願いですが、すみませんけどよろしくお願いしたいと思います。 

 では、早速戻りたいと思います。 

 今、ダムの話をしました。終わった後、農林水産課長と総務課長、ここに来ていただきまし

て話をしました。ピンチをチャンスに変えるいいアイデアが課長２人から出ました。 

 このし尿を肥料に変える、それをちょっと検討してみようということで、肥料ですから、今

の分解しにくい肥料を使わせるんじゃなくて、サイクルで堆肥と尿を肥料に変えていくような、

それ新しい企画できると思いますので、ぜひそうしますと、島全体、環境問題よくなりますの

で、ぜひ、していただきたいなと思っております。よろしくお願いしたいと思います。 

 さて、今、ダムのおかげで、非常に農家の皆さんも希望を持っておられますが、先ほど畑か

んの出ておりましたけども、面積が出ておりますので、私はその効果について具体的にもう一

回お願いできませんか。その水をかけたときの効果、どういう効果出ているのか。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 水の効果については、後でまた資料をお渡しいたしたいと思いますけれども、畑かん効果、

水効果ということで、サトウキビは茎の大と伸びの維持と茎の本数の増加、また茎の重さの増

ということで、収量増が約２割程度増収するというふうな実証がなされています。バレイショ

については、天候に左右されない計画的な植えつけと出芽促進と初期生育の向上、芋の肥大が

早まり、単収向上ということで、実証のほうでは約二、三割の増収となっております。 

 飼料作物につきましては、夏季のかん水による飼料作物の収量向上ということで、約４割向

上しているということでありますけれども、先ほども植木議員の中でも申し上げましたとおり、

回数についても、刈り取り回数についても多少なりとも回数が多くとれるんじゃないかなと見

ております。 

 また、労働力、経費につきましては、河川水や園芸作物でよく使う給水スタンド等のものに

関しては、かん水作業からの解放ということで、新たなスプリンクラーをつけることによって、

そこら辺で労働力から解放できるというふうな実証をしております。この詳細につきまして、

数字化されたものにつきましては、先ほどもお示ししたとおり、営農座談会等で配っておると

いうことなんですけれども、今後、その中身についても詳細に説明しながら、畑かんの効果、
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普及を図っていきたいと考えています。 

 以上です。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 耕地課長、効果。 

○耕地課長（福  旭君）   

 お答えします。 

 畑かんの効果につきましては、高城農林水産課長がおっしゃいましたように、サトウキビで

1.2倍、ジャガイモでも1.2から３倍の増収があったということでした。また、かん水による増

収もあるんですが、台風通過後の塩害防止のために散水することによって被害が若干抑えられ

るのではないかと考えております。 

 以上です。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 すばらしい漠然とした答えをありがとうございます。 

 これが今、皆さんの会議で出されている畑かんの効果なんですけども、私は具体的にこの中

で一番、ショウガ今やっているわけですけど、182％でと書いてあるんだけども、本当に切実

な問題なんです。これが畑かんのショウガの畑です。議員の皆さんにもお見せします。これが

畑かんのショウガなんです。これが単収100万とるショウガなんです。その近くに、これが畑

かんのされていないショウガなんです。畑かんのされていない、自分たちでタンクで積んでき

てやるショウガなんです。この違いがあるわけです。これ、２倍どころじゃないけど、収量か

らいきますと、所得からいきますと、やがて10倍近く違うわけです。これぐらい水が必要なん

です。効果はすごい効果なんです。 

 私がお尋ねしたいことは、じゃああと残された半分の畑をどうするかということなんです。

課長からいただきました徳之島町にしても島全体にしてもそうですが、いただきましたこの赤

いところは通水されるところ、青いところは今からのとこですが、その畑かんのとどかない半

分の面積をどうされますかということをお尋ねいたします。 

○耕地課長（福  旭君）   

 お答えします。 

 福岡議員からご質問があった後、また僕なりにちょっと調べてみたんですけども、今、お示

ししてある図面につきましては、国営附帯の3,451ヘクタールのかん水面積になります。それ

とまた別に、県営で提示されました徳之島町でいきますと、轟木ダム、実際は川頭首工から水

をとっているんですが、これが206ヘクタール、母間ダムが100ヘクタール、それから神嶺ダム

の258ヘクタール、徳之島町では564ヘクタール、天城町が南部ダム120ヘクタール、伊仙町に

つきましては、西部ダム91ヘクタール、東部ダムが140ヘクタール、伊仙中部ダムで298ヘク
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タール、計529ヘクタールです。国営附帯と合わせますと、トータルで4,664ヘクタールが国営

附帯の徳之島ダムの整備が終わりますと、畑かんの恩恵を受けるのではないかと考えておりま

す。 

 耕地面積がただいま6,880ヘクタールありますので、約３分の２がこの畑かんの受益を受け

ることになります。残ります2,216ヘクタール、約３分の１の農地が残るんですが、これにつ

いては、今、畑かんの恩恵を受けることができない状況にあります。今、徳之島町で考えてお

りますのは、各多面的組織の、今10組織あるんですが、各組織の中に農業用の貯水タンクがあ

ります。現在の段階ではその水を使っていただきながら、これからその取り残された３分の

１の農地の農業用水の恩恵を受けられるような事業等の検討を行って、また中央に要請活動を

していこうと考えております。 

 以上です。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 ボーリング事業というのが出てこないんだけど、どうですか。 

○耕地課長（福  旭君）   

 では、ちょっと残したんですけども、ボーリング事業についてちょっと説明させていただき

ます。質問にありました小回りのきくボーリング事業についてですが、このボーリング事業と

いうのは、多分、ボーリングを行って、その井戸の水を利用して農業用水に充てるということ

をおっしゃっていると思うんですが、県農村整備課にちょっとお尋ねしたところ、畑総事業と

か、そういう大規模事業の事前調査の土質調査等に付随するボーリング事業は現在もあるんで

すが、その農業用水に利用するためのボーリング事業というのが、現在はないということを伺

いました。そういう事業を行うんであれば、町単独で行わなければならないのかなという御指

導をいただいたところであります。 

 それでもやっぱり３分の１の農地が残るわけですから、それを何とか救済しなければいけな

いので、この農業農村整備事業の中でも県、または県農政部、国の農林水産省のほうに新たな

事業の創設、現在その事業がありませんので、その新たな事業の創設を要請要望していく、年

２回、農水省の要望要請活動で、陳情に行ったりしますので、その中で徳之島町としてこうい

う事業をつくってほしいという要望を、町長と一緒に検討しながら進めていこうと考えている

ところであります。 

 以上です。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 最初の答えが、県がないから町でするしかないかなあって、それでとまったら私は怒ってい

ましたけど、進めるにはボトムアップを、前、どの先生か、こういうようなときに、ほとんど

国会議員の先生の８割は東京のど真ん中の先生方ばっかりで、地方のわかる先生いないわけで
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す。だから、ボトムアップ、下からどんどん突き上げていかないと、上から言われたから、そ

うですか、わかりましたで、しちゃいかんわけです。下から突き上げていかないといけんわけ

です。だから、言われたからはいはいじゃなくて、もう理論武装、とにかく説得するぐらいそ

れをしないと生きていけないわけです。 

 これ、高知県はすごい日本一の園芸産地ですけど、例えば、ショウガの場合ですが、高知県

の場合は、こうして井戸水を地下水ポンプできれいな水をずっと引いているわけです、いつで

も引けるように。今、徳之島もこうしてくれたからありがたいんですけども、これ、中国のシ

ョウガなんですけど、中国は降水量が多いもんですから、定期的に降るもんですから、全然し

なくても、１カ所、１筆で30町歩ぐらいの畑ですけど、行って見てきました。ですが、私たち

のとこで水がいかに大事かということです。 

 それで、今、キビのことも言いましたね。キビは南西糖業からいただいた資料なんですけど

も、いかに水が大事かということでありますが、もう一つは、今、簡易貯水タンクをつくって

いますよね。あれは水質検査しないといけませんね。これは民間で私たちは会社のほうで費用

を出させて、あちこちの貯水タンクの水を分析をしてもらっているわけです。そこに科学的な

残留物がないかどうかが心配ですから、それ１回出たらもうアウトですから、ですから、個人

でやってこれは町でしないといけない。町で貯水タンクの水を分析をさせて、農業用水として

大丈夫ですというような看板をそこにちゃんと張ってしないといけないと思います。それをぜ

ひ立てていただきたいと思います。 

 それから、ダムについては、小さなダムから大きなダムあるんですけども、鹿児島大学の産

官学創生何とかというグループですが、先生方が１回だけ島の全部ダムをしていただきました

が、前、議員研修のときに私たちは任意の富田議員を会長とする農林水産部会で鹿児島大学に

行きまして、まず学生を連れてきて一緒にダムの水質検査をこれから定期的にしましょうとい

う話までしたんです。今月中にまた来られるようですが、徳之島町に限らず、島全体のダムの

水を定期的に大学で分析をしていただくというふうに計画を一応しているわけですが、町でつ

くったタンクについては、ぜひ分析をして、農家に安心ですよというふうに報告できるように

お願いしたいなと思います。よろしくお願いいたします。 

 ぜひボーリング事業もつくっていただきたいなと思っております。県が今ないからとかじゃ

なくて、とにかくつくってもらうんですよ。つくっていただくことをひとつ、この畑かんが終

わったときに農政局を引き揚げさせたのは大きな間違いでしたね。あと半分残っているわけで

すから、土層改良とこのボーリング事業を国としてするべきだったと思うんですが、非常に今

残念だなと思っているところであります。 

 関連して、次の環境保全型農業条例を遂行する、していただきました。転用をしまして条例

を制定していただきましたが、その条例に従っての指導は、現在どの方法でされていますか、
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お尋ねいたします。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 お答えいたします。 

 まず、環境保全型農業とは、化学肥料や化学合成農薬を使用しないこと、またはそれの量の

使用回数を減じることによって、水関係や土壌関係の負荷を低減する、安全で安心な農産物の

生産が実践できる持続可能な農業ということになっております。 

 その基準を満たした農産物、環境保全型農産物といい、また、環境保全型農産物の認証基準

は、鹿児島県の鹿児島県持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針、いわゆるエコファー

マー指針に定められております。さらに、その認証を受けた農産物でつくられた特産品や加工

品、環境保全型農産物特産加工品といわれており、現在、本町では品目ではバレイショ、ニン

ジン、ショウガなどが認証を受けております。 

 御指摘の条例の目的は、化学肥料や農薬の低減など、環境保全型農業を推進することによっ

て、消費者に安全で安心な農産物の安定的な供給と推進を図ることで、地域の人や環境に優し

い農業を推進するということですので、近年、ＧＡＰと呼ばれている農業生産工程管理の周知

活動と、堆肥の投入による化学肥料の仕用回数の削減のため、堆肥購入助成等事業を行ってい

るところであります。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 ＧＡＰの出していただきましてありがとうございます。よい農業の工程ということで、車で

いえば運転免許証なんです。これからはやはり消費者がそれを買うときに非常に安心できるよ

うにするために２つ方法があって、一つは、地産地消の島内での安心・安全、もう一つは島外

に出荷したときの安心・安全であります。 

 この目的は、安全な農産物の生産を行うということと、環境に配慮した農業の実践、それか

ら、農業生産者の安全と福祉を実現するということ、それから、適切な販売管理により、ト

レーサビリティーの確立を図るということですよね。いつ、どこで誰がどういうふうにつくり

ましたというトレーサビリティーがしっかりしないといけないということであります。 

 高岡町長が１期目のとき、町の認証マークをつけたいと言ったことを覚えていますか、町長、

いかがですか。 

○町長（高岡秀規君）   

 覚えております。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 今はどうですか。 

○町長（高岡秀規君）   

 ちょうど総務課長が農林水産課か企画課かどこかいたときかなと思うんですが、実際にこの



― 182 ― 

条例をつくるときには、当初はＪＧＡＰでありますとか、ＧＡＰを使うことによって、町が計

画している２次加工業にいくときに、どうしてもハードルが高過ぎて普及しないのではないか

なということが実はあって、福岡議員がおっしゃるようにレベルの高いものでは実はなかった

んです。もう少しレベルを低くして、町がある程度安全基準を設けて町が認証して、外へ売り

出そうというところがあったわけです。今、ここへきて時代が変わり、福岡議員がおっしゃる

ようにレベルがすごく高くなってきていると。当然、ＪＧＡＰ等々で認証されて、ようやくた

たき台に乗るんであって、価格が上がるわけではない時代に突入したというふうに考えており

ますので、今後は、最低限必要な環境型になってきているということから、町としても積極的

にハードルを上げながら取り組まなければいけないかなと、今、感じているところであります。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 これ、ごく当然のことなんです。例えば、電気製品を買いました。保証票がありますよね。

農産物だけ、誰がいつどこでつくったかわからない、農薬も何を使ったかわからない、残留農

がいっぱいあるかもしれないという危険性がいっぱいあって、だけどそれはいけないというこ

とで、時代とともに安心・安全を担保するためにそういう保証書をつけましょうということで

すので、それは当然のことをしようというところまできているわけですよね。 

 それで、今、一番身近なＫＧＡＰですよね、鹿児島県、これは非常にレベル高くて、全47都

道府県で一番鹿児島県が進んでいると私は思っておりますので、そのＫＧＡＰでもいいと思い

ます。ＫＧＡＰを十分しながら、もう１年目ですぐ満点とろうということ、要らないわけです

よね。意識をまず、こういうもんだとわかっていただいて、理解する人から順番にやっていく

こと、柔らかくていいですよ。そういうもんだとわかってくれればいいですので、農薬も、農

協行って買ってきたけど、使ったら半分残りました。あちこち置いてどこに置いたかわからな

いでまた買ってくると、そういうんじゃなくて、非常に無駄遣いがないように、ちゃんと農薬

庫があって、そこに日誌があって、ラベルがちゃんとあって、そしてそれはもうそういうもん

だとしないと、無放任じゃいけないわけであります。だからぜひ、基本的にはそんな難しいこ

とじゃありませんので、意識的にまずわかる、そのためにはまず全職員にわかっていただきた

いと思うわけです。 

 ですので、２つお願いがあります。まず、農林水産課に、そういう感性の豊かな若い職員に、

兼務をするでしょうけども、１つの窓口として担当を決めていただけないかなということと、

職員全体の研修会を、どうせ帰りますと農家の皆さんと会うわけですので、農薬はしっかり管

理しているのとか、何かちょこっと声がかけれるはずなんです。ですので、こういう研修会を

持っていただきたいなと思うわけでありますが、副町長、職員の研修というのは今どんな研修

をされています。 

○副町長（幸野善治君）   
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 職員研修というのは、総務課の庶務担当のほうで年約10回ぐらいの割合でやっておりますが、

まずボランティア清掃のトイレ掃除の研修、それから防犯の研修、それからマナー研修、条例

改正等の研修、それから法律、時効請求関係の研修、財務研修、ウエブサイト研修などであり

ます。 

 29年度からありますが、以上、ほかにも地元講師を招いての研修会などもしております。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 随分、ポイントポイントでいい研修をされているなと思いました。できたら、ぜひこの件に

ついても職員研修会を持っていただいて、そして農林水産課ではしていただくということでい

かがでしょうか、担当というか可能性ありますか。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 お答えいたします。 

 とりあえず、担当職員のスキルアップと農家の意識向上を図る観点から、今後、研修会等、

研修会の経費等もありますので、そこらを検討しながら、実際話し合って開催するように努力

したいと思います。 

 その前に、御紹介しておきたいのは、やはり現在、徳之島ではそのＧＡＰというのがどうい

った品目があるかということをちょっと紹介しておきたいと思います。 

 徳之島では、奄美地域ショウガ研究会が、ショウガでＪＧＡＰというのを取っており、それ

を筆頭にＫＧＡＰではあまみ農協のバレイショ、実エンドウが認証されております。さらに、

先日、平成31年１月には、徳之島町柑橘生産組合が、大島郡初となるタンカンも認証を受けて

おり、本町ではマンゴー、パッションフルーツで認証取得できるよう、現在、計画をまだ推進

しているところであります。 

 以上です。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 大体、流れとして大体出てきておりますので、していただきたいと思いますし、ちょうどま

た先ほどと話が重なりますが、畜産もやっぱりそれに持っていかないといけないなあと。小さ

な島国ですから、ぜひお願いしたいなと思っております。 

 高岡町長、47都道府県、ほとんど県がしているけども、町でやっているところが秋田県の三

種町というところで、じゅんさいの里活性化協議会というのがありまして、そこの協議会会長

が、三種町長三浦さんという方なんですけど、全国の市町村長会がありますよね。ぜひこの町

長と尋ねていって、お話、意見交換をしていただいて、九州では徳之島町が最初だというであ

って、徳之島町がそのＧＡＰ大賞を取るという意気込みで、ひとつ頑張ってほしいなと思って

おりますが、いかがですか。 

○町長（高岡秀規君）   
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 そのＧＡＰのレベルをどこに持っていく等々も現場、また議員からのアドバイスをいただけ

ればなあと思いますし、町独自の認証制度というのは、非常に有効に働くのではないかなとい

うふうに思っておりますので、検討してまいりたいと思います。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 ありがとうございます。このＧＡＰを全国の大学とか農業高校とか消費者とか、講演、先生

がするわけですが、その資料が勉強したいから送ってもらったんだけど、最後に私の写真も入

っていたわけです。どうしてＧＡＰは難しいのか、それは教える人がＧＡＰを知らないからだ

よと、いい加減なコンサルにだまされてはいけないよとか、私が言っていることをこの資料の

最後のほうに載せてあるわけなんです。それだけとにかく私はふるさと、郷土愛で頑張りたい、

だから、いろんな面でも徳之島町がモデルとなって、そして奄美群島のリーダーとなってほし

いという希望があります。具体的にしないと、頑張ります、やりますだけじゃなくて、各論で

非常に難しいです。だけどもしないといけないわけなんです。 

 だから、それでこれ見て私自身もびっくりしたんですけども、これからそういう農業、基本

ですから、アリの道でも道をつくってやりたいなと思っているわけであります。ぜひ、町長が

先頭に立って、やりましょうという形であれば、職員の皆さんも動くと思いますので、どうか

よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、地産地消運動の指導状況。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 それではお答えいたします。 

 現在、地産地消運動ということで、施策に関しました取り組みは各関係機関との連携を図っ

て、農業祭やイベントにおいて特産物を使用したコンテストや、地産地消を目的とした料理教

室等開催など推進しております。 

 以上です。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 どこまで話したですか。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 いや、推進をしているということです。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 島内、無人市場何軒あります。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 現在、徳之島町のほうで把握しておりますのは34軒です。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 わかりました。これ、本当に皆さん、簡単に考えてはいけませんけれども、病原性大腸菌Ｏ
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157、道内、北海道８人が死亡しました。集団食中毒。これを調べていきましたら、無人市場

で買った野菜が大腸菌、大腸のある動物にはあるわけですから、20％の動物にあるというんで

す。牛はもちろん大腸菌を持っているわけです。今、何もないからいいんですけれども、ただ、

皆さん、堆肥をもらってきますよね。発酵しないでそのまま使いますけれども、大腸菌は60度

で20分以上でないと死なないわけです。サルモネラ菌、56度で60分、ブドウ球菌、50度で10分

という、これだけ熱にあわないと菌が死なないわけなんです。だけど今、敷料がない、草引い

ていないから、なかなか温度が上がり切らないんです。だけど、友達が牛を持っているからと

いって、牛の堆肥をもらって一生懸命畑に入れて野菜をつくりましたと。無人市場もつくりま

したとやったときに、こういう事故が起こり得ることがありますよちゅうことなんです。 

 ですから、今、急に完璧にはできなくて結構なんですけども、やはり指導をしないといけな

い、指導を。指導をしないといけないちゅうことなんですよ。これは事件が起きてからはいけ

ませんので、これ大きな問題になったんだけど、農薬より怖い食中毒、家畜や人の腸内にも存

在しますと、ほとんどのものは無害ですが、このうち幾つかのものは、人に下痢など起こすこ

とがあり、病原性大腸菌と呼ばれていますと。代表的なものは腸管出血性大腸菌Ｏ157。Ｏ157

というけど、これなぜ番号ついているかわかりますか。そこ座っていて結構だから。縦か横か

振ればいい。わからんね。これは、157番目に発見された菌ちゅう意味なんです。ただ、Ｏ何

番何番ちゅうでしょ。これは発見された順番なんです、番号なんです。ただそれだけのこと。

忘れないでね。 

 それから、１次機能、２次機能、３次機能と、ただお腹すいたから食べるんじゃなくて、健

康にいいのか、体にいいのか、そういうのが大事ですよちゅうことなんです。それから、近代

化の産物として遺伝子組みかえ食品、食品化添加物、環境ホルモン、残留農薬、化学合成物質、

これらがみんなどうしてチェックしていくかという、面談でもいいんだけども、そういうチェ

ックシートをつくってしないといけないということなんです。 

 特に、これ牛ふん堆肥も一緒ですが、ただ、色とか形とか鮮度とか、ただそれだけじゃなく

てやるということが一つ、もう一つ大事なことはこのポジティブリスト制度、小学校のプール

に10円玉投げますでしょ。それが溶けるでしょ。普通だったらそれぐらい出ないと思いますよ

ね。それ、出るんです。農水省の食の110番とか、抜き取りでやるとか。例えば観光客が来ま

した。無人市場でおいしそうなのがありましたねと、例えば、賢い人が来てそれを買っていっ

て分析をさせましたと。もう残留農薬いっぱいですと、登録された農薬がいっぱいありますと

じゃいかんわけですよ。出荷したものから出れば、みんな返品ですから、それぐらい法律化さ

れとるちゅうこと、危険性があるちゅうことなんです。だからそれを、ただ私たちは何もない

みたいに、今までみたいにしているけど、法律がもうどんどんできて、大変な状況になってい

るということなんです。だから行政の役割は大きいなということなんです。 
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 それから、もう一つは、これもＥＵではやっているんですが、硝酸態窒素です。野菜は体に

いいから、生物をいっぱいサラダで食べますというと、基準以上に窒素がありますと、これが

発がん性なんです。たばこのニトロソアミンという発がん性と全く一緒なんです。それを食べ

れば食べるほど、たばこをぷかぷか吹いているのも一緒なんです。発がん性ですから。だから

それを知らないと大変ですよちゅうことなんです。だから、ほとんどの方知らない、私は公民

館講座でずっとこれを言ってきているんですけども、そういう法律化されておりますので、人

間の健康とありますから、そう完璧に意識統一をできなくても、もう法律化されておりますか

ら、それを登録外の農薬が出ましたんじゃもう遅いわけです。 

 自分は使っていませんけど、隣のミカン畑、タンカン畑から飛んできましたと、分析したら

それが出ましたと、私はかけていませんと言ったって、隣から飛んできたらもうアウトなんで

す。それぐらい気をつけなさいよということを意識づけしていかないといけないよということ

を申し上げたいわけです。 

 だから、これからの食育活動にしても、関連しますので、今度また研修会がありますよね、

日本大学ですか、日体大ですか、出てみようと思うんですけれども、中身がまずくて苦かった

りかたかったり、栄養が悪いのを食べて、それで子供に野菜を食べれちゅったって食べれない

です。私は食育研修で講師の講演聞いたけど、あれはうそが多い。なぜか、ただ踊ったり何と

かして子供をだまして食べさせようというようなやり方をしていますけども、実質のものがお

いしくないからなんです。おいしければ、子供はどんどん食べるんです。まずいから食べない

だけなんです。子供が悪いんじゃないです。それを知らない大人が、一生懸命、私は先生たち

って、一生懸命、あちこちニンジンさんとかダイコンさんとかつくって踊ってあげて、はい食

べましょうとか冗談じゃないです、にせもの。議長が笑ったら僕もおかしくなるじゃないです

か。 

 本当、だから、そのうそのにせもの先生、絶対呼ぶなよ。本物の先生呼んでくださいね。も

うにせものが多いからね。だから、知っているつもりで、だから頭だけでやって、本で勉強し

た人たちが先生と思ったら大間違い。これ、全国の指導者に聞いてほしい。 

 これはなぜまずいかと、富田議員のハウスの土壌分析なんです。ｐＨはすごい高い。こんな

高いとこはどこもない。本人には話しましたけど、手々に一部ありますけど、ｐＨ、石灰入れ

ますよね、石灰入れて低いのを酸性を中性なりアルカリにもっていくんだけども、あのハウス

はすごく高いです。それから非常に欠乏しているのが多いわけです。 

 だからこういうことで、だから私は、ぜひ本物を目指して頑張ってほしいと。和泊と徳之島

町が奄美群島で環境保全型農業条例をつくっていますからやってほしいということ、それから、

今、国が輸出１兆円を目指しています。もちろん、鹿児島県ではまだそれはありません。去年

の農産物のベスト３まではリンゴと牛肉がベスト３まで入っていますよね。牛肉のベスト３い
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うのはシンガポール、一番多いのは、香港、中国、米国、台湾、韓国、タイとなっていますけ

ども、ここには私たちの知っている農産物はありません。だけれども、徳之島町からぜひ輸出

をするような若い後継者が出てきてほしいなということで思っております。 

 あと、ブロードバンドはもう先ほどからしておりますので、国の事業もずっと調べてまいり

ました。それから、総合計画にも、奄振の中にもうたっています、ブロードバンド整備。だけ

ど、先ほど委員会室で先輩方の話を聞きますと、後の維持管理が大変だと。ほかのところ今四

苦八苦しているということでありますで、電話回線でまず我慢しながら、埋設していけるのか

どうかその辺を慎重に、先ほど高岡町長が言っておられましたから、ぜひ後のことも考えて、

早ければいいっちゅうもんでもないし、していただきたいなと思っております。 

 まず、身近なやつで、轟木の教職員住宅、保育所の跡地利用、その２つだけちょっとお願い

します。 

○学校教育課長（尚 康典君）   

 それではお答えします。 

 轟木の住宅は、花徳小学校の教職員住宅として、昭和56年３月に建設されました。２年前ま

では小学校の教頭先生等が住まれていましたが、今は空き家になっています。地元のほうで有

効利用とかしたいのであれば、今後、検討していきたいと思っています。 

 以上です。 

○議長（池山富良君）   

 福岡議員、よろしいですか。 

○企画課長（向井久貴君）   

 お答えいたします。 

 轟木の保育所の件ですが、この２月に、私、龍郷の町のほうに行きまして、ちょうど同じよ

うなものがございました。実は、龍郷町にイモーレ秋名というところがございまして、この環

境が非常に轟木集落に似ていると、山があり川があり、そして湧き水があり、ないのは田んぼ

だけだったと思うんですけど、カエルがゲロゲロ鳴いているということで、非常に轟木と同じ

ような集落でした。もしできるのであれば、これと同じような感じで、こういう感じにゲスト

ハウスにしまして、これを集落一帯で交流をしていただくと。例えば、住むだけじゃなくて、

住んでそこで島の料理が食べれて、そして轟木集落と、何か祭りがございますよね、そういっ

たものを一緒に交流していただくというような感じをすれば、単なるゲストハウスじゃなくて、

交流拠点として活用できるんじゃないかというふうに思いますので、ぜひ、こういった形で進

めていければ集落が活性化するんではないかというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○１３番（福岡兵八郎君）   
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 向井課長、今の答えすばらしかった。先ほどのマイナスは返します。 

 それから、県道轟木松原線、アマミノクロウサギを見たいという、今人口がふえてきていま

すね。だから、今、県道拡張もしますが、そこに大きな看板を立てて、そして写真も撮れる、

クロウサギと一緒に写真が撮れるという、これから、なぜかといいますと、北部は、手々が今

留学センター、立派にできております。そして、金見がジビエカフェができました。山漁港は

徳田議員が一生懸命になって漁港まつりをしております。畦が黒糖まつり、母間がちゅっきゃ

い節祭り、今度桜まつりにしましたが何年も維持しております。これからが、花徳と轟木の番

なんです、北部は。花徳で今言うビーチバレー等海水プール等いたしておりますけど、次、こ

れ出します。今言うこの看板についてお願いします。 

○企画課長（向井久貴君）   

 お答えいたします。 

 看板につきましてですが、実は、今、轟木集落、それから金見集落では、ロードキルの輪禍

等が起きている状態でございますので、もし看板設置した場合に、ちょっとロードキルとの兼

ね合いがございますので、その辺を慎重に検討しながら、どうやればアマミノクロウサギが見

れるのか、輪禍も防げるのか、今のところは、山くびり線のほうで実際はエコツアーガイドを

入れた方として検討しておりますので、今後の轟木松原線のほうもアマミノクロウサギが出る

と聞いておりますので、そのロードキルの問題を解決するんであれば可能であると考えますの

で、看板設置は、とりあえずは注意してくださいよと、アマミノクロウサギがいっぱい出ます

よと、こんなのに注意してくださいという看板を設置して、そしたら見に来ると思います、ゆ

っくりながら。という形で考えていきたいと、最初は思います。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 違うのよ。クロウサギと出会えますよと、見においでと言わないといかんわけです。そして

写真を撮るような。だから、今の返答はちょっと納得いかない。だけど、前向きに、もう返事

要りません。ひとつ、時間いっぱいやったの初めてでありますが……。 

○議長（池山富良君）   

 時間でございますので、一応、答弁は次の機会に。お疲れさまです。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 ありがとうございました。 

○議長（池山富良君）   

 次に、是枝孝太郎議員の質問を許可します。 

○１０番（是枝孝太郎君）   

 皆さん、こんにちは。 

 平成31年第１回定例会におきまして、10番議員の是枝が、通告の３項目について質問します。
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執行部並びに主管課長の明快で的確なる答弁を求めます。 

 初めに、平成30年間を振り返ってみると、自然災害を思い浮かべることが多々あります。我

が徳之島町も台風災害、自然災害に見舞われた平成だったと感じます。さて、ことし2019年は

統一地方選挙もあり、４年に１度の、国民、住民が地域の将来を考え、住民自身の意思を投じ

る機会がやってくる。高岡町長におきましては、４期目に向けて出馬表明もされましたが、町

政をつかさどり、約12年を振り返ってどのような信念で行政の責務を担ってきたのか、今、遂

行中の政策を地域にどのように波及させていくのか、また、奄美群島全体がどうなければなら

ないのか、平成もあと54日間で終わり、新しい年号が５月１日に施行されます。 

 高岡町長、あなたは12年間という住民から負託を受けた崇高な実績があります。今、我が徳

之島町においてももちろんのこと、奄美群島全体としても実績のある新しいリーダーが必要で

す。既存の体制や社会の古い構造に立ち向かい、そして奄振法の改革を図り、新しいものをつ

くり上げなければならないと思い、そして、新しいリーダーにはそれ相応の責務が必要だと感

じます。今後、どのように新しいリーダーとして自分をつくり上げて行くのか、そういうこと

も伺いながら、奄美群島成長戦略ビジョンにおける世界自然遺産及び観光振興の世界自然遺産

登録に向けての対応と啓発活動及び観光産業の取り組みについて伺います。 

○町長（高岡秀規君）   

 お答えいたします。 

 まず、12年を振り返りますと、最初は、一番の大きな問題は市町村合併がございました。こ

の市町村合併につきましては、当時は、財政が立ち行かなくなるから合併をせざるを得ないと

いう言葉がありました。私はその当時、その逆だというふうに思っておりました。財政が立ち

行かなくなるからこそ、合併してはいけないというのが私の持論でございます。なぜならば、

世界にもすぐれた地方交付税制度というものがございまして、これをしっかりと遂行すること

こそが地域のためであると、そして時代の流れで、国の財政が厳しくなることが予想されまし

たので、まず何をやらなければいけないのか、それは多くの公共事業が削減されるだろうとい

うことから、地域でものづくり、ゼロからものをつくり上げて外へ売り出す外貨獲得の分野が

必要になってくるだろうということから、６次産業化を目指したわけでございます。 

 そして、なぜ福祉と農業に力を入れたか、雇用が唯一の若い人たちにＩターン、Ｕターンを

勧めるに当たっては重要であるということから、当時は生産性がないと言われていた福祉部門

については、離島においては有効な雇用対策であろうということから、施設の増設、そしてま

た障害者の雇用について力を入れてきたわけでございます。そして、今後もものづくりについ

て汗水をかいてものを構築し、お金を稼ぐという精神的な自立こそが、私は重要かというふう

に思います。 

 先だって、少し長くなりますが、セントビンセントの交流の中で、食事会の中で私はＩＣＴ
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における子供たちへの教育、そして美農里館の施設、そして植物工場を見据えたところ、その

委員長がふと私にではなくて通訳の方におっしゃっておりました。私たち発展途上国は、いつ

もお金をください、何とか寄附をくださいというくださいばっかりであったと。しかしながら、

本来の国づくりは人であり、人間が国をつくり、そして人間が稼ぐ能力を持つことこそが地域

にとって一番の有効であると私は思っていると、その辺について、今、徳之島町が取り組んで

いるものに対して感銘を受けたということを話していたということでした。これは後から聞き

ました。 

 そして、今後も、10年後、20年後の地域を描きながらものづくり、そしてまた精神的な自立

とおもてなしの心である心の持ち方等を重点に置きながら進めてまいりたいというふうに思い

ます。 

 今後の奄振法につきましては、各島々の価値観、そして産業が違いますから、それぞれの予

算確保が必要になってきており、一律で奄振予算で同じような制度のもとでも限界が来ている

なというふうに考えております。よって、人材の育成からも、私は広域連合の人的な改革と組

織の改革がそろそろ必要になってきているのかなあというふうに思います。この後半５年間で

しっかりと人材の育成と、そして産業の基盤を築きながら、次世代に向けた５年後の奄振法の

延長のときには、しっかりと花が開くような時代が来るべく頑張っていきたいというふうに思

いますし、今現在、この12年間、私の時代では、恐らく私は花は見れないような気がいたしま

す。しかし、土に栄養を与え、茎を成長させることに力を注ぎ、あとは子や孫の時代に花を咲

かせていただきたいという思いで、４年、４期の任期を全うしたいというふうに思いますので、

今後とも御指導、御鞭撻を心からお願い申し上げたいと思います。 

○１０番（是枝孝太郎君）   

 強い決意と、そして我が奄美群島全域のやっぱりリーダーが必要です。それを担っていける

ように４期目の覚悟を持って、選挙戦に当たっていただきたいと思います。 

 それでは、世界自然遺産登録に関して、2020年を見込み、奄美・沖縄の世界自然遺産登録に

よる観光客の増加を見据えて、遺産候補地の国立公園、国有林の利用規制の施行について、観

光客に認定ガイドの同行が必要となります。または、車両台数、人数制限、過剰な利用を抑え

る具体的な内容をチラシとして作成し、配布をすることができるのか、伺いたいと思います。 

○企画課長（向井久貴君）   

 お答えいたします。 

 世界自然遺産登録を契機に観光客の増加が予想されており、町では環境省、それから林野庁、

県、町企画課、それから農林水産課で徳之島利用適正化連絡会議事務局を発足し、特に希少種、

生息密度が高い林道山くびり線の利用について議論を深めてきました。 

 今年度、近隣集落の区長や猟友会、観光連盟、土地所有者らと会合を行い、平成31年、こと
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しの７月より利用規制に向けたゲートの設置、ゲートの設置はこの３月で完成予定です。施錠

を行うということが決定いたしました。今後、林野、林道山くびり線での希少種の観察などに

ついては、原則、認定ガイドの同行が義務づけられるというところですので、４月号等での広

報、それから空港や港、レンタカー会社にての規制に関する周知を行います。また、今、議員

おっしゃったようにチラシ等も配布をして徹底を行いたいし、学校等のほうにもいろんな形で

周知を図っていきたいというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○１０番（是枝孝太郎君）   

 課長にまた伺います。 

 利用規制が環境負荷の軽減、そして混雑の緩和による質の高い自然体験の提供等を目的とし

てやらなければいけないと思います。徳之島として自主的なルール設定をしっかりつくり上げ

ていくのか伺いたいと思います。 

○企画課長（向井久貴君）   

 お答えいたします。 

 現在、議論が進められている利用規制区域は、林道山くびり線のみでございます。奄美群島

広域事務組合が進めています認定ガイド制度を受講した生徒の皆さんが、ホームページの立ち

上げやガイドブックを作成するなど、質の高い自然体験を提供するコンテンツがつくられてい

ますので、現在のところ公共的には林道山くびり線でございますけども、そういった民間の力

を利用して、自主的なルールをつくっていきたいと考えております。 

 以上です。 

○１０番（是枝孝太郎君）   

 それでは具体的に伺います。 

 国立公園、国有林を利用する際の奄美群島エコツーリズムの推進協議会の設定において、ガ

イドの同行が必要であるとうたわれています。ガイド１人当たりの案内人数は何人なのか、そ

して、それに伴う利用時間の制限は設けて設定するのか伺いたいと思います。 

○企画課長（向井久貴君）   

 お答えいたします。 

 ガイド１人当たりの案内人数は15名というふうに設定をしてございます。また、車の場合、

これ林道山くびり線でございますから、最高２時間というふうな規制をかけておるところでご

ざいます。 

 以上です。 

○１０番（是枝孝太郎君）   

 それでは、もっと法律的に詳しく制定するに当たって、自然保護の強化策としてルールを検
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討し、条例の制定ができるのか、その方針はあるのか伺いたいと思います。 

○企画課長（向井久貴君）   

 お答えいたします。 

 自然保護の強化策につきましては、徳之島町希少野生動植物の保護に関する条例、それから、

徳之島町林道管理条例が既に制定されております。徳之島３町での保護対象種の選定や、林道

周辺の自然環境の保全に向けた取り組みが、今進められているところでございます。今後、環

境委員会に伴いまして、新規保護対象種の指定や保護管理条例の制定を検討します。これは柔

軟に対応していく必要があると思っております。 

 以上です。 

○１０番（是枝孝太郎君）   

 それでは、世界自然遺産登録に向けての啓発活動が、地域ぐるみでなされておらず、忘れら

れている感じがあります。今後、どのような策で推進していくのか伺いたいと思います。 

○企画課長（向井久貴君）   

 お答えいたします。 

 きのう、来年度の目標を申し上げたところでございますけれども、児童生徒、学校のほうに

対するまず環境教育の充実を推進してまいりたいと、今年度まではなかなかその分野でおくれ

ていましたので、来年度は学校の現場での環境教育の充実を推進していきたいと。また、親子

自然体験、イベント等、それから環境教育で得た知識を発表するシンポジウム、子供たちが世

界自然遺産登録について発表するシンポジウム等も開催を行いたいと思っております。 

 それから、一つ懸念材料がございます外来種につきまして、全島一斉駆除を来年度もまた行

っていきたいというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○１０番（是枝孝太郎君）   

 啓発活動の基礎となる場面としては、各学校、課長も答弁で述べているように、各学校で児

童生徒に対する国立公園とは、世界自然遺産とは等の情報提供と、または総合学習を利用した

勉強会、希少動物のしっかりとした認識が必要だと思います。その点から、児童生徒にしっか

りとした認識をさせた上で、家庭における保護者に対する情報提供、そういう側面から、地域

の世界自然遺産に伴う雰囲気づくりができていくのではないかなあと思います。 

 伺います。児童生徒に対して希少動物のハンドブックを作成し提供することにおける意識づ

けはできないか、ハンドブックを作成して、児童生徒に教材として提供できないか伺いたいと

思います。 

○企画課長（向井久貴君）   

 お答えいたします。 
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 現在、徳之島には国の天然記念物、それから県指定保護条例種、町指定の保護条例種らが数

多く生息しています。しかしながら、子供たちはもちろん、大人も知らないような状況でござ

います。この２月に山と母間で学士村塾の児童生徒たちに対しまして、こういう環境のテーマ

を持って授業を行ったことが非常に好評でございまして、これを受けまして、今年度、そのハ

ンドブック、パンフレット、こういったものを配布いたします。また出前授業、それから先ほ

どもあった学士村塾での世界自然遺産の勉強会などを検討していきたいと思っているところで

ございます。 

 以上です。 

○１０番（是枝孝太郎君）   

 しっかりとした児童生徒に対する認識を提供していただいて、家庭内での話題となり、波及

的に保護者、地域住民への意識づけとなり啓発運動につながっていくと思っております。 

 これは、あるＮＰＯ法人のパンフレットですけど、町独自でこういったハンドブック、希少

動植物がどういったのがあるかというのをすばやく把握できるようなハンドブックをしっかり

作成していただいて、世界自然遺産登録の雰囲気づくりをしていただきたいと思います。 

○議長（池山富良君）   

 是枝議員、しばらく休憩しましょう。 

○１０番（是枝孝太郎君）   

 わかりました。 

○議長（池山富良君）   

 しばらく休憩します。２時50分から再開します。 

休憩 午後 ２時３５分   

再開 午後 ２時５０分   

○議長（池山富良君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 是枝議員。 

○１０番（是枝孝太郎君）   

 それでは、観光振興の産業の取り組みについて伺います。 

 今現在、地域ごとの観光地の発掘を行っているのか、そして、徳之島独特の観光地がしっか

り選定されて、ＰＲ活動ができているのか伺いたいと思います。 

○地域営業課長（秋丸典之君）   

 お答えいたします。 

 現在、平成29年度に徳之島町観光施設整備事業基本計画が立てられております。それによっ

て、６カ所、一応、観光地の整備を随時していく形で、こちらのほうではなっております。現
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在、ほかにも観光地の整備はやっていますけども、またこの計画に沿って随時観光地も整備を

していく予定にしております。 

 以上です。 

○１０番（是枝孝太郎君）   

 世界自然遺産登録が2020年になる可能性が十分にありますので、それに向けての観光地の整

備と、そして地域の観光地の発掘をこれからも展開していただきたいと思います。 

 それでは、企画課長にちょっと伺います。 

 徳之島町全体をドローンで空撮し、また各地域ごとに空撮を行い、地域ごとの行事、祭り、

町並みを撮影し、国立公園内に生息する動植物の紹介をするプロモーションビデオを制作し、

各商業施設、空港、港、機内、船内等で上映してもらえる企画立案はできないか伺いたいと思

います。 

○企画課長（向井久貴君）   

 お答えいたします。 

 実はドローンにつきましては、今年度、それから昨年度、ドローンの大会等が開催されたと

ころでございまして、ドローンの活用が今後考えられるところでございます。 

 ドローンで撮影したビデオが実はできております。私も撮影のビデオは見ているんですけど、

実際のそのビデオは見ておりませんのであれなんですけども、今実際ドローンを上空から映す、

それから低空から映すというようなことで、違った目で今までのビデオと違って見えますので、

非常に有効な観光になるのかなと。例えば、天城の犬之門蓋の眼鏡の輪、あそこを通ったり、

普通のビデオはできませんけど、そういったことができますので、非常にいい観光案内という

ようにできると思いますので、これを例えば５年おきにつくるとか、今までのビデオは10年つ

くったらほったらかしにして、昔のビデオを流されておる状況でございますので、例えば５年

スパンでつくるとかそういった感じでつくっていけたらと思いますので、御理解いただきたい

と思います。 

 よろしくお願いします。 

○１０番（是枝孝太郎君）   

 そういうのがあるんだったらあるで、私たちに提供していただきたいと思います。 

 一応、徳之島全体をドローンで空撮し、各地域ごとにずっと空撮して、その地域ごとの行事

の展開、町並みをずっと撮影した後に、徳之島に希少動植物の内容を展開するような形をして

いけば、ある程度の徳之島に対する認識が生まれてくるんじゃないかなあと感じたことから質

問しましたけど、次に、徳之島の情報が全て盛り込まれている徳之島で短期間利用の可能なＳ

ＩＭの開発、これは外国人向け、そして私たち日本人または外国人向けにアプリの開発、ＱＲ

コードの開発ができないか伺いたいと思います。 
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○企画課長（向井久貴君）   

 お答えいたします。 

 今、世界自然遺産登録を迎えまして、私も一番懸念していますのが、もちろん日本人の観光

客でございますけども、インバウンド、要するに外国人観光客でございます。実際、外国人と

申しましてもアメリカ人なのか中国人なのか、韓国人なのか、またはヨーロッパ、オーストラ

リアなのか、皆目、今、検討つかないところなんですが、実際、ふえているのがそういった案

内板、実際、鹿児島へ行きますと、中国語、韓国語、英語、少なくともこの３つは表示されて

いるのが当然でございますので、まず看板等の設置、そして案内は今通訳士が５名、英語のみ

です。英語のみの通訳士が５名しかいません。ただ、今、スマホなどを使いますと、自分の声

を英語に直したり、英語をまた日本語に直したりするシステムがございます。ですので、こう

いったアプリが利用できるのか、またこれは独自につくらなきゃいけないのか、その辺は今後

の検討課題でございますけども、何せ時間がございませんので、今言ったのができれば活用し

ていきたいというふうに考えているところでございます。 

 とにかく、インバウンドに対しての対策が今ふえているところでございます。 

 以上です。 

○１０番（是枝孝太郎君）   

 しっかりとした対応をし、そしてできるのであればそういった開発を町、民間レベルではな

かなか難しいと思いますので、町独自でつくり上げていただきたいと思います。 

 それでは、徳之島町の井之川地区における町歩きコース、30分、60分、90分コースが設定さ

れていますけど、西郷隆盛が17日間宿泊した奥山家あたりと徳之島漁港あたりをその当時の江

戸時代当時のＶＲの開発ができないか。それと、井之川公民館の第46代横綱朝潮太郎のその当

時の相撲をとっている風景をＶＲができないか、開発する気持ちはあるか伺いたいと思います。 

○企画課長（向井久貴君）   

 お答えいたします。 

 実は昨年、井之川集落のこれエコツアーではないんですが、地図を片手に井之川集落をめぐ

るというゲームみたいなもんでございまして、非常に井之川地区を知るよい機会ができました。

そこで、ＶＲ、バーチャルリアリティーですか、そういった眼鏡も持ちまして、それはかけま

すと、自動的にドローンみたいに上から自分の体が浮いているような感じで見れるような非常

に有効な観光的なもの、有効な道具ではないかというふうに考えております。 

 ただ、今のところこのＶＲでどれぐらいのことができるかがまだ見えておりませんので、も

しそれも観光で生かせるのであれば、ドローンも含めてＶＲも含めて生かしていければと思い

ます。非常に有効な手段であり機会であると思っております。 

○１０番（是枝孝太郎君）   
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 今後とも素早い対応で、どこの市町村よりも先駆けをしていただきたいと思います。 

 それでは次に行きます。 

 健康増進について、新しい国民健康保険事業について伺います。 

 新しく市町村から県に国保が移譲された全体像を伺いたいと思います。 

○健康増進課長（芝 幸喜君）   

 お答えいたします。 

 県からの報告と30年度に新制度に変わりましたので、30年度中は若干その仕組み等をお話し

いたします。お答えいたします。 

 今年度４月より県が運営主体となった新国保制度がスタートしました。ただいま、県からの

報告では、鹿児島県においては、現在問題なくスムーズに移行できているということを報告を

受けました。徳之島町においても同様でございます。 

 まず、県が示した各市町村の国保事業納付金、納付金といいますが、納めて、保険給付費、

医療費ともいいます、保険者が負担する分です。７割もしくは８割、これは全額、県から交付

されるものです。この納付金をしっかりと納めれば町の医療費は全額出しますよということな

ので、昨年、29年度までは年度末に医療費、払うお金が足りるかなと心配していましたけど、

そのような心配がなくなりました。ということでありますんで、仕組み的にはやりやすくなっ

ております。 

 ただ、県全体の医療費、また各市町村自体の医療費の伸びを鈍化、伸びを縮めるために医療

費の適正改革、市町村は努力しなければならないということです。努力者支援制度といいます。

この努力した市町村に対しては、さらに県からの交付金が交付されます。一つには、特定健診

率を上げるか、上がったかとか、国保税の徴収率が何％になった、上がったかとか、病気の重

症化が予防できて努めたかというのが努力者支援制度の評価になって、それに交付金が支給さ

れるものです。 

 仕組みとしては簡潔でありますが、このような仕組みになりました。 

 以上です。 

○１０番（是枝孝太郎君）   

 それでは伺います。 

 平成30年度国保事業納付金は幾らなのか、そして保険給付費はどれぐらいなのか伺います。 

○健康増進課長（芝 幸喜君）   

 お答えいたします。 

 この30年度国保納付金は、30年の１月前半にもう確定しておりまして、30年度分は３億

2,325万4,000円、３億2,300万と覚えていただければいいと思います。これはもう確定してお

ります。保険給付費イコール医療費となりますが、これは５月末まで見ないとちょっと流動的
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ではありますが、予想した予算では10億5,390万3,000円、10億5,300万と覚えていただければ

いいと思います。ちょっと医療、その月によって３月がまだ終わっていませんし、ちょっと変

動はすると思います。 

 以上です。 

○１０番（是枝孝太郎君）   

 それではもう１点。30年度当初残で国民健康保険基金の金額は幾らあるのか伺います。 

○健康増進課長（芝 幸喜君）   

 お答えいたします。 

 国民健康保険基金は、ただいまのところ5,200万でございます。 

○１０番（是枝孝太郎君）   

 それでは、具体的に、年度は問いませんけど、近い年度でよろしいですので、１人当たりの

医療費の平均はどれぐらいなのか、徳之島町における。そして、県内で何番に相当するのか伺

いたいと思います。 

○健康増進課長（芝 幸喜君）   

 お答えします。 

 県から示された28年度データが最新でございます。１人当たりの徳之島町の医療費が平均で

31万3,176円です。この金額は県内43市町村のうち下から４番目、39番目の安さになっており

ます。 

○１０番（是枝孝太郎君）   

 それでは、それはもう確定した徴収の枠内で徴収しますけども、未申告者の国保税に対して

伺います。 

 申告をしないと確実なる税の賦課ができないわけですので、未申告者の国保税の40代未満、

または46歳から65歳未満の金額を教えてください。 

○健康増進課長（芝 幸喜君）   

 お答えします。 

 わかりやすいのは１人世帯だと思いますので、この未申告者の１人世帯の国保税についてお

答えします。 

 40歳未満は介護保険が国保保険税の中に入っていませんので、40歳未満は、１世帯１人当た

りの金額は４万3,000円です。そして、40歳から65歳、介護保険分が国保税の中に入りますが、

これが１人当たり５万1,500円となります。 

 以上です。 

○１０番（是枝孝太郎君）   

 また後ほど具体的に伺いますけど、申告者の国保税で１人世帯で所得がゼロの場合はどうい
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うふうになっているのか伺いたいと思います。 

○健康増進課長（芝 幸喜君）   

 お答えします。 

 所得がゼロという場合は、申告して所得がゼロという場合は７割軽減という70％減額の税金

として計算されます。先ほどの40歳未満が、１年間で１万2,900円、そして介護保険が入って

くる40歳から65歳未満が１年間１万5,400円となっております。 

○１０番（是枝孝太郎君）   

 それでは伺います。 

 この未申告者に対してどのような対策が講じられているのか。中には、所得をたくさん、し

っかり所得をとっておられて未申告状態の場合で、多分、ある一定度の金額になるはずですけ

ど、所得があるにもかかわらず未申告者がいるわけですけども、それに対して、未申告者に対

しての対応はどういうふうにしているのか伺います。 

○健康増進課長（芝 幸喜君）   

 お答えします。 

 まず、税の申告というのは、町税においては２月から１月余りかけて集落を税務課が回って

申告を受け付けております。確定申告においては、３月15日だったと思います。それにより税

が確定するわけですが、是枝議員がおっしゃった未申告者、所得があるかないかは、この申告

というのは自主申告ということでありまして、自分で申告してもらわなければわからないとい

うことであります。 

 ただ、未申告者への広報としては、健康増進課の国保税担当課としては、４月と６月の広報

誌へ掲載して、さらに８月にその後もまだ未申告の方々へは、文書で個別に未申告の場合のデ

メリットについてのリーフレットを郵送しております。 

 以上でございます。 

○１０番（是枝孝太郎君）   

 それでは伺います。 

 未申告者に対しての何らかの法的ペナルティーがあるのか伺いたいと思います。 

○健康増進課長（芝 幸喜君）   

 お答えします。 

 ペナルティーというか、さまざまな行政サービスがまず受けられないということであります。

各課にまたがっておりますので、私がちょっと聞いた範囲内でお答えいたします。まず、住民

生活課においては、年金の免除申請ができない。遺族年金、また障害年金にも影響すると。介

護福祉課、介護申請ができない。保育所申し込みができない。健康増進課、入院した際には医

療費が高額になって、自分で支払わなきゃいけないんですが、そこで高額なる医療費を最初か



― 199 ― 

ら抑えるために、限度額認定証というのがございますが、そういったのも発行できないという

こと。そして税務課、所得証明、課税証明が出せない。建設課、住宅申し込みができないと。

ほかにも細かく各課であると思いますけど、大まかな行政サービスはこれらのことが未申告に

よりできないということになっております。 

 以上です。 

○１０番（是枝孝太郎君）   

 それでは、今、私たち議会でも議論になっています子供医療費の無料をすると、一般会計か

ら繰り入れがふえると思うが、そうなると国保税の税は上がるのか伺います。 

○健康増進課長（芝 幸喜君）   

 お答えします。 

 30年度、この制度になって、30年度においては今まで一般会計の法定外繰り入れ、約１億か

ら１億5,000万の間で平均で、毎年一般会計から法定外繰り入れをしておりました。でも30年

度においては、それをしなくても徳之島町においては賄っていけるということで、若干、足り

ない部分につきましては、先ほど言いました基金が少しありますので、そこで補っていけて、

30年度は税金を国保税率を上げないでいいという結果が出ました。 

 31年度においても、計算上、上げないでいけるという予測ができましたので、あした以降の

当初予算のときにお話ししようと思っていたんですけど、国保事業納付金もそんなにも上がっ

ていないので、31年度までは何とか耐え得るんではないかと思います。ただ、その基金が枯渇

したときには、どうなるかということで、32年度は国保税を上げるか上げないか、結果を見て

から判断しなきゃいけないと思いますが、そこに、昨日、幸先生から介護福祉課長に質問があ

った子供の医療費です。32年度上がるかもしれない、そこにまた医療費分が加算されたら、そ

の分だけまたさらに国保税は上げなきゃいけないのかなという思いです。 

○１０番（是枝孝太郎君）   

 国保税は何年間上げていないでしょうか、伺います。 

○健康増進課長（芝 幸喜君）   

 平成20年度から今もですけど、11年間、率は変わらずにやっております。 

○１０番（是枝孝太郎君）   

 健全なる国保の事業展開を私はしていると思います。非課税世帯には、必ずそれ相応の医療

費助成がなされているわけですので、焦って財政を逼迫させるようなまねだけはしていただき

たくないと、一生懸命、11年間国保税を上げないで、一生懸命努力しているわけですので、平

成20年からことしでいえば30年、数えれば20年も入れれば11年になるわけですので、健全な国

保税の展開をしていると思います。非課税世帯は必ず手厚い保護をされているわけですので、

焦って国保税の無償化をすると、何らかの形で財政に負担がかかってくるのではないかなと思
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います。その分、教育、そして子育てに対しての手厚い保護をしていただきたいと思います。 

 それに関連して、次に移ります。 

 それでは、地域振興と新たな教育スタイルについて、伺います。 

 平成31年度教育振興において、ＩＣＴ、ＩｏＴ、教育環境の整備に力を入れ、思いやりと文

化を育む人間性豊かなひとづくりをかけがえに、学校教育の充実において、教育の質の向上に

当たっていただいております。 

 それでは、テレビ会議システムを活用した遠隔教育の推進、デジタル教科書、タブレット等

導入を行っていくことを昨日の施政方針で述べていますけれども、ＩＣＴを活用した主体的、

そして対話的で教育向上を上げるために、そのことを踏まえて学校教育課に伺いたいと思いま

す。学校教育課における使われていない学校施設の今後の対応について伺います。 

○学校教育課長（尚 康典君）   

 お答えします。 

 是枝議員がおっしゃられているのは、下久志分校のことだと思いますが、将来、下久志分校

に通う児童がいるかもしれないということで、平成20年４月から、今、下久志分校は休校とな

っているところです。 

 その下久志集落での施設の有効利用を考えておられるのであれば、集落の総会とかで、今後、

児童は下久志分校に通うことができなくなることを集落の皆様に理解をしていただき、廃校の

要望書を学校教育課に上げてもらって考えていきたいと思っています。 

 以上です。 

○１０番（是枝孝太郎君）   

 その要望に対してしっかり受けとめて、前向きに活動していただきたいと思います。 

 下久志地域の有識者で、そしてその地域ぐるみでいろいろな事業展開を話し合った結果、こ

ういった要望書がなされているわけですので、平成29年11月に要望書として提出なされていま

すので、それをしっかり踏まえて、地域の活性化のための有効利用をしていただきたいと思い

ます。 

 簡単でいいですけれども、有効利用の内容は、簡単で結構ですので述べてもらえませんでし

ょうか。 

○学校教育課長（尚 康典君）   

 有効利用の内容というのは、多分その下久志集落から上がった要望書であるんですけど、ま

ず最初に、さっき言いましたけど、まずこの学校は文科省の承認をもらって建てられています

ので、まずその下久志分校の休校を廃校にするという要望書を、やはり集落のほうからいただ

かないことには、その有効活用をどうしようとか、こちらのほうで言えないものですから、ま

ずその手続としては、まず最初にもう一度集落のほうで、一応その有効利用をしたいという要
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望書は、さっき是枝議員がおっしゃったように、29年に一応上がっては来ているんですけど、

まず休校施設は廃校施設にしないと、一応その集落のほうで使うことができないものですから、

まずはそれをしていただいて、それから有効利用とかは考えていきたいと思います。 

 以上です。 

○１０番（是枝孝太郎君）   

 その当時、要望書を提出した課長に伺いたいと思います。どういう状況でこういうふうな展

開になっているのか、伺います。 

○企画課長（向井久貴君）   

 お答えいたします。 

 今、学校教育課長が申し上げましたように、ずっと休校のままで引っ張ってきたんですけれ

ども、これは再編委員会の中でもこの件は話し合われまして、これも下久志分校につきまして

は、再編等は話して含んでくださいというふうにできておりますので、もし休校が決まりまし

たら、この活用につきましては、集落の皆さんからいただいた要望書の中で、特に私は学校的

な、教育的なものにも使いますし、例えば集落の交流をできるような施設にしても使えますし、

そこでの展示とかもできます。 

 今、文科省の中で廃校に対する、文科省を含めて廃校に対する補助事業がありますので、そ

の辺を活用すれば、その分校が、２階建てのほうですけど、２階建てのほうは活用できると考

えておりますので、いろんな案が出てくると思いますので、ぜひ活用を考えていきたいと、指

導していきたいと思っております。 

 以上です。 

○１０番（是枝孝太郎君）   

 それでは、企画課長に再度伺います。 

 もし、申請が通って、通った場合、地方創生における事業展開ができないか、そこに支援、

助言ができないかを伺いたいと思います。 

○企画課長（向井久貴君）   

 お答えいたします。 

 地方創生の計画につきましては、31年度は終わりでございますけれども、それ以外の事業、

今申し上げましたように文科省、廃校の事業の利用もできますし、それから奄振の活用、それ

から地区振興事業等もございますので、いろんな事業を何がいいのかというのを含めて考えま

して、集落の皆さんと話し合っていければ、よりよいものができると思いますので、理解、御

協力をお願いしたいと思います。よろしく。 

○１０番（是枝孝太郎君）   

 それでは、よろしくお願いしたいと思います。教育委員会並びに企画課。 
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 それでは、次に行きます。 

 徳之島町におけるＮＰＯ法人が、新たな教育スタイルで、新年度以降に開設するに当たって、

教育委員会として、どのような考えと協力体制ができるのか、伺いたいと思います。 

○学校教育課長（尚 康典君）   

 お答えします。 

 ９月の議会で、多分議員が聞かれたフリースクールの件だと思いますけど、一応文科省にお

いて、平成29年３月の「不登校児童生徒による学校以外の場での学習等に対する支援の充実に

ついて」のという中で、不登校児童生徒の多様な状況に対応したきめ細かい支援を行うため、

教育委員会、学校と民間の団体等々が連携し、相互に協力、補完し合うことが重要であり、ま

た、不登校児童生徒が通う場を通じた支援を充実させる上で、民間の団体等の連携協力の取り

組みなどにより、その活動の充実が図られることは重要であると。このため、教育委員会にお

いては、民間の団体等との定期的に協議を行う連携協議会を設置するほか、民間団体との連携

による不登校に関する会の開催など、体制強化を進めていきたいと思っています。 

 以上です。 

○１０番（是枝孝太郎君）   

 尚課長がすばらしい答弁をしていただきましたので、これ以上の追及はしませんけど、今後

ともフリースクールに関しては、教育委員会の力なしでは前に進んでいけませんので、よろし

くお願いします。 

 それで、関連で、もし子供がそこに通うわけですので、義務教育児童生徒の教材、国から支

給される、支給という言葉が正しいのかわかりませんけど、支給される教材、そして授業料以

外の副読本、副教材に関して、例えば資料集、ドリルテスト、ワークノート各種、理科、家庭

科、書写ノートの費用、学校で言えば学級費として児童生徒から徴収しています。この教材に

対して助成はできないか、伺いたいと思います。 

○学校教育課長（尚 康典君）   

 お答えします。 

 一応教材費に対しての助成の件なんですけど、今、実際に小学校では、大体平均に一応学校

の教科の教材費として平均8,000円ぐらいで、中学校で9,000円ぐらい負担してもらっています。 

 その補助につきましてなんですけど、今、一応徳之島町としまして今の現状はとりあえず、

負担をしてもらっている現状です。 

○教育長（福 宏人君）   

 「学校における補助教材の適切な取り扱い」という通知が、平成27年法に文科省から行われ

ています。補助教材とは、今、先ほど議員がおっしゃった、いわゆる教科書以外のものです。

その中には、先ほど申し上げたとおり、問題集とか学習帳とかいろいろございます。 
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 それで、先ほど、学校教育課長からあったように、大体平均、年間で１万円、年間で大体子

供たちが今実際に補助教材として使っている、そのいわゆる教材費は、小学校も１万、あと中

学校も１万前後というようなものになっています。 

 この補助教材についての今後のその補助ということなんですが、この補助教材の内容の取り

扱い及び留意事項の中にいろいろ何点かありますが、その中で、教育委員会としては、学校が

補助教材を購入するためには、こういったような補助教材を使いたいということで、毎年一応

申請がございます。 

 その申請に基づいて、学校のほうでは、これだけ買いますということで保護者に対して集金

をしている、こういうような状況ですが、ただ補助教材につきましては、高額なものも実はあ

るんですよね、いろいろと。文科省のこの取り扱いの通知の中で留意事項ということで、こう

いう一点があります。「その補助教材の購入に関しては、保護者等に経済的な負担が生じる場

合は、その負担が過重なものとならないように留意する」というようなこともございまして、

ある程度全て補助教材として認める、なるべく保護者負担を軽減させるというようなことでご

ざいます。 

 今後、補助教材へのいわゆる一部支援ができないかということなんですが、現在、例えば、

母間、花徳、山、いわゆるＩＣＴで文科省の実証事業を受けたところには、ドリル、デジタル

型の補助教材というか、例えばドリルに関して申し上げますと、そういったようなデジタル化

のものを導入して子供たちにさせています。 

 問題数が３万5,000題ぐらいのすごい問題数の数がある中で、子供たちはそれを学校で使い、

それから家でも使って、一部タブレットの持ち帰りをさせていますので、それから学士村で使

ったりということで、今、多方面に使われています。 

 今後、タブレットがないところは、今、子供たちがこのドリルで今勉強しておりますので、

今後、デジタル化も含めて、そういったような補助教材もデジタル化になってくると思います

ので、そこで今後どういうふうにして、そういったのが学校に導入できるのか、それについて

はまた町といろいろ検討していきたいというふうに考えております。 

 今後、この今子供たちはドリルで紙媒体でやっておりますが、これが今一部では、もう紙媒

体でもできる、さらにそのデジタルでも今できるようになっておりますので、そういったよう

な特徴も捉えまして、今後これについてはどうしていけるかちゅうのを前向きに検討していけ

ればというふうに考えております。 

 以上です。 

○１０番（是枝孝太郎君）   

 ありがとうございます。 

 ちなみに、徳之島町全体の小学校１年から６年の副教材費、約ですけれども、521万9,240円、
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中学校の場合で、１年から３年まで332万円という、総額853万9,240円ですけれども、２分の

１補助、３分の１補助でもいいですので、そういった教育関係に今後邁進させるためにも、何

らかの手だてを与えてもらいたいと思います。 

 そうした中で、私たちの徳之島の未来が築けていくわけです。教育をある程度の教育の発展

が、私たち、我が徳之島町の発展につながっていきますので、そういった点から考えてもらい

たいと思いますけど、町長の考えを伺いたいと思います。 

○町長（高岡秀規君）   

 徳之島町といたしましては、今、教育長のほうから話がありましたように、しっかりと子供

たちの生きる力というものを身につけさせるための教育環境を整えるということで、今進めて

おるところであります。 

 ちょうど2040年度の問題がありますが、実際に今、2020年、今の子供たちが2040年度に迎え

るときのちょうど生産人口の働き盛りとなるわけです。だからこそ、今の教育環境が必要であ

るということから、もう数年前から教育環境を整えているところです。 

 今、副読本の話がございましたが、保護者に負担がかからない程度の教材、そしてまた、さ

らに充実した教科書があるということですので、もし保護者の負担がかからない教材が、今の

学力向上のネックになっているのであれば、さらに高くてもいいから、いい教材があるかない

かは教育委員会と話し合わなければいけないというふうに思いますので、一部補助については

前向きに考えたいと思いますし、そして、新たにデジタル教科書が、今徳之島町は町費の単費

でやろうとしていますが、国や県に対して、デジタル教科書も義務教育の一環ですから、無償

提供するべきだろうと私は思っているわけですね。 

 そうすると、その予算はどこに使えるかというところで、ほかの教育費にも使える可能性が

ございますので、予算の枠組みをしっかりと無駄のないよう、そしてまたさらにその無駄があ

るからといって、子供たちの成長を可能性を引き裂かないように、しっかり対策を打っていき

たいというふうに思います。 

○１０番（是枝孝太郎君）   

 真剣に議論していただきまして、ありがとうございます。前向きに検討していただきたいと

思います。 

 高岡町長におきましては、４期目を目指すという志の中で、奄美群島の若きリーダーとして、

今後とも活躍していただきたいと思います。 

 それでは、是枝の一般質問を終わりたいと思います。 

○議長（池山富良君）   

 お疲れさま。 

 次に、松田太志議員の一般質問を許可します。 
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○３番（松田太志君）   

 皆様、こんにちは。 

 是枝議員の熱のこもった一般質問の後ではありますが、私、松田太志が、通告の３項目につ

いて、質問をしたいと思います。 

 まずは、地域おこしについて質問をしたいと思います。 

 先日の２月14日、議員大会、天城町の防災センターで開催をされました。その際に地域おこ

し協力隊の３町の取り組みが話されました。３町のさまざまな取り組みを見まして、大変興味

を持ちましたが、我が徳之島町の地域おこし協力隊の現状と課題について、お伺いをいたしま

す。 

○企画課長（向井久貴君）   

 お答えいたします。 

 徳之島町の地域おこし協力隊の現状について、お答えいたします。 

 本町では、現在３名の方が地域おこし協力隊として活動をしております。 

 ちょっと概略だけ申し上げたいと思います。 

 １番目に、ＩＣＴ伝道師、これは企画課の管轄でございます。みらい創りラボ・いのかわを

拠点とした地域活性化事業、企画・実践、それからプログラミング、教育等の普及を現在行っ

ているところでございます。 

 ２人目が、北部のシマづくり推進隊として、北部地域をフィールドとした都市・農村交流事

業の確立を行っております。これは支所の管轄でございます。 

 ３番目、手々地区ふるさと留学センター館長といたしまして、現在、手々小・中学校に留学

している、ふるさと留学生の学習面、生活面、全般のサポートといったものを行っております。

学校教育課の管轄でございます。 

 詳細については、また各課で述べさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○３番（松田太志君）   

 先ほども伝えました２月14日の議員大会の際に配られました参考資料になります。総務省が

出しております資料ですが、「地域おこし協力隊の定住状況に係る調査結果」というものにな

ります。 

 任期を終了した隊員の基礎情報なんですが、男女比率でいきますと、男性が６割、女性が

４割ですね。その中で定住している人数、100％ではないんですが、ある程度島のほうに根づ

いて、その地域おこしの場所に根づいて、さまざまな活動をそのままされている状況があるよ

うです。 

 その状況が、観光関係であったり、地域づくり、医療、移住、交流関係、島で言えば、農業、
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畜産業を含むものであったり、林業、漁業を含むものが、地域おこし協力隊として根づいてい

る現状があるようです。 

 鹿児島県全体でいきますと、任期終了33名のうち、定住者数が22名、約66％の方が定住して

いる現状があるようです。 

 以前、徳之島町のほうで地域おこし協力隊を募集した過去がありますが、今後、この地域お

こし協力隊を募集していくような段階というのはありますか。 

○企画課長（向井久貴君）   

 お答えいたします。 

 実は、企画課のほうで、来年度、環境教育分野の地域おこし協力隊を１人、考えております。

それから社会教育課のほうでも、トレーナーですか、の地域おこし協力隊を考えていると思い

ます。 

 今出ました課題の分野で、地域おこし協力隊を根づかせるための方策といたしまして、私が

考えているのは、やはり島の地域に飛び込む、地域と交流をする方が、やっぱり定住をしてい

るんではないかなと。先ほど、福岡議員の質問の中で龍郷町の話が出ましたけれども、そこの

先導的役割を担っている方は、地域おこし協力隊の方で、この方は、歴史・文化もう全て、そ

の職員よりも知っているというふうな形で、プログラムをずっとやっていらっしゃると聞きま

した。そういったのは、一つのヒントになるんじゃないかなというふうに考えております。 

 以上です。 

○３番（松田太志君）   

 今現在いる地域おこし協力隊の中で、みらい創りラボの方は、私もお会いしたことがありま

して、この北部のシマづくり推進隊の方についてはまだ、天城町のほうではお会いできたんで

すけど、なかなか話をする機会がなくて、また今後お会いできればというふうに考えておりま

す。 

 ちょっと早いんですが、次の質問に行きたいと思いますが、今後、地域おこし協力隊を募集

しながら、今現在、この地域おこし協力隊とは別に、集落支援員というふうな制度があります。

これについて、担当課長はどのように理解をされていますか。 

○企画課長（向井久貴君）   

 お答えいたします。 

 実は、集落支援員という制度は、もう平成20年度には既にできているということで、実は、

私、松田議員から言われて、ああ、この制度があったということで、非常に恥ずかしながら、

きょうは非常に議員さんに怒られたり教えられたりすることが多くて恐縮なんですが、実は、

うちは公務員の役場職員のその張りつけということで、私は非常に興味を持っておりまして、

これは一応総務課のほうで、今、集落担当職員というのを張りつけをしております。これは、
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要は集落と、それから役場をつなぐ担当ということで、今28名かな、という方が一応張りつけ

ていると思います。とそれから区長さんがいらっしゃいます。 

 その区長さんで集落の活性化を図れるというふうに思っていたんですけれども、この支援制

度がありましたら、これは有効に活用できるんじゃないかと今考えております。特に九州では、

九州地区が一番多いそうで、実際の人数が1,167名、これは全体で1,167名、選任のみでという

ことでございますので、これは非常にいい制度だと思っております。 

 ただ、財政の面で、特別交付税、特交措置になっておりますので、見えないところがござい

ます。ですので、非常に慎重に検討して、できましたら松田議員と一緒に考えて普及を図って

いければなと思っております。 

 以上です。 

○３番（松田太志君）   

 私も、地域の地元の方から、集落支援員の制度のほうをお伺いしましたので、まだまだ勉強

不足の点もあるんですが、やはり総務省が集落支援員のほうをネットのほうで出しています。 

 集落支援員は、地方自治体から委託を受け、市町村職員とも連携しながら、集落の目配りと

して巡回、状況把握を行います。過疎問題、懇談会で提言でなされ、2009年から全国の自治体

で導入されているというふうなことです。 

 大島郡内でも、この集落支援員は、まだ一人もいない状態ですので、大島郡内に先駆けまし

て、ぜひ形としていければというふうに感じますが、高岡町長は、この集落支援員についてど

のようなお考えをお持ちでしょうか。 

○町長（高岡秀規君）   

 制度自体は認識しておりましたが、今、企画課長がおっしゃったように、特別交付税であっ

たということと、Ｉターンではないということでしたね。そして、ほかの地域も過疎地域から

考えるものですから、視点がどうしてもＩターンに目が行って、Ｕターンに目が行っていたと

いうことで、地元の人を育てるということを重要視していなかったわけですよ。それで徳之島

町は、美農里館であったり、ＴＭＲセンター、地元の人を育てようということで、地味であっ

たんですが、政策を続けてきました。 

 今後は、地域において張りつけも、南大隅町が実は役場の職員を各集落に張りつけていたわ

けですね。そして予算もわかりやすい予算書をつくっていたわけです。そこで、町村会の中で

意見交換をした中で、これはすばらしいものの考え方だということで、わかりやすい予算書を

提起しました。 

 そして、集落に役場を配置することによって、なお近い役場というものを目指そうとしたわ

けですね。そこで、一般の方がどれだけの人材がいるのか、そしてまたどれだけの活躍の場が

あるのかを再度検討して、各課と調整しながら検討していきたいというふうに思います。 
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○３番（松田太志君）   

 ぜひ、地元の方にも、いろんな知識を持った方々もいらっしゃいますので、この集落支援員

についても掘り起こしのほうをお願いしたいと思います。 

 続きまして、次の質問に行きたいと思います。 

 畜産振興について行きたいと思います。 

 本日とあしたは、徳之島市場のほうで子牛の競り市が開催されております。少し時期はかぶ

るんですが、その点につきながらも、この振興について外せない問題でして、死亡獣畜の適正

処理についてお伺いをしたいと思います。 

 まず、この死亡獣畜について、担当課長がどのように理解をされているか、お願いします。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 お答えします。 

 死亡獣畜に関しましては、化製場等法令が幾つかございまして、まず化製場等に関する法律、

廃棄物の処理及び清掃に関する法律、牛の個体識別のための情報の管理伝達による特別措置法、

それに牛海綿状脳症対策特別措置法、要するにＢＳＥ特措法の関係の法令があります。 

 それを含めて、現在、死亡獣畜に関しましては、現在48カ月以上については、県家畜保健所

徳之島支所の職員により、ＢＳＥの検査を行い、焼却処分を行っており、その他の48カ月未満

の死亡獣畜に関しましては、埋却処理を行っています。これについては、徳之島保健所の届け

出等、現地確認を行っております。今後、焼却処分については、96カ月以上に月齢が引き上げ

られる予定となっております。 

 以上です。 

○３番（松田太志君）   

 課長が理解されていましたので、よかったと思います。 

 現在、大原のほうにあります火葬場では、この死亡獣畜は、ＢＳＥの検査を行いまして、48

カ月以上の牛ししか対象ではないんですね。現在、徳之島のほうでは、１万4,000頭の牛が生

産されています。そのうち繁殖雌牛が9,000頭、子牛が5,000頭、飼われている現状があります。

その中で、やはり病気や事故で死亡する牛も出てくるのも現状です。 

 先ほど、担当課長からもありましたが、死亡牛を処理する際には、法律を守って適正に処理

する必要があります。化製場等に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等、ＢＳＥ

特措法ですね、あるんですが、この48カ月未満の牛の死亡の際には埋却するんですが、この埋

却の際に保健所の調査がありまして、どういった場所は埋めてはいけない、どれぐらい穴を掘

らないといけない、地面から何センチ以上、盛り土をしないといけないというふうなことがあ

りますが、担当課長は、そこら辺どのように理解をされていますか。 

○農林水産課長（高城博也君）   
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 まず所有地に埋却ということであります。また、所有地でない場合は、当然、所有者の許可

というか、承認が必要であるということと、地面から、地面というか、上から大体130センチ

以下、下に埋めるということでなっております。 

 なおかつ、できれば、その確認の写真とか、深さがそれだけ入っているというふうな確認の

写真を添付した上で、添付と同時に、また保健所の職員にこれは確実性を持って確認さすとい

うふうになっています。 

 また、埋却した場合は、その後２年間ほど、その埋却地のもの、場所については、その状態

を保つというふうになっているようであります。 

 以上です。 

○３番（松田太志君）   

 徳之島における死亡獣畜の処理状況について、私もいろいろ担当の方と調べました。昨年度

の死亡獣畜特別処理許可申請対象である48カ月未満の死亡牛の数は、523頭、これは３町でし

たが、申請件数が142件といった現状があるようです。381頭は、不法に埋却されている状況だ

というふうな現状があるようです。今年度は、２月18日現在、255件の申請がなされていると

のことです。 

 この問題は、実際は畜産農家が知らなかったというふうな現状があるようで、家畜競り市ま

で、毎月勉強会が行われているんですが、その際に、家畜保健所であったり、保健所の県の職

員の方が来られて、死亡したときには48カ月未満は申請書を提出しないといけないというふう

なことで、少しずつではありますが、申請書の提出がされている現状があるようです。 

 徳之島ほど畜産が盛んではない沖永良部や与論には焼却施設があり、適切に処理されている

現状があるようです。埋却は、土壌汚染、水質汚染等の原因になる可能性があります。先ほど、

ほかの議員の方からもありましたが、世界自然遺産登録を目指す、地域にとるように、徳之島

町のみならず広域的な問題と思いますので、本来であれば広域で上げるべき問題かもしれませ

んが、まずこの場でちょっと上げさせていただきました。 

 広域的な問題ということで、他町のほうにも呼びかけて、問題解決を呼びかけていけないと

思いますが、高岡町長はどのようにお考えでしょうか。 

○町長（高岡秀規君）   

 この問題は、一度、伊仙町の町長、大久保町長ともお話の意見交換をしたことがありますが、

やっぱり必要であるということは間違いありません。どういった運営形態にするのか、広域で

やるのか、そして公設民営でするのか、あと場所等も地域の皆さんの理解を得なければいけな

いという大きな課題がございますので、これは民間でできることではないかもしれません。よ

って、公設へ向けて３町で投げかけてみたいというふうに思います。 

○３番（松田太志君）   
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 前向きにほかの町とも話し合っていただいて、この現状を解決していただければと思います。 

 ちみに、現在、そのＢＳＥの検査をして火葬する施設なんですが、処理能力が成牛２頭を処

理できまして、焼却炉が4,200万、建屋が2,000万、重油が１回牛を焼却するのに10万円ほどか

かるそうです。そして、保管用の冷蔵コンテナが１基300万するということですので、なかな

かな値段となってきますので、慎重かつ少しでも前向きにほかの町と検討していただければと

思いますので、お願いをします。 

 担当課長からも一言、もう一度いただいてよろしいでしょうか。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 町長の答弁にもあったように、死亡獣畜施設に関しましては、現在、家畜保健所でも使用さ

れているものも含めて、県と協議したいと思います。 

 また、今後については、ＪＡ、共済組合、保健所、家畜保健所、徳之島町を含めた、３町を

含めた処理施設の建設等を、事業でできるかどうか、またそのあるものを委託できるかどうか、

そこも含めた上で、どういった処理がいいかを検討の場を持ちたいと思いますし、これまでに、

一応２回ほど検討会がされているようで、それをさらに進めていきたいと思います。 

 以上です。 

○３番（松田太志君）   

 それでは、少し早いですが、次の最後の質問に行きたいと思います。 

 福祉について質問をしたいんですが、12月議会でも上げました、平成31年度の保育園入所申

し込みについて、お伺いをしたいと思います。 

○介護福祉課長（豊島英司君）   

 お答えいたします。 

 来年度の保育所の入所申し込みにつきましては、昨年の11月末に、第１次の受付を終了して

おります。 

 本年１月24日に第１回の入所選定委員会を行いまして、２月28日現在、１次、２次の受付で

申し込まれた申込書につきましては、認可の４園、へき地の２園、６園を合わせて定数が359

名ですが、申し込み数が357名となっております。 

 定数を超えている保育園が、亀津、亀徳の２園となっておりまして、特に１歳児につきまし

ては、大幅に定数を超えているような状況です。 

 これから入園調整が必要になってきますので、他園への調整を今後やっていきたいというふ

うなことです。今後につきましても、転入による申し込みの増減とか、年度途中で緊急的な申

し込み等もありますので、各園ともに入園者数は増加する傾向ではないかと考えております。 

 待機児童につきましては、現在のところは、４月１日現在、４月当初の段階では、待機児童

がいないものと見込んでおりますが、年度中につきましては、発生する可能性もあると思いま
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す。 

 以上です。 

○３番（松田太志君）   

 担当課長、前年度と比べると、各保育園等どれぐらいの待機の差がありますか。 

○介護福祉課長（豊島英司君）   

 待機の差というのはちょっとあれなんですけど、先ほども言いましたように、亀津、亀徳の

保育園につきましては保育定数があるんですけど、それを120％以上超えた形で、子供たちを

預かっていただいている状況で、待機は以前ほどはないような状況です。 

○３番（松田太志君）   

 北部地区の子育て世代の方が、仕事の理由とかで、亀津であったり亀徳のほうに保育園を利

用されているというのが何名ぐらいいらっしゃるか。今現在でわかりますか。 

○介護福祉課長（豊島英司君）   

 ちょっと今、北部地区の方ということでは、ちょっと数字がございませんので、後ほどお示

ししたいと思います。 

○３番（松田太志君）   

 後ほど、また書類のほうをお願いしたいと思います。 

 今年度、小規模保育園のほうができまして、若干定員のほうがふえた様子ですが、１歳児に

ついては、大幅に定員数を超えていると。早く職場に復帰したいというふうな現状もありなが

らだと思います。 

 早い段階で徳之島町が子育て支援員、そういった施策を打ち出しまして、保育士がなかなか

足りない中、小規模であったり、亀津、亀徳、またへき地保育所に、そういった方々が働いて

いるというふうなことは、こういった待機児童の減少につながっているんだと思います。 

 これに伴いまして、次の徳之島町子ども・子育て支援事業計画についてお伺いをしたいと思

います。担当課長から。 

○介護福祉課長（豊島英司君）   

 お答えいたします。 

 徳之島町子ども・子育て支援計画、以前もお話しいたしましたけれども、平成27年から、こ

の31年度まで第１期として策定しております。各種子育て支援事業を進めているところです。 

 そして、第１期の計画が、31年度で終了いたしますので、現在、32年度からの２期計画の策

定に向けて、今月行うんですけど、子育て世帯を対象にアンケート調査を行うことにしており

ます。 

 アンケートの内容の結果を受けまして、徳之島町子ども・子育て会議で内容について協議を

いたしまして、31年度末には、計画を策定したいと考えております。 
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○３番（松田太志君）   

 アンケートを、子ども・子育て会議のほうで作成しまして、２月に取りまとめて３月にでき

るかと思ったんですが、慎重な意見等もありまして、今回は間に合わなかったようです。 

 子育て世代の方々、多くの方にこのアンケートの調査を求めまして、これから集計すると思

うんですが、徳之島町が子育て会議の中で上がったテーマが幾つもあります。その中で、乳幼

児医療を無償にしたほうがいいのかというふうな御意見もありました。 

 多くの方々から、まずは人材育成が先だろうというふうなことで、子育て支援員というふう

な制度があるということで、町長がかじをきったわけです。高岡町長は、このかじをきった理

由についてどのようにお考えでしょうか。 

○町長（高岡秀規君）   

 実は、松田議員は御存じのように、松田議員も議員になってすぐに、保育士等の問題等につ

いて要望しておられました。また、そして子育て会議には、必ず私は出席をして会議の意見を

聞くようにしております。 

 そして、以前より保育料の無料化でありますとか、乳幼児医療の無料化について意見が出て

おりましたので、まず現場の意見を聞こうということで、保育園の園長さん、そしてまた病院

関係者、そしてまた全国にいる私の友達のお医者さんであるとか、保育園の保育士もいますの

で、意見を聞いた中では、無料化イコールいい政策とは言えないと、医療費の無料化によって

起こされるデメリットのほうが大きいということでした。ただほど怖いものはないということ

の意見がございました。そしてまた、保育料の無料化についても、実際に保育園の現場から、

これはいかがなものかという話がございまして、まだやることがあるだろうということを伺っ

たわけですね。 

 その中で、保育士が足りない、そして、みなし保育士、それぞれが外に行って研修を受けな

いといけないとか、そういった予算がかかるので、何とか徳之島町内でできないかというとこ

ろから実はスタートしておりまして、全国の平均の特殊出生比率、そしてまた生産人口が実際

のふえた事例というものが、何によってもたらされたかといいますと、実は保育園の待機児童

をゼロにした地域というものは、子育て環境が整っているということで、若い世代が都会のほ

うでは多くなってきたという事例があったわけですね。そこを参考にしながら、本来の実績の

ある数字で上がっている施策をとろうということから、今現在進めているところでありまして、

この間の子育て会議でも、待機児童をもうなくすのもいいと、そして10月に保育料が無料にな

るのも、もしなったとしても、現場では何が起こるかというと、一番危惧しているのが人材不

足です。そして、不平等な私はこの制度だと思っていますが、働いていても、働いていなくて

も、みんなが保育園に通えるような時代をいつかはつくらないといけないとなると、保育士の

問題が一番大きな課題になるであろうというふうに考えております。 
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○３番（松田太志君）   

 高岡町長が、子ども・子育て会議に出ていただいて前向きな答弁をしていただいております。

そして、北部地区の問題であったり、子育て支援員の問題であったり、さまざまな問題が出て

くる中で、一人もしゃべらない委員の方はいないんですね。座長がしっかりとさまざまな方々

から意見を掘り起こして、しゃべりにくいというふうな空気はまずありません。もうそれこそ

６時半から始まった会議が９時前まで行くこともあります。休憩も入れずにですね。これは担

当課長もそうなんですが、担当職員が本当にお忙しい中、保育の保育園の割り振りもある中、

苦労されている現状もあるようです。 

 少し若干話がそれますが、南海日日の2019年１月14日、私もちょっと目を引きまして、うっ

と思ったんですが、子育て支援の拡充ということで徳之島町の名前が挙げられております。

「対応遅れる徳之島町」、こういったことで挙げられていまして、私も子育てをしながら、子

育ての委員をさせていただいている中で、何点も疑問に思った点があります。高岡町長はこの

記事をごらんになられましたか。またなられて、どのように感じましたか。 

○町長（高岡秀規君）   

 たしか、これは正月早々だったのじゃないかと思いますが、実は、その国交省の会合に出て

いるときに、ほかの町長から、新聞に出ていたということで、普通は記者の目というのは批判

的なものはないんだけど、今回のは珍しくおもしろいというか、視点が違う記事が載っていた

よということで、実はどんな記事かなと思っていましたら、私が考えていることが真逆な書き

方をされていたということで。私は、実はきのうの幸議員の気持ちはよくわかるわけですよ。

だから自分のその考えて意図とした言葉がはしょられると、相当な誤解を生んでしまうという

ことですね。 

 だから、私は最先端を行く子育てを目指しておりまして、時代おくれというか、おくれてい

るという言葉は、絶対に徳之島町ではあり得ないと実は思っていまして、おくれるということ

は、やるべきことがやっていないという意味なんですね。私は、やるべきことはしっかりとや

って、そして無償化についてもそういったものは、本来法的にはやるべきかどうかというもの

は、市町村の判断でいいわけですよね。 

 だから、本来の子供たちの視点に立ったときに、親ではなくて、どういった教育環境が必要

であるか、何が不足しているのかを的確に判断をしなければいけないので、子育て会議には私

は必ず出ているわけですね。現場の声です。そこを生かすことこそが、最先端を行く子育てに

つながる施策をとれるものだと思っていますので、その記事を見たときには、やはり言葉の誤

解を生むときの怖さというものを感じたところであります。 

○３番（松田太志君）   

 町長、私も子供が３人いまして、町によって財源や抱えている課題は違うわけですね。その
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中で、子育て会議の中に出て、いろんな方の委員の御意見をいただくんですが、まずは先ほど

もありました医療費の無料でも、人を育てることが先だろうということで、担当職員、町長が

予算化された流れがあるわけです。 

 そして、今月、子育て会議の中で出ましたアンケートが集約されまして、各子育て世代の方

に配布をされるんですが、そういった意見を今後子育て会議でもしっかりと集約して、次の子

育て計画に生かせるように流れをつくり出していければというふうに感じております。 

 子育てといいますと、介護福祉課だけではなく、学校教育もかかわってくると思うんですが、

学校教育課長並びに教育長は、この子ども・子育て事業計画について、どのようなお考えをお

持ちでしょうか。 

○教育長（福 宏人君）   

 来年度、新１年生が町全体では約105名ということで、それぞれ保育所、幼稚園で教育をし

た子供たちが、次はまた小学校に上がるということで、今、例えばその幼保、それから幼児期

から児童へということで、滑らかなこの教育的な接続な非常に大事だと言われています。 

 子供たち、将来を担う徳之島の子供たちについては、さまざまな関係団体が、子育てについ

ていろんな御意見をいただきながら、それが小学校段階で、さらに伸びていくような教育環境

づくりは、今後とも進めなければいけないというふうに考えているところです。 

 今、全ての子供たちが、どんな地理的環境とか経済的な環境とかいろいろありますが、ただ

子供たちが、自分のその夢を実現させるようなそういう環境づくり、それにつきましては、行

政が、保護者も含めてさまざまな意見を出していただきながら、よりよい姿に進めていくとい

う必要があるんじゃないかというふうに私自身は考えているところです。 

 以上です。 

○学校教育課長（尚 康典君）   

 お答えします。 

一応、自分は１月に学校教育課に来まして、２月末から２回、この会議に参加させてもらった

んですけど、本当にさっき松田議員がおっしゃったように、各団体というか、各関係者の皆さ

んのすごい熱意というか、いろんな意見を本当にいっぱい聞かされて、自分は今まで本当にそ

ういったところでちょっといなかったものですから、本当に徳之島の子供たちのために全員い

ろんなことをいろんなことを考えて、いかにしたらどうよくできるかというのを考えてもらっ

ているなと非常に思いました。 

 本当この会議を通して思ったのと、こういうふうにみんなで一緒に頑張ってやっていくこと

はやっぱり大事だと思いますので、これからも学校教育課も一緒になって、介護福祉課とか、

あと団体さんと一緒に頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○３番（松田太志君）   
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 最後になります。先ほど、教育長と学校教育課長には振る予定ではなかったんですが、いい

言葉が聞けましたので。この時期は担当職員の方がものすごい頭を悩まして、各保育園に割り

振りをしたり、いろんな保護者の方からいろんなクレームがあったりする時期なんですね。今

の職員は、すごい精神力で持っていると思います。よくやっているというふうに感じておりま

す。 

 また、その職員のみならず、介護福祉課の保育にかかわる職員、そして学校教育課の職員の

方々もよくやっていることだというふうに感じております。 

 また、子ども・子育て会議にかかわる委員が大変すごい熱を持っていろんな意見が出てくる

んですね。この意見をしっかりと形に変えて、子ども・子育て会議の中での計画にしていただ

きたいと思います。 

 以上で、私の質問を終わりたいと思います。 

 ありがとうございます。 

○議長（池山富良君）   

 お疲れさま。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 次の会議は３月８日午前10時から本会議を開きます。 

 本日はこれで散会いたします。お疲れさまでした。 

 

散 会 午後 ４時１２分 
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平成31年第１回徳之島町議会定例会会議録 

平成31年３月８日（金曜日） 午前10時 開議 

１．議事日程（第４号） 

○開 議 

○日程第 １ 議案第 １号 特別職の職員の給与の特例に関する条例の制定につ 

              いて …………………………………………………（町長提出） 

○日程第 ２ 議案第 ２号 徳之島町農業研修施設の設置及び管理に関する条例 

              の制定について ……………………………………（町長提出） 

○日程第 ３ 議案第 ３号 徳之島町課設置条例の一部を改正する条例について 

              …………………………………………………………（町長提出） 

○日程第 ４ 議案第 ４号 徳之島町情報公開条例の一部を改正する条例につい 

              て ……………………………………………………（町長提出） 

○日程第 ５ 議案第 ５号 徳之島町個人情報保護条例の一部を改正する条例に 

              ついて ………………………………………………（町長提出） 

○日程第 ６ 議案第 ６号 徳之島町報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条 

              例について …………………………………………（町長提出） 

○日程第 ７ 議案第 ７号 徳之島町税条例等の一部を改正する条例について 

              …………………………………………………………（町長提出） 

○日程第 ８ 議案第 ８号 徳之島町町営住宅設置及び管理に関する条例の一部 

              を改正する条例について …………………………（町長提出） 

○日程第 ９ 議案第 ９号 徳之島町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

              について ……………………………………………（町長提出） 

○日程第１０ 議案第１０号 徳之島町都市公園条例の一部を改正する条例につい 

              て ……………………………………………………（町長提出） 

○日程第１１ 議案第１１号 平成３０年度一般会計補正予算（第６号）について 

              …………………………………………………………（町長提出） 

○日程第１２ 議案第１２号 平成３０年度簡易水道事業特別会計補正予算（第４ 

              号）について ………………………………………（町長提出） 

○日程第１３ 議案第１３号 平成３０年度国民健康保険事業特別会計補正予算 

              （第４号）について ………………………………（町長提出） 

○日程第１４ 議案第１４号 平成３０年度介護保険事業特別会計補正予算（第４ 

              号）について ………………………………………（町長提出） 

○日程第１５ 議案第１５号 平成３０年度公共下水道事業特別会計補正予算（第 
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              ４号）について ……………………………………（町長提出） 

○日程第１６ 議案第１６号 平成３０年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第 

              ４号）について ……………………………………（町長提出） 

○日程第１７ 議案第１７号 平成３０年度水道事業会計補正予算（第４号）につ 

              いて …………………………………………………（町長提出） 

○日程第１８ 議案第１８号 平成３１年度一般会計歳入歳出予算について …（町長提出） 

○日程第１９ 議案第１９号 平成３１年度簡易水道事業特別会計歳入歳出予算に 

              ついて ………………………………………………（町長提出） 

○日程第２０ 議案第２０号 平成３１年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出予 

              算について …………………………………………（町長提出） 

○日程第２１ 議案第２１号 平成３１年度農業集落排水事業特別会計歳入歳出予 

              算について …………………………………………（町長提出） 

○日程第２２ 議案第２２号 平成３１年度介護保険事業特別会計歳入歳出予算に 

              ついて ………………………………………………（町長提出） 

○日程第２３ 議案第２３号 平成３１年度公共下水道事業特別会計歳入歳出予算 

              について ……………………………………………（町長提出） 

○日程第２４ 議案第２４号 平成３１年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算 

              について ……………………………………………（町長提出） 

○日程第２５ 議案第２５号 平成３１年度水道事業会計歳入歳出予算について 

              …………………………………………………………（町長提出） 

○日程第２６ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦について ……………（町長提出） 

○日程第２７ 諮問第 ２号 人権擁護委員候補者の推薦について ……………（町長提出） 

○日程第２８ 議員派遣の件 

○散 会 

 

１．本日の会議に付した事件 

○議事日程記載事件のとおり 
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１．出席議員（１６名） 

議席番号   氏  名            議席番号   氏  名 

  １番  植 木 厚 吉 君           ２番  竹 山 成 浩 君 

  ３番  松 田 太 志 君           ４番  富 田 良 一 君 

  ５番  宮之原 順 子 君           ６番  勇 元 勝 雄 君 

  ７番  徳 田   進 君           ８番  行 沢 弘 栄 君 

  ９番  幸  千恵子 君          １０番  是 枝 孝太郎 君 

 １１番  広 田   勉 君          １２番  木 原 良 治 君 

 １３番  福 岡 兵八郎 君          １４番  大 沢 章 宏 君 

 １５番  住 田 克 幸 君          １６番  池 山 富 良 君 

 

１．欠席議員（０名） 

 

１．出席事務局職員 

事 務 局 長  村 上 和 代 君     主 幹  白 坂 明 子 君 

 

１．地方自治法第121条の規定により説明のため出席した当局職員の職氏名 

 職  名    氏  名         職  名    氏  名 

町 長  高 岡 秀 規 君     副 町 長  幸 野 善 治 君 

総 務 課 長  東   弘 明 君     企 画 課 長  向 井 久 貴 君 

建 設 課 長  亀 澤   貢 君     花徳支所長  瀬 川   均 君 

農林水産課長  高 城 博 也 君     耕 地 課 長  福    旭 君 

地域営業課長  秋 丸 典 之 君     農委事務局長  福 田 誠 志 君 

学校教育課長  尚   康 典 君     社会教育課長  茂 岡 勇 次 君 

介護福祉課長  豊 島 英 司 君     健康増進課長  芝   幸 喜 君 

収納対策課長  安 田   敦 君     税 務 課 長  中 村 俊 也 君 

住民生活課長  政 田 正 武 君     選管事務局長  清 山 勝 志 君 

会計管理者・会計課長  福 永 善 治 君     水 道 課 長  清 瀬 博 之 君 
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△ 開 議  午前１０時００分 

○議長（池山富良君）   

 おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

 

△ 日程第１ 議案第１号 特別職の職員の給与の特例に関する条

例の制定について   

○議長（池山富良君）   

 日程第１、議案第１号、特別職の職員の給与の特例に関する条例の制定についてを議題とし

ます。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（高岡秀規君）   

 議案第１号の提案理由の御説明を申し上げます。 

 本議案は、特別職の職員の給与の特例に関する条例の制定について、議会の議決を求める件

であります。 

 内容は、町長、副町長及び教育長の給料月額を平成31年４月１日～平成32年３月31日までの

間、10％減額支給するものであります。 

 何とぞ御審議の上、議決していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（池山富良君）   

 これから質疑を行います。 

○９番（幸 千恵子君）   

 毎年、10％減額があったと思いますが、その理由を再度お尋ねしたいと思います。 

○町長（高岡秀規君）   

 毎年、10％ということで今お願いしていますが、これは、条例改正という意見もございます

が、町長職というものは私だけではありません。次に町長になる方もいらっしゃいます。その

都度の判断で給与というものは定めてあるのでいいのではないかなということから、毎年条例

を変えずに10％の減額の条例提案をしているわけでございます。 

○議長（池山富良君）   

 ほかに質疑はありませんか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 条例制定について今御説明をしますと、地方教育行政のその組織及び運営に関する法律の一

部改正の法律というのがありまして、平成27年４月１日以降に新たに教育長になった方を新教

育長と言います。 
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 前教育長が教育委員会の委員の一人であるのに対し、新教育長は、教育委員会の構成員であ

りますが、委員ではないとされました。また、前教育長は、任命に議会同意を必要とする教育

委員会の委員として特別職の身分を有するとともに、あわせて教育委員会が任命する教育長と

して一般職の身分を有するものでありましたが、新教育長は、地方公共団体の長が議会の同意

を得て任命する職であることから、特別職の身分の身分のみを有するものとなったため、新教

育長は、特別職の職員の給与特例で定めることとなったということで、今回条例制定をしてい

るところでございます。 

○議長（池山富良君）   

 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 討論なしと認めます。 

 これから議案第１号、特別職の職員の給与の特例に関する条例の制定についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１号は、原案のとおり可決されました。 

 

△ 日程第２ 議案第２号 徳之島町農業研修施設の設置及び管理

に関する条例の制定について   

○議長（池山富良君）   

 日程第２、議案第２号、徳之島町農業研修施設の設置及び管理に関する条例の制定について

を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（高岡秀規君）   

 議案第２号の提案理由の御説明を申し上げます。 

 本議案は、徳之島町農業研修施設の設置及び管理に関する条例の制定について、議会の議決
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を求める件であります。 

 内容は、新規就農者や高収益が見込める施設栽培農家へ農業指導を行い、担い手を育てるた

め、花徳地区に徳之島町農業研修施設を設置し、必要な条例を定めるものでございます。 

 何とぞ御審議の上、議決していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（池山富良君）   

 これから質疑を行います。 

○９番（幸 千恵子君）   

 現在の建設の状況はどうなっているのか。そして、管理運営は日常的にどういう形で行われ

るのか。例えば役場職員の農林水産課の職員が、そこに張りつくのか。そして指導者等はどう

やって選ぶのか。管理運営の運営委員長ですか、施設長はどういうふうな形で決定するのでし

ょうか。 

 ここに運営委員会というのもありますけれども、この内容についてどうなっているのか。そ

して、必要な事項は規則で定めるとありますが、これはどういう内容になっていますか。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 お答えいたします。 

 まず、工事のほうは、ほぼ検査の段階であります。ほぼ終わっている状態でありますので、

検査の次第、使えるような状況に入っていると見ております。 

 管理運営のほうは、農林水産課担当職員が１名、配置予定にしております。専任で２名のほ

うは当たるというふうになると思います。 

 また、指導者については、もう既にある程度の目星はつけてあり、本人の内諾等は受けてあ

るようでありますので、その指導者については、この指導の技術の能力のある方をある程度配

置するようになっております。 

 運営委員会に関しましては、運営委員会の構成委員は、農林水産課長、農林水産課担当者、

農業研修施設指導者、徳之島事務所農業普及課、あまみ農協園芸課で、運営委員長については、

運営委員会の協議のもと置くことになっております。 

 その規則については、ただいま言いました運営委員会の構成委員並びにその営農研修ハウス

の管理の方法、また農業器具倉庫等の管理、育苗ハウス等の管理についての規則。以上をこの

条例とともに施行するようになっております。 

 以上です。 

○９番（幸 千恵子君）   

 研修については、町内のみ受け入れでしょうか、他町からもオーケーでしょうか。そして有

料なのか、無料なのか。そして、施設長は１人か、指導者かな、１人でしょうか。どういう資

格をお持ちなのでしょうか。施設長イコール指導者なのか、別なのか。そして、ここの今規則
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のところがちょっと曖昧な感じがするんですけれども、議会には、いつこの内容が示していた

だけるのでしょうか。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 まず、この町外からも一応募集を募っております。指導者に関しては、指導者イコール施設

長というふうな形で認識している、そういうふうな形でもっていくということで、この指導者

の能力については。（発言する者あり）この研究生については、日当を払いながら、実際に就

農の準備もしていただくというふうな形になります。 

 この規則については、この条例が制定とともに規則を同時に示すことができますので、条例

が制定されないと委任条項も出てこれないので、条例を審議いただいた上ですぐ即座に出せる

ようになっております。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 施設長であります技術指導者、この方は、徳之島農業高校で実習の先生をされた方で、もう

定年をされた方なんですけれども、実際に施設園芸を定年後もずっとやられている方で、その

方を指導者としてお願いをして承諾を得ているところでございます。 

○９番（幸 千恵子君）   

 その方は、町内の方でしょうか、お尋ねします。 

 ここができ上がることで、３町、島内に利用していただける、期待できるものだと思ってお

りますけれども、ちゃんとするんだろうかという不安の声もやっぱり周りで聞こえますので、

しっかりとつくり上げていただきたいと思いますけれども、その決意をお聞きしたいと思いま

す。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 指導者につきましては、伊仙町の在住の方でございます。そして、それぞれ各町営農研修支

援ハウス、施設をそれぞれでもう整備しておりますので、徳之島町は、徳之島町の町内の人及

び島外の方の受け入れをして、施設園芸農家の育成を図るということで、今この施設の利用方

法は、そういう形で今後進めていくような形になります。 

○議長（池山富良君）   

 ほかに質疑はありませんか。 

○７番（徳田 進君）   

 この施設で研修する生徒は、就農支援とかそういう準備金の対象にもあたるわけですか。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 その準備金について、給付金については対象外として、研修をしてそこから卒業というか、
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ある程度就農する段階で、そのサポートをしていきたいと考えております。 

○議長（池山富良君）   

 ほかに質疑はありませんか。 

○６番（勇元勝雄君）   

 現在の営農ハウスの建っている場所は、河川敷よりも低いし、道路よりも低いところに建っ

ています。今まで洪水の被害があったとか、そういうことはないでしょうか。 

 それと、営農ハウスをつくりながら、農林水産課長と町長にもお願いしたんですけど、研修

施設長は、県のそういう経験のある方を雇うほうがいいんじゃないかという話もしました。 

 伊仙町の方も立派な方です。私も堆肥関係とか、いろいろ教えてもらったことがありますけ

ど。そして、町の職員が行くということでございますけど、町のせっかくああいう施設がある

わけですから、素人じゃなくて、町長がいつも言っているように農業が一番ということで、こ

としは間に合いませんけど、来年あたりは園芸技術員でも採用して、そういう職員をそこに張

りつけて、伊仙の方ももう定年して大分なっていますから、年ですから、その後継者になるよ

うな職員をあそこに張りつけてしなければ、今現在の徳之島町は、園芸技術の資格を持ってい

る方を採用しても、何年かしたら一般事務に回すとか、そういう格好で今現在なされて、今現

在課長になっている方でも、何名か、途中から一般事務のほうに回っています。 

 将来、農業を大事に考えるようでしたら、来年度も園芸技術員を採用してあそこに張りつけ

る、そういう方策をとらなければ、いつまでも県の職員を、外部からの園芸指導者を、そうい

うことではいけないと思うんですね。最後のほうは要望でいいんですけど、今までその台風の

被害とか、あそこら辺の畑はあったことがないのか、お伺いいたします。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 私の記憶では、なかったと思って、そういったものを含めて設置場所を選定したんだと思い

ます。 

 以上です。 

○６番（勇元勝雄君）   

 ここにも何名か、そういうことをですね地元の方に聞いたらすぐわかるんですよ。何年か前

も、あそこら辺は浸かったと思うんですよね。せっかくハウスをつくって洪水があって、施設

がだめになるほどの洪水とは思いませんけど、施設の中に泥なんか入って、また一からやり直

す、そういう状態になるわけですから、場所の選定も考えるべきだったと思います。それはも

う後の祭りですけど、今後いろいろ事業する場合は、そういう点も考え、考慮してしなければ、

もうあそこはただかさ上げをしたらいいような場所ですから、道路より上げる、護岸より上げ

る、そういう格好で今後やってもらいたいと思います。 

○議長（池山富良君）   
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 答弁は要りませんね、今の。答弁いいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 ほかに質疑はありませんか。 

○１４番（大沢章宏君）   

 徳之島町の課題であります北部振興って、常々皆さんおっしゃっていますので、ぜひ東天城

出身の課長も多くいらっしゃいますので、ぜひ北部振興の起爆剤となるようにこの拠点を生か

して、きのうも福岡議員の一般質問の中にもありましたけども、ぜひこの施設を生かして北部

振興の起爆剤となるよう要望いたします。 

○議長（池山富良君）   

 要望でいいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 討論なしと認めます。 

 これから議案第２号、徳之島町農業研修施設の設置及び管理に関する条例の制定についてを

採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２号は、原案のとおり可決されました。 

 

△ 日程第３ 議案第３号 徳之島町課設置条例の一部を改正する

条例について   

○議長（池山富良君）   

 日程第３、議案第３号、徳之島町課設置条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（高岡秀規君）   

 議案第３号の提案理由の御説明を申し上げます。 
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 本議案は、徳之島町課設置条例の一部を改正する条例について、議会の議決を求める件であ

ります。 

 内容は、国民健康保険税の賦課を健康増進課から税務課へ移管する条例の改正であります。 

 何とぞ御審議の上、議決していただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（池山富良君）   

 これから質疑を行います。 

○９番（幸 千恵子君）   

 説明資料等なかったので、よくわからなかったんですが、今、税務課のほうへ移管というお

話でした。その経緯、なぜそうなるのか、お尋ねしたいと思います。 

○健康増進課長（芝 幸喜君）   

 お答えいたします。 

 理由といたしましては、健康増進課に来られる方のほとんどの方が、税の申告に関すること

でありまして、税の申告はもともとは税務課が担当していることから、来庁者、町民の方への

窓口の対応の利便性の向上を考慮して、一部改正する必要がありました。 

 この件は、県のほうからもちょっと指摘等があったことでございます。 

 以上です。 

○議長（池山富良君）   

 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 討論なしと認めます。 

 これから議案第３号、徳之島町課設置条例の一部を改正する条例についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３号は、原案のとおり可決されました。 
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△ 日程第４ 議案第４号 徳之島町情報公開条例の一部を改正す

る条例について   

○議長（池山富良君）   

 日程第４、議案第４号、徳之島町情報公開条例の一部を改正する条例についてを議題としま

す。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（高岡秀規君）   

 議案第４号の提案理由の御説明を申し上げます。 

 本議案は、徳之島町情報公開条例の一部を改正する条例について、議会の議決を求める件で

あります。 

 内容は、行政機関個人情報保護法改正に伴い、条例整備を目的とする条例の改正であります。 

 何とぞ御審議の上、議決していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（池山富良君）   

 これから質疑を行います。 

○９番（幸 千恵子君）   

 説明書も何もついてこないものですから、余計わからないんですが、これは、結局具体的に

何がどう変わるのか、少しわかるように説明をお願いできないでしょうか。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 行政機関個人情報保護法の改正によりまして、その記述等を明確にするということで、文書

とか、あるいは図面若しくは電磁的記録に記載されたものとか、若しくは記録され、又は音声

とか動作のその他の方法を用いてあらわされた一切の事項を明確化したということでございま

す。 

○議長（池山富良君）   

 ほかに質疑はありませんか。 

○６番（勇元勝雄君）   

 これは、要望として聞いてもらいたいと思います。１部50円は高いと思うんですよね。公開

条例でとって１部50円、もうちょっと値段を下げるようによろしくお願いします。 

○議長（池山富良君）   

 要望ですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   
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 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 討論なしと認めます。 

 これから議案第４号、徳之島町情報公開条例の一部を改正する条例についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４号は、原案のとおり可決されました。 

 

△ 日程第５ 議案第５号 徳之島町個人情報保護条例の一部を改

正する条例について   

○議長（池山富良君）   

 日程第５、議案第５号、徳之島町個人情報保護条例の一部を改正する条例についてを議題と

します。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（高岡秀規君）   

 議案第５号の提案理由の御説明を申し上げます。 

 本議案は、徳之島町個人情報保護条例の一部を改正する条例について、議会の議決を求める

件であります。 

 内容は、行政機関個人情報保護法の改正に伴い、条例整備を目的とする条例の改正でありま

す。 

 何とぞ御審議の上、議決していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（池山富良君）   

 これから質疑を行います。 

○９番（幸 千恵子君）   

 個人情報保護条例というのは、根本的に町民の個人情報等が安易に流れることがないように

保護されているものだと思いますが、それでいいのか。そして、これが改正される内容という

のが、いま一つよくわからなかったので、ちょっとわかりやすく説明をいただけないでしょう

か。 
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○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 行政個人情報保護法の改正によりまして、個人識別符号を明確化をして、あわせて要配慮個

人情報の取り扱いを規定をいたしました。 

 個人識別符号とは、その情報のみで特定の個人を識別することができるものを言うわけです

けど、一つは、特定の個人の身体の一部の特徴をコンピュータ処理ができるようにデジタル化

した、文字とか番号とか記号の符号ですね。例えれば、指紋認識データ、あるいは顔認識デー

タ等になります。 

 それから、対象者ごとに違うものとわかるように、個人がサービスを利用したり、商品を購

入したりするときに割り当てられ、また個人に発行される書類に記載される文字であったり、

番号、記号などの符号、例えばパスポートの番号であったり、運転免許証の番号、マイナン

バー等になります。 

 それから、要配慮個人情報等は、取り扱いに細心の注意を払う必要があると思います。その

中に人に知られたくない情報、あるいは本人の人種とか、身上、あるいは社会的身分、病歴、

犯罪の経歴、犯罪被害の事実など、こういうことを明確化したということでございます。 

○９番（幸 千恵子君）   

 個人識別符号という言葉も出てきました。要は、個人情報保護という名のもとで、実は町民

の国民の個人情報が、言ってみれば、国が必要とするその国からの上の上部機関からの要請に

応じて、情報がこれへ流れていくようになるものじゃないかなと思うんですけれども、国会で

も問題になっていました自衛隊への情報の提供の件ですけれども、私、この間確認いたしまし

たところ、徳之島町でも、もちろん伊仙町も天城町もそうだと思いますが、高校を卒業、そし

て大学卒業の卒業生の名簿情報が全て紙媒体で自衛隊へ提供されているという事実がわかりま

した。 

 私の子供も皆さんの子供たちもみんな高校、大学を卒業するときに自衛隊のほうに提供が行

っています。私はこれを聞いてちょっと怖い思いが本当にしました。 

 こういうことが行われていながら、個人情報保護ということとは、反対ではないでしょうか。

本当の個人情報保護になっていないと、権力や国のためにはどんどん情報が流れていくと、こ

ういうことは納得できないことなんですけれども、みんながやっているからいいんではなくて、

やっていない、情報を流していないところもあります。自治体として。そういう意味では、今

やっているこの情報の提供というものが、この個人情報保護条例に反しているものだと思いま

す。このことについてどうお考えでしょうか。その情報が流れていることに提供していること

についてもお尋ねいたします。 

○総務課長（東 弘明君）   
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 お答えをいたします。 

 個人識別符号を明確化にしたということは、それによって、それぞれの個人の情報が外に漏

れるということにはつながらないと私は考えております。 

 また、自衛官募集につきましてですけれども、現在、自衛官の募集に関しましては、必要な

氏名などの情報に関する資料ですね。適齢者名簿につきましては、自衛隊法の第97条第１項及

び同施行令第120条の規定によりまして「防衛大臣が市町村の長に対して提出を求めることが

できる」とされております。氏名であったり、出生年月日、男女の別、あるいは住所の４つに

なりますけれども、この当該資料の提出には、自衛隊法及び同施行令に基づき遂行される適法

な事務でありまして、現在、特段の問題を生じるものではないというふうに考えているところ

でございます。 

○議長（池山富良君）   

 ほかに質疑はありませんか。 

○９番（幸 千恵子君）   

 情報が流れるものではないということでしたけれども、国のほうとしては、こういうものを

通じて、いずれ税金をちゃんと納めているかとか、犯罪はないかとかいうものの把握のために

情報を向こうに持っていこうということにつながったり、結局国民総背番号制のようなものに

つながるという不安を私は持っております。 

 今後もこのことについては注目していきたいと思います。よく気をつけて情報流出がないよ

うに、各課でもちゃんと対応していただきたいと思います。 

○議長（池山富良君）   

 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 これで質疑を終わります。 

 しばらく休憩します。 

休憩 午前１０時３５分   

再開 午前１０時３８分   

○議長（池山富良君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 先ほどの日程第５、議案第５号について、これから討論を行います。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 討論なしと認めます。 
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 これから議案第５号、徳之島町個人情報保護条例の一部を改正する条例についてを採決しま

す。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５号は、原案のとおり可決されました。 

 

△ 日程第６ 議案第６号 徳之島町報酬及び費用弁償条例の一部

を改正する条例について   

○議長（池山富良君）   

 日程第６、議案第６号、徳之島町報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例についてを議

題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（高岡秀規君）   

 議案第６号の提案理由の御説明を申し上げます。 

 本議案は、徳之島町報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例について、議会の議決を求

める件であります。 

 内容は、徳之島町農業研修施設での農業知識のある指導員への報酬月額24万円を追加するも

のであります。 

 何とぞ御審議の上、議決していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（池山富良君）   

 これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 討論なしと認めます。 

 これから議案第６号、徳之島町報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例についてを採決

します。 
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 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６号は、原案のとおり可決されました。 

 

△ 日程第７ 議案第７号 徳之島町税条例等の一部を改正する条

例について   

○議長（池山富良君）   

 日程第７、議案第７号、徳之島町税条例等の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（高岡秀規君）   

 議案第７号の提案理由の御説明を申し上げます。 

 本議案は、徳之島税条例の一部を改正する条例について、議会の議決を求める件であります。 

 内容は、税務課関係条例について、条例整備を目的とし、形式上の統一及び見直し、用語の

言いかえ、修正、単位の統一などを行うものであります。 

 何とぞ御審議の上、議決していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（池山富良君）   

 これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 討論なしと認めます。 

 これから議案第７号、徳之島町税条例等の一部を改正する条例についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 異議なしと認めます。 
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 したがって、議案第７号は、原案のとおり可決されました。 

 

△ 日程第８ 議案第８号 徳之島町町営住宅設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例について   

○議長（池山富良君）   

 日程第８、議案第８号、徳之島町町営住宅設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（高岡秀規君）   

 議案第８号の提案理由の御説明を申し上げます。 

 本議案は、徳之島町町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例について、議会の議決

を求める件であります。 

 内容は、町営住宅の建て替え及び用途廃止に伴う条例第３条第２項に関する別表の改定を行

うものであります。 

 何とぞ御審議の上、議決していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（池山富良君）   

 これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 討論なしと認めます。 

 これから議案第８号、徳之島町町営住宅設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例に

ついてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第８号は、原案のとおり可決されました。 

 



― 234 ― 

△ 日程第９ 議案第９号 徳之島町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例について   

○議長（池山富良君）   

 日程第９、議案第９号、徳之島町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを議題

とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（高岡秀規君）   

 議案第９号の提案理由の御説明を申し上げます。 

 本議案は、徳之島町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、議会の議決を求め

る件であります。 

 内容は、健康増進課国民健康保険条例について、条例整備を目的とし、形式上の統一及び見

直し、用語の言いかえ、修正、単位の統一などを行うものであります。 

 何とぞ御審議の上、議決していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（池山富良君）   

 これから質疑を行います。 

○９番（幸 千恵子君）   

 具体的にもう少し説明がいただきたかったんですけれども、金額や納期など、直接町民にか

かわるようなところで、私たちが知っていたほうがいいというような内容等がないでしょうか。

そして、先ほどの税務課のほうに課が、これ国保のことは移動したんですが、それとの関連は

どうなりますか。 

○健康増進課長（芝 幸喜君）   

 お答えします。 

 内容についての変更はございません。町長も提案理由で言ったとおり、字句をそろえ、用字、

用語の整備、条例文の条をそろえる必要があったための一部改正です。課設置条例とは、関係

しておりません。 

 以上です。 

○議長（池山富良君）   

 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（池山富良君）   

 討論なしと認めます。 

 これから議案第９号、徳之島町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを採決し

ます。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第９号は、原案のとおり可決されました。 

 

△ 日程第10 議案第10号 徳之島町都市公園条例の一部を改正す

る条例について   

○議長（池山富良君）   

 日程第10、議案第10号、徳之島町都市公園条例の一部を改正する条例についてを議題としま

す。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（高岡秀規君）   

 議案第10号の提案理由の御説明を申し上げます。 

 本議案は、徳之島町都市公園条例の一部を改正する条例について、議会の議決を求める件で

あります。 

 内容は、屋内運動場の利用区分と利用料の変更及びトレーニング室の開設に伴う利用料の設

定であります。 

 何とぞ御審議の上、議決していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

す。 

○議長（池山富良君）   

 これから質疑を行います。 

○１２番（木原良治君）   

 この料金に設定したという基準を説明お願いします。 

○社会教育課長（茂岡勇次君）   

 それでは、お答えをいたします。 

 前回までに、実際は料金のほうが前の条例の中でうたっておりました。今回、新しく屋内運

動場、これも徳之島で初めてということで、いろんな方面にトレーニングルームを含め確認を
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いたし、いろんな形で検討してまいりました。 

 参考までに申し上げますと、隣のほーらい館のほうにトレーニングルームが設置をされてお

ります。ただ、内容的にお隣、伊仙町のほーらい館のトレーニングルームと、私どもが今回つ

くりましたトレーニング室は若干意味合いが違いまして、その点からもいきますと、若干皆さ

んが利用しやすいような料金にしようということで、一応ちなみに、ほーらい館のほうを参考

にしますと、中高生が400円、一般が700円となっております。 

 今回、提示しましたのが、時間ごとに決めまして、300円、600円、1,000円、お手元の資料

にあるとおりの金額設定をさせていただきました。これにつきましては、いろんな形でありま

す。 

 その中でも、前回までは、屋内運動場が全面利用という形でさせていただいておりました。

今回、利用者、やっぱり町民のニーズに応えるためには、３面を利用できます。ネットは３面

を仕切れるということで、１面利用という形で時間を設定し、今回の料金ということで提案を

させていただきました。 

 以上です。 

○議長（池山富良君）   

 ほかに質疑はありませんか。 

○１２番（木原良治君）   

 もう一点、お伺いしたいんですけど、合宿等で高校、大学、一般の合宿で来られます。よく

この屋内練習場を使います。そしてトレーニング室ができると、そこも使われます。こういっ

た合宿等に関する配慮というのはありますか。 

○社会教育課長（茂岡勇次君）   

 お答えいたします。 

 皆さん、御承知のとおり、現在、合宿等で徳之島のほうに入ってきていただいております。

その団体、チームの方には、免除という形で対応をさせていただいております。 

 以上です。 

○６番（勇元勝雄君）   

 前からお願いしていますけど、トレーナーの確保は、現在どのような状況になっているか、

伺います。 

○社会教育課長（茂岡勇次君）   

 前回の議会におきまして、前課長のほうから、この答弁に関しましては、トレーナーを設置

をするという形を考えておりました。 

 現在のところ、我々職員も含めまして町長のほうにもお伝えしているのは、今の段階で、実

は地域おこし協力隊というもので何とかできないかという答弁をさせていただいておりました。 



― 237 ― 

 中でもいろんな形でトレーナーをいろんな形で探していたんですけれども、この地域おこし

協力隊の意味合いというものが、３年間、地域おこし協力隊でやっていただくと。その後にこ

のトレーナーの方の仕事内容を含めまして、いろんな形で何ができるのかということで、現在

のところ、トレーナーという形ではなく、指定管理者のほうに、この後の時間も当初予算で上

げておりますけれども、時間のほうもちょっと延びる関係で、指定管理者のほうで対応してい

ただくという形を今のところ考えております。 

 以上です。 

○６番（勇元勝雄君）   

 トレーナーがいなかったら、恐らくトレーニングなんかできないと思うんですよ。個人が勝

手勝手にトレーニングして、足を痛めたり腰を痛めたりいろいろあると思うんですよね。 

 それと、伊仙町のほーらい館ですか、あそこは月幾らとか、割引のパスポートみたいな感じ

がありますよね。そういうのも計画しているか。 

○社会教育課長（茂岡勇次君）   

 お答えをいたします。 

 ことし４月から新しくスタートをさせていただきますけれども、今、勇元議員からありまし

たように回数券を使うとか、いろんな形の方法については、この１年間を実際やってみまして、

皆さんからどういう形で利用するほうがいいのかということを含めさせていただきまして、そ

のときにまた新たなる形で改善する方法は改善する。そして悪いところなり、いろんな形を町

民の皆さんからのお答えとしていただき、やっていきたいと思います。現在のところは、まだ

その点については、まだ深くは考えておりません。 

 以上です。 

○６番（勇元勝雄君）   

 要望として聞いてもらいたいと思いますけど、キャンプが来るのが大体１月から３月までで

すよね、３カ月間。後の９カ月間は、もうそういう方が絶対来ないとは言えませんけど、せっ

かくあれだけの施設をつくったわけですから、町民のまず徳之島町は健康のまちを宣言してい

ます。またそういう観点から町民が使い勝手のいい、そして安くてできる、そういう施設にす

るように頑張ってもらいたいと思います。一応要望です。（「議長、済みません、補足で」と

呼ぶ者あり） 

○社会教育課長（茂岡勇次君）   

 先ほどのところで少しだけ、そのトレーナーの器具を使う場合のということで、今回、３月

末までに設置をする関係で、新しく入れてもらうメーカーのほうの方もいらっしゃるというこ

とで、我々職員も含めて指定管理者の方々に説明をしていただいて、勇元議員おっしゃるよう

に、入ってみて使えなければ意味がないということですので、その点には対処させていただき
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ます。 

 以上です。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 ２点ほど、お願いいたします。 

 まず、文言のところですけれども、「利用者が入場料を徴収しない場合」、「利用者が入場

料等を徴収する場合」と、利用者がもらうんですか。払うんでしょう。利用者から入場料等を

徴収する場合だったら意味がわかりますよね。利用者がと言ったって、利用者が利用すればす

るほどもらえるなら、いっぱい使いますよね。（発言する者あり）そうでしょう。どうでしょ

うか。 

○社会教育課長（茂岡勇次君）   

 これは利用者が、例えば徳内運動場借りて、お金をもらってやる場合にはこの金額ですよと、

もらわない場合にということで書いていると思うんですけど。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 もらうんじゃなくて徴収って書いてある。これでもう言葉が通じる。 

○社会教育課長（茂岡勇次君）   

 ちょっと済みません。ちょっとまだ。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 ちょっとまだって、今、そこで変えればいいんじゃないです。利用者がちゅうことは、それ

を利用する人ですよね、利用者がちゅう意味はね。利用者が入場料を徴収すればいいんじゃな

いですか。利用者から入場料を徴収する場合なのか、利用者が徴収する場合なのか、利用者が

徴収する場合だったら利用した人がもらうちゅう意味じゃないですか。 

○社会教育課長（茂岡勇次君）   

 一応、入場料というのが多分取られるんです。私がもし借りた場合に、来たお客さんから幾

らかお金をもらって、そこでやる場合というふうに捉えていただけたらと思います。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 意味わかるけども、この場合だったら施設側が払わないかんのよ、この言葉だったら。そう

でしょ。何でわからんの。言葉で文言で何で利用者が徴収する場合となっているじゃないです

か、利用者から徴収する場合でしょ。お客さんから徴収する場合でしょう。 

○社会教育課長（茂岡勇次君）   

 はい、そういうことです。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 そういう意味なんですよね。だったらその「が」では通じないということは反対という意味

なんですよ。 
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○議長（池山富良君）   

 しばらく休憩します。 

休憩 午前１０時５０分   

再開 午前１１時００分   

○議長（池山富良君）   

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

○１３番（福岡兵八郎君）   

 説明はわかりました。私たちは、この利用者というのが指定管理者という立場で見たわけで

すよね、利用者というのが。だから、例えばソフトボールしますと、その団体が誰か主催者が

いるわけですよね。その人が利用者という表現だったんですよね。私たちはその費用対効果な

りをみるわけですので、この利用者というのはこれはお客さんで、指定管理者を直接つないだ

もんですから、おかしいんじゃないかとなったんですけども、これは、この説明聞きますと、

主催する人が利用した人たちから徴収をするんだという意味なんですね。それを今度、指定管

理者に払うわけですよね、集めた人たちは。そういう意味なんですよね。だから、この文言で

は非常にそのまま読むと、すごく反対の意味ですので誤解を生みますので、今回はこれで通し

ていいと思います。 

 だけども、あと、こういうのも全体的にあると思うんですが、もう１回しっかりチェックし

ていただければと思います。 

○議長（池山富良君）   

 答弁よろしいですね。 

 ほかに質疑ありませんか。 

○社会教育課長（茂岡勇次君）   

 お答えします。 

 ちょっと誤解があった部分がありましたけど、それを理解していただきまして、ありがとう

ございます。この事を含めて議決のほうをよろしくお願いいたします。 

○議長（池山富良君）   

 ほかに、次、ありませんか。 

○１０番（是枝孝太郎君）   

 伺います。 

 総合グラウンド、トレーニング施設、立派なものができていますけども、私たち、以前、宮

崎県の綾町を視察させてもらいました。向こうはいかなるプロとかノンプロでも、青少年を優

遇するという形をとっています。そこの日程調整、どういうふうに、今後考えていくのか、伺

いたいと思います。この施設を利用するに当たって。 
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○社会教育課長（茂岡勇次君）   

 今回、今、是枝議員からありましたように、我々としてもいろんな形で、どういうふうな形

かまだ掴んでいません。ただ、利用者の方々の意見というものは大事にしていきたと、その中

で、今、徳之島で初めて屋内運動場、トレーニングルームが設置ということですので、そのこ

とにつきましてはいろいろ検討させていただきたいと考えております。 

 以上です。 

○１０番（是枝孝太郎君）   

 多少なりとも、青少年を中心としたものの判断をしていただきたいと思います。 

○議長（池山富良君）   

 答弁いいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 ほかに質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 討論なしと認めます。 

 これから議案第10号、徳之島町都市公園条例の一部を改正する条例についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第10号は原案のとおり可決されました。 

 しばらく休憩します。 

休憩 午前１１時０５分   

再開 午前１１時１５分   

○議長（池山富良君）   

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

△ 日程第11 議案第11号 平成30年度一般会計補正予算（第

６号）について   
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○議長（池山富良君）   

 日程第11、議案第11号、平成30年度一般会計補正予算（第６号）について議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（高岡秀規君）   

 議案第11号の提案理由の御説明を申し上げます。 

 本議案は、平成30年度一般会計補正予算（第６号）について、議会の議決を求める件であり

ます。 

 内容は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,002万9,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ82億7,691万4,000円とするものであります。 

 歳入の主な内容は、国庫支出金7,884万円、地方消費税交付金4,270万1,000円、諸収入1,013

万8,000円、財産収入457万6,000円、地方交付税413万4,000円などの増額、繰入金5,238万円、

町債3,100万円、県支出金1,911万3,000円、分担金及び負担金1,673万円、町税544万円の減額

であります。 

 歳出の主な内容は、災害復旧費6,122万4,000円、総務費3,283万円、民生費1,324万1,000円、

消防費833万3,000円などの増額、農林水産業費3,977万9,000円、土木費2,871万円、衛生費

2,027万7,000円、教育費574万7,000円の減額などであります。 

 なお、事項別明細につきましては、審議の段階で御説明申し上げます。 

 何とぞ御審議の上、議決していただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（池山富良君）   

 これから質疑を行います。 

○９番（幸 千恵子君）   

 それでは、４ページからいきますが、一番下、子どものための教育・保育給付費国庫負担金

というのが1,600万余りありますが、これはどういう事業に活用されるのでしょうか。 

 次、５ページ、真ん中の社会資本整備総合交付金ですが、5,000万余り減額になっています。

この理由をお尋ねいたします。 

 次に、７ページ、これも真ん中です。款15の財産収入関係ですが、金見崎灯台、グリーンベ

ルト、それから徳之島物産、ゆうな住宅等それぞれの内訳説明をお願いいたします。 

 その下の項２の財産売払収入ですが、美農里館700万増額、植物工場を200万余り減額、これ

の今の増の状況等お尋ねいたします。 

 次、９ページ、一番下の補正予算債というものがありますが、これの説明お願いいたします。

3,000万余りですね。 

 次、歳出ですが、13ページ、自衛隊殉職者慰霊碑の関係ですけども、毎年あると思いますが、

200万余りが、今、補正されております。何か特別な事情があるのか、お尋ねします。 
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 その下の、電算管理費の関係ですが、電算機器処分データ消去作業とあります、これの内訳

と、あと手順等、教えてください。 

 次、14ページ、一番上の地域おこし協力隊員の報酬、620万余り減額の理由をお尋ねします。 

 それから、ずっと下にいきまして、ふるさと納税サイト手数料として900万減額になってい

ますが、この内訳をお尋ねします。 

 15ページ、目32の民泊整備モデル事業費ですが、需用費の中に修繕料と380万余り減額、こ

の内訳をお尋ねしたいのと、その民泊の空き家状況、今、どういう状況になっているのか。そ

して、その下のほうには、工事請負費として420万補正されていますが、これとの関係、お尋

ねします。 

 17ページ、一番下になるかな、節28の繰出金、国保出産育児一時の関係ですけども、300万

余り減額になっています。これの状況、減額になる理由と、あとこの出産関係の件数等お尋ね

したいと思います。 

 次、19ページ、上のほうですが、節23国庫返還金として100万ちょっとありますが、ここの

内訳説明お願いします。それからその下の、保育所運営委託料2,000万余りですが、これの内

訳説明お願いします。 

 次、20ページ、真ん中あたり、環境衛生費の節19、520万余り減額になっています。合併浄

化槽の関係ですが、この内訳をお尋ねします。 

 次に、23ページ、真ん中、目23美農里館管理運営の関係ですけど、節11の消耗品費として

370万近くありますが、この内訳説明お願いします。それから一番下の農地費ですね、負担金

として1,600万余り減額になっているのと、県営畑総事業の1,200万余り減額、これの内容をお

尋ねします。 

 次、24ページ、ほぼ真ん中ですけれども、節13の委託料、地籍調査事業委託料として211万

4,000円減額ですけれども、地籍調査の関係含めて、この内訳をお尋ねいたします。 

 25ページ、目６の松くい虫の関係ですが、委託料600万近くが減額になっていますが、この

状況、松くい虫の伐倒債の関係お尋ねします。 

 それから、款６項３目５亀津漁港、製氷機のところですが、こういう機会にお尋ねしますが、

今、どういう利用状況なのでしょうか。そして、この修繕の関係は何なのでしょうか。 

 次、26ページ、真ん中の社会資本整備道路事業費ですが、工事請負費として9,300万余り請

負費が補正されています。これの内訳をお尋ねいたします。 

 27ページ、土木費の目１の住宅管理費、積立金として200万入っていますが、ここの積立金

はトータル幾らになるのでしょうか。 

 その下のほうの13委託料、設計監理業務委託として470万減額ですけれども、この事情。そ

して、その下の工事請負費として、花徳団地新築工事請負費が1,280万減額になっていますが、
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この事情をお尋ねいたします。 

 次、28ページ、一番上の項目ですが、節20の扶助費、被災者生活支援金860万、これの内訳

もお尋ねします。 

 次、30ページ、節20の扶助費ですね、就学支援の関係と思いますが、これは時期がどうなっ

ているのか、何月に支給されているのかお尋ねします。 

 そして、下のほうの目３の節18備品購入費として、エアコンが１台だけ入っていますけれど

も、もう今、既に暑い日があり、半袖、ノースリーブで歩いている人たちもいますが、この夏

のことを思うと学校にエアコンの設置は重要だなと思いますが、ここ神之嶺小学校の特別支援

教室だけなのか、ちょっと状況をお尋ねしたいと思います。 

 31ページはいいです。 

 次、32ページ、ちょうど真ん中ですが、節７の賃金、幼稚園教諭賃金として160万減額にな

っていますが、ここの状況をお尋ねします。教員の数等、足りているのか状況を教えてくださ

い。 

 それから、その下の節19施設型給付費として520万余り補助金がありますが、これの状況も

お尋ねします。 

 33ページ、ちょうど真ん中、文化会館費ですが、積立金として230万ありますが、これが今、

どういう状況なのかお尋ねします。 

 そして、35ページ、一番下、屋内運動場のトレーニング機器の150万余り減額、これの状況

をお尋ねします。 

 そして、36ページですけれども、最後、工事請負費6,550万、ここの説明をお願いいたしま

す。 

 そして、一番前の、今回補正がありまして、今回までで82億7,000万余りになりますけれど

も、当初予算に比べて５億ほどふえることになります。金額はさまざまだと思いますが、今回

の１億近い補正があったりとか数百万の補正が幾つかあったりということがありますが、この

５億円増額になった主なものとして、何かあるのか教えてください。 

 以上です。 

○介護福祉課長（豊島英司君）   

 歳入の国庫支出金、子供のための教育保育医療費ですね。 

○議長（池山富良君）   

 課長、ページ数から言って。 

○介護福祉課長（豊島英司君）   

 はい。済いません。４ページ一番下の子供のための教育保育国庫負担金なんですけど、これ

は各保育所に委託料として支払いする国の負担分になります。これが当初、保育所に入所する
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私立の亀津、亀徳の園児を220名で計算をしておりましたけど、実際には240名になったために

増額になっております。 

 後は支出の19ページ、国庫償還金なんですけど、これが29年度の実績に基づいて国のほうへ

返還するということで、実績の確定が実績報告によりまして、２月に確定しておりますので、

本年度返還するということで99万3,000円上がっております。 

 後、その下の保育所委託費、これも先ほどありましたように園児の教員のためということで、

各保育所に支払う委託費がふえているような状況です。 

 以上です。 

○耕地課長（福  旭君）   

 23ページ。24農地費19負担金についてですが、県畑総事業の負担金なんですが、当初7,650

万を組んでありましたが、これは補正を見込んでの金額で上げさせてもらっておりました。今

回、事業が決定いたしまして、その部分の差額1,250万の減となります。また基幹水利事業に

つきましても、事業費器の確定に伴い264万8,000円の減額となっております。 

 以上です。 

○健康増進課長（芝 幸喜君）   

 お答えします。 

 事項別明細の17ページを見ていただきますか。 

 下のほうですが、項の社会福祉総務費の中の28繰出金の中の国保出産育児一時金繰出金200

万の減額。 

 この出産育児一時金というのは、国が３分の１、県が３分の１、町が３分の１出して、出産

された方に支給するものであります。１人あたり出産に対しては42万円を限度として支給いた

します。これはこの部分はここを特別会計のほうに繰り出して、そこで御説明したほうがわか

りやすかったかなと思いますけど、この分に関しては、県の部分で200万でございます。 

 減額のあった理由といたしましては、当初見積もりの出産人数より７人分減ったというか、

生まれなかったための減額になっております。 

 以上でございます。 

○地域営業課長（秋丸典之君）   

 お答えいたします。 

 ７ページ、15、２の３、美農里館生産物売払収入700万上げてあります。平成29年度３月の

売り上げが600万円となっておりますので、前年度の３月の売り上げの1.2倍で計上させていた

だいております。美農里館商品のほうが大体400万、他社の商品を売り上げておりますので63

社分の分が300万ということであげてあります。 

 歳出の23ページ、消耗品費です。工場用の仕入れ原料が110万、店舗の商品63社分ですが240
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万ということで350万になっております。 

 以上です。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 14ページの地域おこし協力隊費、報酬の減の620万のうち、320万が農林水産課において協力

隊を募集する予定だったんですけれども、今回、見送った観点から320万の減を行っておりま

す。 

 25ページ、松くい虫伐倒駆除事業費の委託料に関しましては、事業費の減で、県からの補助

金減に伴い、それに率を合わせて、今回事業料の減ということで582万9,000円を減額としてお

ります。 

 25ページの亀津漁港製氷庫管理運営費につきましては、現在タッチパネル等の故障しており

まして、現在手動により対処しているということで、早急にこのタッチパネル等が必要という

ことと、エアーコンプレッサーの修理が必要ということで計上しておりまして、現在のところ

平成29年４月～平成30年３月においては、約220トンの製氷を行っております。 

 以上です。 

○総務課長（東 弘明君）   

 ９ページの目10の補正予算債、これにつきましては、国の補正予算（第１号）にかかる社会

資本整備道路事業の補助裏の分の起債するものでございます。補正予算債は交付税措置率50％

でございます。 

 それから歳出の13ページ、目の12節の19自衛隊ヘリコプター殉職者13回忌慰霊祭の補助金で

すけども、この200万につきましては自衛隊慰霊基金のほうからの繰り入れでございます。 

 それから、その下の12の役務費、手数料、これにつきましては、まず第４次ＬＧＷＡＮネッ

トワーク接続変更設定作業の手数料でございますけど、これは平成30年12月に作業予定だった

ＬＧＷＡＮのサーバー機器の設定変更作業料の費用ということになります。 

 それから、電算機器処分データ消去作業手数料、これにつきましては本町にある電気機器の

廃棄手数料ということで他町との共同で行っておりますけども、費用を按分して不要となった

機器を廃棄しております。今回が天城町さん、和泊町さんと共同で行っているところでござい

ます。 

 それから、28ページの20の扶助費でございますけども、これは台風24号で被災をされた方々

への生活支援金ということで、県のほうから１戸あたり20万円、対象戸数が43戸で860万円計

上しております。 

 以上です。 

○企画課長（向井久貴君）   

 お答えいたします。 
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 支出の14ページ、款２項１、21地域おこし協力隊の報酬でございますが、820万のうち企画

課分の１人が途中で地域おこし協力隊を辞職されまして、３カ月でやめられました。というこ

とでその分の減になっております。 

 それから同じ14ページのふるさと納税推進事業費でございます。12の役務費ふるさと納税サ

イト手数料でございます。900万の減でございますが、今現在、ふるさと納税サイト、ポータ

ルサイトでございますけども、４社ございまして、その中で一番手数料が高いところが寄附が

集まらなかったということで、それに対する減額でございます。 

 それから15ページ、同じく32の民泊整備モデル事業費でございます。修繕料マイナス308万

7,000円になっておりますけども、これは実際民泊で修繕料を考えていたんですが、実際、中

身を精査すると工事請負費が妥当ではないかと、修繕ではなくて。ということでこれを減額い

たしまして、新たに工事請負費として下のほうに420万ほど計上しているところでございます。 

 なお、空家については、徳之島町全体で900ぐらいあると思っておるんですけども、29年度

に調査をして、19件調査をして９件候補が上がったんですけども、未だにそのマップといいま

すか、ネットに掲示をできておりませんので、新しく平成31年度には含めてネットに掲示して

いきたいと考えております。 

 以上です。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 御説明いたします。 

 歳入の５ページ、款項目13国庫支出金２国庫補助金４土木費国庫補助金２の住宅費国庫補助

金5,346万9,000円の減なんですけど、これの御説明をいたします。 

 当初予算にて、花徳団地、新築工事を木造４棟８戸の外構工事等を含めまして、総事業費

２億5,200万円、国庫補助金1,243万4,000円を要望しておりましたが、今年度と同じ額が4,896

万5,000円と要望率の47.8％の減額配分であったため、当初、希望の予算額の１億243万4,000

円から内示額4,896万5,000円を差し引き、5,346万9,000円の減額となりました。 

 これに伴いまして、歳出の27ページの８、６土木費、住宅費、住宅建設費の委託料の470万

円、あと工事費の1,280万円の減額の件なんですけど、これに伴いまして補助金が減額になっ

たということで、事業料減らした分として花徳団地を１棟２戸、外構工事に変更して委託料を

470万円、工事費１億2,800万円の減額といたしました。 

 続きまして、20ページ歳出、４衛生費、１保健衛生費、５環境衛生費、19負担金及び交付金

の528万8,000円、合併浄化槽の減額の件なんですが、これも当初予算にて浄化槽の申請を行っ

ております。浄化槽５人槽50基、７人槽３基、12槽３基、単独浄化槽撤去に７基、単独浄化槽

くみ取り９基で2,139万4,000円を計上しておりました。実績において、浄化槽ともに算出した

結果、浄化槽50基が38基、７人槽が３基が２基、12槽３基が２基、単独浄化槽撤去が７基が
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６基、単独浄化槽くみ取り９基が９基で確定いたしました。本年度当初予算から申請件数の少

なくなった分、1,610万6,000円を差し引き、528万8,000円の減額となりました。当初、浄化槽

56基に見積もっておりましたが、実績では42基だったということです。その差額の減額という

ことです。 

 続きまして、24ページ、６農林水産費１農業費27地籍調査費13委託料230万2,000円の減額で

す。地籍調査委託費に関しましては、まず、業務内容といたしましては山地区の0.39平方キロ

メートル、山地区県道沿いを0.09平方キロメートル、白井地区0.53平方キロメートル、亀津能

周地区を0.0平方キロメートル、事業委託面積としまして1.06平方キロメートルの設計委託業

務を行いました。実際当初予算におきまして2,399万円で予想し、本年度1.05％の増額が見込

まれるものといたしまして、2,425万4,000円で一応、当初予算を載せました。実際に精査して

設計委託料を計算した結果2,265万1,000円となり、その差額が160万3,000円の差額となりこの

金額にて入札をいたしまして、入札の入札残が51万1,000円となりましたので、合計金額211万

4,000円の減額となりました。 

 続きまして、８土木費に道路橋梁費３社会資本整備道路事業費の15工事費9,355万6,000円の

増額の件26ページです。真ん中の社会資本整備、道路事業費の工事費の増額の分です。 

 お答えします。 

 昨年11月に追加補正の予算要望調査があり、町としても要望していたところ、ことしの２月

８日に交付決定を受けました。それにて、工事請負費9,329万円の補助金の増となりました。

これは亀津共木屋線の改良工事に当てたいと思っております。これは補助金の増です。申請し

た額が上がったということです。追加は繰り越し予算にて、来年度共木屋線の工事を行ってい

きたいと思っています。その分の増額の分です。 

 続きまして、27ページ、６の住宅費25積立金、この積立金におきましては、積立金の内容が

今後老朽化が予想される小郷団地の３号棟、４号棟のエレベーターの整備時の積立金でござい

ます。 

 現在の残額は7,026万8,026円となっております。 

 最後のページ、30ページ。災害復旧費公共土木災害復旧費の工事費6,550万円の増額の件で

すが、これは台風24号による災害被害によるものでございます。 

 金額の内訳といたしましては、奥名川は河川の崩壊が3,670万円、池田線道路崩壊が1,970万

円、幸鎌線道路崩壊山が910万円、合計6,550万円の増額となっております。 

 以上です。 

○総務課長（東 弘明君）   

 説明の漏れがありましたので、歳入の７ページお願いします。目の１の財産貸付収入でござ

いますけども、金見崎灯台、グリーンベルトにつきましては、グリーンベルトは工事の管理事
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務所用の貸し出し、それから金見崎灯台は灯台建設のために海上保安庁に貸し出しをしている

ものでございます。 

 それから徳之島物産株式会社、この48万円につきましては、これは平成29年度の未収分でご

ざいまして、３月支払いということになります。 

 それからゆうな住宅の貸付料、これにつきましては実績の２割減でございますけども、４月

から７月までが１世帯の入居で24万円。それから10月以降が３世帯入居の108万円、差額とい

たしまして、その当初の216万円から、この世帯の合計132万円を差し引いた84万円の減という

ことでございます。 

 以上です。 

○社会教育課長（茂岡勇次君）   

 御説明をいたします。 

 ページが33ページ。款の10、５、４文化会館費の積立金ですけども、総額で現在948万3,886

円となっております。 

 続きまして、35ページ。款項目16の６屋内運動場建設事業費、備品購入費の150万3,000円は、

入札残となっております。 

 以上です。 

○学校教育課長（尚 康典君）   

 それでは説明いたします。 

 歳出の30ページ。節20の扶助費なんですけど、一応、準要保護児童就学援助金に対してです

けど、当初の予定より197名の予定が149名に減ったため、74万7,000円減額しました。 

 次のあれも結局、準要保護及び準要保護生活制度就学援助費も各学校医療費のほうも、結局

利用する児童が少なくて、要保護児で15名予定していたんですけど、１名しかいなくて、準要

保護児も65名の予定が21名だったため40万の減額となりました。 

 同じく、下の18の備品購入費の神之嶺小学校の特別支援教室のエアコン30万なんですけど、

今年度の４月から肢体不自由の児童が神之嶺小学校に入学するため、エアコンの設置が必要と

いうことで、今度の３月補正で上げさせてもらいました。 

 続きまして、32ページ。真ん中の７の賃金なんですけど、幼稚園教諭の賃金マイナス160万

円なんですけど、これは当初に募集をかけて、臨時職員１人がちょっと募集が来なかったため、

その分160万円の減となりました。 

 次の節19の負担金補助及び交付金の施設型給付費の524万4,000円の増なんですけど、これは

平成30年度、ことしから町内の私立幼稚園が子供・子育て支援新制度に移行したために、従来

の私立幼稚園と公立幼稚園の保育料の負担感を軽減するために行われてきた就学援助費の補助

金に変わって、保育園と同様に幼稚園の運営費等を支給型給付費として地方自治体が、負担す
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る形と今なっています。 

 それで今回、その給付費の金額を定める基礎となる公定価格が引き上げられたため、524万

4,000円の増となっています。 

 以上です。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 説明漏れがありましたので、14ぺージ款15、２の３の１生産物売払収入、植物工場生産物売

払収入マイナス219万4,000円。これは植物工場の生産した生産物の売り払いの減であります。

現在のところ平成30年度現在で、約210万を実際には売り上げておるようでございます。

７ページの歳入の財産収入のほうです。植物工場売上に関しては、219万4,000円の減でありま

すけども、現在のところ売り上げの減であります。 

○議長（池山富良君）   

 ほかに質疑ありませんか。 

○９番（幸 千恵子君）   

 一番前の５億ふえた関係の質問をさっきしましたが、２回目に加えて説明をお願いいたしま

す。歳出のほうでもいいんですけど、当初に比べて花徳の住宅、減額だったため減っていると

いうことなんですが、これは当初予定だった４棟８戸というものが、随分減っていると思うん

ですが、ここら辺の影響はないんでしょうか、お尋ねします。 

 ７ページの徳之島物産については、請求漏れというか収入漏れがあったというのはわかって

おりましたけれども、これは当初予算に入っているものだと勘違いしていたのかな。入ってい

なかったからここに入ったと思うんですけれども、そういうものというのは確か去年の審議し

たときにこの話はありましたので、もうとっくに入っていてもいいのかなと思ったんですが、

この時期で補正するのはちょっと危ういなと思ったりするんですけど、よく気をつけてほしい

と思います。 

 ゆうな住宅の貸し付けについては、今現在、空き室があるという状況なんでしょうか、再度

お尋ねします。何か随分空いている状況があるようにも聞いておりますけれども、その状況、

なぜ入居者がいないのか等の理由等がありましたら教えてください。 

 それからその下の財産収入の関係ですけども、美農里館については増額ということで順調に

進んでいるからかなと思うんですけれども、そういうふうに判断していいのかお尋ねします。 

 そして、その下の植物工場の関係、減はこれを見ればわかりますけれども、その減の状況、

なぜ減になっているのかという特別な理由とかあるのか、何か部屋が暑いので野菜がしおれて

しまうとか何かあったと思うんですが、何か理由があるのかお尋ね、再度いたします。 

 歳出の13ページ。自衛隊殉職者の関係ですが、これは当初から予定に入っているものではな

いかなと思うので、もっと当初に入れるべきだったのではないかなと思いますけれども、それ
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を再度確認をしておきたいと思います。 

 次ですね、17ページ。出産育児金の関係ですが、予定していたよりも７人少なかったと、生

まれるのが。ということなんですが、何人だったのか、何人生まれたのかなというのでお尋ね

したいと思います。 

 次に、20ページの合併浄化槽の関係ですけれども、42基だったということですが、これは利

用する側がこんだけだったということなのか、本当はもっと利用できる予算はあったんだけれ

ども、利用者は少なかったということなのか、もうちょっと教えてください。 

 それと、24ページ。地籍調査の関係ですけども、何か細かい数字のパーセントでしたが、現

在の地籍調査の進捗率ですね、どういう状況なのかお尋ねします。 

 25ページ。松くい虫の関係ですけども、今の松くい虫被害の状況ですね、そこのところをお

尋ねいたします。 

 25ページ、下のほうの製氷機の関係ですけれども、修繕しなきゃいけないのはわかりますが、

220トンということでしたけれども、この利用状況、利用者数であるとか利用状況がどういう

状況なのかお尋ねします。 

 27ページ。これがさっき聞きました花徳団地の関係ですが、現状に影響はどういうふうにあ

るのか。 

 それから30ページ。就学援助の関係ですが、人数が減ったのはわかりますけれども、何月に

支給されているのか、再度お尋ねします。 

 32ページ。幼稚園の教諭、臨時募集が来なかったということですけれども、教員の数として

は足りているのか、不足の状況がないのか、お尋ねいたします。 

 以上です。先ほど質問した５億円の関係もあわせてお願いいたします。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 お答えします。 

 花徳団地の件に関してなんですけど、現在、住宅の建設の補助金が、ほとんど毎年におきま

して要望額の半分しかきておりません。約50％前後の状況です。それにつきまして、花徳団地

は現在全体計画で４棟８戸を計画しております。その予算に応じて、今回47％約半分だったの

で１棟２戸を計画しております。 

 それにつきまして次年度につきましても、３棟６戸を一応要望しますが、当然のことにまた

半額回答だと思いますので、それは継続的に花徳団地は建設を進めていきたいと思っておりま

す。 

 続きまして、24ページ、27の地籍調査費の地籍調査の進捗率の件なんですが、平成29年度で

18.31％となっております。 

 以上です。 
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○地域営業課長（秋丸典之君）   

 お答えいたします。 

 歳入７ページ。款15項２、３美農里館生産物売払収入、売り上げ順調なのかということなん

ですが、30年度２月末現在で総売り上げが3,900万ほどあります。まだ２月のほうで３月にな

ると、またもう少し先ほど言いました700万のほうが入ってくるかどうかということになって

おりますので、順調でこの金額を上げております。 

 以上です。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えをいたします。 

 まず、５億円の財源につきましてですけども、当初予算より交付税が３億2,800万円ほど増

をしております。それから消費税の交付金、これが420万円の増、それから寄附金が120万円の

増ということ、これらが主な要因ではないかというふうに思っております。 

 それから歳入の７ページ。徳之島物産株式会社につきましては、30年度の当初予算でも貸付

収入は上げておりますけども、３月末払いの支払いということで話をしているということで、

今回、これを未収金も含めて、平成30年度も３月末で一緒に支払いを、支払いというか納入し

てもらうということになっています。 

 それからゆうな住宅につきましては３戸ですけども、全て今現在、入居中ですので、空きは

ございません。 

 それから歳出のページ13ページ。自衛隊ヘリコプター殉職者の13回忌、これは当初からの予

定はございましたけれども、それぞれの遺族の方やら、あと自衛隊関係、それから地元の関係

する団体等との話し合いがございまして、今回この３月時点の計上ということになりました。 

 以上です。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 すいません。もう一つ残っておりました。20ページ、保健衛生費、５番環境衛生費、19番負

担金の528万8,000円なんですけど、これは徳之島町におきまして合併浄化槽の普及を図るため

に補助金を出しております。その件数で当初予算におきまして、2,139万4,000円を計上してお

りました。 

 その内訳といたしましては、浄化槽には５人槽、７人槽、12人槽がありまして、私たちの当

初の予想で50件ぐらいあるだろうという件数を示してあらわした金額が2,100万円です。 

 当初といたしましては、浄化槽５人槽は50基、７人槽は３基、12人槽は３基、単独浄化槽の

撤去が７基、単独浄化槽くみ取りは９基で合計金額2,100万円となっております。これが実績

です。 

 平成30年度の実績が５人槽に対しまして50基を予算化していましたが、38基しかなかったと
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いうことです。７人槽３基に対して２基、12人槽３基に対して２基、単独浄化槽撤去７基に対

して６基、単独浄化槽くみ取り９基で、その差し引きがくみ取りで1,610万6,000円が確定して

いました。結局は、当初の約75％ぐらいだったということです。幸議員よろしいでしょうか。

私たちが当初の予想、もちろん多めに予想したんですけど、実績は約75％ぐらいであったとい

うことです。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 歳入７ページ。款15項２、３の生産物売払収入、植物工場生産物売払収入についてですけれ

ども、この理由は価格が全体的に低い相場であったため、収入が減ったということであります。 

 歳出の25ページ。６の松くい虫伐倒駆除事業でありますけれども、状況ということでありま

すので、一応、沖永良部大島等は、ある程度その松くい虫による被害のほうが落ち着いている

ようでありますけど、徳之島のほうはまだまだあるんですけれども、何分にも山林の中に入っ

てやるものですから、またそれとともに現在緊急的にこうやっているのが枯れ松の状態のやは

りそこは先にやらないといけないということで、なかなか事業が追いつかないような状況であ

ります。 

 以上です。 

 それと同じく、25ページの亀津漁港製氷庫管理運営費20の扶助費のほうですけれども、現在

業者は組合員で60人でやっているということであります。一般のほうはちょっと不明でありま

すので、中心には基本が組合員になっておりますので、組合員60名で利用しているということ

になります。 

○総務課長（東 弘明君）   

 先ほどの５億円の財源のとこで、ちょっと数字の間違いがございましたので、訂正をさせて

いただきます。消費税交付金、これが4,200万円の増でございます。それから寄附金が1,200万

円の増と、これらの要因ということになります。 

○健康増進課長（芝 幸喜君）   

 歳出の17ページの下のほうの国保出産育児一時繰出金、当初、国保世帯においては28人を予

定しておりました。現在１月末で17名出産、17名生まれております。ただ、社会保険の適用拡

大で国保から若い方が社会保険に結構いっている方がいまして、全体では75名でございます。

大体３月末ぐらいで90名越す、推移となっております。ちなみにです。 

 以上です。 

○学校教育課長（尚 康典君）   

 歳出のページ30の20の扶助費なんですけど、支払い月は各学期末の年３回支給しています。 

 次に、32ページの７の臨時の賃金なんですけど、一応、４月当初に募集をかけたんですけど、

やっぱり１人しか来なかったものですから、一応、今回は１人で対応させています。多分、幼
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稚園のほうにはちょっと大変だったとは思います。 

 以上です。 

○９番（幸 千恵子君）   

 ５億円の関係ですが、歳入の状況は何となくわかりましたけれども、この６号の補正でも数

百万円から9,000万近い事業がふえたりしておりますが、それで歳入、交付金等があったこと

によってふえたということで考えていいんですか、その特別なここで当初から交付金の額とか

多ければ、当初でも入れたかもしれないような事業が、今、入っているというふうにとってい

いのか、その歳出のところについて、新たな事業等のところについて、少しお尋ねしたいと思

います。 

 それと歳入ですが、７ページです。美農里館の関係ですが、ふえているのはいいことですが、

従業員の数等が、今、どうなっているのか。そして従業員の方の給料の面ですね、どういう状

況なのかいってみたら一日普通に働いているんですけれども、多分男性の方が多いと思うんで

すが、その給料で結婚できるような給料をもらっているのかなとちょっと気になったりします

ので、そういうところを少しお尋ねしたいと思います。 

 それから植物工場の作物ですが、確かそういえば正月のころに見たときに、店頭に並んでい

るホウレンソウが、何か安かったなという思いがしました。以前は、ほかの島外から来る野菜

が安くても、ここの野菜は金額が下がらなかったという思いがあるんですけれども、下げたこ

とによって廃棄するものではなくてちゃんと売れたというのがふえればいいわけですけれども、

その価格の低かった関係でこんだけ切っているのかなと思うんですが、これについて今後どう

する予定なのか、計画をお尋ねしたいと思います。 

 歳出ですね、20ページですね。合併浄化槽の関係ですけれども、数は２回も聞いたんでわか

りましたが、町内にやっぱりまだくみ取りのトイレであるとか、この合併浄化槽等に交換する

ほうが望ましいなと思われるような状況もあると思うんですけども、この公共下水道に加入し

ている人もいれば、合併浄化槽の人もいて、もしかしたらまだくみ取りのところもあったりす

るのかなと思うんですけども、この下水道関係の普及状況といいますか、それは今、どういう

状況だと思われます。その42基が利用されていますけれども、新築でなくてもここに変えるこ

とが望ましいようなところもあるんではないかと思いますが、どういうふうに把握していらっ

しゃいますか。 

 24ページの地籍調査の関係ですけども、なかなかこれは進んでいかないという状況のようで

すが、今後の予定として何かいい方法とかないんでしょうか、どうお考えでしょうか。 

 それから25ページのほうの（発言する者あり）いや、いいです。 

 32ページの幼稚園の教諭の関係ですけれども、１人で頑張ってもらったっていうことなんで

すが、この１人では到底足りるはずはないですし、休みの関係等ありますけれども、そこはど
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ういうふうに対応していらっしゃるのか。そして来年度、ここは増員になる見込みがあるのか、

ちょっと子供たちにとって重要なことですので、お尋ねしたいと思います。 

 以上、３回目終わります。 

○地域営業課長（秋丸典之君）   

 お答えいたします。 

 歳入７ページ。款15項２目３の売り上げのほうの関係で、絡みなんですが、うちのほうが、

工場のほう、男性が６名、女性が８名ということで14名が働いております。今回多分、金額的

には新年度ともちょっと、リーダー格とか工場長でカフェの分もいるんですけれども、経験者、

未経験者とも分かれました、金額をちょっとこちらのほうでは上げて、当局のほうと相談をし

て上げていっている状態でありますので、新年度の予算のほうでも、若干上がってくるんでは

ないかと考えております。 

 以上です。 

○総務課長（東 弘明君）   

 お答えいたします。 

 ５億円財源に伴う、その歳出における新たな事業等ということになろうかと思いますけど、

その６月補正で上がっている新たな事業であったり、国の補正等、新たな財源が発生したこと

に伴う事業でございます。５億円の増の歳出要因は、交付税の額の確定に伴い、当初実施でき

なかった事業につきまして、交付税を財源として行ったためによるものでございます。 

 以上でございます。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 歳入の７ページの15の財産収入植物工場生産売払収入について、今後どうしていくかという

ことなんですけれども、植物工場のほうでは葉物を中心に生産しております。どうしても生産

してもなかなかすぐに短期間に傷みやすいというふうなこともありまして、また価格も相場に

なる影響が多大にあるもんですから、来年度、新たな組み方で委託しているＮＰＯ法人のほう

が動きやすい形で、少しでも営業というか売り先を広く構えるとか、そういうふうな形でとれ

るような対策が取れればなと思って、新たにまた当初で考えております。 

 以上です。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 お答えします。 

 合併浄化槽の普及率なんですけれども、建設課といたしましては、現在、下水道事業もきの

うの答弁で木原議員にも答弁いたしました、約56％ぐらいの普及率となっております。合併浄

化槽に関しましては、まだ普及率の算定は資料がなかったので、後で、幸議員に持って行きた

いと思います。 
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 そして、普及率が進むためには徳之島町としても頑張っております。下水道に関しましては、

下水道補助。今回、合併浄化槽に関しましても、今回、衛生管理費で合併浄化槽処理浄化槽設

置費ということで、補助金の補助を行っております。 

 徳之島全体の水環境がよくなることを望んで、補助金等を設けながら現在、進めているとこ

ろでございます。（発言する者あり）すいません。わかりました。合併浄化槽の普及率が

40.53％となっております。合併浄化槽の普及率がですね。 

 下水道に関しましては、亀津の下水道というのはやっぱりこんだけ人口の集中しているとこ

ろですので、下水道で処理したほうがいいだろうということで町の方針で行っております。下

久志地区に関しましては、農集排によって集落単位に行っております。それ以外の地区に関し

ましては、合併浄化槽の切りかえを行っているところでありまして、先ほど数字であらわした

みたいに、下水道に関しましては56％、合併浄化槽に関しては40％の普及率です。私も繰り返

すようですけど、町で補助金の制度も行っており、両方行っております。そして、また今後も

普及率が上がるように、啓発活動に努めたいと思っております。 

 続きまして、地籍調査の件なんですが、地籍調査におきましても現在補助金で事業を行って

おります。私も今回、ちょっと目を通したんですけど、普及率が平成3年度から始まっており

ますが、伸びが約１％弱、年間の伸びがもう１％もいってないぐらいです。現在、自分もびっ

くりしたんですけど、先ほど申しました18.31％、年１％としても、あと80年かかるのかなと、

数字の計算からなんですけど、と感じております。 

 しかしながら現在のところ、担当に聞いたところ、集落はもうほとんど終わっておるという

ことで、今後、亀津の中を始めるということでした。これには、やっぱりお金と、あと地権者

の同意とかが必要なので、地道にやっていくのを進めて、年次的に進めていくべきではないか

と考えております。 

 以上です。 

○学校教育課長（尚 康典君）   

 歳出の32ページ。10の４の７の賃金なんですけど、来年度も今年度と同様に、一応当初で、

予算のほうは計上させてもらっています。 

○議長（池山富良君）   

 しばらく休憩します。 

 午後は１時50分から再開します。 

休憩 午後 ０時３０分   

再開 午後 １時５０分   

○議長（池山富良君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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 日程第11の議案第11号、平成30年度一般会計補正予算（第６号）についてを議題とします。 

 これから質疑を行います。ほかに質疑はありませんか。 

○６番（勇元勝雄君）   

 歳入の８ページから行きたいと思います。第３表、繰越明許費、民泊整備モデル事業469万

8,000円、初めは、これは修繕費でみていましたけど、恐らくこれは９月でしたかね補正され

たの、９月か12月かな、それはいいとして、修繕費でなければいけなかった理由。 

 款の８社会資本整備事業、道路事業２億2,464万3,000円、ことし道路見ても、埋め立て前の

歩道関係ですか、あれしかやっていないみたいなんですよね。その事業がおくれた理由。 

 ８土木同じ、県単の急傾斜地崩壊対策事業962万2,000円の事業がおくれた理由。総合の公園

はもう補正であれしていますからいいんですけど。 

 住宅9,052万6,000円おくれた理由。 

 歳入の３ページ、町民税１、１の１個人町民税の節の２、64万減になった理由、実際の滞納

額。 

 同じく固定資産税１、２、１の２、滞納1,800万の予算を組んで1,000万の減、これはどうし

てそうなったのか、その理由。 

 ４ページ、11、１の１の１農業費現年度分分担金1,679万5,000円、恐らくこれは当初1,679

万5,000円組んであったと思いますけど、減になった理由。 

 真ん中あたりの12、１の１企画費使用料、コワーキングスペース使用料が減った理由。 

 ６ページ、下の14、２の４の１農業費補助金、軒並み減になっていますけど、減になった、

もう地籍調査のほうは、もう国からのあれだと思いますけど、奄美農業創出支援事業補助金条

件整備298万3,000円、経営体育成支援事業補助金300万、機構集積協力事業交付金220万、産地

パワーアップ事業補助金49万5,000円減になった理由。 

 ８ページ、17、１の３自衛隊殉職者慰霊碑管理基金繰入金154万は、予算は200万ですけどそ

の事業内容、200万の。 

 ９ページ、町債、20の１の１の６教育、軒並み減になっていますけど、教育再生事業、ソフ

ト事業290万、（発言する者あり）これ８ページ、８ページ一番最後。 

 ９ページ、スクールソーシャルワーカー事業設置事業、ソフト事業ですけど110万全額ゼロ

になった理由。７の商工債400万、商業活性化対策支援事業、ソフト事業ですけど400万減にな

った理由。 

 12ページ、２、１、４の財産管理費、８報償費、町有地有効活用検討委員会が10万からゼロ

になった理由。12筆界特定測量手数料、公有財産登記手数料が減になった理由。13住民訴訟弁

護士費用30万減になった理由、その訴訟の場所。７の庁舎整備基金現在高は幾らでしょうか。 

 13ページ、先ほども言いましたけど、自衛隊ヘリコプター殉職者13回忌、その事業内容、
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200万の。 

 同じく13ページ、14の地域情報通信基盤整備事業、備品購入費Ｄ癩ＯＮＵ機器40台、これは

どういう品物でしょうか。 

 同じく目の16企画費の８報償費、徳之島町創生総合戦略会議11万6,000円からゼロになった

理由。 

 15ページ、真ん中あたりの民泊整備モデル事業、これは、場所はどこで、どのような状態の

家かお伺いいたします。 

 18ページ、３、１、３、一番私が興味のある項目です。老人福祉。20の扶助費、敬老祝い金、

ほかの町村を見たら最高齢者に祝い金をあげているんですよね。それでこれは要望として聞い

てもらいたいと思いますけど、最高齢者に年幾らかでも敬老祝い金として差し上げることはで

きないか。 

 20ページ、４、１、４の保健対策事業費、集団健康診断委託料269万3,000円減になった理由、

恐らくこれが健康保険税にも関係すると思いますので、今後の対策。 

 21ページ、６、１、２の農業総務費、19負担金補助金及び交付金、遊休農地等解消事業補助

金50万予算を組んで50万減になった理由。 

 23ページ、目20、機構集積協力事業費の19経営転換協力事業補助金100万減、地域集積協力

事業補助金120万、これは事業がなかったのかどうか、減になった理由。 

 21の経営体育成支援事業費、同じく19、300万予算を組んで300万減になった理由、国から決

定がなかったのか。 

 23ページ、農地19、県営畑総事業、事業の減で1,250万の減がでたのか。 

 24ページ、27地籍調査費343万の臨時職員の賃金が減っていますけど、委託費を見たら来年

度は事業が多くなると思いますけど、現在の体制でできるか。 

 同じく24ページ、６、２の林業振興費、13の委託料、長寿命化計画策定委託料267万8,000円、

森林ＧＩＳ整備委託料135万、これは補助金の関係で減ったのかお伺いします。 

 25ページ、６、３の漁港管理費、13の委託料、亀津漁港海岸線長寿命化策定業務委託、結果

は出ているのかお伺いします。 

 26ページ、８、２、３の社会資本整備事業、当初予算からどれぐらいの15の工事請負費、ど

れぐらいの事業が発注されているか。 

 27ページ、９、１、２の非常備消防費、これはこの予算とは関係ないですけど、何年か前に

防火水槽のほうに、亀津の中区のほうで火事があったとき、何十メートルも離れていないとこ

ろに防火水槽があって、それでその防火水槽を全然使わなかったんですよ。それで防火水槽に

その防火水槽があるという看板を立ててくれということでお願いしましたけど、その結果はど

うなっているかお伺いします。 
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 28ページ、10、１の５教育再生事業の８報償費180万円、教室が減ったのか、どういうわけ

で減になったか、その理由。 

 30ページ、10、２の３の14使用料及び重機借り上げ料40万円、事業内容。 

 同じく10、３の同じく30ページ、10、３の１学校管理費、需用費、消耗品費が99万2,000円

減になった理由。各学校行ったらいろいろ消耗品が足りないとかそういう話があるんですけど、

その各学校の消耗品は足りているかどうか。 

 33ページ、10、５の２文化財保護費、役務費で21万5,000円金毘羅神社看板設置料、恐らく

金毘羅神社のほうは県の補償が出ているはずなんですけど、その看板の費用は出ていなかった

のかお伺いします。 

 34ページ、10、６の１保健体育総務費の19負担金、町体育協会運営費230万減になった理由。 

 35ページ、10、６の６屋内運動場建設事業費150万3,000円減になった理由、恐らく予算を組

むときは、見積もりもあるメーカーでもどこでもいいんですけど、見積もりをとって予算を組

むわけですから、150万も余るというのもおかしいと思うんです。また、ある業者さんでも、

役場の出した金と鹿児島から取る金が一緒だという話も聞いています。 

 36ページ、11、２の１工事請負費、ここには奥名川となっていますけど、これはあの橋を渡

ってすぐの右側の護岸なんです。これは３年ほど前に役場のほうに連絡して、あそこブロック

倒れているからということで連絡したんですけど、その災害の採択がおくれた理由ですね。 

 以上です。 

○議長（池山富良君）   

 勇元議員にお願いします。あなたの質問の中で、幸さんと幾つかダブっております。幸さん

と幾つかダブっておるんです。そして、23ページの24の農地、県営畑総事業1,250万落として

あるけど、という説明がほかにまだ聞きたいのか。この質問を幸さんがしたとき、あなたが聞

いていないのか。どちらかと思うんですけども、なるべく重複しないようにお願いします。

（「はいはい」と呼ぶ者あり） 

○耕地課長（福  旭君）   

 お答えします。 

 歳入の４ページ、11分担金及び負担金の農林水産業分担金、畑総事業の分担金なんですが、

畑総事業の分担金につきましては、各農家ごとの工事の金額を県農村整備課のほうで計算して

分担金が決まります。それが耕地課のほうに来て、納付書を発送するんですが、その計算書が

ことしの１月にまいりましたので、今から納付書を製作して発送しますと、農家の方に３月ま

でにお金を払いなさいよということになりますので、納付期限が短いし、また農家への負担が

大きいということで、４月をまって発送しようと考えたところ、今回、当初上げていました分

担金を減額することになりました。 
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 それから、歳出の分も説明させてもらったほうがいいですかね。歳出の23ページ、農地費の

県営畑総事業の分なんですが、先ほど幸議員のところでも説明させていただきましたが、当初

予算は補正予算を見越して、県のほうから予算を組んでくれということで7,650万組ませてい

ただきました。その後、事業費が確定しまして、事業費確定とともに負担金も5,807万9,400円

となりましたので、負担金1,250万を減額させてもらったところであります。 

 以上です。 

○農業委員会事務局長（福田誠志君）   

 歳入の６ページをお願いします。款項目が14、２の４の１です。上から６項目めなんですが、

機構集積協力事業交付金、この事業なんですが、農地中間管理事業の交付金となります。220

万減額になっておりますが、その内訳としまして経営転換協力金、これは離農した方とかリタ

イアされた方、その方に対して５反以上２反未満の面積に対しまして約50万交付金があるんで

すが、その２件計上しておりました。結果、該当者はいらっしゃいませんでした。 

 地積集積協力金、これは農地集積した貸付割合に交付金が出るんですが120万減額しており

ます。交付金の割合の低下ということです。これに関連しまして、歳出23ページお願いします。 

 款項目が６、１、20の19、この補助金の事業に関連しまして、同じように経営転換金100万

円、地域集積協力金120万円減額しております。 

 以上です。 

○企画課長（向井久貴君）   

 お答えいたします。 

 まず、８ページの第３表の繰越明許費の民泊整備モデル事業でございます。これは確かに

９月に補正をさせていただきました。で、台風24号の影響によりまして、民泊対象の家屋にき

たその被害を受けられた方が住んで仮入居している状況でございまして、改修できないという

状況になりましたので繰り越しをさせていただきました。 

続きまして、歳入の４ページ、款12項１、１総務使用料の企画使用料でございます。コワーキ

ングスペース使用料でございますけれども、ことしの見込みは大体10万ほどではないかという

ことで、実は昨年、非常に心苦しいんですけども、補正で減額させていただいたんですけども、

今回減額となりました。来年度も40万ほどの歳入を見込んでおるわけですが、しっかりとした

積算をして、この目標を達成したいというふうに考えているところでございます。 

 それから歳出の13ページ、一番下の段、企画費です。16の企画費のところでございます。徳

之島町創生総合戦略会議のマイナスでございます。これにつきましては、24年度に第５次徳之

島総合計画が作成されまして、33年で終わりでございますけれども、これの見直しを計画して

ございますけれども、来年、ちょうどその徳之島町のまち・ひと・しごと創生総合戦略も31年

度は終わるということで、31年度にこれとあわせて見直しを行うということで、今回は見送り



― 260 ― 

をさせていただきました。 

 最後に15ページ、下から２段目のところの民泊整備モデル事業でございます。この場所でご

ざいますけれども、先ほどの場所でございます。これは井之川でございます。状態につきまし

ては、若干雨漏り、それからキッチン、水回りです。トイレ、風呂等々の改修が必要であると

いう状況でございます。 

 以上です。 

○総務課長（東 弘明君）   

 歳入の８ページ、９ページの町債減の理由につきましてですけども、教育再生スクールソー

シャル、それから商業活性化の減の理由でございますけども、過疎につきましては、市町村ご

とに限度額は決められております。他の市町村の不用額を限度額超えとして借り入れることは

できますが、平成30年度はその限度額を超える部分に対しまして同意が得られなかったために、

５事業で減額調整を行いました。 

 それから、歳出のほうですけども、12ページ、目４の財産管理のほうですけど、報償費、こ

れにつきましては、今年度におきましては、売り払い件数がゼロ件でしたのでマイナスという

減額ということでございます。 

 それから、13の委託料、住民訴訟弁護士費用、これにつきましても訴訟件数がゼロ件という

ことで、減額をしております。 

 それから、調査整備基金積立金ですけども、現在、今年度２億円を積み立て後、基金額が

３億179万3,661円ということになります。 

 それから13ページ、自衛隊ヘリのその慰霊祭、13回忌慰霊祭のどういう中身かということで

すけども、どういう具合に使われるかということですけども、これにつきましては、遺族等の

旅費、それから花代とか、それから懇親会のほうにも若干使われるようになっております。 

 それから13ページの18の備品購入費、Ｄ癩ＯＮＵ機器の40台、これにつきましては、光ネッ

トを引き込みをする際に必要となる機器でございまして、１件の引き込みにつきまして１台を

必要となりますので、その40台分の計上でございます。 

 以上です。 

○企画課長（向井久貴君）   

 一つ漏れておりました。先ほどの繰越明許費の民泊整備モデル事業でございます。最初、修

繕費で組んでおりました。修繕の賄えるというふうな形で進めてまいりましたけども、水回り

以外のところにもいろいろ出てきまして、これはやはり設計管理委託をちゃんといたしまして、

工事請負費でやったほうがいいかということで請負費に変更いたしました。これ見ると最初か

ら工事請負費でなかったかなという感じがいたします。 

 よろしくお願いいたします。 
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○総務課長（東 弘明君）   

 一つだけ説明が抜けておりました。先ほど中区の火事の中で、火事の時に防火水槽への設置

とか案内のあれができないかということでしたけども、私もまだその点については詳しく把握

をしておりませんので、あと、担当とまた話を聞いた上で、また御報告させていただきたいと

思います。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 まず、歳入のほうから、６ページの款14項２の４の１、農業費補助金、上の奄美農業創出支

援事業補助金、これに関連しましては、補助対象外、当初計画していた案件から補助対象外と

いうのと、また入札執行残のため補助金が減額となっております。 

 それと、次に経営体育成支援事業補助金の300万の減に関しましては、今回、事業希望者が

いなかったため全額減となっております。 

 また、産地パワーアップ事業補助金、これに関しましては事業の入札執行残であります。 

 次に、支出のほうでありますけれども、21ページ、款６の１の２の農業総務費の遊休農地等

解消事業補助金、これに関しましては、これまで同様の事業があったわけなんですけども、今

回、町単独等に同様の事業があったということで、希望者がいなかったため補助金の減となっ

ております。 

 それと、23ページの目の21経営体育成支援事業に関しましては、先ほど歳入で言ったように、

事業が採択するための該当者がいなかったため減額となっております。 

 24ページの農林水産業費、林業費、林業振興費の中の13委託料、長寿命化計画委託料、委託

料の減は、委託した案件の業務委託の不用額となっております。 

 森林ＧＩＳ整備委託料に関しましては、今回採択されなかったということで減額となってお

ります。 

 歳出の25ページ、６の３の２の漁港管理費委託料、亀津漁港海岸線長寿命化策定業務委託と

いうことで、結果は出ておりますけれども、その委託に関しての執行残不用額ということにな

っております。 

 以上です。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 お答えします。 

 ８ページ、第３表繰越明許費、８土木費、社会資本整備道路事業費、事業のおくれた理由な

んですが、現在、社会資本整備交付金の土木事業におきましては、設計委託業務及び工事を行

っております。 

 まず、おくれた理由といたしましては、現在、建設課の今の流れとしては、設計業務委託に

発注して設計業務委託が完成してから工事がもちろん発注されます。そういった流れで工事の
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おくれがあって繰り越し事業となっております。 

 今年度におきましては、そこの、勇元議員もお気づきのように、特殊工法もあるんですけど、

年度初めに繰り越し事業が、また前年度になりましたらありますので、そういった感じで半分

はおくれみたいな感じで今進んでいるのが現状です。 

 続きまして、県単急傾斜地事業対策事業のおくれなんですけど、これはおくれではなくて、

当初補助金を要望しておりましたが、最初の要望で約半額しかこずに、第２回目の要望、これ

がまた12月頃に予算が第２要望ということで予算を獲得することができたので、その残りの分

の工事ちゅうことで、当初の分は、これは井之川中学校の擁壁の件なんですけど、１期工事は

もう終わって、あと検査すれば終わりなんですけど、あとの要望額を繰越額に回したというこ

とです。 

 続きまして、３番目の花徳団地建設事業のおくれた理由といたしましては、当初早急に始め

る予定でしたが、土地購入時点で土地の購入、私どもが確認した時点でその土地が宅地になっ

ておりました。しかしながら実際書類をとって確認したところ、土地が畑になっておりました。

なぜかというと、その期間、私ども土地の台帳に記載している間に地籍が入っておりまして、

そこで事務トラブルというか、本人とその前所有者とそこで働いている人たちがおりまして、

タイミング的にその地籍のことは考えずに何か畑になったということで、その解消のことを宅

地にするという事務手続きでこんだけの時間を要しました。しかしながらこれは、私どもは本

当偶然のトラブルというか、逆に職員が奄美大島まで行って、その宅地の件、地目を変更した

こと、やったことない作業で本当に頑張ったと思います。そういった理由で今の発注になりま

した。 

 繰り越しについては以上です。 

 続きまして、24ページ、地籍調査費、賃金344万3,000円の減なんですけど、今年度より地籍

調査に関しましては、耕地課から建設課の担当となりました。地籍調査事業におきましては、

補助金で行っております。補助金の要望額が、先ほどの公営住宅も一緒なんですけど、要望額

が下がったということで、要望額が2,340万円であったが交付決定で1,560万円で３分の２にな

ったということで、その下がった分をどうしようかということで、本来ならば、昨年までは事

業量を落として経営していたみたいなんですけど、今回は、先ほども幸議員に答弁いたしまし

たとおり、進捗率が遅過ぎるということで、所長等からどうしてもこの事業がしたいというこ

とで、それでは何で削減していくかということで、この人件費などで削減いたしました。 

 人件費につきましては、５人の臨時職員がおりましたが１人を削減、２人は半年、半年の削

減といたしまして、その金額となっております。業務内容といたしましては、１人がパソコン、

管理システムを預かっている者、２人に関しましては、草刈り等現場で刈るということでした。

それを所長とかに確認しますと、「いや、これでもいける」ということだったので、今後とも
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この体制で頑張っていけるものだと思っております。 

 また来年度は、亀津地区に入るということで、その草刈り職員は減らせるんではないかとい

う、当初予算のほどではないという報告を受けております。 

 続きまして、26ページ、３番社会整備道路事業費、工事費9,355万6,000円の内訳を申し上げ

ます。 

 この9,355万6,000円につきましては、先ほど２次補正で配分となった予算でございまして、

この件に関しましては、亀津共木屋線工事、クロネコヤマトから奥名川までの排水工事となっ

ております。それ以外のものにつきまして、本年度の事業といたしましては、亀津下原線、こ

れは火葬場からマリンパークへの道です。亀津池田線、奄美酒類から第３大瀬橋の排水工事と

なります。亀津大船築地線、徳洲会前、今やっている自治会館の前金払いのがあって、その工

事を行っているということです。亀津井之川線、亀津から井之川、この工事に関しましては、

ＮＴＴの工事が、地中埋設工事があるということで、現在のところ延期しております。その工

事が終わり次第取りかかるということになっております。 

 あとは橋梁工事といたしまして、亀津22号線第２大瀬橋工事となっております。 

 以上です。 

○社会教育課長（茂岡勇次君）   

 お答えいたします。 

 23ページにありました文化財保護費、10、５、２の役務費の中の手数料、金毘羅神社看板設

置手数料ですけども、これにつきましては、当初ここがやっておりますのは建物、鳥居等にお

いては事業のほうで改修を行っているということで、看板については町のほうでお願いをした

いということで、今回この21万5,000円を計上させていただきました。 

 続きまして34ページ、236万3,000円について、これは補助金です。町体育協会の運営費とい

うことですけども、これにつきましては、平成30年度大島地区大会の選手派遣費としてなって

おります。これが今回、台風等によりまして、派遣ができなかった種目が多数あったというこ

とで、今回返納させていただくという形をとらせていただきました。 

 それとその次のページ、35ページ、10、６、６、18備品購入費、これは勇元議員が御指摘が

ありましたように、150万3,000円という金額があるんですけども、入札執行残ということで御

理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○学校教育課長（尚 康典君）   

 すいません。お答えします。 

 歳入の８ページ、20の１の１の６の教育債費、教育再生事業、ソフト、マイナスの290万円

と、あと次のページの、済いません、９ページの20の１のスクールソーシャルワーカー設置事
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業債ソフトのマイナス110万円は、一応歳出との関係ありますんで、歳出のほうで説明をさせ

ていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

 次に、まずさっきの、今、歳入のあれですけど、歳出のページで28ページの10の１の５の８、

教育再生事業費、こちらのほうにさっき地方債のマイナス、さっきの歳入のあれがこちらに載

っていますんで、一応この学士村塾とか向学塾の事業なんですけど、こちらのほうが事業費が

下がりましたんで、歳入のほうがマイナスの290万ということです。で、下にあります６のス

クールソーシャルワーカー事業の地方債のほうも1,100万マイナスで、一般財源に、110万のマ

イナスです。すいません。一般財源のほうが110万上がっていますけど、これは財源の組み替

えということで地方債のほうを取り下げさせてもらっています。 

 そして、歳出のほうの説明に上がりたいと思います。 

 同じページのさっき質問がありました教育再生事業費の８の報償費なんですけど、これは学

士村塾の教室を当初、土曜日を７教室開く予定が６教室に、あと平日の学士村塾が５教室が

４教室に減ったのと、あと平日の開講日も最初週５する予定だったんですけど、週２と３に減

ったところもありましたんで、減額となりました。 

 続きまして、次のページ、30ページの10の２の３の14の使用料及び賃借料なんですけど、こ

の重機借り上げ料ですけど40万、これは亀津小学校の校舎の裏の大木の伐採の重機の借り上げ

料です。北区から公民館からずっと横通り行く、そこの中です。 

 続きまして、同じページの10の３の１の需用費なんですけど、一応各学校に配分しているん

で、一応消耗品費としては４万9,000円一応上げてあります。光熱費がちょっと下がった分、

ちょっとマイナスみたいになっています。 

 とりあえず以上です。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 すいません。一つ忘れていました。 

 36ページ、一番最後です。災害復旧費、奥名川が今採択になったかという話です。私ども以

前から要望書も出ているし、もちろん存じ上げておりました。しかしながらなかなか県の担当

に見せても「まだ災害ではないよね」ということで、今回の台風24号により、採択されたとい

うことになります。 

 以上です。 

○収納対策課長（安田 敦君）   

 お答えします。ページは３ページの歳入になります。 

 町税の個人分ですが、滞納繰越分で当初400万ほど組んでありましたが、400万ほど組んだ理

由としましては、過去にも滞納分として700万とか600万入っていたので、400万を組みました

が、今年度においては、２月の予算作成時には340万しか入っていなく、64万をおとさせてい
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ただきました。 

 また、固定資産税の滞納繰越分は当初予算で1,800万ほど組んでありましたが、これも過去

には2,000万近く、2,400万とか1,900万とか入っていたんですが、今年度については800万ほど

ということで1,000万ほどおとさせていただきました。 

 以上です。 

○介護福祉課長（豊島英司君）   

 歳出の18ページ、３、１、４、扶助費20敬老祝い金なんですけど、これ当初100歳以上の方、

今年度中に100歳になられる方を当初では約22名ということで当初予算を組んだんですけど、

本年度中に６名の方が減少されているということで、６名分の18万円を減額しているような状

況です。 

 議員がおっしゃるとおり、最高齢者の方に特別祝い金として差し上げることができればなと

は、私、自分事なんですけど、そう思います。今後また、町当局と検討させていただきたいと

思います。 

○健康増進課長（芝 幸喜君）   

 お答えいたします。 

 歳出の20ページ、目の保健対策事業費の委託料の中の集団健康診断委託料269万3,000円減額、

これは健康診断、集団健診や特定健診時なんですけど、特定健診の項目には含まれていない別

料金の６つの検査料の合計になります。特定健診は500円ですが、それ以外の別に、ちょっと

心配かなと思われる方に受けていただいておりまして、その６検査は、前立腺検査、大腸がん、

腹部超音波検査、肝炎検査、胃がんリスク検査、骨粗しょう症検査の６検査でございます。こ

れは独自で、別料金でありますので、受けたい方が受けていただいてよろしいんですが、特に

対策としてはしておりません。努力するのは特定健診の項目が主でございます。この合計が、

これもまた特定健診とは別に町からの補助を出しておりますけど、その補助の分の減額でござ

います。 

 以上です。 

○議長（池山富良君）   

 ほかに質疑はありませんか。 

○１番（植木厚吉君）   

 すいません。歳出の22ページをお願いします。農業費ですけども、目の18節の19になります。

農林水産物輸送コスト支援事業とありますけども、こちらの対象団体数とか、もし対象団体の

名前と件数とか対象別の金額とか、もしわかれば教えてください。 

○農林水産課長（高城博也君）   

 お答えいたします。 
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 名称のほうは、ちょっと法人のほうに了解をもらっていないので御了解いただきたいと思い

ます。 

 まず、農産物に関しましては、29年度が４団体、水産物が１団体、需用費ほうが計で2,649

万14円となっております。30年度のこれは見込みでありますけれども、農産物に関しましては

６団体、水産物に関しましては１団体、計で見込みでありますけれども4,000万1,211円の現段

階での見込み額となっております。 

 以上です。 

○議長（池山富良君）   

 ほかに質疑はありませんか。 

○６番（勇元勝雄君）   

 地籍は、来年度は現在の体制でいくということでよろしいでしょうか。 

 それと、実際、町の執行状況を見ても、この間もあそこの井之川のコワーキングスペース、

あそこの電気自転車ですね。当初で恐らく予算通っていたと思うんですよ。恐らく２月か３月

の時点で買ったと思うんですよね。せっかく当初で予算通っているわけですから、予算の執行

をもっと早めてお金を有効に使ってもらいたいと思います。 

 税務課の滞納の総額、各町民税、固定資産税、軽自動車税、それと、歳入で徳之島物産の48

万が、平成29年度分がまだ徴収されていないということですけど、これは本当、役場の職務怠

慢ですよ。せっかく神之嶺地区に住宅地があるのに、地区の住民が、「住宅ができるかと思っ

たのにああいう工場つくってもらって、大変迷惑している」ちゅう話も聞いているんです。島

にそういう工場でもつくって雇用がふえる、それは、そういうありがたい事業だから恐らくあ

そこにつくったと思うんですよ。平成29年度も30年度も終わりますよね。条例の中にもああい

うところは前金払いというような条例があったと思うんですよ。そういう点を考えて、いやで

も世間一般のうわさでは、友達だからどうのこうのとそういううわさもありますんで、だから

そういう疑念を抱かないような格好で職員がぴしっとして、町長に迷惑をかけるようなことを

させないように、今後は条例を見て、もし前もって払わなければいけないような条例が、この

間見たことがあるんです。そういうの。まあ調べて、対処してもらいたいと思います。これは

要望ですけど。 

○議長（池山富良君）   

 答弁はいいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○収納対策課長（安田 敦君）   

 お答えいたします。 
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 滞納額の現在数ですが、住民税が871万6,660円、法人税69万4,000円、固定資産税6,752万

4,697円、軽自動車税505万1,685円、国民健康保険税4,450万5,565円となっております。徴収

率も言いますか。（発言する者あり） 

○議長（池山富良君）   

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 討論なしと認めます。 

 これから議案第11号、平成30年度一般会計補正予算（第６号）について採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第11号は原案のとおり可決されました。 

 

△ 日程第12 議案第12号 平成30年度簡易水道事業特別会計補正

予算（第４号）について   

○議長（池山富良君）   

 日程第12、議案第12号、平成30年度簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）について議題

とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

○町長（高岡秀規君）   

 議案第12号の提案理由の御説明を申し上げます。 

 本議案は、平成30年度簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）について、議会の議決を求

める件であります。 

 内容は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ515万3,000円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ２億9,929万9,000円とするものであります。 

 歳入の内容は、町債340万円、繰入金125万3,000円、使用料及び手数料50万円の減額であり

ます。 

 歳出の内容は、施設整備費271万8,000円、総務費209万1,000円、公債費34万4,000円の減額

であります。 

 なお、事項別明細につきましては、審議の段階で御説明申し上げます。 

 何とぞ御審議の上、議決していただきますようよろしくお願い申し上げます。 
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○議長（池山富良君）   

 これから質疑を行います。 

○６番（勇元勝雄君）   

 簡易水道の設備の更新は恐らく来年度で終わると思いますけど、起債の額を幾らぐらいを見

込んでいるか。そして、公債費を幾らぐらい見込んでいるか、お願いします。 

○水道課長（清瀬博之君）   

 お答えします。 

 一応、総額で構わないですかね。一応簡易水道では10億、約10億を来年度までに見込められ

ると思います。それで32年度から合併、統合になりますので、上水道と一緒になったときに、

またその約倍近くの起債が考えられると思っております。 

 以上です。 

○議長（池山富良君）   

 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 討論なしと認めます。 

 これから議案第12号、平成30年度簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）について採決し

ます。 

 お諮りします。本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第12号は原案のとおり可決されました。 

 

△ 日程第13 議案第13号 平成30年度国民健康保険事業特別会計

補正予算（第４号）について   

○議長（池山富良君）   

 日程第13、議案第13号、平成30年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）について

議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 
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○町長（高岡秀規君）   

 議案第13号の提案理由の御説明を申し上げます。 

 本議案は、平成30年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）について、議会の議決

を求める件であります。 

 内容は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,389万円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ15億454万7,000円とするものであります。 

 歳入の内容は、県支出金3,360万3,000円、繰入金919万3,000円の増額、国民健康保険1,890

万6,000円の減額であります。 

 歳出の主な内容は、保険給付費2,500万円の増額、保健事業費101万円、総務費10万円の減額

であります。 

 なお、事項別明細につきましては、審議の段階で御説明申し上げます。 

 何とぞ御審議の上、議決していただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（池山富良君）   

 これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 討論なしと認めます。 

 これから議案第13号、平成30年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）について採

決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第13号は原案のとおり可決されました。 

 

△ 日程第14 議案第14号 平成30年度介護保険事業特別会計補正

予算（第４号）について   

○議長（池山富良君）   

 日程第14、議案第14号、平成30年度介護保険事業特別会計補正予算（第４号）についてを議

題とします。 
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 本案について提案理由の説明を求めます。 

○町長（高岡秀規君）   

 議案第14号の提案理由の説明の御説明を申し上げます。 

 本議案は、平成30年度介護保険事業特別会計補正予算（第４号）について、議会の議決を求

める件であります。 

 内容は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ598万4,000円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ11億8,578万7,000円とするものであります。 

 歳入の内容は、繰入金1,829万6,000円の増額、支払い基金交付金1,697万4,000円と県支出金

539万6,000円、保険料100万円、国庫支出金91万円の減額であります。 

 歳出の内容は、総務費13万5,000円の増額、保険給付費440万円、地域支援事業費171万9,000

円の減額であります。 

 なお、事項別明細につきましては、審議の段階で御説明申し上げます。 

 何とぞ御審議の上、議決していただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（池山富良君）   

 これから質疑を行います。 

○６番（勇元勝雄君）   

 歳出の２ページ、繰入金６の２、一般会計繰入金、これは純然たる町からの繰入金になって

いるでしょうか。 

○介護福祉課長（豊島英司君）   

 議員のおっしゃるとおり、町からの純粋なる繰入金です。 

○議長（池山富良君）   

 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 討論なしと認めます。 

 これから議案第14号、平成30年度介護保険事業特別会計補正予算（第４号）について採決し

ます。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（池山富良君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第14号は原案のとおり可決されました。 

 

△ 日程第15 議案第15号 平成30年度公共下水道事業特別会計補

正予算（第４号）について   

○議長（池山富良君）   

 日程第15、議案第15号、平成30年度公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）について議

題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

○町長（高岡秀規君）   

 議案第15号の提案理由の御説明を申し上げます。 

 本議案は、平成30年度公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）について、議会の議決を

求める件であります。 

 内容は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ99万5,000円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ３億8,530万1,000円とするものであります。 

 歳入の内容は、繰入金99万5,000円の減額であります。 

 歳出の内容は、総務費51万円、事業費48万5,000円の減額であります。 

 なお、事項別明細につきましては、審議の段階で御説明申し上げます。 

 何とぞ御審議の上、議決していただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（池山富良君）   

 これから質疑を行います。 

○６番（勇元勝雄君）   

 歳出の４ページ、２、１、１の17公有財産購入費290万、これはどこの土地を買収するんで

しょうか。 

○建設課長（亀澤 貢君）   

 お答えします。 

 宮之原議員の土地の裏です。あの案川沿いのところを約２メーター、幅員２メーターで購入

しようと思っております。その理由といたしましては、管工事をそこから通そうと思っての土

地購入費になります。 

○議長（池山富良君）   

 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   
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 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 討論なしと認めます。 

 これから議案第15号、平成30年度公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）について採決

します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第15号は原案のとおり可決されました。 

 

△ 日程第16 議案第16号 平成30年度後期高齢者医療特別会計補

正予算（第４号）について   

○議長（池山富良君）   

 日程第16、議案第16号、平成30年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）について議

題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

○町長（高岡秀規君）   

 議案第16号の提案理由の御説明を申し上げます。 

 本議案は、平成30年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）について、議会の議決を

求める件であります。 

 内容は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ60万6,000円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１億880万3,000円とするものであります。 

 歳入の内容は、後期高齢者医療保険料41万5,000円、諸収入19万1,000円の減額であります。 

 歳出の内容は、後期高齢者医療広域連合給付金41万5,000円、保健事業費19万1,000円の減額

であります。 

 なお、事項別明細につきましては、審議の段階で御説明申し上げます。 

 何とぞ御審議の上、議決していただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（池山富良君）   

 これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   
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 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 討論なしと認めます。 

 これから議案第16号、平成30年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）について、改

正する条例について採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第16号は原案のとおり可決されました。 

 

△ 日程第17 議案第17号 平成30年度水道事業会計補正予算（第

４号）について   

○議長（池山富良君）   

 日程第17、議案第17号、平成30年度水道事業会計補正予算（第４号）について議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

○町長（高岡秀規君）   

 議案第17号の提案理由の御説明を申し上げます。 

 本議案は、平成30年度水道事業会計補正予算（第４号）について、議会の議決を求める件で

あります。 

 内容は、収益的収入におきましては、営業外収益2,996万の増額であります。収益的支出に

おきましては、営業費用55万4,000円、営業外費用299万9,000円の減額であります。 

 次に、資本的収入におきましては、企業債440万円の減額であります。資本的支出におきま

しては、建設改良費443万6,000円の減額であります。 

 なお、事項別明細につきましては、審議の段階で御説明申し上げます。 

 何とぞ御審議の上、議決していただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（池山富良君）   

 これから質疑を行います。 

○６番（勇元勝雄君）   

 現在やっている第２浄水場、あの処理能力と事業は今年度で終わりか、お伺いいたします。 

○水道課長（清瀬博之君）   

 お答えします。 
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 事業は、今年度で一応終了します。 

 処理能力ですけど、１日1,000トンの処理能力を持っております。 

 以上です。 

○議長（池山富良君）   

 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 討論なしと認めます。 

 これから議案第17号、平成30年度水道事業会計補正予算（第４号）について採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第17号は原案のとおり可決されました。 

 

△ 日程第18 議案第18号 平成31年度一般会計歳入歳出予算につ

いて   

△ 日程第19 議案第19号 平成31年度簡易水道事業特別会計歳入

歳出予算について   

△ 日程第20 議案第20号 平成31年度国民健康保険事業特別会計

歳入歳出予算について   

△ 日程第21 議案第21号 平成31年度農業集落排水事業特別会計

歳入歳出予算について   

△ 日程第22 議案第22号 平成31年度介護保険事業特別会計歳入

歳出予算について   

△ 日程第23 議案第23号 平成31年度公共下水道事業特別会計歳

入歳出予算について   

△ 日程第24 議案第24号 平成31年度後期高齢者医療特別会計歳

入歳出予算について   

△ 日程第25 議案第25号 平成31年度水道事業会計歳入歳出予算
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について   

○議長（池山富良君）   

 日程第18、議案第18号、平成31年度一般会計歳入歳出予算についてから日程第25、議案第25

号、平成31年度水道事業会計歳入歳出予算についてまで、以上８件を一括議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

○町長（高岡秀規君）   

 平成31年度の予算書を提出するにあたり、予算編成にあたっての主な方針と予算の概要を説

明申し上げ、議会の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

 平成31年度の予算編成にあたっては、財源不足を解消するとともに歳入に見合った歳出とし、

継続可能な財政構造の確立を目指す必要がございます。そのため、歳入面では、国や県の情報

を収集し共有化を図るとともに、全職員が新たに活用できる補助制度等の活用を検討すること

や自主財源の確保につながる施策に取り組む必要がございます。 

 歳出面では、全ての経費を見直し、これまで以上に義務的経費の抑制に努め、物件費、補助

費、繰出金の抑制、削減に取り組むほか、公共施設の長寿命化計画等の策定による年次的改修

計画など、維持補修経費への特定財源の確保に努め、本町が実施している各種施策を実りある

ものとするため、限られた財源の中でより質の高い行政サービスを図ることなどを主な方針と

いたしました。 

 平成31年度の一般会計の当初予算は73億2,755万円で、前年度当初予算に対し5.5％、金額に

して４億3,045万円の減額の予算であります。 

 予算編成では、主要な施策を実施するに当たり、財政調整基金等の繰り入れを行いました。

また、公債費につきましては、生涯学習センター建設事業の償還終了により、利子償還金が減

額となるなどの若干の改善が図られておりますが、今後は増加することが予想されます。経常

収支比率につきましても、昨年度より若干増加し、硬直化が進んでおりますので、引き続き税

収等一般財源の確保や経常的経費の削減を図り、財政の健全化に努めてまいります。 

 主な歳入の概要を前年度当初予算対比で御説明申し上げます。 

 町税は570万1,000円の減額、主に固定資産税の減額であります。 

 分担金及び負担金は1,578万8,000円の減額、主に保育所入所負担金の減額であります。 

 国庫支出金は546万円の減額、主に住宅建設に係る社会資本整備総合交付金の減額でありま

す。 

 県支出金は１億3,647万4,000円の増額、主に産地パワーアップ事業補助金、鹿児島県議会議

員選挙費委託金の増額などであります。 

 財産収入は221万7,000円の増額、主に美農里館生産物売り払い収入の増額であります。 

 繰入金は４億4,632万円の減額、主にふるさと思いやり基金の繰入金、徳之島用水基金繰入
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金の減額であります。 

 主に歳出の概要を前年度当初予算対比で御説明申し上げます。 

 議会費は88万5,000円の減額、主に奄美群島議会議員大会開催費の減額であります。 

 総務費は２億8,723万8,000円の減額、主にふるさと納税推進事業費及び徳之島ブランド創造

事業費の減額などであります。 

 民生費は2,887万3,000円の増額、主に私立認可保育所に係る保育所運営負担金の増額などで

あります。 

 衛生費は2,037万円の増額、主に簡易水道事業特別会計繰出金の増額などであります。 

 農林水産業費１億3,296万4,000円の減額、主に徳之島ダム償還金の減額などであります。 

 商工費は996万5,000円の増額、主に観光地整備事業費に係る増額であります。 

 土木費は1,867万5,000円の減額、主に公営住宅建設事業費の減額であります。 

 消防費は5,616万9,000円の増額、主に徳之島地区消防組合本署水槽付き消防ポンプ自動車導

入事業による増額であります。 

 教育費は9,248万4,000円の減額、主に亀津中学校プール建設事業完了による減額であります。 

 公債費は1,363万2,000円の減額、町債利子償還金の減額であります。 

 続きましては、特別会計の当初予算規模は、それぞれ次のようになっております。 

 簡易水道事業特別会計２億6,083万1,000円、前年度比12.5％の減額。 

 国民健康保険事業特別会計15億435万2,000円、前年度比4.2％の増額。 

 農業集落排水事業特別会計1,471万1,000円、前年度比19.1％の増額。 

 介護保険事業特別会計11億6,587万5,000円、前年度比3.8％の増額。 

 公共下水道事業特別会計７億１万2,000円、前年度比85.4％の増額。 

 後期高齢者医療特別会計１億436万6,000円、前年度比4.6％の減額。 

 水道事業会計のうち、収益的支出は１億9,710万5,000円、前年度比12.4％の増額。 

 資本的支出は１億1,136万1,000円、前年度比81.4％の減額であります。 

 以上、平成31年度の当初予算案の概要を申し上げました。 

 何とぞ御審議くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（池山富良君）   

 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これから８件について、総括質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本予算案８件については、議長を除く15名の委員で構成する平成31年度予算
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審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。御異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 異議なしと認めます。したがって、本予算案８件については、議長を除く15名の委員で構成

する平成31年度予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。 

 委員会条例第８条第２項の規定により、委員長及び副委員長は委員会において互選すること

になっております。 

 互選のため、しばらく休憩します。 

休憩 午後 ３時０９分   

再開 午後 ３時１０分   

○議長（池山富良君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ただいま予算審査特別委員会の委員長及び副委員長が決定しましたので、御報告いたします。 

 委員長に、総務文教厚生常任委員会委員長の行沢弘栄議員、副委員長に経済建設常任委員会

委員長の徳田進議員が決定しました。 

 

△ 日程第26 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について   

○議長（池山富良君）   

 日程第26、諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦について議題とします。 

 町長の説明を求めます。 

○町長（高岡秀規君）   

 諮問第１号の提案理由の御説明を申し上げます。 

 本議案は、人権擁護委員候補者の推薦ついて、議会の意見を求める件であります。 

 内容は、徳之島町亀徳986番地の８、安田司氏を引き続き推薦するものであります。 

 何とぞ御審議くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（池山富良君）   

 しばらく休憩します。 

休憩 午後 ３時１３分   

再開 午後 ３時１５分   

○議長（池山富良君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りします。本件は、適任であると答申することにしたいと思います。御異議ありません



― 278 ― 

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 異議なしと認めます。したがって、諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦については適任

であると答申することに決定しました。 

 

△ 日程第27 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について   

○議長（池山富良君）   

 日程第27、諮問第２号、人権擁護委員候補者の推薦について議題とします。 

 町長の説明を求めます。 

○町長（高岡秀規君）   

 諮問第２号の提案理由の御説明を申し上げます。 

 本議案は、人権擁護委員候補者の推薦ついて、議会の意見を求める件であります。 

 内容は、徳之島町亀徳2040番地の２、徳山とし子氏を引き続き推薦するものであります。 

 何とぞ御審議くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（池山富良君）   

 しばらく休憩します。 

休憩 午後 ３時２０分   

再開 午後 ３時２２分   

○議長（池山富良君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りします。本件は、適任であると答申することにしたいと思います。御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 異議なしと認めます。したがって、諮問第２号、人権擁護委員候補者の推薦については適任

であると答申することに決定しました。 

 

△ 日程第28 議員派遣の件   

○議長（池山富良君）   

 日程第28、議員派遣の件を議題とします。 

 お諮りします。議員派遣の件については、お手元に配りましたとおり派遣することにしたい

と思います。御異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件の件はお手元に配りましたとおり派遣する

ことに決定しました。 

 お諮りします。ただいま決定された議員派遣の内容に今後変更を要するときは、その取り扱

いを議長に一任願いたいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 異議なしと認めます。したがって、議員派遣の内容に今後変更を要するときは、その取り扱

いを議長に一任することに決定しました。 

○議長（池山富良君）   

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 次の会議は３月14日午後４時から本会議を開きます。 

 本日はこれで散会いたします。 

 お疲れさまでした。 

 

散 会 午後 ３時２５分   
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平成31年第１回徳之島町議会定例会会議録 

平成31年３月14日（木曜日） 午後４時 開議 

１．議事日程（第５号） 

○開 議 

○日程第 １ 議案第１８号 平成３１年度一般会計歳入歳出予算について 

 ………………………………………（予算審査特別委員長報告） 

○日程第 ２ 議案第１９号 平成３１年度簡易水道事業特別会計歳入歳出予算に 

              ついて ……………………………（予算審査特別委員長報告） 

○日程第 ３ 議案第２０号 平成３１年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出予 

              算について ………………………（予算審査特別委員長報告） 

○日程第 ４ 議案第２１号 平成３１年度農業集落排水事業特別会計歳入歳出予 

              算について ………………………（予算審査特別委員長報告） 

○日程第 ５ 議案第２２号 平成３１年度介護保険事業特別会計歳入歳出予算に 

              ついて ……………………………（予算審査特別委員長報告） 

○日程第 ６ 議案第２３号 平成３１年度公共下水道事業特別会計歳入歳出予算 

              について …………………………（予算審査特別委員長報告） 

○日程第 ７ 議案第２４号 平成３１年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算 

              について …………………………（予算審査特別委員長報告） 

○日程第 ８ 議案第２５号 平成３１年度水道事業会計歳入歳出予算について 

              ………………………………………（予算審査特別委員長報告） 

○日程第 ９ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の申し出について 

       ……………………………………………………………………（議会運営委員長） 

○閉 会 

 

１．本日の会議に付した事件 

○議事日程記載事件のとおり 
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１．出席議員（１６名） 

議席番号   氏  名            議席番号   氏  名 

  １番  植 木 厚 吉 君           ２番  竹 山 成 浩 君 

  ３番  松 田 太 志 君           ４番  富 田 良 一 君 

  ５番  宮之原 順 子 君           ６番  勇 元 勝 雄 君 

  ７番  徳 田   進 君           ８番  行 沢 弘 栄 君 

  ９番  幸  千恵子 君          １０番  是 枝 孝太郎 君 

 １１番  広 田   勉 君          １２番  木 原 良 治 君 

 １３番  福 岡 兵八郎 君          １４番  大 沢 章 宏 君 

 １５番  住 田 克 幸 君          １６番  池 山 富 良 君 

 

１．欠席議員（０名） 

 

１．出席事務局職員 

事 務 局 長  村 上 和 代 君     主 幹  白 坂 明 子 君 

 

１．地方自治法第121条の規定により説明のため出席した当局職員の職氏名 

 職  名    氏  名         職  名    氏  名 

町 長  高 岡 秀 規 君     副 町 長  幸 野 善 治 君 

教 育 長  福   宏 人 君     総 務 課 長  東   弘 明 君 

企 画 課 長  向 井 久 貴 君     建 設 課 長  亀 澤   貢 君 

花徳支所長  瀬 川   均 君     農林水産課長  高 城 博 也 君 

耕 地 課 長  福    旭 君     地域営業課長  秋 丸 典 之 君 

農委事務局主事補  盛    拓 馬     学校教育課長  尚   康 典 君 

社会教育課長  茂 岡 勇 次 君     介護福祉課長  豊 島 英 司 君 

健康増進課長  芝   幸 喜 君     収納対策課長  安 田   敦 君 

税 務 課 長  中 村 俊 也 君     住民生活課長  政 田 正 武 君 

選管事務局長  清 山 勝 志 君     会計管理者・会計課長  福 永 善 治 君 

水 道 課 長  清 瀬 博 之 君 
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△ 開 議  午後 ４時００分 

○議長（池山富良君）   

 こんにちは。 

 これから本日の会議を開きます。 

 

△ 日程第１ 議案第18号 平成31年度一般会計歳入歳出予算につ

いて   

△ 日程第２ 議案第19号 平成31年度簡易水道事業特別会計歳入

歳出予算について   

△ 日程第３ 議案第20号 平成31年度国民健康保険事業特別会計

歳入歳出予算について   

△ 日程第４ 議案第21号 平成31年度農業集落排水事業特別会計

歳入歳出予算について   

△ 日程第５ 議案第22号 平成31年度介護保険事業特別会計歳入

歳出予算について   

△ 日程第６ 議案第23号 平成31年度公共下水道事業特別会計歳

入歳出予算について   

△ 日程第７ 議案第24号 平成31年度後期高齢者医療特別会計歳

入歳出予算について   

△ 日程第８ 議案第25号 平成31年度水道事業会計歳入歳出予算

について   

○議長（池山富良君）   

 日程第１、議案第18号、平成31年度一般会計歳入歳出予算についてから、日程第８、議案第

25号、平成31年度水道事業会計歳入歳出予算についてまで、以上８件を一括議題とします。 

 本案について、予算審査特別委員長の報告を求めます。 

○予算審査特別委員長（行沢弘栄君）   

 それでは、報告をいたします。 

 平成31年度一般会計歳入歳出予算並びに７特別会計歳入歳出予算について、予算審査特別委

員会での審査の経過と結果について御報告申し上げます。 

 当委員会は、去る３月11日に委員会を招集し、11日、12日に一般会計の審査並びに特別会計

の審査を行いました。町長をはじめ、副町長、総務課長並びに各担当課長、財政担当及び各課

担当職員の出席を求め、説明資料に基づいて審査をいたしました。 

 審査の経過については、議長を除いた委員で構成されている予算審査特別委員会でございま
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すし、また、議長も委員会に出席しておりますので、審査の内容については御承知のことです

から省略いたします。 

 結果について、これから報告をいたします。 

 議案第19号、平成31年度簡易水道事業特別会計歳入歳出予算、議案第20号、平成31年度国民

健康保険事業特別会計歳入歳出予算、議案第21号、平成31年度農業集落排水事業特別会計歳入

歳出予算、議案第22号、平成31年度介護保険事業特別会計歳入歳出予算、議案第23号、平成31

年度公共下水道事業特別会計歳入歳出予算、議案第24号、平成31年度後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算、議案第25号、平成31年度水道事業会計歳入歳出予算、以上７件については、全

会一致で原案のとおり可決すべきものと決定、議案第18号、平成31年度一般会計歳入歳出予算

については、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 以上で、平成31年度予算審査特別委員会の審査の経過と結果について御報告を終わります。 

○議長（池山富良君）   

 これから委員長報告に対する質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 質疑なしと認めます。 

 これから議案第18号、平成31年度一般会計歳入歳出予算について討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

○９番（幸 千恵子君）   

 それでは、９番日本共産党の幸千恵子が一般会計に対する反対討論を行います。 

 一般会計には14の款分類があり、総務費は５つの項目に分類され、総務管理費は31の事業に

分類されています。一般会計全体としては177の事業項目があります。この177の中の１項目、

総務費の中の庁舎建設検討事業費469万7,000円に納得できないため、一般会計案に反対し、討

論を行います。 

 この庁舎建設検討事業費469万7,000円の内訳の主なものは、庁舎建設検討委員会委員報償費

12万円、新庁舎建設基本計画及び設計プロポーザル業務委託料391万円です。 

 私は、庁舎建設に対しては賛成の立場です。しかし、庁舎建設決定の進め方、場所の決定、

プロセスに納得できないため、反対をするものです。なぜ納得できないか。それは、町全体の

重要事案を、町全体を考慮には入れず、一部の思惑だけで強引に進めようとしているためです。 

 検討委員会はことし２月に１回目の委員会が行われ、３月に２回目、４月～６月までの３カ

月間で５回行うというスピードで、わずか５カ月の短期間にわずか７回の開催で設計業務委託

につなげようとしています。誰のための庁舎建設でしょうか。多くの町民を置き去りにして、

一部の役場職員が強引に建設場所を現在地に決定しようとするやり方には到底納得できません。 
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 問題はただ１つ、建設場所です。地球環境の変化による影響により、世界各地でさまざまな

災害が発生し、復興の中でたくさんの教訓が示されています。その教訓を生かすことが防災・

減災を実践することです。ところがどうでしょう。海岸からの距離わずか50メートル、海抜

４メートルの場所に庁舎をつくろうというのは、他地域の貴重な教訓を生かすことを全く考え

ていない無謀な悪政だと言うしかありません。 

 伊仙町、天城町の庁舎は高台にあり、津波災害を受ける心配はなく、地震・津波発生後、す

ぐに災害対策本部が機能します。しかし、真っ先に被害を受ける海岸端に庁舎があれば、災害

対策本部設置どころか、町長をはじめ、職員も被災する可能性が大きいということは誰が考え

てもわかります。１階に保管された大切な住民データは破損し、被災後の罹災証明を出す作業

すらままなりません。東北の多くの自治体で経験している教訓です。 

 災害対応は発生時より発生後に大きな任務があります。町民の命と財産を守るためには、ま

ず庁舎が被害を受けないか、または、受けたとしても少ないこと、そして、職員の身を守るこ

とが復興の取り組みを前に進めることになり、町の未来を大きく左右します。東北で起きた余

りにも悲惨な災害を、私たちは教訓にさせていただこうではありませんか。 

 防災危機管理アドバイザーの山村武彦先生は、「逃げる防災から安全な場所に住む防災」を

提起しています。徳之島町は亀津をはじめ、ほとんどの集落が海岸に近い低地にあり、津波災

害を考えた場合、安全とは言えない場所です。行政が率先して安全な場所に移動することで、

住民も迷うことなくならってくることでしょう。 

 役場が少々町なかから離れても、手々や金見や山などの遠方から役場に来る町民にはほぼ影

響はありません。亀津、亀徳など、近場から役場に来る町民も車の移動距離は大して変わりま

せん。徒歩や自転車利用者のためには巡回バスを準備すれば解決します。そして、役場用地に

ついでに県の施設や生活品の買い物に必ず商店街を訪れるでしょう。商店街に人が来なくなる

という心配は全く当たりません。役場の場所が少し変わっても支障は私には見当たりません。 

 建設検討委員会は役場関係者が半数以上を占めていますが、庁舎建設検討委員会の任務は重

大です。十分な根拠を示さず、十分な議論をせず、一部の強い声に小さくなり、声を出さず、

町民の意見が十分に反映されず、安易に結論を急ぎ、現在地に決定するようなことがあっては

なりません。たとえ事務局として役場側の立場で参加しているメンバーも、税金を納めている

側の町民の側に立った全体の奉仕者としての立場で検討委員会に臨む必要があります。 

 先日、検討委員会のメンバー８名にお会いし、お話を聞きましたが、ほとんどの委員が現在

地への建設について慎重な意見でした。現在地では危ないと家族で話し合っていたところだと

不安を隠せない委員、会で十分な意見が出ず問題だと語った委員、知り合いと話しても９割が

現在地には反対の声だったという委員、今どきこんな低地につくるなんて考えられないと話す

委員、簡単に現在地に決めることはできないという委員、それぞれが不満や不安を感じていま
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した。このような声が、本音が表に出されずに検討委員会で議論したと言えるでしょうか。役

場関係者が半数以上を占め、意見を言わず、聞かず、一部の思惑で現在地に決定を急ぐやり方

は断じて納得できません。 

 パブリックコメントの意見封じ問題ではっきりしました。庁舎建設について町民の意見を十

分聞く姿勢が見えないどころか、思惑と違う意見は意図的に封じ込めています。これは明らか

に町民だましです。このことによってアンケート調査の結果さえも全く信じられなくなりまし

た。現在地が適しているとの回答が７割だというのは、パブリックコメントと同じように、都

合のいいものに変えられ、削られているのではないかと思わざるを得ません。 

 町民の命と財産を守れるかどうかの重大事案を決めるのは、細心の注意と考慮、高い次元の

判断がなければ、後に重大な問題を残すことになります。単に建設検討委員会の責任では済み

ません。新庁舎建設は仕切り直しが必要です。町執行部も、議会も、全体の奉仕者として公明

正大に全体のことを考え、もっとしっかり議論しようではありませんか。 

○議長（池山富良君）   

 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

○４番（富田良一君）   

 ４番富田良一が賛成の意見を言いたいと思います。 

 一般会計の当初予算案を反対されると、新庁舎建て替えの件で検討委員会並びに調査等が進

まなくなります。また、ほかの課にも支障を来します。給食センター、東天城中学校の建てか

えの問題もありますが、役場は町の心臓部です。役場の耐震性を考えると、想定している最大

７メートル、いや、10メートルの津波に耐え得る庁舎を負担率の少ない事業債の活用で建てか

えを早く進めるべきだと、また、新庁舎建てかえの件は、町民の代表で数名の方々が検討委員

会に入っておられますので、何回か議論し、また、各地区での説明会などを行い、意見などを

聞きながら進めるべきであって、一般会計当初予算案に反対するのはおかしいと思います。 

 そういう理由で私は一般会計当初予算案に賛成します。 

○議長（池山富良君）   

 次に、反対者の発言を許します。 

○６番（勇元勝雄君）   

 ６番勇元が発言します。 

 現在の役場、津波想定区域内、そして、防災マップを見たら津波想定区域内でございます。

あえて想定区域内に役場庁舎を建てる、そういう発想がどのような考えから出てきたのか、私

には全然わかりません。パブリックコメントを見ても、現在地の建て替えには反対の人が多い

んですよね。検討委員会の委員の中でも、駐在委員会では反対という意見ということで駐在委

員会の会長さんは言っています。徳之島町で一番大きな組織が私は駐在委員会だと思うんです
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よね、各集落の駐在員ですから。 

 現在の庁舎建て替え、役場職員だけが助かるとか言っていますけれども、亀津だけが町民じ

ゃないんですよね。亀津も東北以北は恐らく役場のほうには避難して来ないんですよ。中区、

南区の方よりも、恐らく、役場周辺の方が逃げおくれたら、それは来るかもわかりませんけど、

一番の問題は海岸から50メーターぐらいしかない役場に避難しなさいという、そういう発想が

おかしいと思うんですよ。津波が来たときは高台に逃げる。それが基本であって、今までいろ

いろなへ理屈をつけて現在地じゃなければいけない、現在地ありきの結論に誘導するような答

弁しかしていません。 

 11月ですか、東北の視察へ行きました。あの現状を見て、役場、津波想定区域内、海岸から

50メーター、そういう発想を町長、前の総務課長は言ってきましたけど、そういう発想をまだ

持っていること自体が、私は町民の生命・財産を守るべき役場がなぜそういう発想をするのか、

非常に疑問に思うんです。ただ、平成32年までに着工しなければ有利な起債が借りられない、

ただその１点で役場庁舎の移転を急いでいるだけであって、現在のような状態では町民の生

命・財産を守るという、そういう発想は頭の中には私はないと思っています、現在の執行部。 

 この起債の名前でもそうでしょうが、減災・防災の起債ですよ。そういう防災のためにつく

る庁舎であって、それが初めはピロティー方式で２階、３階に事務所を置く。そういう発想を

しながら、１年もたたないうちに、１階に住民課とか税務課、そういう課を置く。そういう発

想だったら、現在の庁舎を耐震補強したらいいんですよ。恐らく、１階に事務所を持っていか

なければ、この旧庁舎を壊す間、新庁舎が使えないという状態になると思って、私は１階に事

務所を置くという発想をしたと思うんですよね。現在の門からこの新庁舎まで40メーター、こ

の間のパブリックコメントのあれでも、１階が４メーターぐらいになるというあれでしたけど、

40メーターで４メーター上がる。大分勾配がきついですよ。（「そういうのはまだ決定してい

ないですよ」と呼ぶ者あり）そういう発想があるわけよ。物を言わんでいい。その間、スロー

プをつくるんだったら、庁舎を壊してスロープをつくらなければいけない。そういうことがあ

るから１階に事務所を持っていくという発想が出たと私は思っています。 

 我々議員、そして町長、役場職員、もっと町民の生命・財産を守るという自覚を持って町政

に挑まなければ、現在のような起債の条件がいいから平成32年までに着工しなければいけない。

あまりにも拙速過ぎますよ。 

 そういう観点から私は、一般会計全体に対しては反対ではありません。また、庁舎建て替え

に対しても反対ではありません。庁舎は建て替えるべきであって、ただ、場所が現在地ではい

けないということで、私はただ１点、庁舎建設設計検討事務費に対して私は反対いたします。 

○議長（池山富良君）   

 次に、賛成者の発言を許します。 
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○１２番（木原良治君）   

 12番木原が、議案第18号、平成31年度の当初予算に対して賛成討論を行います。 

 先ほど、予算委員長から審査の報告がございました。その審査の過程において振り返ります

と、委員の方から多くの要望等もあり、反対討論された委員の方々側からも予算に対して多く

の要望がなされました。全体の一般会計当初予算に対して要望された委員の方々が、その予算

に対して反対との意見は、要望そのものをみずから否定するものであり、今、理解に苦しんで

いるところです。 

 新庁舎検討委員会はスタートしたばかりであり、結論も出ておりません。これから課題等に

対しては、その検討委員会の委員の方々がそれぞれの意見を出し、その意見が深まっていくも

のだと私は期待しております。 

 議会としては今後、新庁舎検討委員会の推移をしっかりと見守り、議会は議会としての役割

を果たしていかなければなりません。検討委員会は検討委員会の立場を真摯に検討されると思

います。そういった推移をしっかりと今後見守っていって、議会の果たすべき役割を今後、私

たち16名は果たしていくという責務を負っております。 

 そういった意味から、平成31年度の当初予算に対しては、賛成の立場から賛成討論を行いま

す。 

○議長（池山富良君）   

 ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 これで討論を終わります。 

 これから議案第18号、平成31年度一般会計歳入歳出予算について採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 

 議案第18号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（池山富良君）   

 起立多数であります。 

 したがって、議案第18号は原案のとおり可決されました。 

 これから議案第19号、平成31年度簡易水道事業特別会計歳入歳出予算について討論を行いま

す。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   
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 討論なしと認めます。 

 これから議案第19号、平成31年度簡易水道事業特別会計歳入歳出予算について採決します。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 

 お諮りします。 

 議案第19号は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第19号は原案のとおり可決されました。 

 これから議案第20号、平成31年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算について討論を行

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 討論なしと認めます。 

 これから議案第20号、平成31年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算について採決しま

す。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 

 お諮りします。 

 議案第20号は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第20号は原案のとおり可決されました。 

 これから議案第21号、平成31年度農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算について討論を行

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 討論なしと認めます。 

 これから議案第21号、平成31年度農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算について採決しま

す。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 

 お諮りします。 

 議案第21号は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第21号は原案のとおり可決されました。 

 これから議案第22号、平成31年度介護保険事業特別会計歳入歳出予算について討論を行いま

す。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 討論なしと認めます。 

 これから議案第22号、平成31年度介護保険事業特別会計歳入歳出予算についてを採決します。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 

 お諮りします。 

 議案第22号は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第22号は原案のとおり可決されました。 

 これから議案第23号、平成31年度公共下水道事業特別会計歳入歳出予算について討論を行い

ます。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 討論なしと認めます。 

 これから議案第23号、平成31年度公共下水道事業特別会計歳入歳出予算についてを採決しま

す。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 

 お諮りします。 

 議案第23号は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 異議となし認めます。 

 したがって、議案第23号は原案のとおり可決されました。 

 これから議案第24号、平成31年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算について討論を行い

ます。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 討論なしと認めます。 

 これから議案第24号、平成31年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算についてを採決しま

す。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 

 お諮りします。 

 議案第24号は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第24号は原案のとおり可決されました。 

 これから議案第25号、平成31年度水道事業会計歳入歳出予算について討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 討論なしと認めます。 

 これから議案第25号、平成31年度水道事業会計歳入歳出予算についてを採決します。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 

 お諮りします。 

 議案第25号は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山富良君）   

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第25号は原案のとおり可決されました。 

 

△ 日程第９ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の申し出について   

○議長（池山富良君）   

 日程第９、議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の申し出についてを議題とします。 

 委員長から、会議規則第75条の規定によって、お手元に配りました申出書のとおり、閉会中

の継続調査の申し出があります。 

 お諮りします。 

 委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（池山富良君）   

 異議なしと認めます。 

 したがって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

○議長（池山富良君）   

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 会議を閉じます。 

 平成31年第１回徳之島町議会定例会を閉会します。 

 お疲れさまでした。 

 

閉 会 午後 ４時３０分   

 

地方自治法第123条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

         徳之島町議会議長    池 山 富 良  

 

         徳之島町議会議員    行 沢 弘 栄  

 

         徳之島町議会議員    住 田 克 幸  
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